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巻頭言

日本セキュリティオペレーション事業者協議会 (Information Security Operation providers Group Japan 略称：
ISOG-J)は、セキュリティオペレーションの技術向上、オペレータ人材育成、および関係する組織・団体間の連携を
推進することにより、サービスの普及とサービスレベルの向上を促し、安全で安心して利用できる IT環境実現に寄
与することを目的として 2008年に設立されました。
現在、ISOG-Jでは、以下のワーキンググループ (WG)を中心に、協議会としての活動を展開しています。

• WG1：セキュリティオペレーションガイドラインWG

• WG2：セキュリティオペレーション技術WG

• WG3：セキュリティオペレーション関連法調査WG

• WG4：セキュリティオペレーション認知向上・普及啓発WG

• WG5：標的型攻撃対策検討WG

WG3は、マネージドセキュリティサービス事業者 (以下、MSS事業者)が事業を行う上で参照することが望まし
いと考えられる法令とその要求事項に関する情報交換を目的としています。特に、マネージドセキュリティサービス
(以下、MSS)の提供に当たって影響を受ける可能性がある、あるいは、参考にすることができる法令について、その
内容の明確化や適用される実務に関する検討への要求が強く、また、コンプライアンス面でも重要と考え、これらの
テーマに関する議論を行っています。
ただし、影響を受ける可能性がある法令、参考にすることができる法令と一言でいっても、MSSの提供に固有の問

題から企業活動や契約等一般的な問題に至るまで法令の適用可能性を検討すべき対象は膨大なものとなり、また、現
段階では、セキュリティオペレーションを明確に定義することは難しいことから、網羅性のある検討や関連法令とし
ての絞り込みは必ずしも容易ではありません。
そのような状況ではありつつも、まずは、検討や議論の対象となる資料を共通化する観点から、法令を収集し、議

論の経緯を踏まえて分類を行い、冊子にとりまとめました。
収録した法令の具体的な解釈や影響の有無に関する検討は、今後WG3において進めていくことになりますが、同

時に、MSS事業者の皆様が事業に関連する可能性のある法令等を参照される際の便宜に資すると考え、本書を公開す
ることとしました。
なお、WG3では、今後も以下の活動を継続します。

• 本書の定期的な改訂、見直し (法令の改訂や今後の議論をふまえた変更)

• 運用現場に基づくケーススタディおよびガイドラインの作成

本書や上記活動についてご意見等がある場合は、isogj-info@jnsa.orgまでご連絡をお願いいたします。

日本セキュリティオペレーション事業者協議会 (ISOG-J)

代表
武智　洋

http://www.jnsa.org/isog-j/
http://www.jnsa.org/isog-j/
mailto:isogj-info@jnsa.org
http://www.jnsa.org/isog-j/
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改版履歴

年　月　日 　　　修　　　正　　　項　　　目 　対象となる収録法令　
2011年 6月 8日 初版発行
2012年 5月 30日 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 刑法

(第 1.1版) (平成 23年法律第 74号) に基づく追加・改訂 不正アクセス禁止法
通信傍受法

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律 不正アクセス禁止法
(平成 24年法律第 12号) に基づく改訂

2012年 11月 10日 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 刑事訴訟法
(第 1.2版) (平成 23年法律第 74号) に基づく追加

2015年 4月 22日 サイバーセキュリティ基本法 サイバーセキュリティ基本法
(第 1.3版) (平成 26年 11月 12日法律第 104号) に基づく追加
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はじめに

巻頭言でも言及されている通り、本書を作成するにあたっての法律等の絞り込みは容易なことではありませんでし
た。ワーキンググループ内でもさまざまな議論が行われましたが、盤石の結論に達したとはいえない状況であります。
それでも、現実には絞り込みを行う必要があり、ワーキンググループとしても大まかな考え方とそれをもとにした絞
り込み作業は実施しておりますので、ここでは、本書で採用した枠組みについて簡単に触れておきたいものと考えま
す。もとより、諸専門家をはじめとするそれぞれのお立場からご覧になれば、さまざまな瑕疵や未熟なところがある
かとは思いますが、我々の立場での現状報告と看做してご笑赦いただければ幸いです。

まず、MSS事業者は必ずしも電気通信事業者ではありませんが、取り扱う情報の多くは計算機上のデータや計算
機の間でやり取りされるものであり、したがって有線・無線を問わず通信や放送の分野にどのような法律等があるの
かを知っておくことは必要だと考えました。そこで、電気通信事業法をはじめとする関連法規を選び出して第 I 部
「MSS事業者や電気通信事業者が注意するべき法律」に収録しました。

他方で、いわゆるハッキングを規制する不正アクセス禁止法のように、情報セキュリティに関連する特定の行為や
現象を扱う法律等があることも我々の議論の中からあぶり出されてきました。そこで、このような法律等を第 II 部
「情報セキュリティの特定の話題に係る法律」に収録しました。

上に挙げた二つのカテゴリがどちらかと言えば技術寄りの観点であるとするならば、個人情報保護法のようにもう
少し社会的な観点から情報の取り扱いについて述べたものがあることがわかってきました。そこで、このような法律
等を第 III部「日本の社会における情報の取り扱いについて述べた法律」に収録しました。

さらに、日本で事業を行うという観点から見ると労働関係や訴訟の手続き等についても目配りをしておく必要があ
るのではないかと思われますので、そのような法律等を第 IV部「日本で事業を行う上で一般的に留意すべき法律の
うち、MSS事業者の事業を行う上で特に関わりの深い法律」に収録しました。

また、これらの法律等を収録するにあたっては、なるべく全文を収録したいものと考えて作業をしましたが、中には
非常に長い法律等であるにも係らずMSS 事業者として検討するべき部分はわずかな条文のみである場合が散見され
ました。このような場合には、全体としてのバランスを考慮して、関連条文だけを抜粋することとしています。ただ
し、抜粋した部分の理解の助けとなるように、場合によっては政省令等から補足となるような部分を付加しています。

このように我々としてもまだまだ試行錯誤を続けている状態ではありますが、読者諸氏のお役に立つならばこれに
勝る喜びはありません。どうぞ本書をかわいがってやっていただけるように祈りながら、筆を置きます。

2011年 5月吉日

日本セキュリティオペレーション事業者協議会 (ISOG-J)

Working Group 3

主査
出口幹雄

http://www.jnsa.org/isog-j/
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電気通信事業法

（昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号）
最終改正：平成二〇年五月三〇日法律第五〇号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、

その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、
その公正な競争を促進することにより、電気通信役
務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利
益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民
の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを
目的とする。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信　有線、無線その他の電磁的方式によ
り、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受
けることをいう。

二 電気通信設備　電気通信を行うための機械、器
具、線路その他の電気的設備をいう。

三 電気通信役務　電気通信設備を用いて他人の通
信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信
の用に供することをいう。

四 電気通信事業　電気通信役務を他人の需要に応
ずるために提供する事業（放送法（昭和二十五
年法律第百三十二号）第五十二条の十第一項 に
規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の
運用の規正に関する法律 （昭和二十六年法律
第百三十五号）第二条 に規定する有線ラジオ放
送、有線放送電話に関する法律（昭和三十二年
法律第百五十二号）第二条第一項 に規定する有
線放送電話役務、有線テレビジョン放送法（昭
和四十七年法律第百十四号）第二条第一項 に
規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条
の規定による有線テレビジョン放送施設の使用
の承諾に係る事業を除く。）をいう。

五 電気通信事業者　電気通信事業を営むことにつ
いて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第

一項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務　電気通信事業者の行う電気通信

役務の提供の業務をいう。
（検閲の禁止）
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲し
てはならない。

（秘密の保護）
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、
侵してはならない。

２ 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業
者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密
を守らなければならない。その職を退いた後におい
ても、同様とする。

（電気通信事業に関する条約）
第五条 電気通信事業に関し条約に別段の定めがあると
きは、その規定による。

第二章　電気通信事業

第一節　総則
（利用の公平）
第六条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供につい
て、不当な差別的取扱いをしてはならない。

（基礎的電気通信役務の提供）
第七条 基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠である
ためあまねく日本全国における提供が確保される
べきものとして総務省令で定める電気通信役務をい
う。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、そ
の適切、公平かつ安定的な提供に努めなければなら
ない。

（重要通信の確保）
第八条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事
態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災
害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の
供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を
内容とする通信を優先的に取り扱わなければなら
ない。公共の利益のため緊急に行うことを要するそ
の他の通信であつて総務省令で定めるものについて
も、同様とする。
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２ 前項の場合において、電気通信事業者は、必要があ
るときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信
業務の一部を停止することができる。

３ 電気通信事業者は、第一項に規定する通信（以下「重
要通信」という。）の円滑な実施を他の電気通信事業
者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気
通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合に
は、総務省令で定めるところにより、重要通信の優
先的な取扱いについて取り決めることその他の必要
な措置を講じなければならない。

第二節　事業の登録等
（電気通信事業の登録）
第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の
登録を受けなければならない。ただし、その者の設
置する電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所
との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として
設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい
う。以下同じ。）の規模及び当該電気通信回線設備を
設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超え
ない場合は、この限りでない。

第十条 前条の登録を受けようとする者は、総務省令で
定めるところにより、次の事項を記載した申請書を
総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、

その代表者の氏名
二 業務区域
三 電気通信設備の概要

２ 前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三
号までに該当しないことを誓約する書面その他総務
省令で定める書類を添付しなければならない。

（登録の実施）
第十一条 総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場
合においては、次条第一項の規定により登録を拒
否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録
簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号

２ 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければなら
ない。

（登録の拒否）
第十二条 総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出し
た者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当
該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項
について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の

記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
ばならない。
一 この法律又は有線電気通信法（昭和二十八年法

律第九十六号）若しくは電波法（昭和二十五年
法律第百三十一号）の規定により罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行
を受けることがなくなつた日から二年を経過し
ない者

二 第十四条第一項の規定により登録の取消しを受
け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二
号のいずれかに該当する者があるもの

四 その電気通信事業の開始が電気通信の健全な発
達のために適切でないと認められる者

２ 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したとき
は、文書によりその理由を付して通知しなければな
らない。

（変更登録等）
第十三条 第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第
二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、
総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただ
し、総務省令で定める軽微な変更については、この
限りでない。

２ 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で
定めるところにより、変更に係る事項を記載した申
請書を総務大臣に提出しなければならない。

３ 第十条第二項、第十一条及び前条の規定は、第一項
の変更登録について準用する。この場合において、
第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に
係る事項」と、前条第一項中「第十条第一項の申請
書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録
に係る申請書を提出した者が次の各号（第二号を除
く。）」と読み替えるものとする。

４ 第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号の
事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総
務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。その
届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当
該登録を変更するものとする。

（登録の取消し）
第十四条 総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の
各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取
り消すことができる。
一 当該第九条の登録を受けた者がこの法律又は

この法律に基づく命令若しくは処分に違反した
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場合において、公共の利益を阻害すると認める
とき。

二 不正の手段により第九条の登録又は前条第一項
の変更登録を受けたとき。

三 第十二条第一項第一号又は第三号に該当するに
至つたとき。

２ 第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
（登録の抹消）
第十五条 総務大臣は、第十八条第一項若しくは第二項

の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解
散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定によ
る登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を
受けた者の登録を抹消しなければならない。

（電気通信事業の届出）
第十六条 電気通信事業を営もうとする者（第九条の登

録を受けるべき者を除く。）は、総務省令で定めると
ころにより、次の事項を記載した書類を添えて、そ
の旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
その代表者の氏名

二 業務区域
三 電気通信設備の概要（第四十四条第一項の事業
用電気通信設備を設置する場合に限る。）

２ 前項の届出をした者は、同項第一号の事項に変更が
あつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け
出なければならない。

３ 第一項の届出をした者は、同項第二号又は第三号
の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大
臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で
定める軽微な変更については、この限りでない。

（承継）
第十七条 電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、

又は電気通信事業者について合併、分割（電気通信
事業の全部を承継させるものに限る。）若しくは相
続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り
受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併によ
り設立した法人、分割により当該電気通信事業の全
部を承継した法人若しくは相続人（相続人が二人以
上ある場合においてその協議により当該電気通信事
業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
下この項において同じ。）は、電気通信事業者の地位
を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条
の登録を受けた者である場合において、当該電気通
信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法
人若しくは合併により設立した法人、分割により当

該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続
人が第十二条第一項第一号から第三号までのいずれ
かに該当するときは、この限りでない。

２ 前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した
者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なけれ
ばならない。

（事業の休止及び廃止並びに法人の解散）
第十八条 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、そ
の旨を総務大臣に届け出なければならない。

２ 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解
散したときは、その清算人（解散が破産手続開始の
決定による場合にあつては、破産管財人）は、遅滞
なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

３ 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を
休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で
定めるところにより、当該休止又は廃止しようとす
る電気通信事業の利用者（電気通信事業者との間に
電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をい
う。以下同じ。）に対し、その旨を周知させなければ
ならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比
較的少ないものとして総務省令で定める電気通信事
業の休止又は廃止については、この限りでない。

第三節　業務
（基礎的電気通信役務の契約約款）
第十九条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料
金その他の提供条件（第五十二条第一項又は第七十
条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技
術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除
く。）について契約約款を定め、総務省令で定めると
ころにより、その実施前に、総務大臣に届け出なけ
ればならない。これを変更しようとするときも、同
様とする。

２ 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基
礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に
対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべ
きことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められ

ていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する

事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の
工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確
に定められていないとき。
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三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限す
るものであるとき。

四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもの
であるとき。

五 重要通信に関する事項について適切に配慮され
ているものでないとき。

六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き
起こすものであり、その他社会的経済的事情に
照らして著しく不適当であるため、利用者の利
益を阻害するものであるとき。

３ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
第一項の規定により契約約款で定めるべき料金そ
の他の提供条件については、同項の規定により届け
出た契約約款によらなければ当該基礎的電気通信役
務を提供してはならない。ただし、次項の規定によ
り契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金
を減免する場合は、この限りでない。

４ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
総務省令で定める基準に従い、第一項の規定により
届け出た契約約款に定める当該基礎的電気通信役
務の料金を減免することができる。

（指定電気通信役務の保障契約約款）
第二十条 指定電気通信役務（第三十三条第二項に規定
する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事
業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供す
る電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わ
るべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて
十分に提供されないことその他の事情を勘案して当
該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する
電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づ
く提供を保障することにより利用者の利益を保護す
るため特に必要があるものとして総務省令で定める
ものをいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業
者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金
その他の提供条件（第五十二条第一項又は第七十条
第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的
条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。
第五項及び第二十五条第二項において同じ。）につ
いて契約約款を定め、総務省令で定めるところによ
り、その実施前に、総務大臣に届け出なければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務で
ある電気通信役務については、前項（第四項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は

適用しない。
３ 総務大臣は、第一項（次項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。）の規定により届け出た契約
約款（以下「保障契約約款」という。）が次の各号の
いずれかに該当すると認めるときは、指定電気通信
役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の
期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを
命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められ

ていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する

事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の
工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確
に定められていないとき。

三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限す
るものであるとき。

四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもの
であるとき。

五 重要通信に関する事項について適切に配慮され
ているものでないとき。

六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き
起こすものであり、その他社会的経済的事情に
照らして著しく不適当であるため、利用者の利
益を阻害するものであるとき。

４ 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた
電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定
の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け
出るべき契約約款については、同項中「その実施前
に、総務大臣に届け出なければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、
「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされ
た日から三月以内に、総務大臣に届け出なければな
らない。」とする。

５ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当
該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の
提供条件について別段の合意がある場合を除き、保
障契約約款に定める料金その他の提供条件によら
なければ当該指定電気通信役務を提供してはならな
い。ただし、次項の規定により保障契約約款に定め
る当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、
この限りでない。

６ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総
務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める
当該指定電気通信役務の料金を減免することがで
きる。
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（特定電気通信役務の料金）
第二十一条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省

令で定めるところにより、指定電気通信役務であつ
て、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利
益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定め
るもの（以下「特定電気通信役務」という。）に関す
る料金について、総務省令で定める特定電気通信役
務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な
原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実
現することができると認められる水準の料金を料金
指数（電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表
す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ご
との料金額並びにそれらが適用される通信量、回線
数等を基に総務省令で定める方法により算出される
数値をいう。以下同じ。）により定め、その料金指数
（以下「基準料金指数」という。）を、その適用の日
の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通
信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければ
ならない。

２ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、特
定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場
合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特
定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるもので
あるときは、第十九条第一項又は前条第一項（同条
第四項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。）の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けな
ければならない。

３ 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合におい
て、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い
特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の
料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めると
きは、同項の認可をしなければならない。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められ
ていないこと。

二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもの
であること。

三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き
起こすものであり、その他社会的経済的事情に
照らして著しく不適当であるため、利用者の利
益を阻害するものであること。

４ 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該
基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関す
る料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている
場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金に
より難い特別な事情があると認めるときを除き、当

該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対
し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関
する料金を変更すべきことを命ずるものとする。

５ 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設
備であつた電気通信設備を設置している電気通信事
業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信
役務（基礎的電気通信役務に限る。）に関する料金で
あつて同条第一項の規定による指定の解除の際現に
第二項の規定により認可を受けているものは、第十
九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める
料金とみなす。

６ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第
二項の規定により認可を受けるべき料金について
は、同項の規定により認可を受けた料金によらなけ
れば当該特定電気通信役務を提供してはならない。
ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の
料金を減免する場合は、この限りでない。

７ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総
務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認
可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免する
ことができる。

（通信量等の記録）
第二十二条 特定電気通信役務を提供する電気通信事業
者は、総務省令で定める方法により、その提供する
特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録してお
かなければならない。

（契約約款等の掲示等）
第二十三条 基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又
は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
第十九条第一項又は第二十条第一項（同条第四項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規
定により届け出た契約約款（第五十二条第一項又は
第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技
術的条件を含む。）又は第二十一条第二項の規定に
より認可を受けた料金を、総務省令で定めるところ
により、公表するとともに、営業所その他の事業所
において公衆の見やすいように掲示しておかなけれ
ばならない。

２ 前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項
の総務省令で定める事項に係る提供条件について準
用する。

（会計の整理）
第二十四条 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役
務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎
的電気通信役務又は指定電気通信役務に関する料金
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の適正な算定に資するため、総務省令で定める勘定
科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会
計を整理しなければならない。

（提供義務）
第二十五条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事
業者は、正当な理由がなければ、その業務区域におけ
る基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

２ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当
該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の
提供条件について別段の合意がある場合を除き、正
当な理由がなければ、その業務区域における保障契
約約款に定める料金その他の提供条件による当該指
定電気通信役務の提供を拒んではならない。

（提供条件の説明）
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気
通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ
又は代理を業として行う者（以下「電気通信事業者
等」という。）は、電気通信役務の提供を受けようと
する者（電気通信事業者である者を除く。）と国民
の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気
通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省
令で定めるところにより、当該電気通信役務に関す
る料金その他の提供条件の概要について、その者に
説明しなければならない。

（苦情等の処理）
第二十七条 電気通信事業者は、前条の総務省令で定め
る電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の
方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務
省令で定める電気通信役務についての利用者（電気
通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通
信事業者である者を除く。第二十九条第二項におい
て同じ。）からの苦情及び問合せについては、適切か
つ迅速にこれを処理しなければならない。

（業務の停止等の報告）
第二十八条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定に
より電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気
通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省
令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をそ
の理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報
告しなければならない。

（業務の改善命令）
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当す
ると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者
の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度

において、業務の方法の改善その他の措置をとるべ
きことを命ずることができる。
一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密

の確保に支障があるとき。
二 電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的

取扱いを行つているとき。
三 電気通信事業者が重要通信に関する事項につい

て適切に配慮していないとき。
四 電気通信事業者が提供する電気通信役務（基礎

的電気通信役務又は指定電気通信役務（保障契
約約款に定める料金その他の提供条件により提
供されるものに限る。）を除く。次号から第七
号までにおいて同じ。）に関する料金について
その額の算出方法が適正かつ明確でないため、
利用者の利益を阻害しているとき。

五 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関す
る料金その他の提供条件が他の電気通信事業
者との間に不当な競争を引き起こすものであ
り、その他社会的経済的事情に照らして著しく
不適当であるため、利用者の利益を阻害してい
るとき。

六 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関す
る提供条件（料金を除く。次号において同じ。）
において、電気通信事業者及びその利用者の責
任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工
事その他の工事に関する費用の負担の方法が適
正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害し
ているとき。

七 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関す
る提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を
不当に制限するものであるとき。

八 事故により電気通信役務の提供に支障が生じて
いる場合に電気通信事業者がその支障を除去す
るために必要な修理その他の措置を速やかに行
わないとき。

九 電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条
約その他の国際約束により課された義務を誠実
に履行していないため、公共の利益が著しく阻
害されるおそれがあるとき。

十 電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又
は卸電気通信役務（電気通信事業者の電気通信
事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同
じ。）の提供について特定の電気通信事業者に
対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの
業務に関し不当な運営を行つていることにより
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他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障
が生じているため、公共の利益が著しく阻害さ
れるおそれがあるとき。

十一 電気通信回線設備を設置することなく電気通
信役務を提供する電気通信事業の経営によりこ
れと電気通信役務に係る需要を共通とする電気
通信回線設備を設置して電気通信役務を提供す
る電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線
設備の保持が経営上困難となるため、公共の利
益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業
者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、
電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に
支障が生ずるおそれがあるとき。

２ 総務大臣は、電気通信事業者等が第二十六条の規定
に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、又
は電気通信事業者が第二十七条の規定に違反したと
きは当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を確
保するために必要な限度において、業務の方法の改
善その他の措置をとるべきことを命ずることがで
きる。

（禁止行為等）
第三十条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、

第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設
備を設置する電気通信事業者について、当該第二種
指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業
務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気
通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるす
べての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該
一年間における収益の額を合算した額に占める割合
が総務省令で定める割合を超える場合において、当
該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信
事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要
があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設
備を設置する電気通信事業者を第三項から第五項ま
での規定の適用を受ける電気通信事業者として指定
することができる。

２ 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくな
つたと認めるときは、当該指定を解除しなければな
らない。

３ 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び
第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設
備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為を
してはならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の

業務に関して知り得た当該他の電気通信事業
者及びその利用者に関する情報を当該業務の用
に供する目的以外の目的のために利用し、又は
提供すること。

二 その電気通信業務について、特定の電気通信事
業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若し
くは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、
若しくは不利益を与えること。

三 他の電気通信事業者（第百六十四条第一項各号
に掲げる電気通信事業を営む者を含む。）又は
電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対
し、その業務について、不当に規律をし、又は
干渉をすること。

４ 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認
めるときは、第一項の規定により指定された電気通
信事業者又は第三十三条第二項に規定する第一種指
定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、
当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

５ 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び
第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設
備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定める
ところにより、総務省令で定める勘定科目の分類そ
の他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、
電気通信役務に関する収支の状況その他その会計
に関し総務省令で定める事項を公表しなければなら
ない。

第三十一条 第三十三条第二項に規定する第一種指定電
気通信設備を設置する電気通信事業者が法人である
ときは、その役員は、その総株主（株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権
を行使することができない株主を除き、会社法（平
成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項 の
規定により議決権を有するものとみなされる株主を
含む。）又は総社員の議決権の過半数を当該電気通
信事業者が有する会社（以下この項において「子会
社」という。）、当該電気通信事業者を子会社とする
親法人（同法第八百七十九条第一項 に規定する親法
人をいう。以下この項及び第八十七条第一項第三号
イにおいて同じ。）又は当該親法人の子会社（当該
電気通信事業者を除く。）に該当する電気通信事業
者であつて総務大臣が指定するもの（以下「特定関
係事業者」という。）の役員を兼ねてはならない。

２ 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設
備を設置する電気通信事業者（法人である場合に限
る。以下この条において同じ。）は、次に掲げる行為
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をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむ
を得ない理由があるときは、この限りでない。
一 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通

信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若
しくは保守、土地及びこれに定着する建物その
他の工作物の利用又は情報の提供について、特
定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不
利な取扱いをすること。

二 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒
介、取次ぎ又は代理その他他の電気通信事業
者からの業務の受託について、特定関係事業
者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱い
をすること。

３ 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認
めるときは、第三十三条第二項に規定する第一種指
定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、
当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

４ 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設
備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で
定めるところにより、第二項の規定の遵守のために
講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定め
る事項を総務大臣に報告しなければならない。

（電気通信回線設備との接続）
第三十二条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者か
ら当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設
置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受
けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じな
ければならない。
一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそ

れがあるとき。
二 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に

害するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める

正当な理由があるとき。
（第一種指定電気通信設備との接続）
第三十三条 総務大臣は、総務省令で定めるところによ
り、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及
び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域
ごとに、その一端が利用者の電気通信設備（移動端
末設備（利用者の電気通信設備であつて、移動する
無線局の無線設備であるものをいう。次条第一項に
おいて同じ。）を除く。）と接続される伝送路設備の
うち同一の電気通信事業者が設置するものであつ
て、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区
域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気

通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定め
る割合を超えるもの及び当該区域において当該電気
通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設
備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電
気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利
便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に
欠くことのできない電気通信設備として指定するこ
とができる。

２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下
「第一種指定電気通信設備」という。）を設置する電
気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他
の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、
当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事
業者が取得すべき金額（以下この条において「接続
料」という。）及び他の電気通信事業者の電気通信
設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役
務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他
の接続の条件（以下「接続条件」という。）につい
て接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。

３ 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及
び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利
便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に
及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定
めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を
要しないものとする。

４ 総務大臣は、第二項（第十六項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第
九項、第十項及び第十四項において同じ。）の認可の
申請が次の各号のいずれにも適合していると認める
ときは、第二項の認可をしなければならない。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められてい

ること。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続
することが技術的及び経済的に可能な接続
箇所のうち標準的なものとして総務省令で
定める箇所における技術的条件

ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料
ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通
信事業者及びこれとその電気通信設備を接
続する他の電気通信事業者の責任に関する
事項

ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通
信事業者の別
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ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一
種指定電気通信設備との接続を円滑に行う
ために必要なものとして総務省令で定める
事項

二 接続料が能率的な経営の下における適正な
原価を算定するものとして総務省令で定め
る方法により算定された原価に照らし公正
妥当なものであること。

三 接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置す
る電気通信事業者がその第一種指定電気通信設
備に自己の電気通信設備を接続することとした
場合の条件に比して不利なものでないこと。

四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱
いをするものでないこと。

５ 前項第二号の総務省令で定める方法（同項第一号
ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電
気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設
備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提
供の効率化が相当程度図られると認められるものと
して総務省令で定める機能に係る接続料について定
めるものに限る。）は、第一種指定電気通信設備を通
常用いることができる高度で新しい電気通信技術を
利用した効率的なものとなるように新たに構成する
ものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との
接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提
供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増
加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気
通信設備に係る費用を勘案して原価を算定するもの
でなければならない。

６ 総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定め
る接続料が第四項第二号に規定する原価に照らして
不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続
条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当
となつたため公共の利益の増進に支障があると認め
るときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気
通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約
款の変更の認可を申請すべきことを命ずることがで
きる。

７ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接
続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の
総務省令で定めるものについて接続約款を定め、そ
の実施前に総務大臣に届け出なければならない。こ
れを変更しようとするときも、同様とする。

８ 総務大臣は、前項（第十七項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により届け出た接
続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の
増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気
通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の
期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ず
ることができる。

９ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、第二項の規定により認可を受け又は第七項
（第十七項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）の規定により届け出た接続約款（以下この条
において「認可接続約款等」という。）によらなけれ
ば、他の電気通信事業者との間において、その設置
する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定
を締結し、又は変更してはならない。

１０ 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により
難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信
設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可
を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び
接続条件と異なる接続料及び接続条件（第二項に規
定する接続料及び接続条件に該当するものにあつて
は、第四項各号（第一号イ及びロを除く。）のいずれ
にも適合しているものに限る。）のその設置する第
一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結
し、又は変更することができる。

１１ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約
款等を公表しなければならない。

１２ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種
指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの
総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数そ
の他総務省令で定める事項（第十四項において「通
信量等」という。）を記録しておかなければならない。

１３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、総務省令で定めるところにより、第一種指定
電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及び
これに基づき当該接続に関する収支の状況その他総
務省令で定める事項を公表しなければならない。

１４ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の
認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で
定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料に
あつては前項の規定により毎事業年度の会計を整
理したときに、通信量等の記録及び同項の規定によ
る会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省
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令で定める方法により算定された原価に照らし公正
妥当なものとするために、接続料を再計算しなけれ
ばならない。

１５ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第
一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために
必要な情報の提供に努めなければならない。

１６ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信
設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後
最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受ける
べき接続約款に定める接続料及び接続条件について
は、同項中「総務大臣の認可を受けなければならな
い。これを変更しようとするときも、同様とする。」
とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされ
た日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請
をしなければならない。」とする。

１７ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信
設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後
最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき
接続約款に定める接続料及び接続条件については、
同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければな
らない。これを変更しようとするときも、同様とす
る。」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定
をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なけ
ればならない。」とする。

１８ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信
設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定
により読み替えて適用する第二項の規定により当該
電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対す
る総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により
読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通
信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日
（以下この項において「起算日」という。）に現に締
結している他の電気通信事業者との電気通信設備の
接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電
気通信設備との接続に関するものについては、第九
項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用し
ない。

（第二種指定電気通信設備との接続）
第三十四条 総務大臣は、総務省令で定めるところによ
り、その一端が特定移動端末設備（総務省令で定め
る移動端末設備をいう。以下この項において同じ。）
と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業
者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続
される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を

用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内
に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続
される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が
総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通
信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置
する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの
総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適
正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として
指定することができる。

２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下
「第二種指定電気通信設備」という。）を設置する電
気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他
の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、
当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事
業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約
款を定め、総務省令で定めるところにより、その実
施前に、総務大臣に届け出なければならない。これ
を変更しようとするときも、同様とする。

３ 総務大臣は、前項（第六項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。）の規定により届け出た接続
約款が次の各号のいずれかに該当すると認めると
きは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気
通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約
款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者及びこれとその電気通信設備を接続する他
の電気通信事業者の責任に関する事項が適正か
つ明確に定められていないとき。

二 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇
所における技術的条件が適正かつ明確に定めら
れていないとき。

三 電気通信役務に関する料金を定める電気通信
事業者の別が適正かつ明確に定められていない
とき。

四 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事
業者が取得すべき金額が能率的な経営の下にお
ける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超
えるものであるとき。

五 他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すも
のであるとき。

六 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取
扱いをするものであるとき。

４ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、第二項（第六項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。次項において同じ。）の規定によ
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り届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信
事業者との間において、第二種指定電気通信設備と
の接続に関する協定を締結し、又は変更してはなら
ない。

５ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規
定により届け出た接続約款を公表しなければなら
ない。

６ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設
備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最
初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接
続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金
額及び接続条件については、同項中「その実施前に、
総務大臣に届け出なければならない。これを変更し
ようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前
項の規定により新たに指定をされた日から三月以内
に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。

７ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設
備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により
読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通
信事業者が接続約款の届出をした日（以下この項に
おいて「届出日」という。）に現に締結している他の
電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協
定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との
接続に関するものについては、第四項の規定は、届
出日から起算して三月間は、適用しない。

（電気通信設備の接続に関する命令等）
第三十五条 　総務大臣は、電気通信事業者が他の電気

通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置す
る電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通
信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたに
もかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に
応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該
協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立て
があつたときは、第三十二条各号に掲げる場合に該
当すると認めるとき及び第百五十五条第一項の規定
による仲裁の申請がされているときを除き、当該他
の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開
を命ずるものとする。

２ 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信
事業者間において、その一方が電気通信設備の接続
に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他
の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わな
かつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立
てがあつた場合において、その接続が公共の利益を

増進するために特に必要であり、かつ、適切である
と認めるときは、第百五十五条第一項の規定による
仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電
気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命
ずることができる。

３ 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当
事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条
件その他協定の細目について当事者間の協議が調わ
ないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信
設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定
を申請することができる。ただし、当事者が第百五
十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、
この限りでない。

４ 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規
定による命令があつた場合において、当事者が取得
し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協
定の細目について、当事者間の協議が調わないとき
は、当事者は、総務大臣の裁定を申請することがで
きる。

５ 総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理
したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を
指定して答弁書を提出する機会を与えなければなら
ない。

６ 総務大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたとき
は、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければな
らない。

７ 第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定
の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたも
のとみなす。

８ 第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又
は負担すべき金額について不服のある者は、その裁
定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを
もつてその金額の増減を請求することができる。

９ 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
１０ 第三項又は第四項の裁定についての異議申立てに
おいては、当事者が取得し、又は負担すべき金額に
ついての不服をその裁定の不服の理由とすることが
できない。

（第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に
関する計画）
第三十六条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通
信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能
（総務省令で定めるものを除く。）の変更又は追加の
計画を有するときは、総務省令で定めるところによ
り、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定
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める日数前までに総務大臣に届け出なければならな
い。その届け出た計画を変更しようとするときも、
同様とする。

２ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業
者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定
により届け出た計画を公表しなければならない。

３ 総務大臣は、第一項の規定による届出があつた場合
において、その届け出た計画の実施により他の電気
通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設
備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認
めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置す
る電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきこ
とを勧告することができる。

（第一種指定電気通信設備の共用に関する協定）
第三十七条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通
信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定
電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は
変更しようとするときは、総務省令で定めるところ
により、あらかじめ総務大臣に届け出なければなら
ない。

２ 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた
電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指
定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の
電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の
共用に関するものを、総務省令で定めるところによ
り、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

（電気通信設備の共用に関する命令等）
第三十八条 総務大臣は、電気通信事業者間においてそ
の一方が電気通信設備の共用に関する協定の締結を
申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に
応じず又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一
方の電気通信事業者から申立てがあつた場合におい
て、その共用が公共の利益を増進するために特に必
要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五
十六条第一項において準用する第百五十五条第一項
の規定による仲裁の申請がされているときを除き、
他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始
又は再開を命ずることができる。

２ 第三十五条第三項から第十項までの規定は、電気
通信設備の共用について準用する。この場合におい
て、同条第三項及び第四項中「接続条件」とあるの
は「共用の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に
接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電
気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第百
五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第一項

において準用する第百五十五条第一項」と、同条第
四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十八
条第一項」と読み替えるものとする。

（卸電気通信役務の提供についての準用）
第三十九条 第三十五条第三項から第十項まで及び前条
第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準
用する。この場合において、第三十五条第三項及び
第四項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、
同条第三項及び第四項並びに前条第一項中「協定」
とあるのは「契約」と、第三十五条第三項中「電気通
信設備に接続する電気通信設備を設置する」とある
のは「電気通信事業者と契約を締結しようとする」
と、「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六
条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、
同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第
三十九条において準用する第三十八条第一項」と、
前条第一項中「その共用」とあるのは「その提供」
と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六
条第二項」と読み替えるものとする。

（外国政府等との協定等の認可）
第四十条 電気通信事業者は、外国政府又は外国人若し
くは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定
又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を
内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しよう
とするときは、総務大臣の認可を受けなければなら
ない。

第四節　電気通信設備
第一款　電気通信事業の用に供する電気通信設備
（電気通信設備の維持）
第四十一条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業
者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備
（その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす
影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除
く。）を総務省令で定める技術基準に適合するよう
に維持しなければならない。

２ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の
用に供する電気通信設備（前項に規定する電気通信
設備を除く。）を総務省令で定める技術基準に適合
するように維持しなければならない。

３ 前二項の技術基準は、これにより次の事項が確保さ
れるものとして定められなければならない。
一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信

役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにす
ること。
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二 電気通信役務の品質が適正であるようにする
こと。

三 通信の秘密が侵されないようにすること。
四 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気
通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与え
ないようにすること。

五 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備と
の責任の分界が明確であるようにすること。

（電気通信事業者による電気通信設備の自己確認）
第四十二条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業

者は、前条第一項に規定する電気通信設備の使用を
開始しようとするときは、当該電気通信設備（総務
省令で定めるものを除く。）が、同項の総務省令で定
める技術基準に適合することについて、総務省令で
定めるところにより、自ら確認しなければならない。

２ 前項の規定は、電気通信回線設備を設置する電気通
信事業者が第十条第一項第三号又は第十六条第一項
第三号の事項を変更しようとする場合について準用
する。この場合において、前項中「当該電気通信設
備」とあるのは、「当該変更後の前条第一項に規定す
る電気通信設備」と読み替えるものとする。

３ 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第
一項（前項において準用する場合を含む。）の規定に
より確認した場合には、同項に規定する電気通信設
備の使用の開始前に、総務省令で定めるところによ
り、その結果を総務大臣に届け出なければならない。

４ 前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電
気通信事業者が前条第二項に規定する電気通信設
備の使用を開始しようとする場合について準用す
る。この場合において、第二項中「前条第一項」と
あるのは、「前条第二項」と読み替えるものとする。

（技術基準適合命令）
第四十三条 総務大臣は、第四十一条第一項に規定する

電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に
適合していないと認めるときは、当該電気通信設
備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準
に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造
することを命じ、又はその使用を制限することがで
きる。

２ 前項の規定は、第四十一条第二項に規定する電気通
信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合し
ていないと認める場合について準用する。

（管理規程）
第四十四条 電気通信事業者は、電気通信役務の確実か

つ安定的な提供を確保するため、総務省令で定める

ところにより、第四十一条第一項又は第二項に規定
する電気通信設備（以下「事業用電気通信設備」と
いう。）の管理規程を定め、電気通信事業の開始前
に、総務大臣に届け出なければならない。

２ 電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅
滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければ
ならない。

（電気通信主任技術者）
第四十五条 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の
工事、維持及び運用に関する事項を監督させるた
め、総務省令で定めるところにより、電気通信主任
技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、
電気通信主任技術者を選任しなければならない。た
だし、その事業用電気通信設備が小規模である場合
その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

２ 電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任
技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務
大臣に届け出なければならない。これを解任したと
きも、同様とする。

（電気通信主任技術者資格者証）
第四十六条 電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝
送交換技術及び線路技術について総務省令で定め
る。

２ 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている
者が監督することができる電気通信設備の工事、維
持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通
信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定
める。

３ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対
し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
一 電気通信主任技術者試験に合格した者
二 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けよう

とする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で
定める基準に適合するものであることの認定を
したものを修了した者

三 前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び
能力を有すると総務大臣が認定した者

４ 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号の
いずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技
術者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により電気通信主任技術者資格者

証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過し
ない者

二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又はその執行を受ける
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ことがなくなつた日から二年を経過しない者
５ 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的
事項は、総務省令で定める。

（電気通信主任技術者資格者証の返納）
第四十七条 総務大臣は、電気通信主任技術者資格者
証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく
命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技
術者資格者証の返納を命ずることができる。

（電気通信主任技術者試験）
第四十八条 電気通信主任技術者試験は、電気通信設
備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識
及び能力について行う。

２ 電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資
格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。

３ 電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続そ
の他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省
令で定める。

（電気通信主任技術者の義務）
第四十九条 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設
備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務
を誠実に行わなければならない。

（電気通信番号の基準）
第五十条 電気通信事業者は、電気通信番号（電気通信
事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と
受信の場所との間を接続するために電気通信設備を
識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しく
は内容を識別するために用いる番号、記号その他の
符号をいう。以下同じ。）を用いて電気通信役務を
提供する場合においては、その電気通信番号が総務
省令で定める基準に適合するようにしなければなら
ない。

２ 前項の基準は、これにより次の事項が確保されるも
のとして定められなければならない。
一 電気通信番号により電気通信事業者及び利用者

が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類
若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるよ
うにすること。

二 電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十
分に確保されるようにすること。

三 電気通信番号の変更ができるだけ生じないよう
にすること。

四 電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるよ
うにすること。

（適合命令）
第五十一条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通

信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に用
いる電気通信番号又は電気通信事業者が公共の利益
のため緊急に行うことを要する通信を取り扱うため
に用いる電気通信番号が前条第一項の総務省令で定
める基準に適合していないと認めるときは、当該電
気通信事業者に対し、その基準に適合するように当
該電気通信番号を変更することを命じ、又はその使
用を禁止することができる。

第二款　端末設備の接続等
（端末設備の接続の技術基準）
第五十二条 電気通信事業者は、利用者から端末設備（電
気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備で
あつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の
場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。）又
は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。）を
その電気通信回線設備（その損壊又は故障等による
利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務
省令で定めるものを除く。第六十九条及び第七十条
において同じ。）に接続すべき旨の請求を受けたと
きは、その接続が総務省令で定める技術基準（当該
電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気
通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総
務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定め
る技術的条件を含む。次項及び第六十九条において
同じ。）に適合しない場合その他総務省令で定める
場合を除き、その請求を拒むことができない。

２ 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保され
るものとして定められなければならない。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障

害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑

を及ぼさないようにすること。
三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と

利用者の接続する端末設備との責任の分界が明
確であるようにすること。

（端末機器技術基準適合認定）
第五十三条 第八十六条第一項の規定により登録を受け
た者（以下「登録認定機関」という。）は、その登録
に係る技術基準適合認定（前条第一項の総務省令で
定める技術基準に適合していることの認定をいう。
以下同じ。）を受けようとする者から求めがあつた
場合には、総務省令で定めるところにより審査を行
い、当該求めに係る端末機器（総務省令で定める種
類の端末設備の機器をいう。以下同じ。）が前条第
一項の総務省令で定める技術基準に適合していると

マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法



19

認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものと
する。

２ 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認
定をしたときは、総務省令で定めるところにより、
その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を
付さなければならない。

３ 何人も、前項（第百四条第四項において準用する場
合を含む。）、第五十八条（第百四条第七項において
準用する場合を含む。）又は第六十五条の規定によ
り表示を付する場合を除くほか、国内において端末
機器にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を
付してはならない。

（妨害防止命令）
第五十四条 総務大臣は、登録認定機関による技術基準

適合認定を受けた端末機器であつて前条第二項の表
示が付されているものが、第五十二条第一項の総務
省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当
該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用す
る他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると
認める場合において、当該妨害の拡大を防止するた
めに特に必要があると認めるときは、当該技術基準
適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨
害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきこ
とを命ずることができる。

（表示が付されていないものとみなす場合）
第五十五条 登録認定機関による技術基準適合認定を受

けた端末機器であつて第五十三条第二項の規定によ
り表示が付されているものが第五十二条第一項の総
務省令で定める技術基準に適合していない場合にお
いて、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の
利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必
要があると認めるときは、当該端末機器は、第五十
三条第二項の規定による表示が付されていないもの
とみなす。

２ 総務大臣は、前項の規定により端末機器について表
示が付されていないものとみなされたときは、その
旨を公示しなければならない。

（端末機器の設計についての認証）
第五十六条 登録認定機関は、端末機器を取り扱うこと

を業とする者から求めがあつた場合には、その端末
機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術
基準に適合するものとして、その設計（当該設計に
合致することの確認の方法を含む。）について認証
（以下「設計認証」という。）する。

２ 登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めが

あつた場合には、総務省令で定めるところにより審
査を行い、当該求めに係る設計が第五十二条第一
項の総務省令で定める技術基準に適合するものであ
り、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが
当該設計に合致するものとなることを確保すること
ができると認めるときに限り、設計認証を行うもの
とする。

（設計合致義務等）
第五十七条 登録認定機関による設計認証を受けた者
（以下「認証取扱業者」という。）は、当該設計認証に
係る設計（以下「認証設計」という。）に基づく端末
機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当
該認証設計に合致するようにしなければならない。

２ 認証取扱業者は、設計認証に係る確認の方法に従い、
その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行
い、総務省令で定めるところにより、その検査記録
を作成し、これを保存しなければならない。

（認証設計に基づく端末機器の表示）
第五十八条 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機
器について、前条第二項の規定による義務を履行し
たときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を
付することができる。

（認証取扱業者に対する措置命令）
第五十九条 総務大臣は、認証取扱業者が第五十七条第
一項の規定に違反していると認める場合には、当該
認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を
改善するために必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。

（表示の禁止）
第六十条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認
証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該
各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に
第五十八条の表示を付することを禁止することがで
きる。
一 認証設計に基づく端末機器が第五十二条第一項

の総務省令で定める技術基準に適合していない
場合において、電気通信回線設備を利用する他
の利用者の通信への妨害の発生を防止するため
特に必要があると認めるとき（第六号に掲げる
場合を除く。）。　当該端末機器の認証設計

二 認証取扱業者が第五十七条第二項の規定に違
反したとき。　当該違反に係る端末機器の認証
設計

三 認証取扱業者が前条の規定による命令に違反し
たとき。　当該違反に係る端末機器の認証設計
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四 認証取扱業者が不正な手段により登録認定機
関による設計認証を受けたとき。　当該設計認
証に係る設計

五 登録認定機関が第五十六条第二項の規定又は第
百三条において準用する第九十一条第二項の規
定に違反して設計認証をしたとき。　当該設計
認証に係る設計

六 第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準
が変更された場合において、当該変更前に設計
認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適
合しないと認めるとき。　当該設計

２ 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを
禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

（準用）
第六十一条 第五十四条の規定は認証取扱業者につい
て、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機
器について準用する。この場合において、第五十四
条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受け
た」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前
条第二項」とあり、及び第五十五条第一項中「第五
十三条第二項」とあるのは「第五十八条」と、第五
十四条中「は、当該」とあるのは「は、当該認証設
計に係る」と読み替えるものとする。

（外国取扱業者）
第六十二条 登録認定機関による技術基準適合認定を受
けた者が外国取扱業者（外国において本邦内で使用
されることとなる端末機器を取り扱うことを業とす
る者をいう。以下同じ。）である場合における当該
外国取扱業者に対する第五十四条の規定の適用につ
いては、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」
とする。

２ 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当
該外国取扱業者に対する第五十九条、第六十条第一
項第三号及び前条において準用する第五十四条の規
定の適用については、第五十九条及び前条において
準用する第五十四条中「命ずる」とあるのは「請求
する」と、第六十条第一項第三号中「命令に違反し
た」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反
に」とあるのは「請求に」とする。

３ 第六十条第一項の規定によるほか、総務大臣は、次
の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計
認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間
を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末
機器に第五十八条の表示を付することを禁止するこ
とができる。

一 総務大臣が第百六十六条第三項において準用す
る同条第二項の規定により当該外国取扱業者に
対し報告をさせようとした場合において、その
報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
　当該報告に係る端末機器の認証設計

二 総務大臣が第百六十六条第三項において準用す
る同条第二項の規定によりその職員に当該外国
取扱業者の事業所において検査をさせようとし
た場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、
又は忌避されたとき。　当該検査に係る端末機
器の認証設計

三 当該外国取扱業者が第百六十七条第六項の規定
により読み替えて適用する同条第一項の規定に
よる請求に応じなかつたとき。　当該請求に係
る端末機器の認証設計

４ 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを
禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

（技術基準適合自己確認等）
第六十三条 端末機器のうち、端末機器の技術基準、使
用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用す
る他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが
少ないものとして総務省令で定めるもの（以下「特
定端末機器」という。）の製造業者又は輸入業者は、
その特定端末機器を、第五十二条第一項の総務省
令で定める技術基準に適合するものとして、その設
計（当該設計に合致することの確認の方法を含む。）
について自ら確認することができる。

２ 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところ
により検証を行い、その特定端末機器の設計が第五
十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合す
るものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機
器のいずれもが当該設計に合致するものとなること
を確保することができると認めるときに限り、前項
の規定による確認（次項において「技術基準適合自
己確認」という。）を行うものとする。

３ 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認を
したときは、総務省令で定めるところにより、次に
掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、

その代表者の氏名
二 技術基準適合自己確認を行つた特定端末機器の

種別及び設計
三 前項の検証の結果の概要
四 第二号の設計に基づく特定端末機器のいずれも

が当該設計に合致することの確認の方法
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五 その他技術基準適合自己確認の方法等に関する
事項で総務省令で定めるもの

４ 前項の規定による届出をした者（以下「届出業者」
という。）は、総務省令で定めるところにより、第二
項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなけれ
ばならない。

５ 届出業者は、第三項第一号、第四号又は第五号に掲
げる事項に変更があつたときは、総務省令で定める
ところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け
出なければならない。

６ 総務大臣は、第三項の規定による届出があつたとき
は、総務省令で定めるところにより、その旨を公示
しなければならない。前項の規定による届出があつ
た場合において、その公示した事項に変更があつた
ときも、同様とする。

（設計合致義務等）
第六十四条 届出業者は、前条第三項の規定による届出

に係る設計（以下「届出設計」という。）に基づく
特定端末機器を製造し、又は輸入する場合において
は、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するよ
うにしなければならない。

２ 届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確
認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特
定端末機器について検査を行い、総務省令で定める
ところにより、その検査記録を作成し、これを保存
しなければならない。

（表示）
第六十五条 届出業者は、届出設計に基づく特定端末機

器について、前条第二項の規定による義務を履行し
たときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表
示を付することができる。

（表示の禁止）
第六十六条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、

届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各
号に定める届出設計又は設計に基づく特定端末機
器に前条の表示を付することを禁止することがで
きる。
一 届出設計に基づく特定端末機器が第五十二条第
一項の総務省令で定める技術基準に適合してい
ない場合において、電気通信回線設備を利用す
る他の利用者の通信への妨害の発生を防止する
ため特に必要があると認めるとき（第五号に掲
げる場合を除く。）。　当該特定端末機器の届出
設計

二 届出業者が第六十三条第三項の規定による届出

をする場合において、虚偽の届出をしたとき。
　当該虚偽の届出に係る設計

三 届出業者が第六十三条第四項又は第六十四条第
二項の規定に違反したとき。　当該違反に係る
特定端末機器の届出設計

四 届出業者が第六十八条において準用する第五十
九条の規定による命令に違反したとき。　当該
違反に係る特定端末機器の届出設計

五 第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準
が変更された場合において、当該変更前に第六
十三条第三項の規定により届け出た設計が当該
変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。
　当該設計

２ 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを
禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

第六十七条 総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号
から第四号までのいずれかに該当した場合におい
て、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該
当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者
に対し、二年以内の期間を定めて、特定端末機器に
第六十五条の表示を付することを禁止することがで
きる。

２ 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを
禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

（準用）
第六十八条 第五十四条及び第五十九条の規定は特定端
末機器及び届出業者について、第五十五条の規定は
届出設計に基づく特定端末機器について準用する。
この場合において、第五十四条中「登録認定機関に
よる技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出
設計に基づく」と、同条中「前条第二項」とあり、及
び第五十五条第一項中「第五十三条第二項」とある
のは「第六十五条」と、第五十四条中「は、当該」と
あるのは「は、当該届出設計に係る」と、第五十九
条中「第五十七条第一項」とあるのは「第六十四条
第一項」と、「設計認証」とあるのは「第六十三条第
三項の規定による届出」と読み替えるものとする。

（端末設備の接続の検査）
第六十九条 利用者は、第五十三条第二項（第百四条第
四項において準用する場合を含む。）、第五十八条
（第百四条第七項において準用する場合を含む。）又
は第六十五条の規定により表示が付されている端末
機器（第五十五条第一項（第六十一条、前条並びに
第百四条第四項及び第七項において準用する場合を
含む。）の規定により表示が付されていないものと
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みなされたものを除く。）を接続する場合その他総
務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気
通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電
気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条
第一項の技術基準に適合していると認められた後で
なければ、これを使用してはならない。これを変更
したときも、同様とする。

２ 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端
末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑
な提供に支障がある場合において必要と認めるとき
は、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二
条第一項の技術基準に適合するかどうかの検査を受
けるべきことを求めることができる。この場合にお
いて、当該利用者は、正当な理由がある場合その他
総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んでは
ならない。

３ 前二項の検査に従事する者は、その身分を示す証明
書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

（自営電気通信設備の接続）
第七十条 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備
（端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信
設備」という。）をその電気通信回線設備に接続す
べき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除
き、その請求を拒むことができない。
一 その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定

める技術基準（当該電気通信事業者又は当該電
気通信事業者とその電気通信設備を接続する他
の電気通信事業者であつて総務省令で定めるも
のが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件
を含む。）に適合しないとき。

二 その自営電気通信設備を接続することにより当
該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が
経営上困難となることについて当該電気通信事
業者が総務大臣の認定を受けたとき。

２ 第五十二条第二項の規定は前項第一号の技術基準に
ついて、前条の規定は同項の請求に係る自営電気通
信設備の接続の検査について準用する。この場合に
おいて、同条第一項及び第二項中「第五十二条第一
項の技術基準」とあるのは、「第七十条第一項第一号
の技術基準（同号の技術的条件を含む。）」と読み替
えるものとする。

（工事担任者による工事の実施及び監督）
第七十一条 利用者は、端末設備又は自営電気通信設
備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を

受けている者（以下「工事担任者」という。）に、当
該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工
事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

２ 工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠
実に行わなければならない。

（工事担任者資格者証）
第七十二条 工事担任者資格者証の種類及び工事担任
者が行い、又は監督することができる端末設備若し
くは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、
総務省令で定める。

２ 第四十六条第三項から第五項まで及び第四十七条の
規定は、工事担任者資格者証について準用する。こ
の場合において、第四十六条第三項第一号中「電気
通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」
と、同項第三号中「専門的知識及び能力」とあるの
は「知識及び技能」と読み替えるものとする。

（工事担任者試験）
第七十三条 工事担任者試験は、端末設備及び自営電気
通信設備の接続に関して必要な知識及び技能につい
て行う。

２ 第四十八条第二項及び第三項の規定は、工事担任者
試験について準用する。この場合において、同条第
二項中「電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、
「工事担任者資格者証」と読み替えるものとする。

第五節　指定試験機関等
第一款　指定試験機関
（指定試験機関の指定等）
第七十四条 総務大臣は、その指定する者（以下「指定
試験機関」という。）に、電気通信主任技術者試験又
は工事担任者試験の実施に関する事務（以下「試験
事務」という。）を行わせることができる。

２ 指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごと
に、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

３ 総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、そ
の旨を公示しなければならない。

４ 総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該
指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。

（指定試験機関の指定の基準）
第七十五条 総務大臣は、前条第二項の申請に係る区分
の試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた
者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合してい
ると認めるときでなければ、指定試験機関の指定を
してはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事
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項についての試験事務の実施に関する計画が試
験事務の適確な実施のために適切なものである
こと。

二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実
施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があ
ること。

三 試験事務以外の業務を行つている場合には、そ
の業務を行うことによつて試験事務が不公正に
なるおそれがないこと。

２ 総務大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号
のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定
をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者である
こと。

二 この法律又は有線電気通信法 若しくは電波法
の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又はその執行を受けることがなく
なつた日から二年を経過しない者であること。

三 第八十四条第一項又は第二項の規定により指定
を取り消され、その取消しの日から二年を経過
しない者であること。

四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者
があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第七十七条第三項の規定による命令により

解任され、その解任の日から二年を経過し
ない者

（試験員）
第七十六条 指定試験機関は、試験事務を行う場合にお

いて、電気通信主任技術者として必要な専門的知識
及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能
を有するかどうかの判定に関する事務については、
総務省令で定める要件を備える者（以下「試験員」
という。）に行わせなければならない。

（役員等の選任及び解任）
第七十七条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総

務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２ 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したと

きは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なけれ
ばならない。

３ 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、こ
の法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第
七十九条第一項の試験事務規程に違反したときは、
その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解
任すべきことを命ずることができる。

（秘密保持義務等）
第七十八条 指定試験機関の役員若しくは職員（試験員
を含む。）又はこれらの職にあつた者は、試験事務に
関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２ 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員
（試験員を含む。）は、刑法（明治四十年法律第四十
五号）その他の罰則の適用については、法令により
公務に従事する職員とみなす。

（試験事務規程）
第七十九条 指定試験機関は、総務省令で定める試験事
務の実施に関する事項について試験事務規程を定
め、総務大臣の認可を受けなければならない。これ
を変更しようとするときも、同様とする。

２ 総務大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験
事務の適確な実施上不適当となつたと認めるとき
は、その指定試験機関に対し、これを変更すべきこ
とを命ずることができる。

（事業計画等）
第八十条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定
を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定
を受けた後遅滞なく）、総務大臣の認可を受けなけ
ればならない。これを変更しようとするときも、同
様とする。

２ 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支
決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に
総務大臣に提出しなければならない。

（帳簿の備付け等）
第八十一条 指定試験機関は、総務省令で定めるところ
により、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する
事項で総務省令で定めるものを記載し、及びこれを
保存しなければならない。

（監督命令）
第八十二条 総務大臣は、この法律を施行するため必要
があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験
事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

（業務の休廃止）
第八十三条 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けな
ければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又
は廃止してはならない。

２ 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公
示しなければならない。

（指定の取消し等）
第八十四条 総務大臣は、指定試験機関が第七十五条第
二項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つた
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ときは、その指定を取り消さなければならない。
２ 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに
該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を
定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずる
ことができる。
一 この款の規定に違反したとき。
二 第七十五条第一項各号のいずれかに適合しなく

なつたと認められるとき。
三 第七十七条第三項、第七十九条第二項又は第八

十二条の規定による命令に違反したとき。
四 第七十九条第一項の規定により認可を受けた

試験事務規程によらないで試験事務を行つた
とき。

五 不正な手段により指定を受けたとき。
３ 総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定
を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部
若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示
しなければならない。

（総務大臣による試験事務の実施）
第八十五条 総務大臣は、指定試験機関が第八十三条第
一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を
休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機
関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じ
たとき、又は指定試験機関が天災その他の事由によ
り試験事務の全部若しくは一部を実施することが
困難となつた場合において必要があると認めるとき
は、第七十四条第四項の規定にかかわらず、試験事
務の全部又は一部を自ら行うものとする。

２ 総務大臣は、前項の規定により試験事務を行うこと
とし、又は同項の規定により行つている試験事務を
行わないこととするときは、あらかじめその旨を公
示しなければならない。

３ 総務大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこ
ととし、第八十三条第一項の規定により試験事務の
廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規
定により指定を取り消した場合における試験事務の
引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

第二款　登録認定機関
（登録認定機関の登録）
第八十六条 端末機器について、技術基準適合認定の事
業を行う者は、総務省令で定める事業の区分（この
節において単に「事業の区分」という。）ごとに、総
務大臣の登録を受けることができる。

２ 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定め
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書

を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、

その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事務所の名称及び所在地
四 技術基準適合認定の審査に用いる測定器その他

の設備の概要
五 第九十一条第二項の認定員の選任に関する事項
六 業務開始の予定期日

３ 前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施
に関する計画を記載した書類その他総務省令で定め
る書類を添付しなければならない。

（登録の基準）
第八十七条 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した
者（以下この項において「登録申請者」という。）が
次の各号のいずれにも適合しているときは、その登
録をしなければならない。
一 別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知

識経験を有する者が技術基準適合認定を行うも
のであること。

二 別表第二に掲げる測定器その他の設備であつ
て、次のいずれかに掲げる較正又は校正（以下
この号において「較正等」という。）を受けた
もの（その較正等を受けた日の属する月の翌月
の一日から起算して一年以内のものに限る。）
を使用して技術基準適合認定を行うものである
こと。
イ 独立行政法人情報通信研究機構（ハにおい
て「機構」という。）又は電波法第百二条の
十八第一項 の指定較正機関が行う較正

ロ 計量法（平成四年法律第五十一号）第百三
十五条 又は第百四十四条 の規定に基づく
校正

ハ 外国において行う較正であつて、機構又は
電波法第百二条の十八第一項 の指定較正
機関が行う較正に相当するもの

ニ イからハまでのいずれかに掲げる較正等を
受けたものを用いて行う較正等

三 登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者
又は販売業者（以下この号において「特定製造
業者等」という。）に支配されているものとして
次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつ
ては、特定製造業者等がその親法人である
こと。
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ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五
百七十五条第一項に規定する持分会社をい
う。）にあつては、業務を執行する社員）に
占める特定製造業者等の役員又は職員（過
去二年間に当該特定製造業者等の役員又は
職員であつた者を含む。）の割合が二分の
一を超えていること。

ハ 登録申請者（法人にあつては、その代表権
を有する役員）が、特定製造業者等の役員
又は職員（過去二年間に当該特定製造業者
等の役員又は職員であつた者を含む。）で
あること。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の
登録を受けることができない。
一 この法律又は有線電気通信法 若しくは電波法
の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又はその執行を受けることがなく
なつた日から二年を経過しない者であること。

二 第百条第一項又は第二項（第百三条において準
用する場合を含む。）の規定により登録を取り
消され、その取消しの日から二年を経過しない
者であること。

三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいず
れかに該当する者があること。

３ 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項
の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

（登録の更新）
第八十八条 第八十六条第一項の登録は、五年以上十年

以内において政令で定める期間ごとにその更新を受
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を
失う。

２ 第八十六条第二項及び第三項並びに前条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。

（登録簿）
第八十九条 総務大臣は、登録認定機関の登録を受けた

者について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げ
る事項を登録しなければならない。
一 登録認定機関の登録及びその更新の年月日並び
に登録番号

二 第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げ
る事項

（登録の公示等）
第九十条 総務大臣は、第八十六条第一項の登録をした

ときは、登録認定機関の氏名又は名称及び住所並び
に登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務

を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務
の開始の日を公示しなければならない。

２ 登録認定機関は、第八十六条第二項第一号又は第三
号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更
しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大
臣に届け出なければならない。

３ 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、
その旨を公示しなければならない。

（技術基準適合認定の義務等）
第九十一条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準
適合認定を行うべきことを求められたときは、正当
な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合
認定のための審査を行わなければならない。

２ 登録認定機関は、前項の審査を行うときは、総務省
令で定める方法に従い、別表第一に掲げる条件に適
合する知識経験を有する者（以下「認定員」という。）
に行わせなければならない。

（技術基準適合認定の報告等）
第九十二条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準
適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた
端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務
大臣に報告しなければならない。

２ 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省
令で定めるところにより、その旨を公示しなければ
ならない。

（役員等の選任及び解任）
第九十三条 登録認定機関は、役員又は認定員を選任し、
又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に
届け出なければならない。

（業務規程）
第九十四条 登録認定機関は、その登録に係る事業の区
分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の
総務省令で定める事項について業務規程を定め、当
該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
第九十五条 登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以
内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損
益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作
成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
の他の人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による情
報処理の用に供されるものをいう。以下この条にお
いて同じ。）の作成がされている場合における当該
電磁的記録を含む。次項及び第百九十二条第三号に
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おいて「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事
務所に備えて置かなければならない。

２ 端末機器を取り扱うことを業とする者その他の利害
関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二
号又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定
めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているとき

は、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されてい

るときは、当該電磁的記録に記録された事項を
総務省令で定める方法により表示したものの閲
覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方
法であつて総務省令で定めるものにより提供す
ることの請求又は当該事項を記載した書面の交
付の請求

（帳簿の備付け等）
第九十六条 登録認定機関は、総務省令で定めるところ
により、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認
定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記
載し、及びこれを保存しなければならない。

（改善命令等）
第九十七条 総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第
一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めると
きは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適
合するため必要な措置をとるべきことを命ずること
ができる。

２ 総務大臣は、登録認定機関が第五十三条第一項又は
第九十一条の規定に違反していると認めるときは、
当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のため
の審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のため
の審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。

（技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の
命令）
第九十八条 第五十三条第一項の規定により技術基準適
合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器につ
いて、登録認定機関が技術基準適合認定のための審
査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合
認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、
登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行
うこと又は改めて技術基準適合認定のための審査を
行うことを命ずべきことを申請することができる。

２ 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当
該申請に係る登録認定機関が第五十三条第一項又は
第九十一条の規定に違反していると認めるときは、
当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第二項の
規定による命令をしなければならない。

３ 総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規
定による命令をし、又は命令をしないことの決定を
したときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知し
なければならない。

（業務の休廃止）
第九十九条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準
適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとすると
きは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。

２ 登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃
止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効
力を失う。

３ 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたとき
は、その旨を公示しなければならない。

（登録の取消し等）
第百条 総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項
第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その
登録を取り消さなければならない。

２ 総務大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに
該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を
定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この款の規定に違反したとき。
二 第九十七条第一項又は第二項の規定による命令

に違反したとき。
三 不正な手段により第八十六条第一項の登録又は

その更新を受けたとき。
３ 総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録
を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合
認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
は、その旨を公示しなければならない。

（登録の抹消）
第百一条 総務大臣は、第八十八条第一項若しくは第九
十九条第二項の規定により登録認定機関の登録がそ
の効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二
項の規定により登録認定機関の登録を取り消したと
きは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければな
らない。

（総務大臣による技術基準適合認定の実施）
第百二条 総務大臣は、第八十六条第一項の登録を受け
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る者がいないとき、又は登録認定機関が第九十九条
第一項の規定により技術基準適合認定の業務を休止
し、若しくは廃止した場合、第百条第一項若しくは
第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の
規定により登録認定機関に対し技術基準適合認定の
業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しく
は登録認定機関が天災その他の事由によりその登録
に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部
を実施することが困難となつた場合において必要が
あると認めるときは、技術基準適合認定の業務の全
部又は一部を自ら行うものとする。

２ 総務大臣は、前項の規定により技術基準適合認定の
業務を行うこととし、又は同項の規定により行つ
ている技術基準適合認定の業務を行わないこととす
るときは、あらかじめその旨を公示しなければなら
ない。

３ 総務大臣が第一項の規定により技術基準適合認定の
業務を行うこととした場合における技術基準適合
認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省
令で定める。

（準用）
第百三条 第九十一条から第九十三条まで、第九十六条、

第九十七条第二項及び第九十八条の規定は登録認定
機関が設計認証を行う場合について、第九十四条、
第九十九条、第百条第二項及び第三項並びに前条の
規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び
設計認証の業務を行う場合について準用する。この
場合において、第九十二条第一項中「を受けた」と
あるのは「に係る設計に基づく」と、第九十四条中
「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第九
十七条第二項並びに第九十八条第一項及び第二項中
「第五十三条第一項」とあるのは「第五十六条第二
項」と、同条第一項中「端末機器」とあるのは「設
計（当該設計に合致することの確認の方法を含む。）」
と読み替えるものとする。

第三款　承認認定機関
（承認認定機関の承認等）
第百四条 総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の

検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類す
るものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者
であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り
扱う本邦内で使用されることとなる端末機器につい
て技術基準適合認定を行おうとするものから申請が
あつたときは、事業の区分ごとに、これを承認する
ことができる。

２ 前項の規定による承認を受けた者（以下「承認認定
機関」という。）は、その承認に係る技術基準適合認
定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。

３ 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、
その旨を公示しなければならない。

４ 第五十三条第一項及び第二項、第五十五条、第九十
条第二項及び第三項、第九十一条、第九十二条、第
九十四条並びに第九十六条から第九十八条までの規
定は承認認定機関について、第五十四条の規定は承
認認定機関による技術基準適合認定を受けた者につ
いて、第八十六条第二項及び第三項、第八十七条並
びに第九十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項
の規定による承認について準用する。

５ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字
句にそれぞれ読み替えるものとする。

第五十三条第
一項及び第二
項、第九十一
条第一項、第
九十二条第一
項並びに第九
十四条

登録 承認

第五十四条 登録認定機関 承認認定機関
命ずる 請求する

第八十七条第
一項各号列記
以外の部分

登録申請者 承認申請者

適合している
ときは

適合している
ときでなけれ
ば

しなければな
らない

してはならな
い

第 八 十 七 条
第一項第三号
（イを除く。）

登録申請者 承認申請者

第八十七条第
一項第三号イ

登録申請者 承認申請者

親法人 外国における
親法人に相当
するもの
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第八十七条第
二項第二号

第 百 条 第 一
項 又 は 第 二
項（第百三条
において準用
する場合を含
む。）

第百五条第一
項又は第二項

第八十七条第
三項

前条及び前二
項

前条第二項及
び第三項、前
二項並びに第
百四条第一項

第九十条第一
項

登録認定機関 承認認定機関

第九十七条 命ずる 請求する
第九十八条第
一項

命ずべき 請求すべき

第九十八条第
二項及び第三
項

命令 請求

６ 承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦
内で使用されることとなる端末機器について、設計
認証を行うことができる。

７ 第五十五条、第五十六条第二項、第九十一条、第九
十二条、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十
八条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合に
ついて、第五十七条から第六十条まで、第六十一条
において準用する第五十四条並びに第六十二条第
三項及び第四項の規定は承認認定機関による設計
認証を受けた者について、第九十四条並びに第二項
及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認
定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準
用する。

８ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字
句にそれぞれ読み替えるものとする。

第五十五条第
一項

を受けた に係る設計に
基づく

第五十三条第
二項

第五十八条

第五十六条第
二項及び第九
十一条第一項

登録 承認

第五十九条及
び第六十一条
において準用
する第五十四
条

命ずる 請求する

第六十条第一
項第三号

命令に違反し
た

請求に応じな
かつた

違反に 請求に
第六十条第一
項第四号

登録認定機関 承認認定機関

第六十条第一
項第五号

登録認定機関 承認認定機関

第百三条 第百四条第七
項

第六十二条第
三項第一号及
び第二号

第百六十六条
第三項

第百六十六条
第六項

第六十二条第
三項第三号

第百六十七条
第六項

第百六十七条
第七項

第九十二条第
一項

登録 承認

を受けた に係る設計に
基づく

第九十四条 登録 承認
当該業務 これらの業務

第九十七条第
二項

第五十三条第
一項

第五十六条第
二項

命ずる 請求する
第九十八条第
一項

第五十三条第
一項

第五十六条第
二項

端末機器 設計（当該設
計に合致する
ことの確認の
方法を含む。）

命ずべき 請求すべき
第九十八条第
二項

第五十三条第
一項

第五十六条第
二項

命令 請求
第九十八条第
三項

命令 請求

（承認の取消し）
第百五条 総務大臣は、承認認定機関が前条第一項に規
定する外国における資格を失つたとき又は同条第四
項において準用する第八十七条第二項第一号若しく
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は第三号に該当するに至つたときは、その承認を取
り消さなければならない。

２ 総務大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに
該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第二項（同条第七項において準用する場合
を含む。）の規定、同条第四項において準用する
第九十条第二項、第九十一条、第九十二条第一
項、第九十四条若しくは第九十六条の規定又は
前条第七項において準用する第九十一条、第九
十二条第一項、第九十四条若しくは第九十六条
の規定に違反したとき。

二 前条第四項において準用する第九十七条の規定
又は前条第七項において準用する第九十七条第
二項の規定による請求に応じなかつたとき。

三 不正な手段により承認を受けたとき。
四 総務大臣が第百六十六条第六項において準用す
る同条第四項の規定により承認認定機関に対し
報告をさせようとした場合において、その報告
がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

五 総務大臣が第百六十六条第六項において準用す
る同条第四項の規定によりその職員に承認認定
機関の事務所又は事業所において検査をさせよ
うとした場合において、その検査が拒まれ、妨
げられ、又は忌避されたとき。

３ 総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消した
ときは、その旨を公示しなければならない。

第六節　基礎的電気通信役務支援機関
（基礎的電気通信役務支援機関の指定）
第百六条 総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確

保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一
般財団法人であつて、次条に規定する業務（以下「支
援業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合する
と認められるものを、その申請により、全国に一を
限つて、基礎的電気通信役務支援機関（以下「支援
機関」という。）として指定することができる。
一 職員、設備、支援業務の実施の方法その他の事
項についての支援業務の実施に関する計画が支
援業務の適確な実施のために適切なものである
こと。

二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実
施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があ
ること。

三 支援業務以外の業務を行つている場合には、そ
の業務を行うことによつて支援業務が不公正に
なるおそれがないこと。

（業務）
第百七条 支援機関は、次に掲げる業務を行うものと
する。
一 次条第一項の規定により指定された適格電気通

信事業者に対し、当該指定に係る基礎的電気通
信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係
る基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益
の額を上回ると見込まれる場合において、当該
上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるた
めの交付金を交付すること。

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
（適格電気通信事業者の指定）
第百八条 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であ
つて、次に掲げる基準に適合すると認められるもの
を、その申請により、適格電気通信事業者として指
定することができる。
一 総務省令で定めるところにより、申請に係る基

礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の
状況その他総務省令で定める事項を公表してい
ること。

二 申請に係る基礎的電気通信役務を提供するため
に設置している電気通信設備が第一種指定電気
通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電
気通信設備であるときは、当該電気通信設備と
他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に
関し、当該基礎的電気通信役務を提供する電気
通信事業者が取得すべき金額及び接続条件につ
いて接続約款を定め、総務省令で定めるところ
により、これを公表していること。

三 申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域
の範囲が総務省令で定める基準に適合するもの
であること。

２ 前項の規定による指定は、総務省令で定める基礎的
電気通信役務の種別ごとに行う。

３ 適格電気通信事業者（第一種指定電気通信設備を
設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信
設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業
者に限る。）は、第一項第二号に規定する接続約款を
変更しようとするときは、総務省令で定めるところ
により、その実施前に、総務大臣に届け出るととも
に、これを公表しなければならない。

４ 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地
位の承継があつた場合において、当該電気通信事業
者が適格電気通信事業者であつたときは、当該電気
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通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、適
格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

５ 総務大臣は、適格電気通信事業者が次の各号のいず
れかに該当するとき、又は適格電気通信事業者から
第一項の指定の取消しの申請があつたときは、その
指定を取り消すことができる。
一 次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
二 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認

められるとき。
（交付金の交付）
第百九条 支援機関は、年度（毎年四月一日から翌年三
月三十一日までをいう。以下この節において同じ。）
ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一
号の交付金（以下この節において単に「交付金」と
いう。）の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法
について総務大臣の認可を受けなければならない。

２ 適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところに
より、交付金の額を算定するための資料として、前
年度における前条第一項の指定に係る基礎的電気通
信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る基礎
的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他
総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければ
ならない。

３ 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原
価を算定するものとして総務省令で定める方法によ
り算定しなければならない。

４ 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省
令で定めるところにより、交付金の額を公表しなけ
ればならない。

（負担金の徴収）
第百十条 支援機関は、年度ごとに、支援業務に要する
費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気
通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定め
る基準を超えるもの（以下この条において「接続電
気通信事業者等」という。）から、負担金を徴収す
ることができる。ただし、接続電気通信事業者等の
前年度における電気通信役務の提供により生じた収
益の額（その者が、前年度又はその年度（第三項の
規定による通知を受けるまでの間に限る。）におい
て、他の接続電気通信事業者等について合併、分割
（電気通信事業の全部を承継させるものに限る。）若
しくは相続があつた場合における合併後存続する法
人若しくは合併により設立された法人、分割により
当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は
他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部

を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した
法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事
業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度にお
ける電気通信役務の提供により生じた収益の額を含
む。）として総務省令で定める方法により算定した額
に対する当該負担金（以下この節において単に「負
担金」という。）の額の割合は、政令で定める割合を
超えてはならない。
一 適格電気通信事業者が第百八条第一項の指定に

係る基礎的電気通信役務を提供するために設置
している電気通信設備との接続に関する協定を
締結している電気通信事業者

二 前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備と
の接続に関する協定を締結している電気通信事
業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介
して同号に規定する電気通信設備と接続する電
気通信設備を設置している電気通信事業者

三 第一号に規定する電気通信設備、これと接続す
る電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信
設備を介して同号に規定する電気通信設備と接
続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の
提供を受ける契約を締結している電気通信事
業者

２ 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法に
より負担金の額を算定し、負担金の額及び徴収方法
について総務大臣の認可を受けなければならない。

３ 支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気
通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載
した書面を添付して、納付すべき負担金の額、納付
期限及び納付方法を通知しなければならない。

４ 接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知
に従い、支援機関に対し、負担金を納付する義務を
負う。

５ 第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事
業者等は、納付期限までにその負担金を納付しない
ときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担
金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定
める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞
金を納付する義務を負う。　

６ 支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限まで
にその負担金を納付しないときは、督促状によつて、
期限を指定して督促しなければならない。

７ 支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電
気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に
係る負担金及び第五項の規定による延滞金を納付し
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ないときは、総務大臣にその旨を申し立てることが
できる。

８ 総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたとき
は、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に
負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべき
ことを命ずることができる。

（資料の提出の請求）
第百十一条 支援機関は、支援業務を行うため必要があ

るときは、電気通信事業者に対し、資料の提出を求
めることができる。

（区分経理）
第百十二条 支援機関は、支援業務以外の業務を行つて

いる場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係
る経理とを区分して整理しなければならない。

（支援業務諮問委員会）
第百十三条 支援機関には、支援業務諮問委員会を置か

なければならない。
２ 支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に

応じ、交付金の額及び交付方法、負担金の額及び徴
収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調
査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支
援機関の代表者に述べることができる。

３ 支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び
学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を
受けて、支援機関の代表者が任命する。

（支援機関の指定を取り消した場合における
経過措置）

第百十四条 第百十六条第一項において準用する第八十
四条第一項又は第二項の規定により支援機関の指定
を取り消した場合において、総務大臣がその取消し
後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係
る支援機関の支援業務に係る財産は、新たに指定を
受けた支援機関に帰属する。

２ 前項に定めるもののほか、第七十二条の十六第一項
において準用する第六十六条第一項又は第二項の
規定により支援機関の指定を取り消した場合におけ
る支援業務に係る財産の管理その他所要の経過措置
（罰則に関する経過措置を含む。）は、合理的に必要
と判断される範囲内において、政令で定める。

（支援機関への情報提供等）
第百十五条 総務大臣は、支援機関に対し、支援業務の

実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び
助言を行うものとする。

（準用）
第百十六条 第七十五条第二項第二号から第四号まで、

第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八
十四条まで並びに第九十条の規定は、支援機関につ
いて準用する。

２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字
句にそれぞれ読み替えるものとする。

第七十五条第
二項

前条第二項 第百六条

第七十七条第
三項

役員又は試験
員

役員

試験事務規程 支援業務規程
第七十八条 職員（試験員

を含む。）
職員

試験事務 支援業務
第七十九条及
び第八十四条
第二項第四号

試験事務 支援業務

試験事務規程 支援業務規程
第八十一条、
第八十二条、
第八十三条第
一項並びに第
八十四条第二
項各号列記以
外の部分及び
第三項

試験事務 支援業務

第八十四条第
一項

第七十五条第
二項第一号、
第二号又は第
四号

第百十六条第
一項において
準用する第七
十五条第二項
第二号又は第
四号
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第八十四条第
二項第一号

この款 第百九条第一
項若しくは第
四項、第百十
条第二項、第
百十二条若し
くは第百十三
条第三項の規
定又は第百十
六条第一項に
おいて準用す
るこの款

第八十四条第
二項第二号

第七十五条第
一項各号

第百六条各号

第九十条第一
項

第八十六条第
一項の登録

支援機関の指
定

氏名又は名称
及び住所並び
に登録に係る
事業の区分、
技術基準適合
認定の業務

名 称 及 び 住
所、支援業務

及び技術基準
適合認定の業
務

並びに支援業
務

第九十条第二
項

第八十六条第
二項第一号又
は第三号に掲
げる事項

その名称若し
くは住所又は
支援業務を行
う事務所の所
在地

第三章　土地の使用等

第一節　事業の認定
（事業の認定）
第百十七条 電気通信回線設備を設置して電気通信役
務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又
は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規
定の適用を受けようとする場合には、申請により、
その電気通信事業の全部又は一部について、総務大
臣の認定を受けることができる。

２ 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定め
るところにより、次の事項を記載した申請書を総務
大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、

その代表者の氏名
二 申請に係る電気通信事業の業務区域

三 申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信
設備の概要

３ 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定
める書類を添付しなければならない。

（欠格事由）
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条
第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又は有線電気通信法 若しくは電波法

の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又はその執行を受けることがなく
なつた日から二年を経過しない者

二 第百二十五条第一号に該当することにより認定
がその効力を失い、その効力を失つた日から二
年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規
定により認定の取消しを受け、その取消しの日
から二年を経過しない者

三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二
号のいずれかに該当する者があるもの

（認定の基準）
第百十九条 総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申
請が次の各号のいずれにも適合していると認めると
きでなければ、同項の認定をしてはならない。
一 申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足

りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二 申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理

的であること。
三 申請に係る電気通信事業を営むために必要とさ

れる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変
更登録を受け、又は第十六条第一項若しくは第
三項の届出をしていること。

（事業の開始の義務）
第百二十条 第百十七条第一項の認定を受けた者（以下
「認定電気通信事業者」という。）は、総務大臣が指
定する期間内に、その認定に係る電気通信事業（以
下「認定電気通信事業」という。）を開始しなければ
ならない。

２ 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百
十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期
間の指定をすることができる。

３ 総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた
場合において、正当な理由があると認めるときは、
第一項の期間を延長することができる。

４ 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業（第二項
の規定により業務区域を区分して期間の指定があつ
たときは、その区分に係る認定電気通信事業）を開
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始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け
出なければならない。

（提供義務）
第百二十一条 認定電気通信事業者は、正当な理由がな

ければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提
供を拒んではならない。

２ 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違
反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利
用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な
限度において、業務の方法の改善その他の措置をと
るべきことを命ずることができる。

（変更の認定等）
第百二十二条 認定電気通信事業者は、第百十七条第二

項第二号又は第三号の事項を変更しようとするとき
は、総務大臣の認定を受けなければならない。ただ
し、総務省令で定める軽微な変更については、この
限りでない。

２ 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で
定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨
を総務大臣に届け出なければならない。

３ 第百十七条第三項、第百十八条第一号及び第三号並
びに第百十九条の規定は、第一項の認定について準
用する。

４ 第百二十条の規定は、第一項の場合（業務区域の減
少の場合を除く。）に準用する。この場合において、
同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第
百二十二条第一項」と読み替えるものとする。

５ 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総
務大臣に届け出なければならない。

（承継）
第百二十三条 認定電気通信事業者が死亡した場合にお

いては、その相続人（相続人が二人以上ある場合に
おいてその協議により当該認定電気通信事業を承継
すべき相続人を定めたときは、その者。）が被相続人
たる認定電気通信事業者の地位を承継する。

２ 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその
相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は
同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨
の処分があつた場合には、その期間の経過した時又
はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の
認定は、その効力を失う。

３ 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割（認定
電気通信事業の全部を承継させるものに限る。）を
したときは、合併後存続する法人若しくは合併によ

り設立された法人又は分割により当該認定電気通信
事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受
けて認定電気通信事業者の地位を承継することがで
きる。

４ 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲
渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を
譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気
通信事業者の地位を承継することができる。

５ 第百十八条及び第百十九条の規定は、前三項の認可
について準用する。

（事業の休止及び廃止）
第百二十四条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事
業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、
遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければなら
ない。

２ 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。
（認定の失効）
第百二十五条 認定電気通信事業者が次の各号のいずれ
かに該当するに至つたときは、その認定は、その効
力を失う。
一 第十四条第一項の規定により登録を取り消され

たとき。
二 認定電気通信事業の全部を廃止したとき。

（認定の取消し）
第百二十六条 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の
各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り
消すことができる。
一 第百十八条第一号又は第三号に該当するに至つ

たとき。
二 第百二十条第一項の規定により指定した期間
（同条第三項の規定による延長があつたときは、
延長後の期間）内に認定電気通信事業を開始し
ないとき。

三 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事
業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若し
くは処分に違反した場合において、公共の利益
を阻害すると認めるとき。

２ 総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したと
きは、文書によりその理由を付して通知しなければ
ならない。

（変更の認定の取消し）
第百二十七条 総務大臣は、第百二十二条第一項の規定
により第百十七条第二項第二号又は第三号の事項の
変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二
十二条第四項において準用する第百二十条第一項の
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規定により指定した期間（第百二十二条第四項にお
いて準用する第百二十条第三項の規定による延長が
あつたときは、延長後の期間）内にその事項を変更
しないときは、その認定を取り消すことができる。

２ 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第二節　土地の使用
（土地等の使用権）
第百二十八条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事
業の用に供する線路及び空中線（主として一の構内
（これに準ずる区域内を含む。）又は建物内（以下こ
の項において「構内等」という。）にいる者の通信の
用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中
線については、公衆の通行し、又は集合する構内等
に設置するものに限る。）並びにこれらの附属設備
（以下この節において「線路」と総称する。）を設置
するため他人の土地及びこれに定着する建物その他
の工作物（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三
号）第三条第二項 に規定する行政財産、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十八条第
三項 に規定する行政財産その他政令で定めるもの
（第四項において「行政財産等」という。）を除く。
以下「土地等」という。）を利用することが必要か
つ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、そ
の土地等の所有者（所有権以外の権原に基づきその
土地等を使用する者があるときは、その者及び所有
者。以下同じ。）に対し、その土地等を使用する権利
（以下「使用権」という。）の設定に関する協議を求
めることができる。第三項の存続期間が満了した後
において、その期間を延長して使用しようとすると
きも、同様とする。

２ 前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の
利用を著しく妨げない限度において使用する場合に
することができる。ただし、他の法律によつて土地
等を収用し、又は使用することができる事業の用に
供されている土地等にあつてはその事業のための土
地等の利用を妨げない限度において利用する場合に
限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持す
るために利用する場合に限る。

３ 第一項の使用権の存続期間は、十五年（地下ケーブ
ルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリー
ト造の地上工作物の設置を目的とするものにあつて
は、五十年）とする。ただし、同項の協議又は第百
三十二条第二項若しくは第三項の裁定においてこれ
より短い期間を定めたときは、この限りでない。

４ 総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合にお

いて、必要があると認めるときは、その土地等の所
有者（その土地等が行政財産等に定着する建物その
他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理す
る者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第
百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。）の
意見を聴くものとする。

５ 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨を
その土地等の所有者に通知するとともに、これを公
告しなければならない。

６ 第一項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業
者及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところ
により、その協議において定めた事項を総務大臣に
届け出るものとする。

７ 前項の届出があつたときは、その届け出たところに
従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を
取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるも
のとする。

８ 認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合
意により、使用権を消滅させることができる。この
場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届
け出なければならない。

（裁定の申請）
第百二十九条 前条第一項の規定による協議が調わない
とき、又は協議をすることができないときは、認定
電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、
その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請
することができる。ただし、同項の認可があつた日
から三月を経過したときは、この限りでない。

２ 認定電気通信事業者は、使用権の存続期間の延長に
ついて前項の規定により裁定を申請したときは、そ
の裁定があるまでは、引き続きその土地等を使用す
ることができる。

（裁定）
第百三十条 総務大臣は、前条第一項の規定による裁定
の申請を受理したときは、三日以内に、その申請書
の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等
の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければ
ならない。

２ 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、三日
以内に、その旨を公告し、公告の日から一週間、こ
れを公衆の縦覧に供しなければならない。

３ 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、
公告の日を総務大臣に報告しなければならない。

４ 前三項の規定の適用については、これらの規定中
「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつて
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は「特別区の区長」と、地方自治法第二百五十二条
の十九第一項 の指定都市にあつては「区長」と、全
部事務組合のある地にあつては「全部事務組合の管
理者」と、役場事務組合のある地にあつては「役場
事務組合の管理者」とする。

第百三十一条 　前条第二項の規定による公告があつた
ときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告
の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出する
ことができる。

第百三十二条 総務大臣は、前条の期間が経過した後、
速やかに、裁定をしなければならない。

２ 使用権を設定すべき旨を定める裁定においては、次
の事項を定めなければならない。
一 使用権を設定すべき土地等の所在地及びその
範囲

二 線路の種類及び数
三 使用開始の時期
四 使用権の存続期間を定めたときは、その期間
五 対価の額並びにその支払の時期及び方法

３ 使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定に
おいては、延長する期間（延長に際し前項第五号に
掲げる事項を変更するときは、延長する期間及び当
該変更後の同号に掲げる事項）を定めなければなら
ない。

４ 総務大臣は、第二項第五号に掲げる事項（前項に規
定する変更後のものを含む。）については、あらか
じめその土地等の所在する都道府県の収用委員会の
意見を聴き、これに基づいて裁定しなければならな
い。この場合において、同号の対価の額の基準は、
その使用により通常生ずる損失を償うように、線路
及び土地等の種類ごとに政令で定める。

５ 総務大臣は、第百二十九条第一項の裁定をしたとき
は、遅滞なく、その旨を認定電気通信事業者及び土
地等の所有者に通知するとともに、これを公告しな
ければならない。

６ 使用権を設定すべき旨を定める裁定があつたとき
は、その裁定において定められた使用開始の時期に、
認定電気通信事業者は、その土地等の使用権を取得
するものとする。

７ 使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定があ
つたときは、当該使用権の存続期間は、その裁定に
おいて定められた期間延長されるものとする。

８ 第三十五条第八項から第十項までの規定は、第百二
十九条第一項の裁定について準用する。この場合に
おいて、第三十五条第八項及び第十項中「当事者が

取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「対価の
額」と読み替えるものとする。

（土地等の一時使用）
第百三十三条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事
業の実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地
等を利用することが必要であつて、やむを得ないと
きは、その土地等の利用を著しく妨げない限度にお
いて、一時これを使用することができる。ただし、
建物その他の工作物にあつては、線路を支持するた
めに利用する場合に限る。
一 線路に関する工事の施行のため必要な資材及び

車両の置場並びに土石の捨場の設置
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合そ

の他特にやむを得ない事由がある場合における
重要な通信を確保するための線路その他の電気
通信設備の設置

三 測標の設置
２ 認定電気通信事業者は、前項の規定により他人の土
地等を一時使用しようとするときは、総務大臣の許
可を受けなければならない。ただし、天災、事変そ
の他の非常事態が発生した場合において十五日以内
の期間一時使用するときは、この限りでない。

３ 認定電気通信事業者は、第一項の規定により他人の
土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、
土地等の占有者に通知しなければならない。ただ
し、あらかじめ通知することが困難なときは、使用
開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

４ 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が
居住の用に供されているときは、その居住者の承諾
を得なければならない。

５ 第一項の規定による一時使用の期間は、六月（同項
第二号に規定する場合において仮線路又は測標を設
置したときは、一年）を超えることができない。

６ 第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に
立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する
書面（同項ただし書の場合にあつては、その身分を
示す証明書）を携帯し、関係人に提示しなければな
らない。

（土地の立入り）
第百三十四条 認定電気通信事業者は、線路に関する測
量、実地調査又は工事のため必要があるときは、他
人の土地に立ち入ることができる。

２ 前条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、認
定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に
立ち入る場合について準用する。
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（通行）
第百三十五条 認定電気通信事業者は、線路に関する工
事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の
土地を通行することができる。

２ 第六十九条第三項並びに第百三十三条第三項及び第
四項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定に
より他人の土地を通行する場合について準用する。

（植物の伐採）
第百三十六条 認定電気通信事業者は、植物が線路に障
害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は
植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に
支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、
総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は
移植することができる。

２ 認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐
採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所
有者に通知しなければならない。ただし、あらかじ
め通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、
遅滞なく、通知することをもつて足りる。

３ 認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし
ている場合において、その障害を放置するときは、
線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生
ずると認められるときは、第一項の規定にかかわら
ず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採
し、又は移植することができる。この場合において
は、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大
臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなけ
ればならない。

（損失補償）
第百三十七条 認定電気通信事業者は、第百三十三条第
一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第百
三十四条第一項の規定により他人の土地に立ち入
り、第百三十五条第一項の規定により他人の土地を
通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定によ
り植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損
失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを
補償しなければならない。

２ 前項の規定による損失の補償について、認定電気通
信事業者と損失を受けた者との間に協議が調わない
とき、又は協議をすることができないときは、認定
電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で
定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請する
ことができる。

３ 第三十五条第五項から第十項までの規定は、前項の
裁定について準用する。この場合において、同条第

五項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
「答弁書」とあるのは「答弁書（損失を受けた者に通
知する場合にあつては、意見書）」と、同条第六項中
「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第
八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべ
き金額」とあるのは「補償金の額」と読み替えるも
のとする。

４ 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補
償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなけ
ればならない。

（線路の移転等）
第百三十八条 使用権に基づいて線路が設置されている
土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は
方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に
著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地
等の所有者は、認定電気通信事業者に、線路の移転
その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求
することができる。

２ 認定電気通信事業者は、前項の措置が業務の遂行上
又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置を
しなければならない。

３ 第一項の措置について、認定電気通信事業者と土地
等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協
議をすることができないときは、認定電気通信事業
者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に
従い、総務大臣の裁定を申請することができる。

４ 第百三十条、第百三十一条並びに第百三十二条第
一項及び第五項の規定は、前項の裁定について準用
する。

５ 第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、
その措置に要する費用の全部又は一部を土地等の所
有者が負担すべき旨を定めることができる。

６ 第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、
その措置をすべき時期（前項の場合にあつては、そ
の時期並びに土地等の使用者が負担すべき費用の
額、支払の時期及び支払の方法）を定めなければな
らない。

７ 第四項において準用する第百三十二条第五項の規定
による公告があつたときは、裁定の定めるところに
従い、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間
に協議が調つたものとみなす。

８ 第三十五条第八項から第十項までの規定は、第三項
の裁定について準用する。この場合において、同条
第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担す
べき金額」とあるのは、「費用の負担の額」と読み替
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えるものとする。
（原状回復の義務）
第百三十九条 認定電気通信事業者は、土地等の使用を

終わつたとき、又はその使用する土地等を認定電気
通信事業の用に供する必要がなくなつたときは、そ
の土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないこ
とによつて生ずる損失を補償して、これを返還しな
ければならない。

（公用水面の使用）
第百四十条 認定電気通信事業者は、公共の用に供する

水面（以下「水面」という。）に認定電気通信事業の
用に供する水底線路（以下「水底線路」という。）を
敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を
総務大臣及び関係都道府県知事（漁業法（昭和二十
四年法律第二百六十七号）第百三十六条 の規定によ
り農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁
場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項
において同じ。）に届け出なければならない。
一 水底線路の位置及び次条第一項の申請をしよう
とする区域

二 工事の開始及び完了の時期
三 工事の概要

２ 関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつ
た場合において、漁業権（漁業法 による漁業権をい
う。以下同じ。）に関する利害関係人若しくは同項
第一号の区域において次条第四項の政令で定める漁
業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁
業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項
を変更する必要があると認めるときは、他の関係都
道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つ
た上、届出があつた日から三十日以内に、その旨を
総務大臣及び当該認定電気通信事業者に通知するこ
とができる。

３ 漁業法第十一条第六項 の規定は、前項の規定による
通知について準用する。この場合において、同条第
六項 中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事
業法第百四十条第一項の規定による届出を受けた関
係都道府県知事」と読み替えるものとする。

４ 認定電気通信事業者は、第二項の規定による通知を
受けた場合には、当該事項を変更しなければならな
い。ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著
しい支障がある場合において、その変更を要しない
旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項につ
いては、この限りでない。

（水底線路の保護）

第百四十一条 総務大臣は、認定電気通信事業者の申請
があつた場合において、前条に定める敷設の手続を
経た水底線路を保護するため必要があるときは、そ
の水底線路から千メートル（河川法（昭和三十九年
法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河
川（以下「河川」という。）については、五十メート
ル）以内の区域を保護区域として指定することがで
きる。

２ 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
３ 認定電気通信事業者は、第一項の規定による保護区
域の指定があつたときは、総務省令で定めるところ
により、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標
の位置を公告しなければならない。

４ 何人も、第一項の保護区域内において、船舶をびよ
う泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定
める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項
の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。
ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法
（昭和三十一年法律第百一号）第二条第三項 に規定
する海岸管理者（以下この条において「海岸管理者」
という。）が同法第二条第一項 に規定する海岸保全
施設（以下この項において「海岸保全施設」という。）
に関する工事を施行する場合又は同法第六条第一項
の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事
を施行する場合においてやむを得ない事情があると
き、その他政令で定める場合は、この限りでない。

５ 都道府県知事（漁業法第百三十六条 の規定により
農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合
は、農林水産大臣。第七項において同じ。）は、認定
電気通信事業者の申請があつた場合において、水底
線路を保護する必要があると認めるときは、第一項
の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り
消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることが
できる。

６ 漁業法第十一条第六項 の規定は、前項の規定による
漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止に
ついて準用する。この場合において、同条第六項 中
「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第百
四十一条第五項の規定による申請を受けた都道府県
知事」と読み替えるものとする。

７ 都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面におけ
る漁業権の設定については、水底線路の保護に必要
な配慮をしなければならない。

８ 海岸管理者は、第一項の保護区域の水面における施
設若しくは工作物の設置又は行為の許可について

マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法



38 電気通信事業法

は、水底線路の保護に必要な配慮をしなければなら
ない。

第百四十二条 認定電気通信事業者は、前条第五項の規
定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止
によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しな
ければならない。

２ 漁業法第三十九条第七項 から第十二項 までの規定
は、前項の規定による損失の補償について準用する。
この場合において、同条第十項 及び第十一項 中「都
道府県」とあるのは、「認定電気通信事業者」と読み
替えるものとする。

第百四十三条 船舶は、認定電気通信事業者の水底線
路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつ
て、その旨を示す標識を掲げているものから千メー
トル以内で総務省令で定める範囲内（河川について
は、五十メートル以内）又は施設若しくは修理中の
水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識
を掲げてあるものから四百メートル以内で総務省
令で定める範囲内（河川については、三十メートル
以内）の水面を航行してはならない。

第四章　電気通信事業紛争処理委員会

第一節　設置及び組織
（設置及び権限）
第百四十四条 総務省に、電気通信事業紛争処理委員会
（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は、この法律及び電波法 の規定によりその権
限に属させられた事項を処理する。

（組織）
第百四十五条 委員会は、委員五人をもつて組織する。
２ 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内
は、常勤とすることができる。

（委員長）
第百四十六条 委員会に、委員長を置き、委員の互選に
より選任する。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときに
その職務を代理する委員を定めておかなければなら
ない。

（委員の任命）
第百四十七条 委員は、電気通信事業又は電波の利用に
関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の
同意を得て、総務大臣が任命する。

２ 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合におい
て、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の

同意を得ることができないときは、総務大臣は、前
項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する
者のうちから、委員を任命することができる。

３ 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議
院の事後の承認を得なければならない。この場合に
おいて、両議院の事後の承認を得られないときは、
総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければなら
ない。

（任期）
第百四十八条 委員の任期は、三年とする。ただし、補
欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。
３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者
が任命されるまで引き続きその職務を行うものと
する。

（委員の罷免）
第百四十九条 総務大臣は、委員が心身の故障のため職
務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上
の義務違反その他委員たるに適しない非行があると
認める場合においては、両議院の同意を得て、これ
を罷免することができる。

（委員の服務）
第百五十条 委員は、職務上知ることのできた秘密を
漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と
する。

２ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員と
なり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

３ 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合
を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営
利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業
務を行つてはならない。

（委員の給与）
第百五十一条 委員の給与は、別に法律で定める。
（事務局）
第百五十二条 委員会の事務を処理させるため、委員会
に事務局を置く。

２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
３ 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
（政令への委任）
第百五十三条 この節に規定するもののほか、委員会に
関し必要な事項は、政令で定める。

第二節　あつせん及び仲裁
（電気通信設備の接続に関するあつせん）
第百五十四条 電気通信事業者間において、その一方が
電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れ
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たにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若
しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設
備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得
し、若しくは負担すべき金額若しくは接続条件その
他協定の細目について当事者間の協議が調わないと
きは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請す
ることができる。ただし、当事者が第三十五条第一
項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定によ
る裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申
請をした後は、この限りでない。

２ 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適
当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で
みだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除
き、あつせんを行うものとする。

３ 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職
員（委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第
三項において同じ。）のうちから委員会が事件ごと
に指名するあつせん委員が行う。

４ あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主
張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めな
ければならない。

５ あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当
事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつ
せん案を作成し、これを当事者に提示することがで
きる。

６ あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事
者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同
条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の
規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせん
を打ち切るものとする。

（電気通信設備の接続に関する仲裁）
第百五十五条 電気通信事業者間において、電気通信設

備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得
し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協
定の細目について当事者間の協議が調わないとき
は、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請す
ることができる。ただし、当事者が第三十五条第一
項若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定に
よる裁定の申請をした後は、この限りでない。

２ 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
３ 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから

当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が
指名する。ただし、当事者の合意による選定がなさ
れなかつたときは、委員会の委員その他の職員のう
ちから委員会が指名する。

４ 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を
除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法（平
成十五年法律第百三十八号）の規定を準用する。

（準用）
第百五十六条 前二条の規定は、電気通信設備の共用に
関する協定について準用する。この場合において、
第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」
とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項
及び第六項並びに前条第一項中「第三十五条第一項
若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」
と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項におい
て準用する第三十五条第三項」と読み替えるものと
する。

２ 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契
約について準用する。この場合において、第百五十
四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるの
は「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契
約の細目」と、第百五十四条第一項及び第六項並び
に前条第一項中「第三十五条第一項若しくは第二項」
とあるのは「第三十九条において準用する第三十八
条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九
条において準用する第三十五条第三項」と読み替え
るものとする。

（その他の協定等に関するあつせん等）
第百五十七条 電気通信事業者間において、電気通信役
務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なも
のとして政令で定める協定又は契約（第三項におい
て「協定等」という。）の締結に関し、当事者が取得
し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細
目について当事者間の協議が調わないときは、当事
者は、委員会に対し、あつせんを申請することがで
きる。

２ 第百五十四条第二項から第五項までの規定は、前項
のあつせんについて準用する。

３ 電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、
当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件
その他その細目について当事者間の協議が調わない
ときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申
請することができる。

４ 第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項
の仲裁について準用する。

（申請の経由）
第百五十八条 この節の規定により委員会に対してする
あつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してし
なければならない。
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（政令への委任）
第百五十九条 この節に規定するもののほか、あつせん
及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節　諮問等
（委員会への諮問）
第百六十条 総務大臣は、次に掲げる事項については、
委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会
が軽微な事項と認めたものについては、この限りで
ない。
一 第三十五条第一項若しくは第二項の規定によ

る電気通信設備の接続に関する命令、同条第三
項若しくは第四項の規定による電気通信設備の
接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定に
よる電気通信設備の共用に関する命令、同条第
二項において準用する第三十五条第三項若しく
は第四項の規定による電気通信設備の共用に関
する裁定、第三十九条において準用する第三十
五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気
通信役務の提供に関する裁定、第三十九条にお
いて準用する第三十八条第一項の規定による卸
電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八
条第一項の規定による土地等の使用に関する認
可、第百二十九条第一項の規定による土地等の
使用に関する裁定又は第百三十八条第三項の規
定による支障の除去に必要な措置に関する裁定

二 第十九条第二項の規定による契約約款の変更の
命令、第二十条第三項の規定による保障契約約
款の変更の命令、第二十一条第四項の規定によ
る特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二
十九条第一項の規定による業務の改善命令、第
三十条第四項の規定による同条第三項の規定に
違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三
十一条第三項の規定による同条第二項の規定に
違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三
十三条第六項の規定による接続約款の変更の認
可の申請の命令、同条第八項の規定による接続
約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定に
よる接続約款の変更の命令、第三十六条第三項
の規定による計画の変更の勧告又は第百二十一
条第二項の規定による業務の改善命令

（聴聞の特例）
第百六十一条 総務大臣は、第十九条第二項、第二十条
第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若し
くは第二項、第三十条第四項、第三十一条第三項、
第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三

項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条
第一項（第三十九条において準用する場合を含む。）
又は第百二十一条第二項の規定による処分をしよう
とするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八
号）第十三条第一項 の規定による意見の陳述のため
の手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければな
らない。

２ 前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合におい
て、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべ
きこととされている処分であるときは、当該処分に
係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委
員会の推薦により指名するものとする。

３ 第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政
手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係
る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加するこ
とを求めたときは、これを許可しなければならない。

（勧告）
第百六十二条 委員会は、この法律の規定によりその権
限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必
要な勧告をすることができる。

２ 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容
を公表しなければならない。

第五章　雑則

（登録等の条件）
第百六十三条 登録（第八十六条第一項の登録を除く。
次項において同じ。）、認可、許可又は認定（技術基
準適合認定を除く。次項において同じ。）には、条件
を付し、及びこれを変更することができる。

２ 前項の条件は、登録、認可、許可若しくは認定の趣
旨に照らして、又は登録、認可、許可若しくは認定
に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度の
ものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定
を受ける者に不当な義務を課することとなるもので
あつてはならない。

（適用除外等）
第百六十四条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信
事業については、適用しない。
一 専ら一の者（電気通信事業者たる一の者を除

く。）に電気通信役務を提供する電気通信事業
二 その一の部分の設置の場所が他の部分の設置

の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含
む。）又は同一の建物内である電気通信設備そ
の他総務省令で定める基準に満たない規模の電
気通信設備により電気通信役務を提供する電気
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通信事業
三 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電
気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線
設備を設置することなく提供する電気通信事業

２ 前項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定
は、同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱
中に係る通信についても適用する。

（営利を目的としない電気通信事業を行う
地方公共団体の取扱い）

第百六十五条 営利を目的としない電気通信事業（内容、
利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響
が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通
信役務を提供する電気通信事業に限る。）を行おう
とする地方公共団体は、総務省令で定めるところに
より、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した
書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければ
ならない。

２ 前項の届出をした地方公共団体は、第十六条第一項
の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。
ただし、第十九条から第二十五条まで、第三十条、
第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、
第三十七条、第四十条、第四十二条、第四十四条、
第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及
び第二章第六節の規定の適用については、この限り
でない。

（報告及び検査）
第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限

度において、電気通信事業者等に対し、その事業に
関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業
者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電
気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる
ことができる。

２ 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に
対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し
報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認
定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器そ
の他の物件を検査させることができる。

３ 前項の規定は、認証取扱業者又は届出業者について、
それぞれ準用する。この場合において、同項中「当
該技術基準適合認定」とあるのは、認証取扱業者に
ついては「当該認証取扱業者が受けた設計認証」と、
届出業者については「その届出」と読み替えるもの
とする。

４ 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度におい

て、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業
務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機
関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち
入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることが
できる。

５ 前項の規定は、登録認定機関について準用する。
６ 第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認
定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受
けた者について、第四項の規定は承認認定機関につ
いて、それぞれ準用する。この場合において、第二
項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を
受けた者については「設計認証」と読み替えるもの
とする。

７ 第一項の規定又は第二項（第三項若しくは前項にお
いて準用する場合を含む。）若しくは第四項（第五項
若しくは前項において準用する場合を含む。）の規
定により立入検査をする職員は、その身分を示す証
明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

８ 第一項の規定又は第二項（第三項若しくは第六項に
おいて準用する場合を含む。）若しくは第四項（第
五項若しくは第六項において準用する場合を含む。）
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために
認められたものと解釈してはならない。

（端末機器等の提出）
第百六十七条 総務大臣は、前条第二項の規定によりそ
の職員に検査をさせた場合において、その所在の場
所において検査をさせることが著しく困難であると
認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行う
ために特に必要な物件があつたときは、登録認定機
関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限
を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべき
ことを命ずることができる。

２ 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を
当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなけ
ればならない。

３ 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令
により通常生ずべき損失とする。

４ 前三項の規定は、認証取扱業者又は届出業者につい
て、それぞれ準用する。この場合において、第一項
中「前条第二項」とあるのは、「前条第三項において
準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

５ 技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である
場合における当該外国取扱業者に対する第一項から
第三項までの規定の適用については、第一項中「命
ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三
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項中「命令」とあるのは「請求」とする。
６ 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当
該外国取扱業者に対する第四項において準用する第
一項から第三項までの規定の適用については、第一
項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項
及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。

７ 第一項から第三項までの規定は、承認認定機関によ
る技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関に
よる設計認証を受けた者について、それぞれ準用す
る。この場合において、第一項中「前条第二項」と
あるのは「前条第六項において準用する同条第二項」
と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及
び第三項中「命令」とあるのは「請求」と読み替え
るものとする。

（協議等）
第百六十八条 この法律の規定により、電気通信事業（電
気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を
提供するものに限る。以下この条において同じ。）、
電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約
の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う
者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令（政令
で定めるものに限る。）を定め、若しくは命令その他
の処分（政令で定めるものに限る。）を行う場合又は
総務大臣に対し電気通信事業に関する届出（政令で
定めるものに限る。）があつた場合における必要な
関係行政機関との協議、これに対する通知その他の
手続については、政令で定める。

（審議会等への諮問）
第百六十九条 総務大臣は、次に掲げる事項については、
審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百
二十号）第八条 に規定する機関をいう。）で政令で
定めるものに諮問しなければならない。ただし、当
該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、
この限りでない。
一 第二十一条第二項の規定による特定電気通信役

務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規
定による接続約款の認可、同条第十項の規定に
よる第一種指定電気通信設備との接続に関する
協定の認可、第百八条第一項の規定による適格
電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定
による交付金の額及び交付方法の認可、第百十
条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法
の認可又は第百十六条第一項において準用する
第七十九条第一項の規定による支援業務規程の
認可

二 第二十一条第一項の規定による基準料金指数の
設定、第三十条第一項の規定による電気通信事
業者の指定、第三十一条第一項の規定による特
定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定
による第一種指定電気通信設備の指定又は第三
十四条第一項の規定による第二種指定電気通信
設備の指定

三 第百十条第一項の規定による政令の制定又は改
廃の立案

四 第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第二
十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、
第三十条第一項若しくは第五項、第三十一条第
二項ただし書若しくは第四項、第三十二条第三
号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号
イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第
十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四
条第一項若しくは第五項、第三十六条第一項若
しくは第二項、第四十一条第一項若しくは第二
項、第四十五条第一項ただし書、第五十条第一
項、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、
第百八条第一項第一号から第三号まで若しくは
第三項、第百九条第一項から第三項まで又は第
百十条第一項若しくは第二項の規定による総務
省令の制定又は改廃

（聴聞の特例）
第百七十条 第十四条第一項、第四十七条（第七十二条
第二項において準用する場合を含む。）、第七十七条
第三項（第百十六条第一項において準用する場合を
含む。）、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一
項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手
続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る
利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加すること
を求めたときは、これを許可しなければならない。

（不服申立ての手続における意見の聴取）
第百七十一条 この法律の規定による処分についての審
査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、審
査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間を置い
て予告をした上、意見の聴取をした後にしなければ
ならない。

２ 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容
を示さなければならない。

３ 第一項の意見の聴取に際しては、審査請求人又は異
議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について
証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければな
らない。
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（意見の申出）
第百七十二条 電気通信事業者の電気通信役務に関する

料金その他の提供条件又は電気通信事業者等の業務
の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大
臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申
出をすることができる。

２ 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠
実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければ
ならない。

（指定試験機関の処分についての審査請求）
第百七十三条 この法律の規定による指定試験機関の処

分に不服がある者は、総務大臣に対し、行政不服審
査法（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請
求をすることができる。

（手数料）
第百七十四条 電気通信主任技術者試験若しくは工事担

任者試験を受けようとする者、第八十八条第一項の
規定による登録の更新を受けようとする者、第百二
条第一項の規定による技術基準適合認定若しくは第
百三条において準用する第百二条第一項の規定によ
る設計認証を求める者又は電気通信主任技術者資格
者証若しくは工事担任者資格者証の交付若しくは再
交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を納めなければならない。

２ 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行
う試験を受けようとする者の納めるものについては
当該指定試験機関の、その他のものについては国庫
の収入とする。

（経過措置）
第百七十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、

又は改廃するときは、その命令で、その制定又は
改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内にお
いて、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含
む。）を定めることができる。

（事務の区分）
第百七十六条 第百三十条第二項及び第三項（これらの

規定を第百三十八条第四項において準用する場合を
含む。）の規定により市町村が処理することとされ
ている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規
定する第一号 法定受託事務とする。

第六章　罰則

第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を
営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下
の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百七十八条 第二十五条第一項又は第二項の規定に違
反して電気通信役務の提供を拒んだ者は、二年以下
の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。

第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信（第
百六十四条第二項に規定する通信を含む。）の秘密
を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰
金に処する。

２ 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたと
きは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処
する。

３ 前二項の未遂罪は、罰する。
第百八十条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信
設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者
は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。

２ 電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないの
に電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は
運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に
障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

３ 第一項の未遂罪は、罰する。
第百八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一
年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五十四条（第六十一条及び第六十八条におい

て準用する場合を含む。）の規定による命令に
違反した者

二 第六十条第一項（第一号に係る部分に限る。）、
第六十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）
又は第六十七条第一項の規定による禁止に違反
した者

第百八十二条 第百条第二項（第百三条において準用す
る場合を含む。）の規定による業務の停止の命令に
違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。

第百八十三条 第七十八条第一項（第百十六条第一項に
おいて準用する場合を含む。）の規定に違反してそ
の職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、一年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百八十四条 第八十四条第二項（第百十六条第一項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による業務の
停止の命令に違反したときは、その違反行為をした
指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、一年
以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百八十五条 第十六条第一項の規定に違反して電気通
信事業を営んだ者（第九条の登録を受けるべき者を
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除く。）は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。

第百八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二
百万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項

第二号又は第三号の事項を変更した者
二 第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一

条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供
した者

三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条
第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第
三十条第四項、第三十一条第三項、第三十三条
第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第
三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条
第一項（第三十九条において準用する場合を含
む。）、第四十三条第一項（同条第二項において
準用する場合を含む。）、第五十一条又は第百二
十一条第二項の規定による命令又は処分に違反
した者

四 第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四
十条の規定に違反して協定又は契約を締結し、
変更し、又は廃止した者

五 第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主
任技術者を選任しなかつた者

第百八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五
十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第三項の規定による届出をせず、又は

虚偽の届出をした者
二 第五十三条第三項の規定に違反して表示を付し

た者
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三
十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第二項、第十八条第一項、第三十六条

第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第
四十二条第三項（同条第四項において準用する
場合を含む。）、第四十四条第一項若しくは第二
項、第四十五条第二項、第百八条第三項、第百
二十条第四項（第百二十二条第四項において準
用する場合を含む。）又は第百二十四条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし
た者

二 第二十条第一項の規定による届出をしなかつ
た者

三 第二十二条又は第三十三条第十二項の規定によ
る記録をせず、又は虚偽の記録をした者

四 第二十三条第一項の規定に違反した者
五 第二十八条又は第三十一条第四項の規定による

報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第

百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表
しなかつた者

七 第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表
しなかつた者

八 第六十三条第三項の規定による届出をする場合
において虚偽の届出をした者

九 第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作
成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記
録を保存しなかつた者

十 第九十二条第一項（第百三条において準用する
場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をした者

十一 第九十六条（第百三条において準用する場合
を含む。）の規定に違反して帳簿を備え付けず、
帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載を
し、又は帳簿を保存しなかつた者

十二 第九十九条第一項（第百三条において準用す
る場合を含む。）の規定による届出をしないで
業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者

十三 第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定
に違反した者

十四 第百六十六条第一項、第二項（同条第三項に
おいて準用する場合を含む。）若しくは同条第
五項において準用する同条第四項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこ
れらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者

十五 第百六十七条第一項（同条第四項において準
用する場合を含む。）の規定による命令に違反
した者

第百八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役
員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八十一条（第百十六条第一項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備え
付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 第八十三条第一項（第百十六条第一項において
準用する場合を含む。）の規定に違反して試験
事務又は支援業務の全部を廃止したとき。

三 第百六十六条第四項の規定による報告をせず、
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若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をした
ときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当
該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の
罰金刑を科する。
一 第百八十一条　一億円以下の罰金刑
二 第百七十七条から第百八十八条（第百八十条、
第百八十一条、第百八十三条及び第百八十四条
を除く。）　各本条の罰金刑

第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百
万円以下の過料に処する。ただし、その行為につい
て刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第二十四条の規定に違反した者
二 第三十条第五項又は第三十三条第十三項の規定
に違反して公表することを怠り、又は不実の公
表をした者

三 第三十一条第一項の規定に違反して役員を兼ね
た者

第百九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三
十万円以下の過料に処する。
一 第六十三条第五項の規定に違反して、届出をせ
ず、又は虚偽の届出をした者

二 第九十条第二項の規定に違反して、届出をせず、
又は虚偽の届出をした者

三 第九十五条第一項の規定に違反して財務諸表等
を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正
当な理由がないのに同条第二項の規定による請
求を拒んだ者

第百九十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十
万円以下の過料に処する。
一 第十三条第四項、第十六条第二項又は第十八条
第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届
出をした者

二 正当な理由がないのに第四十七条（第七十二条
第二項において準用する場合を含む。）の規定に
よる命令に違反して電気通信主任技術者資格者
証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者

三 第百四十一条第三項の規定に違反した者

別表

別表第一（第八十七条、第九十一条関係）
一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による
大学（短期大学を除く。第三号において同じ。）若し
くは旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）によ
る大学において電気工学若しくは通信工学に関する
科目を修めて卒業した者又は電気通信主任技術者資
格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適
合認定若しくは設計認証又は端末機器の試験、調整
若しくは保守の業務に従事した経験（以下「業務経
験」という。）を一年以上有すること。

二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又
は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に
よる専門学校において電気工学又は通信工学に関す
る科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三
年以上有すること。

三 学校教育法による大学に相当する外国の学校におい
て電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業
した者であつて、業務経験を一年以上有すること。

四 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当
する外国の学校において電気工学又は通信工学に関
する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を
三年以上有すること。

別表第二（第八十七条関係）
一 電圧電流計
二 オシロスコープ
三 インピーダンス分析器
四 絶縁抵抗計
五 光パワーメータ
六 レベル計
七 スペクトル分析器
八 プロトコル分析器
九 発振器

マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法





47

電波法 (抜粋)

（昭和二十五年五月二日法律第百三十一号）
最終改正：平成二一年四月二四日法律第二二号
（最終改正までの未施行法令）
平成十六年五月十九日法律第四十七号（一部未施行）

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確

保することによつて、公共の福祉を増進することを
目的とする。

（定義）
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解

釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の
電磁波をいう。

二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送
り、又は受けるための通信設備をいう。

三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その
他の音響を送り、又は受けるための通信設備を
いう。

四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電
波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を
行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的と
するものを含まない。

六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監
督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けた
ものをいう。

（電波に関する条約）
第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その

規定による。

第二章　無線局の免許等

第一節　無線局の免許
（無線局の開設）
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免

許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲

げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省

令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘル

ツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線
電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総
務省令で定めるものであつて、第三十八条の七
第一項（第三十八条の三十一第四項において準
用する場合を含む。）、第三十八条の二十六（第
三十八条の三十一第六項において準用する場合
を含む。）又は第三十八条の三十五の規定によ
り表示が付されている無線設備（第三十八条の
二十三第一項（第三十八条の二十九、第三十八
条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条
の三十八において準用する場合を含む。）の規
定により表示が付されていないものとみなされ
たものを除く。以下「適合表示無線設備」とい
う。）のみを使用するもの

三 空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線
局のうち総務省令で定めるものであつて、次条
の規定により指定された呼出符号又は呼出名
称を自動的に送信し、又は受信する機能その他
総務省令で定める機能を有することにより他の
無線局にその運用を阻害するような混信その他
の妨害を与えないように運用することができる
もので、かつ、適合表示無線設備のみを使用す
るもの

四 第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設す
る無線局（以下「登録局」という。）

第三章　無線設備

（電波の質）
第二十八条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及
び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定め
るところに適合するものでなければならない。

（受信設備の条件）
第二十九条 受信設備は、その副次的に発する電波又は
高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の
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無線設備の機能に支障を与えるものであつてはなら
ない。

（安全施設）
第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物
件に損傷を与えることがないように、総務省令で定
める施設をしなければならない。

第五章　運用

第一節　通則
（混信等の防止）
第五十六条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務（宇
宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のため
の当該電波の受信の業務をいう。）の用に供する受信
設備その他の総務省令で定める受信設備（無線局の
ものを除く。）で総務大臣が指定するものにその運
用を阻害するような混信その他の妨害を与えないよ
うに運用しなければならない。但し、第五十二条第
一号から第四号までに掲げる通信については、この
限りでない。

２ 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を
設置している者の申請により行なう。

３ 総務大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、
当該指定に係る受信設備について、総務省令で定め
る事項を公示しなければならない。

４ 前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、
指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定す
る指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

（秘密の保護）
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除く
ほか、特定の相手方に対して行われる無線通信（電
気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二
項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百
九条の二第二項及び第三項において同じ。）を傍受し
てその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用
してはならない。

第九章　罰則

第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏ら
し、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。

２ 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り
得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二
年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒

介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、
当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、
その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五
十万円以下の罰金に処する。

２ 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯した
とき（その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信
した場合に限る。）は、二年以下の懲役又は百万円以
下の罰金に処する。

３ 前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者（当
該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する
権限を有するものを含む。）以外の者がその内容を
復元できないようにするための措置が行われた無線
通信をいう。

４ 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

別表

別表第一（第二十四条の二関係）
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第
三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二
級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無
線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線
技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無
線技士の資格を有すること。

二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相
当する資格を有する者であることの証明書を有する
こと。

三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又
は中等教育学校において無線通信に関する科目を修
めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、
調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有す
ること。

四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又
は中等教育学校に相当する外国の学校において無線
通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無
線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以
上従事した経験を有すること。

別表第二（第二十四条の二関係）
一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 電界強度測定器
四 高周波電力計
五 電圧電流計
六 標準信号発生器
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別表第三（第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八
条の八関係）

事業の区分 測定器その他の
設備

一 第三十八条の二
第一項第一号の
事業

一 周波数計

二 スペクトル分析
器

三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信

機
八 スプリアス電力

計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器

二 第三十八条の二
第一項第二号の
事業

一 一の項の下欄に
掲げるもの

二 変調度計
三 比吸収率測定装

置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計

三 第三十八条の二
第一項第三号の
事業

一 二の項の下欄に
掲げるもの

二 レベル計
三 標準信号発生器

別表第四（第三十八条の三、第三十八条の八関係）
一 学校教育法による大学（短期大学を除く。第四号に

おいて同じ。）若しくは旧大学令（大正七年勅令第
三百八十八号）による大学において無線通信に関す
る科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術
士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試
験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を
有すること。

二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若
しくは旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）
による専門学校において無線通信に関する科目を修

めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級
海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資
格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調
整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有する
こと。

三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当
する資格を有する者であることの証明書を有する者
であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の
業務に五年以上従事した経験を有すること。

四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線
通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無
線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以
上従事した経験を有すること。

五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相
当する外国の学校の無線通信に関する科目を修め
て卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調
整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有する
こと。

別表第五（第七十一条の三の二関係）
一 学校教育法による大学（短期大学を除く。第四号に
おいて同じ。）若しくは旧大学令による大学におい
て無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第
一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無
線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以
上従事した経験を有すること。

二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若
しくは旧専門学校令による専門学校において無線通
信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合
無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級
陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設
備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従
事した経験を有すること。

三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当
する資格を有する者であることの証明書を有する者
であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の
業務に三年以上従事した経験を有すること。

四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線
通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無
線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以
上従事した経験を有すること。

五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相
当する外国の学校の無線通信に関する科目を修め
て卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調
整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有する
こと。
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別表第六（第百三条の二関係）

無線局の区分 金額
一　移動
する無線
局（三の
項から五
の項まで
及び八の
項に掲げ
る無線
局を除
く。二の
項におい
て同じ。）

三千メガ
ヘルツ以
下の周波
数の電波
を使用す
るもの

航空機局又は船舶局 四百円
航空機局又
は船舶局以
外のもの

使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下の
もの

四百円

使用する電波の周波数の幅が
六メガヘルツを超え十五メガ
ヘルツ以下のもの

空中線電力が
〇・〇一ワット
以下のもの

六百円

空中線電力が
〇・〇一ワット
を超えるもの

八十万五千七
百円

使用する電波の周波数の幅が
十五メガヘルツを超え三十メ
ガヘルツ以下のもの

空中線電力が
〇・〇一ワット
以下のもの

千三百円

空中線電力が
〇・〇一ワット
を超えるもの

二百三十三万
六千円

使用する電波の周波数の幅が
三十メガヘルツを超えるもの

空中線電力が
〇・〇一ワット
以下のもの

二千七百円

空中線電力が
〇・〇一ワット
を超えるもの

三百十万七千
六百円

三千メガヘルツを超え
六千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下の
もの

四百円

使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超え
るもの

六万五千円

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの 四百円
二　移動
しない無
線局であ
つて、移
動する無
線局又は
携帯して
使用する
ための受
信設備と
通信を行
うために
陸上に開
設するも
の（八の

三千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

使用する電波の周波数の幅が
六メガヘルツを超えるもので
あつて、電波を発射しようと
する場合において当該電波と
周波数を同じくする電波を受
信することにより一定の時間
当該周波数の電波を発射しな
いことを確保する機能を有す
るもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

三万千五百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

一万七千二百
円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

五千八百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

三千九百円

その他のもの
空中線電力が
〇・〇一ワット
以下のもの

六千百円
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無線局の区分 金額
項 に 掲
げ る 無
線局を除
く。）

空中線電力が
〇・〇一ワット
を超えるもの

九千四百円

三千メガヘルツを超え
六千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの 六千百円

空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの 九千四百円

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの 三千九百円
三　人工
衛星局
（八の項
に掲げる
無線局を
除く。）

三千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下の
もの

二百七十八万
九千三百円

使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え
るもの

一億二千四百
三十五万二千
六百円

三千メガヘルツを超え
六千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下の
もの

十一万二百円
　

使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え
二百メガヘルツ以下のもの

二千六百八十
九万九千円

使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超
え五百メガヘルツ以下のもの

八千百十八万
八千三百円

使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超
えるもの

一億八千二百
三十六万六千
五百円

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの 十一万二百円
四　人工
衛星局の
中継によ
り無線通
信を行う
無線局
（五の項
及び八の
項に掲げ
る無線局
を除く。）

六千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

使用する電波の周波数の幅が
三メガヘルツ以下のもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

百四十八万九
千九百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

七十四万五千
九百円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

十五万七百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

五万千五百円

使用する電波の周波数の幅が
三メガヘルツを超え五十メガ
ヘルツ以下のもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

千十八万三千
百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

五百九万二千
五百円
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無線局の区分 金額
設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

百二万円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

三十四万千三
百円

使用する電波の周波数の幅が
五十メガヘルツを超え百メガ
ヘルツ以下のもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

一億三千九百
一万三千五百
円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

六千九百五十
万七千七百円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

千三百九十万
三千百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

四百六十三万
五千六百円

使用する電波の周波数の幅が
百メガヘルツを超えるもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

二億七千九百
七十八万七千
二百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

一億三千九百
八十九万四千
五百円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

二千七百九十
八万五百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

九百三十二万
八千百円

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの 五万千五百円
五　自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設す
る無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの（八の項に掲げる無線
局を除く。）

二千二百円

六　放送
をする無
線局（三
の項、七

六千メガ
ヘルツ以
下の周波
数の電波

テレビジョ
ン放送をす
るもの

デジタル信号
による送信を
するもの

空中線電力が〇・〇二ワット未満
のもの

六千百円

空中線電力が〇・〇二ワット以上
二キロワット未満のもの

二十万二千三
百円
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無線局の区分 金額
の項及び
八の項に
掲げる無
線局並び
に電気通
信業務を
行うこと
を目的と
す る 無
線局を除
く。）

を使用す
るもの

空中線電力が二
キロワット以上
十キロワット未
満のもの

設置場所が特定
地域以外の区域
内にあるもの又
は放送大学学園
法（平成十四年
法律第百五十六
号）第二条第一
項に規定する放
送大学における
教育に必要な放
送の用に供する
もの

二十万二千三
百円

その他のもの 七千二百九十
四万千四百円

空中線電力が十キロワット以上の
もの

三億六千四百
六十八万五千
六百円

その他のもの 六千百円
その他のも
の

使用する電波
の周波数の幅
が百キロヘル
ツ以下のもの

空中線電力が二百ワット以下のも
の

四万千円

空中線電力が二百ワットを超え五
十キロワット以下のもの

十四万二千三
百円

空中線電力が五十キロワットを超
えるもの

二百四十六万
九千六百円

使用する電波
の周波数の幅
が百キロヘル
ツを超えるも
の

空中線電力が二十ワット以下のも
の

四万千円

空中線電力が二十ワットを超え五
キロワット以下のもの

十四万二千三
百円

空中線電力が五キロワットを超え
るもの

二百四十六万
九千六百円

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの 六千百円
七　多重放送をする無線局（三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。） 六百円
八　実験等無線局及びアマチュア無線局 三百円
九　その
他の無線
局

三千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下の
もの

二万六千五百
円

使用する電波の周波数の幅が
三メガヘルツを超えるもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

二百十七万四
千六百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

百九万千四百
円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

二十二万四千
七百円
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無線局の区分 金額
設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

八万三百円

三千メガヘルツを超え
六千メガヘルツ以下の
周波数の電波を使用す
るもの

放送の業務の
用に供するも
の（多重放送
の業務の用に
供するものを
除く。）

使用する電波
の周波数の幅
が四百キロヘ
ルツ以下のも
の

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

二十万五千五
百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

十万六千八百
円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

二万七千八百
円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

一万四千六百
円

使用する電波
の周波数の幅
が四百キロヘ
ルツを超え三
メガヘルツ以
下のもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

六十万三百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

三十万四千二
百円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

六万七千三百
円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

二万七千八百
円

使用する電波
の周波数の幅
が三メガヘル
ツを超えるも
の

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

八百八十九万
千八百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

四百四十四万
九千九百円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

八十九万六千
四百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

三十万四千二
百円

多重放送の業務
の用に供するも
の

二万六千五百
円

放送の業務の
用に供するも

使用する電波の周波数の幅が三メ
ガヘルツ以下のもの

二万六千五百
円
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無線局の区分 金額
の以外のもの 使用する電波

の周波数の幅
が三メガヘル
ツを超え三十
メガヘルツ以
下のもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

二百十七万四
千六百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

百九万千四百
円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

二十二万四千
七百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

八万三百円

使用する電波
の周波数の幅
が三十メガヘ
ルツを超え三
百メガヘルツ
以下のもの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

七千六十三万
八千四百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

三千五百三十
二万三千二百
円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

七百八万五千
五百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

二百三十九万
千三百円

使用する電波
の周波数の幅
が三百メガヘ
ルツを超える
もの

設置場所が第一
地域の区域内に
あるもの

一億七千四百
六十三万四千
百円

設置場所が第二
地域の区域内に
あるもの

八千七百三十
二万千百円

設置場所が第三
地域の区域内に
あるもの

千七百四十八
万五千百円

設置場所が第四
地域の区域内に
あるもの

五百八十五万
七千八百円

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの 一万四千六百
円
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別表第七（第百三条の二関係）
区域 係数

一 北海道の区域 〇・〇三〇〇
二 青森県、岩手県、宮

城県、秋田県、山形
県及び福島県の区
域

〇・〇五一四

三 茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川
県及び山梨県の区
域

〇・四五〇四

四 新潟県及び長野県
の区域

〇・〇二四七

五 富山県、石川県及
び福井県の区域

〇・〇一六六

六 岐阜県、静岡県、愛
知県及び三重県の
区域

〇・一一九四

七 滋賀県、京都府、大
阪府、兵庫県、奈良
県及び和歌山県の
区域

〇・一六五八

八 鳥取県、島根県、岡
山県、広島県及び
山口県の区域

〇・〇四〇九

九 徳島県、香川県、愛
媛県及び高知県の
区域

〇・〇二二〇

十 福岡県、佐賀県、長
崎県、熊本県、大分
県、宮崎県及び鹿
児島県の区域

〇・〇七一五

十一 沖縄県の区域 〇・〇〇七四
十二 一の項から四の項

までに掲げる区域
を合わせた区域

〇・五五六三

十三 五の項から十一の
項までに掲げる区
域を合わせた区域

〇・四四三七

十四 一の項から十一の
項までに掲げる区
域を合わせた区域

一・〇〇〇〇

十五 自然的経済的諸条
件を考慮して三の
項に掲げる区域を
総務省令で定める
二の区域に分割し
た場合におけるそ
れぞれの区域

〇・二二五二

十六 自然的経済的諸条
件を考慮して七の
項に掲げる区域を
総務省令で定める
二の区域に分割し
た場合におけるそ
れぞれの区域

〇・〇八二九

備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域
及び電波の利用の程度が同号に規定する
第四地域と同等であると認められる区域
として総務省令で定めるものに開設され
る無線局のみに使用させる第百三条の二
第二項に規定する広域専用電波に係るこ
の表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げ
る数値の十分の一に相当する数値とす
る。
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別表第八（第百三条の二関係）
無線局の区分 金額
一 三千メガヘル

ツ以下の周波
数の電波を使
用する無線
局のうち使用
する電波の周
波数の幅が六
メガヘルツを
超えるもの

設置場所が第
一地域の区域
内にあるもの

二千七百五十
円

設置場所が第
二地域の区域
内にあるもの

二千百八十円

設置場所が第
三地域の区域
内にあるもの

千七百二十円

設置場所が第
四地域の区域
内にあるもの

千六百五十円

二 一の項に掲げる無線局以外
の無線局

二千百八十円
　

備考
一 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第

二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、
それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに
規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三
地域又は第四地域をいう。

二 人工衛星局の免許人が当該人工衛星局が使用す
る電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使
用する無線局であつて、陸上に開設するものに
係るこの表の下欄に掲げる金額は、千六百十円
とする。
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放送法

（昭和二十五年五月二日法律第百三十二号）
最終改正：平成二一年四月二四日法律第二二号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を

公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発
達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用を
もたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障するこ
とによつて、放送による表現の自由を確保する
こと。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによ
つて、放送が健全な民主主義の発達に資するよ
うにすること。

（定義）
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解

釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されること
を目的とする無線通信の送信をいう。

一の二 「国内放送」とは、国内において受信され
ることを目的とする放送であつて、受託国内放
送以外のものをいう。

一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、
その放送番組を国内において受信されることを
目的としてそのまま送信する放送であつて、人
工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする
無線局により行われるものをいう。

二 「国際放送」とは、外国において受信されること
を目的とする放送であつて、中継国際放送及び
受託協会国際放送以外のものをいう。

二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のう
ち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。

二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放
送のうち、外国人向けの放送番組を放送するも
のをいう。

二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者

（外国において放送事業を行う者をいう。以下
同じ。）の委託により、その放送番組を外国にお
いて受信されることを目的としてそのまま送信
する放送をいう。

二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協
会（以下「協会」という。）の委託により、その
放送番組を外国において受信されることを目的
としてそのまま送信する放送であつて、人工衛
星の無線局により行われるものをいう。

二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託に
より、その放送番組を国内及び外国において受
信されることを目的としてそのまま送信する放
送であつて、人工衛星の無線局により行われる
ものをいう。

二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車そ
の他の陸上を移動するものに設置して使用し、
又は携帯して使用するための受信設備により受
信されることを目的とする放送であつて、人工
衛星の無線局以外の無線局により行われるもの
をいう。

二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘル
ツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を
使用して音声その他の音響を送る放送をいう。

二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超え
る周波数を使用して音声その他の音響を送る放
送（文字、図形その他の影像又は信号を併せ送
るものを含む。）であつて、テレビジョン放送に
該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行
う放送でないものをいう。

二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移
動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声そ
の他の音響を送る放送（文字、図形その他の影
像（音声その他の音響を伴うものを含む。）又は
信号を併せ送るものを含む。）をいう。

二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビ
ジョン放送の電波に重畳して、音声その他の
音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る
放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放
送に該当しないものをいう。
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三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
三の二 「放送事業者」とは、電波法（昭和二十五年

法律第百三十一号）の規定により放送局（受信
障害対策中継放送（同法第五条第五項 に規定
する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。）
を行うものを除く。）の免許を受けた者、委託放
送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委
託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行
う場合における協会をいう。

三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大
学学園法（平成十四年法律第百五十六号）第三
条 に規定する放送大学学園（以下「学園」とい
う。）以外の放送事業者をいう。

三の四 「受託放送事業者」とは、電波法の規定によ
り受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内
外放送（以下「受託放送」と総称する。）をする
無線局の免許を受けた者をいう。

三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務（電
波法の規定により受託国内放送又は受託内外放
送をする無線局の免許を受けた者に委託して放
送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。）に
関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた
者をいう。

三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波
法の規定により受託協会国際放送をする無線局
の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする
外国の無線局を運用する者に委託してその放送
番組を放送させる業務をいう。

三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委
託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番
組を放送させるものをいう。

三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、
委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放
送番組を放送させるものをいう。

四 「放送番組」とは、放送をする事項（その放送が
受託放送であるときは、委託して放送をさせる
事項）の種類、内容、分量及び配列をいう。

五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のため
の放送の放送番組をいう。

六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であ
つて、国民の一般的教養の向上を直接の目的と
するものをいう。

（放送普及基本計画）
第二条の二 総務大臣は、放送（委託して放送をさせる
ことを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第

三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六
項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第
四号並びに第五十三条第一項において同じ。）の計
画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基
本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるも
のとする。

２ 放送普及基本計画には、放送局の置局（受託国内放
送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う
放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際
放送（電波法の規定による免許を受ける無線局によ
り行われるものに限る。以下この項において同じ。）
にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及
び委託協会国際放送業務とする。）に関し、次の事項
を定めるものとする。
一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、

放送をすることができる機会をできるだけ多く
の者に対し確保することにより、放送による表
現の自由ができるだけ多くの者によつて享有さ
れるようにするための指針その他放送の計画的
な普及及び健全な発達を図るための基本的事項

二 協会の放送（協会の委託により行われる受託国
内放送を含む。第三十二条第一項本文において
同じ。）、学園の放送又は一般放送事業者の放送
（協会の委託により行う受託国内放送を除く。）
の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中
継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放
送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョ
ン放送その他の放送の種類による区分その他の
総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送
番組の放送を同時に受信できることが相当と認
められる一定の区域（以下「放送対象地域」と
いう。）

三 放送対象地域ごとの放送系（同一の放送番組の
放送を同時に行うことのできる放送局の総体を
いう。以下この号において同じ。）の数（受託放
送に係る放送対象地域にあつては、放送系によ
り放送することのできる放送番組の数）の目標

３ 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号
及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の
放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及
び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸
事情その他の事情を勘案して定める。

４ 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると
認めるときは、放送普及基本計画を変更することが
できる。
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５ 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更し
たときは、遅滞なく、これを公示しなければなら
ない。

６ 放送事業者（受託放送事業者（人工衛星の無線局の
免許を受けた者に限る。）、委託放送事業者及び第
九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は
委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除
く。）は、その行う放送に係る放送対象地域におい
て、当該放送があまねく受信できるように努めるも
のとする。

第一章の二　放送番組の編集等に関する通則

（放送番組編集の自由）
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でな

ければ、何人からも干渉され、又は規律されること
がない。

（国内放送の放送番組の編集等）
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集

に当たつては、次の各号の定めるところによらなけ
ればならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだ
け多くの角度から論点を明らかにすること。

２ 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の
放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によ
るものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報
道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の
調和を保つようにしなければならない。

３ 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送
に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、
内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的
であるようにするとともに、その放送の計画及び内
容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしな
ければならない。この場合において、当該番組が学
校向けのものであるときは、その内容が学校教育に
関する法令の定める教育課程の基準に準拠するよう
にしなければならない。

４ 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の
放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動す
る事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明す
るための音声その他の音響を聴くことができる放送
番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説
明するための文字又は図形を見ることができる放送

番組をできる限り多く設けるようにしなければなら
ない。

（番組基準）
第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の
対象とする者に応じて放送番組の編集の基準（以下
「番組基準」という。）を定め、これに従つて放送番
組の編集をしなければならない。

２ 放送事業者は、国内放送について前項の規定により
番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるとこ
ろにより、これを公表しなければならない。これを
変更した場合も、同様とする。

（放送番組審議機関）
第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、
放送番組審議機関（以下「審議機関」という。）を置
くものとする。

２ 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の
適正を図るため必要な事項を審議するほか、これ
に関し、放送事業者に対して意見を述べることがで
きる。

３ 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関す
る基本計画を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、審議機関に諮問しなければならない。

４ 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問
に応じて答申し、又は意見を述べた事項があると
きは、これを尊重して必要な措置をしなければなら
ない。

５ 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次
の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければな
らない。
一 前項の規定により講じた措置の内容
二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放

送の実施状況
三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意

見の概要
６ 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送
番組に反映させるようにするため審議機関の機能の
活用に努めるとともに、総務省令で定めるところに
より、次の各号に掲げる事項を公表しなければなら
ない。
一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申

又は放送事業者に対して述べた意見の内容その
他審議機関の議事の概要

二 第四項の規定により講じた措置の内容
（番組基準等の規定の適用除外）
第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及び
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スポーツに関する時事に関する事項その他総務省令
で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時か
つ一時の目的（総務省令で定めるものに限る。）のた
めの放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。

（訂正放送等）
第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたとい
う理由によつて、その放送により権利の侵害を受け
た本人又はその直接関係人から、放送のあつた日か
ら三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、
遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうか
を調査して、その真実でないことが判明したときは、
判明した日から二日以内に、その放送をした放送設
備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又
は取消しの放送をしなければならない。

２ 放送事業者がその放送について真実でない事項を発
見したときも、前項と同様とする。

３ 前二項の規定は、民法（明治二十九年法律第八十九
号）の規定による損害賠償の請求を妨げるものでは
ない。

（放送番組の保存）
第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間
（前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の
請求があつた放送について、その請求に係る事案が
三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない
範囲内において当該事案が継続する期間）は、政令
で定めるところにより、放送番組の内容を放送後に
おいて審議機関又は同条の規定による訂正若しくは
取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確
認することができるように放送番組を保存しなけれ
ばならない。

（再放送）
第六条 放送事業者は、他の放送事業者（受託放送事業
者を除く。）又は電気通信役務利用放送事業者（電気
通信役務利用放送法 （平成十三年法律第八十五号）
第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事
業者をいう。以下同じ。）の同意を得なければ、その
放送（委託して行わせるものを含む。）又は電気通信
役務利用放送（同条第一項 に規定する電気通信役務
利用放送をいう。以下同じ。）を受信し、これらを再
放送してはならない。

（災害の場合の放送）
第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、
暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他によ
る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に
は、その発生を予防し、又はその被害を軽減するた

めに役立つ放送をするようにしなければならない。

第二章　日本放送協会

第一節　通則
（目的）
第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全
国において受信できるように豊かで、かつ、良い放
送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委
託して放送させるとともに、放送及びその受信の進
歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び
委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

（法人格）
第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律
の規定に基き設立される法人とする。

（事務所）
第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
２ 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことがで
きる。

（定款）
第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を
規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産及び会計に関する事項
五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関

する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 放送債券の発行に関する事項
八 公告の方法

２ 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することがで
きる。

（登記）
第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務
所の新設その他政令で定める事項について、政令で
定める手続により登記しなければならない。

２ 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の
後でなければ、これをもつて第三者に対抗すること
ができない。

第二節　業務
（業務）
第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業
務を行う。
一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
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イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送

二 テレビジョン放送による委託放送業務（受託国
内放送をする無線局の免許を受けた者に委託し
て放送番組を放送させるものに限る。以下「委
託国内放送業務」という。）を行うこと。

三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究
を行うこと。

四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行
うこと。

五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け
委託協会国際放送業務を行うこと。

２ 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成す
るため、次の業務を行うことができる。
一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国におけ
る送信を外国放送事業者に委託する場合に必要
と認めるときにおいて、当該外国放送事業者と
の間の協定に基づきその者に係る中継国際放
送を行うこと。

二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な
資料（これらを編集したものを含む。次号にお
いて「既放送番組等」という。）を電気通信回
線を通じて一般の利用に供すること（放送及び
有線テレビジョン放送法（昭和四十七年法律第
百十四号）第二条第一項 に規定する有線放送に
該当するものを除く。）。

三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通
じて一般の利用に供する事業を行う者に提供す
ること。

四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送
事業者又は外国有線放送事業者（外国において
有線放送（公衆によつて直接受信されることを
目的とする有線電気通信の送信をいう。）の事
業を行う者をいう。以下同じ。）に提供するこ
と（前号に掲げるものを除く。）。

五 前項の業務に附帯する業務を行うこと（前各号
に掲げるものを除く。）。

六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸す
ること。

七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に
寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技
術援助並びに放送に従事する者の養成を行う
こと。

八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信

の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
３ 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂
行に支障のない範囲内において、次の業務を行うこ
とができる。
一 協会の保有する施設又は設備（協会がその所有

する土地についてした信託の終了により取得し
たものを含む。）を一般の利用に供し、又は賃貸
すること。

二 委託により、放送番組等を制作する業務その他
の協会が前二項の業務を行うために保有する設
備又は技術を活用して行う業務であつて、協会
が行うことが適切であると認められるものを行
うこと。

４ 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を
目的としてはならない。

５ 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテ
レビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受
信できるように措置をしなければならない。

６ 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放
送に関係を有する者その他学識経験を有する者から
意見の申出があつた場合において、その内容が放送
及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、か
つ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じない
ものであるときは、これを尊重するものとし、同号
の業務による成果は、できる限り一般の利用に供し
なければならない。

７ 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに
当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放
送によるものとしなければならない。

８ 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送
区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に
関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協
定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大
臣の認可を受けなければならない。

９ 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大
臣の認可を受けて定める基準に従わなければなら
ない。

１０ 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おう
とするときは、総務大臣の認可を受けなければなら
ない。

１１ 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は
部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造
業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
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（外国人向け委託協会国際放送業務の方法）
第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向
け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収
支予算、事業計画及び資金計画で定めるところによ
り、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする
会社を一に限り子会社（協会がその総株主の議決権
の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営
を支配している法人として総務省令で定めるものを
いう。以下この章及び第五十八条第二項において同
じ。）として保有しなければならない。
一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外

国人向け放送番組を制作すること。
二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外

国人向け放送番組を電波法の規定により受託協
会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は
受託協会国際放送をする外国の無線局を運用す
る者に委託して放送させること。

２ 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協
会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円
滑に遂行できるようにするために協会が定める基準
に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に
委託しなければならない。

３ 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、そ
の基準を総務大臣に届け出なければならない。これ
を変更したときも、同様とする。

（独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資）
第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社
に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第
二項の業務を遂行するために必要がある場合には、
総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び
資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇
宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機
構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規
定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第
一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定
める事業を行う者に出資することができる。

（業務の委託）
第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、
第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは
第三十四条第一項の規定によりその行う業務（次項
において「第九条第一項の業務等」という。）につい
ては、協会が定める基準に従う場合に限り、その一
部を他に委託することができる。

２ 前項の基準は、同項の規定による委託をすることに
より、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九

条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないよ
うにするものでなければならない。

３ 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、
その基準を総務大臣に届け出なければならない。こ
れを変更したときも、同様とする。

（委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の
実施）
第九条の四 協会は、電波法の規定により受託国内放
送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受け
た者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際
放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十
三第一項第一号、第二号及び第五号（ニからヌまで
に係る部分に限る。）に掲げる要件に適合している
ことについて、総務大臣の認定を受けなければなら
ない。

２ 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の
認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同
項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五
十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の
二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の
認定を受けた協会について準用する。この場合にお
いて、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十
一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第
二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」と
あるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二
条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるの
は「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及
び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるの
は「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送
業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の
二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃
止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第
三項において準用する同条第一項の規定により第九
条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は
委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、
「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるも
のとする。

第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無
線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業
務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさ
せる区域、委託放送事項（委託して行わせる放送の
放送事項をいう。以下同じ。）その他総務省令で定
める事項を総務大臣に届け出なければならない。こ
れらの事項を変更したときも、同様とする。

第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョ
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ン放送による外国人向け委託協会国際放送業務（第
九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の
制作の委託を含む。）を行うに当たり、当該業務を実
施するため特に必要があると認めるときは、一般放
送事業者（受託放送事業者を除く。第三項において
同じ。）に対し、協会が定める基準及び方法に従つ
て、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要
な協力を求めることができる。

２ 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又は
これらを変更しようとするときは、第四十四条の二
第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなけ
ればならない。

３ 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮
問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴か
なければならない。

４ 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたと
きは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届
け出なければならない。これらを変更した場合も、
同様とする。

第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業
務を行う場合における協会について第四条第一項及
び第二項並びに第六条の規定を適用する場合におい
ては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委
託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあ
るのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなけ
ればならない」とあるのは「委託して行わせなけれ
ばならない」と、同条第二項中「その」とあるのは
「その委託して行わせた」と、第六条中「してはなら
ない」とあるのは「委託して行わせてはならない」
と読み替えるものとする。

２ 委託国内放送業務を行う場合における協会について
第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規
定を適用する場合においては、第三条の二及び第三
条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内
放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるの
は「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を
行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせ
る」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせ
る」と読み替えるものとする。

（苦情処理）
第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情

その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処
理しなければならない。

第三節　経営委員会
（経営委員会の設置）

第十三条 協会に経営委員会を置く。
（経営委員会の権限等）
第十四条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項の議決

イ 協会の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なもの
として総務省令で定める事項

ハ 協会の業務の適正を確保するために必要な
ものとして次に掲げる体制の整備
（１） 会長、副会長及び理事の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

（２） 会長、副会長及び理事の職務の執
行に係る情報の保存及び管理に関する
体制

（３） 損失の危険の管理に関する体制
（４） 会長、副会長及び理事の職務の執

行が効率的に行われることを確保する
ための体制

（５） 職員の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するための体制

（６） 協会及びその子会社から成る集団
における業務の適正を確保するための
体制

（７） 経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十
条第一項に規定する財務諸表

ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休
止及び廃止（経営委員会が軽微と認めたも
のを除く。）

ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業
務の開始、休止及び廃止

チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本
計画

リ 定款の変更
ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の
免除の基準

ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ 土地の信託
ワ 第九条第九項に規定する基準
カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に
規定する基準

ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法
タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基
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準及び第三十条の三に規定する服務に関す
る準則

レ 役員の報酬、退職金及び交際費（いかなる
名目によるかを問わずこれに類するものを
含む。）

ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本
事項

ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並
びにそれらの団体との協力に関する基本
事項

ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行
う協定の締結及び変更

ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行
う業務

ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて
行う出資

ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受け
て行う放送設備の譲渡等

ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行
うため協会が設置する組織の委員の委嘱

ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これ
らに類するものとして経営委員会が認めた
事項

二 役員の職務の執行の監督
２ 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任するこ
とができない。

３ 経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使
に資するため、総務省令の定めるところにより、第
三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信
についての契約をしなければならない者の意見を聴
取するものとする。

（経営委員会の組織）
第十五条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
２ 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつ
てこれを定める。

３ 委員長は、委員会の会務を総理する。
４ 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員
長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を
定めて置かなければならない。

（委員の任命）
第十六条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をする
ことができ、広い経験と知識を有する者のうちから、
両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。こ
の場合において、その選任については、教育、文化、

科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に
代表されることを考慮しなければならない。

２ 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合におい
て、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の
同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、
前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ない
で委員を任命することができる。この場合において
は、任命後最初の国会において、両議院の同意を得
なければならない。

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となるこ
とができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該

処分の日から二年を経過しない者
三 国家公務員（審議会、協議会等の委員その他こ

れに準ずる地位にある者であつて非常勤のもの
を除く。）

四 政党の役員（任命の日以前一年間においてこれ
に該当した者を含む。）

五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の
製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法
人であるときはその役員（いかなる名称による
かを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を
有する者を含む。以下この条において同じ。）若
しくはその法人の議決権の十分の一以上を有す
る者（任命の日以前一年間においてこれらに該
当した者を含む。）

六 放送事業者（受託放送事業者を除く。）、電気通
信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第
二項（電気通信役務利用放送法第十五条 におい
て準用する場合を含む。）に規定する有料放送
管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認
定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他
ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者
又はこれらの事業者が法人であるときはその役
員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十
分の一以上を有する者

七 前二号に掲げる事業者の団体の役員
４ 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属
する者となることとなつてはならない。

（委員の権限等）
第十六条の二 委員は、この法律又はこの法律に基づく
命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番
組の編集その他の協会の業務を執行することができ
ない。
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２ 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の
規定に抵触する行為をしてはならない。

（任期）
第十七条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委

員は、前任者の残任期間在任する。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに

委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわら
ず、引き続き在任する。

（退職）
第十八条 委員は、第十六条第二項後段の規定による両

議院の同意が得られなかつたときは、当然退職する
ものとする。

（罷免）
第十九条 内閣総理大臣は、委員が第十六条第三項各号

のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免
しなければならない。

第二十条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職
務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務
上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある
と認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免
することができる。この場合において各議院は、そ
の院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会
を与えなければならない。

２ 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党
に属することとなつたときは、同一の政党に属する
者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員
を罷免するものとする。

第二十一条 委員は、前二条の場合を除く外、その意に
反して罷免されることがない。

（委員の兼職禁止）
第二十二条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役

員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
（経営委員会の運営）
第二十二条の二 経営委員会は、委員長が招集する。
２ 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的

に経営委員会を招集しなければならない。
３ 会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状

況並びに第十二条の苦情その他の意見及びその処
理の結果の概要を経営委員会に報告しなければなら
ない。

４ 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委
員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説
明をしなければならない。

５ 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職

務の執行の状況を経営委員会に報告しなければなら
ない。

（議決の方法等）
第二十三条 経営委員会は、委員長又は第十五条第四項
に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上
の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をする
ことができない。

２ 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席
委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、
委員長が決する。

３ 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることが
できる。

（議事録の公表）
第二十三条の二 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞
なく、経営委員会の定めるところにより、その議事
録を作成し、これを公表しなければならない。

第四節　監査委員会
（監査委員会の設置等）
第二十三条の三 協会に監査委員会を置く。
２ 監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
３ 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員
会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤
としなければならない。

（監査委員会の権限）
第二十三条の四 監査委員会は、役員の職務の執行を監
査する。

（監査委員会による調査）
第二十三条の五 監査委員会が選定する監査委員は、い
つでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関
する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。

２ 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執
行を監査するため必要があるときは、協会の子会社
に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。

３ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の
報告又は調査を拒むことができる。

４ 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の
徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の
決議があるときは、これに従わなければならない。

（経営委員会への報告義務）
第二十三条の六 監査委員は、役員が不正の行為をし、
若しくは当該行為をするおそれがあると認めると
き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは
著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、
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その旨を経営委員会に報告しなければならない。
（監査委員による役員の行為の差止め）
第二十三条の七 監査委員は、役員が協会の目的の範囲
外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を
し、又はこれらの行為をするおそれがある場合にお
いて、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずる
おそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為を
やめることを請求することができる。

（監査委員会の招集）
第二十三条の八 監査委員会は、各監査委員が招集する。
（監査委員会の議決の方法等）
第二十三条の九 監査委員会は、過半数の監査委員が出
席しなければ、会議を開き、議決をすることができ
ない。

２ 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決
する。

３ 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委
員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説
明をしなければならない。

４ この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その
他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員
会が定める。

第五節　役員及び職員
（役員）
第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員の
ほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人
以内を置く。

（理事会）
第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構
成する。

２ 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要
業務の執行について審議する。

（会長等）
第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定め
るところに従い、その業務を総理する。

２ 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表
し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事
故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のと
きはその職務を行う。

３ 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、
会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会
長及び副会長に事故があるときはその職務を代行
し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

４ 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼ
すおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当

該事実を監査委員に報告しなければならない。
第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。
２ 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以
上の多数による議決によらなければならない。

３ 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長
が任命する。

４ 会長、副会長及び理事の任命については、第十六条
第三項の規定を準用する。この場合において、同項
第六号中「放送事業者（受託放送事業者を除く。）、
電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二
第二項（電気通信役務利用放送法第十五条 において
準用する場合を含む。）に規定する有料放送管理事
業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株
会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十
分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上
を有する者（任命の日以前一年間においてこれらに
該当した者を含む。）」と、同項第七号中「役員」とあ
るのは「役員（任命の日以前一年間においてこれら
に該当した者を含む。）」と読み替えるものとする。

第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期
は二年とする。

２ 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
３ 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会
長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、
引き続き在任する。

第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二
十七条第一項から第三項までの規定により任命した
役員が同条第四項において準用する第十六条第三項
各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役
員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会が
その構成員であるものの役員となつたことにより同
項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除く
ほか、これを罷免しなければならない。

第二十九条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会
計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めると
き、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務
上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監
査人たるに適しない非行があると認めるときは、こ
れを罷免することができる。

２ 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえ
ないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務
上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適し
ない非行があると認めるときは、経営委員会の同意
を得て、これを罷免することができる。

（会長等の代表権の制限）
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第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加え
た制限は、善意の第三者に対抗することができない。

（仮理事）
第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合に

おいて、事務が遅滞することにより損害を生ずるお
それがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察
官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

（利益相反行為）
第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益

が相反する事項については、会長、副会長又は理事
は、代表権を有しない。この場合においては、裁判
所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代
理人を選任しなければならない。

（仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄）
第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する

事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地
方裁判所の管轄に属する。

（会長等の兼職禁止）
第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする

団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事しては
ならない。

２ 会長、副会長及び理事は、放送事業（受託放送事業を
除く。）、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条
の六の二第一項（電気通信役務利用放送法第十五条
において準用する場合を含む。）に規定する有料放
送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の
三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有し
てはならない。

（給与等の支給の基準）
第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並び

にその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、
これを公表しなければならない。これを変更したと
きも、同様とする。

（服務に関する準則）
第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切

な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念
する義務その他の服務に関する準則を定め、これを
公表しなければならない。これを変更したときも、
同様とする。

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の 準
用）

第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律 （平成十八年法律第四十八号）第四条 及び第七
十八条 の規定は、協会について準用する。

第六節　受信料等
（受信契約及び受信料）
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設
備を設置した者は、協会とその放送の受信について
の契約をしなければならない。ただし、放送の受信
を目的としない受信設備又はラジオ放送（音声その
他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及
び多重放送に該当しないものをいう。）若しくは多
重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。

２ 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準に
よるのでなければ、前項本文の規定により契約を
締結した者から徴収する受信料を免除してはなら
ない。

３ 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじ
め総務大臣の認可を受けなければならない。これを
変更しようとするときも同様とする。

（国際放送の実施の要請等）
第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送
事項（邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、
国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社
会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係る
ものに限る。以下この項における委託放送事項につ
いて同じ。）その他必要な事項を指定して国際放送を
行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、
委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会
国際放送業務を行うことを要請することができる。

２ 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放
送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

３ 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、
これに応じるよう努めるものとする。

４ 協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国におけ
る送信を外国放送事業者に委託する場合において、
必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の
協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと
ができる。

５ 第九条第八項の規定は、前項の協定について準用す
る。この場合において、同条第八項中「又は変更し」
とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるも
のとする。

（放送に関する研究）
第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達
を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項
を定めてその研究を命ずることができる。

２ 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事
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業の発達その他公共の利益になるように利用されな
ければならない。

（国際放送等の費用負担）
第三十五条 第三十三条第一項の要請に応じて協会が行
う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用
及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要
する費用は、国の負担とする。

２ 第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、
前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を
経た予算の金額を超えない範囲内でしなければなら
ない。

第七節　財務及び会計
（事業年度）
第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌
年三月に終る。

（企業会計原則）
第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるとこ
ろにより、原則として企業会計原則によるものと
する。

（収支予算、事業計画及び資金計画）
第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画
及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。

２ 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画
を受理したときは、これを検討して意見を附し、内
閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければな
らない。

３ 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規
定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあると
きは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものと
する。

４ 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した
者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の
収支予算を承認することによつて、定める。

第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業
計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない
理由により当該事業年度の開始の日までにその承認
を受けることができない場合においては、三箇月以
内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改
修の工事（国会の承認を受けた前事業年度の事業計
画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るもの
に限る。）に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資
金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実
施することができる。この場合において、前条第四

項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわ
らず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月
額とする。

２ 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画
は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計
画の国会による承認があつたときは、失効するもの
とし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資
金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに
資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、
事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。

３ 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこ
れを国会に報告しなければならない。

（業務報告書の提出等）
第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、
これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経
過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければなら
ない。

２ 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、
これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意
見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければなら
ない。

３ 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、
遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、
総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ
ならない。

（支出の制限等）
第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項ま
での業務の遂行以外の目的に支出してはならない。

２ 協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係
る経理については、総務省令で定めるところにより、
その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設け
て整理しなければならない。

（財務諸表の提出等）
第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、
損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれら
に関する説明書（以下「財務諸表」という。）を作
成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書
を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大
臣に提出しなければならない。

２ 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを
内閣に提出しなければならない。

３ 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国
会に提出しなければならない。

４ 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、
遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告
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し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、
総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ
ならない。

（会計監査人の監査）
第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の

監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなら
ない。

（会計監査人の任命）
第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。
２ 会計監査人は、公認会計士（公認会計士法（昭和二

十三年法律第百三号）第十六条の二第五項 に規定す
る外国公認会計士を含む。）又は監査法人でなけれ
ばならない。

３ 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法 の規定により、財務諸表について
監査をすることができない者

二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、
監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは
監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬
を受けている者又はその配偶者

三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる
者であるもの

（会計監査人の権限等）
第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若し

くはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役
員及び職員に対し、会計に関する報告を求めること
ができる。

２ 会計監査人は、その職務を行うため必要があるとき
は、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。

３ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の
報告又は調査を拒むことができる。

４ 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務
の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実があることを発見したときは、
遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければなら
ない。

５ 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執
行を監査するため必要があるときは、会計監査人に
対し、会計監査に関する報告を求めることができる。

（会計監査人の任期）
第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後

最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四
十条第一項の規定による総務大臣への提出の時まで

とする。
（会計検査院の検査）
第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査
する。

（放送債券）
第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に
充てるため、放送債券を発行することができる。

２ 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経
た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産
額の三倍をこえることができない。

３ 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時
前項の規定による制限を超えて放送債券を発行する
ことができる。この場合においては、発行する放送
債券の払込みの期日（数回に分けて払込みをさせる
ときは、第一回の払込みの期日）から六箇月以内に
その発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償
却しなければならない。

４ 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したと
きは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分
の一に相当する額を償却積立金として積み立てなけ
ればならない。

５ 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規
定する積立金を充当することができる。

６ 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他
の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を
有する。

７ 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に
次ぐものとする。

８ 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な
事項については、政令の定めるところにより、会社
法（平成十七年法律第八十六号）及び社債、株式等
の振替に関する法律 （平成十三年法律第七十五号。
以下「社債等振替法」という。）の社債に関する規定
を準用する。

第四十三条 削除

第八節　放送番組の編集に関する特例
（放送番組の編集等）
第四十四条 協会は、国内放送の放送番組の編集及び放
送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委
託に当たつては、第三条の二第一項に定めるところ
によるほか、次の各号の定めるところによらなけれ
ばならない。
一 豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託

して放送させることによつて公衆の要望を満た
すとともに文化水準の向上に寄与するように、
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最大の努力を払うこと。
二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番

組を有するようにすること。
三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな

文化の育成及び普及に役立つようにすること。
２ 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的
な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなけれ
ばならない。

３ 第三条の二第二項の規定は、協会の中波放送及び超
短波放送の放送番組の編集について準用する。

４ 協会は、邦人向け国際放送の放送番組の編集及び放
送若しくは邦人向け受託協会国際放送（受託協会国
際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するもの
をいう。）の放送番組の編集及び放送の委託又は外
国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供す
る邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同
胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するよう
にしなければならない。

５ 協会は、外国人向け国際放送の放送番組の編集及び
放送若しくは外国人向け受託協会国際放送（受託協
会国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送す
るものをいう。）の放送番組の編集及び放送の委託又
は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提
供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、
我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国
に対する正しい認識を培い、及び普及すること等に
よつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展
に資するようにしなければならない。

（放送番組審議会）
第四十四条の二 協会は、第三条の四第一項の審議機関
として、国内放送及び受託国内放送（以下この条に
おいて「国内放送等」という。）に係る中央放送番組
審議会（以下「中央審議会」という。）及び地方放送
番組審議会（以下「地方審議会」という。）並びに国
際放送及び受託協会国際放送（以下この条において
「国際放送等」という。）に係る国際放送番組審議会
（以下「国際審議会」という。）を置くものとする。

２ 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものと
する。

３ 中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七
人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織
する。

４ 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有
する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長
が委嘱する。

５ 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、
当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所
を有するもののうちから、会長が委嘱する。

６ 第三条の四第二項の規定により協会の諮問に応じ
て審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送
等に係る同条第三項に規定するもの及び全国向けの
放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項
に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審
議会にあつては国際放送等に係る第三条の四第三項
に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るも
のとする。

７ 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編
集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更し
ようとするときは、地方審議会に諮問しなければな
らない。

８ 第三条の四第二項の規定により協会に対して意見を
述べることができる事項は、中央審議会及び地方審
議会にあつては国内放送等の放送番組に係るもの、
国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係る
ものとする。

（候補者放送）
第四十五条 協会がその設備又は受託放送事業者の設備
により、公選による公職の候補者に政見放送その他
選挙運動に関する放送をさせた場合において、その
選挙における他の候補者の請求があつたときは、同
等の条件で放送をさせなければならない。

（広告放送等の禁止）
第四十六条 協会は、他人の営業に関する広告の放送を
してはならない。

２ 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、
他人の営業に関する広告のためにするものでないと
認められる場合において、著作者又は営業者の氏名
又は名称等を放送することを妨げるものではない。

３ 前二項の規定は、協会が委託国内放送業務又は委託
協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合
において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委
託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名
称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるもの
とする。

第九節　雑則
（放送設備の譲渡等の制限）
第四十七条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、
放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に
供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によ
るかを問わず、これを他人の支配に属させることが
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できない。
２ 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両

議院の同意を得なければならない。ただし、協会が
第九条第二項第六号又は第三項第一号の業務を行う
場合については、この限りでない。

（放送等の休止及び廃止）
第四十八条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、

その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上
休止することができない。ただし、不可抗力による
場合は、この限りでない。

２ 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を
受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届
け出なければならない。

３ 前二項の規定は、委託国内放送業務及び委託協会国
際放送業務の廃止又は休止について準用する。この
場合において、第一項中「十二時間以上」とあるの
は、「十二時間以上（委託協会国際放送業務にあつて
は、二十四時間以上）」と読み替えるものとする。

第四十九条 削除
（解散）
第五十条 協会の解散については、別に法律で定める。
２ 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、

国に帰属する。

第二章の二　放送大学学園

（放送番組の編集等に関する通則等の適用）
第五十条の二 第三条の二第二項、第三条の三、第三条

の四、第六条の二、第五十二条の十三第一項第五号
（イからハまでに係る部分に限る。）、第五十二条の十
五第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の
二十及び第五十二条の二十八の規定は、学園には、
適用しない。

２ 委託放送業務を行う場合における学園について第三
条の二第一項、第三項及び第四項、第四条第一項及
び第二項、第六条並びに第五十二条の二十六の規定
（次項に規定する場合にあつては、第三条の二第一
項、第三項及び第四項の規定を除く。）を適用する
場合においては、第三条の二第一項、第三項及び第
四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、
同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」
と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委
託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあ
るのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなけ
ればならない」とあるのは「委託して行わせなけれ
ばならない」と、同条第二項中「その」とあるのは

「その委託して行わせた」と、第六条中「してはなら
ない」とあるのは「委託して行わせてはならない」
と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規
定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるの
は「第五十条の三第三項において準用する同条第一
項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたと
き」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み
替えるものとする。

３ 受託内外放送を委託して行わせる場合における学
園については、当該受託内外放送を受託国内放送と
みなして第三条の二第一項、第三項及び第四項の規
定を適用する。この場合において、同条第一項、第
三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国
内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放
送の委託に」と読み替えるものとする。

（放送等の休止及び廃止）
第五十条の三 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、
その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上
休止することができない。ただし、不可抗力による
場合は、この限りでない。

２ 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を
受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届
け出なければならない。

３ 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合に
おける当該委託放送業務の廃止又は休止について準
用する。

（広告放送等の禁止）
第五十条の四 学園は、他人の営業に関する広告の放
送をしてはならない。

２ 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、
他人の営業に関する広告のためにするものでないと
認められる場合において、著作者又は営業者の氏名
又は名称等を放送することを妨げるものではない。

３ 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合に
ついて準用する。この場合において、第一項中「放
送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等
を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して
行わせる」と読み替えるものとする。

第三章　一般放送事業者

（放送番組審議機関）
第五十一条 一般放送事業者の審議機関は、委員七人（専
ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつ
ては、総務省令で定める七人未満の員数）以上をも
つて組織する。
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２ 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有
する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。

３ 一の一般放送事業者（第五十二条の三十四に規定す
る地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委託し
て行わせる委託放送事業者を除く。以下この項にお
いて同じ。）の放送局の放送区域（電波法第十四条第
三項第三号 の放送区域をいう。以下同じ。）又は委
託して放送をさせる区域（以下この項において「放
送区域等」という。）と他の一般放送事業者の放送
区域等とが重複する場合において、その重複する部
分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の
三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分
の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般
放送事業者の放送区域等の区域内の人口の三分の二
以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、
共同して審議機関を置くことができる。この場合に
おいては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱
は、これらの一般放送事業者が共同して行う。

（広告放送の識別のための措置）
第五十一条の二 一般放送事業者は、対価を得て広告放
送を行う場合には、その放送を受信する者がその放
送が広告放送であることを明らかに識別することが
できるようにしなければならない。

（候補者放送）
第五十二条 一般放送事業者がその設備により又は他の
放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者
に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場
合において、その選挙における他の候補者の請求が
あつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわ
らず、同等の条件で放送をさせなければならない。

（学校向け放送における広告の制限）
第五十二条の二 一般放送事業者は、学校向けの教育番
組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教
育の妨げになると認められる広告を含めてはなら
ない。

（放送番組の供給に関する協定の制限）
第五十二条の三 一般放送事業者は、特定の者からのみ
放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送
番組の供給に関する協定を締結してはならない。

（有料放送）
第五十二条の四 有料放送（契約により、その放送を受
信することのできる受信設備を設置し、当該受信設
備による受信に関し料金を支払う者によつて受信さ
れることを目的とし、当該受信設備によらなければ
受信することができないようにして行われる放送を

いう。以下同じ。）を行う一般放送事業者（以下「有
料放送事業者」という。）は、国内受信者（有料放
送事業者との間に国内に設置する受信設備により有
料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をい
う。以下同じ。）に提供する当該有料放送の役務の料
金を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なけれ
ばならない。当該料金を変更しようとするときも、
同様とする。

２ 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の
放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料
放送の役務の提供条件（料金を除く。）について契約
約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならな
い。当該契約約款を変更しようとするときも、同様
とする。

３ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合し
ていると認めるときは、同項の認可をしなければな
らない。
一 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関

する事項が適正かつ明確に定められているもの
であること。

二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもの
でないこと。

４ 第二項の規定により契約約款で定めるべき提供条件
について、総務大臣が標準契約約款を定めて公示し
た場合（これを変更して公示した場合を含む。）に
おいて、有料放送事業者が、標準契約約款と同一の
契約約款を定めようとして又は現に定めている契約
約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとし
て、あらかじめその旨を総務大臣に届け出たときは、
その契約約款については、同項の認可を受けたもの
とみなす。

５ 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送である
ときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務
の提供条件（料金を除く。）について契約約款を定
め、その実施前に、総務大臣に届け出なければなら
ない。当該契約約款を変更しようとするときも、同
様とする。

６ 有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た料
金及び第二項の認可を受けた契約約款又は前項の
規定により届け出た契約約款（以下この章において
「認可契約約款等」という。）以外の提供条件により
国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはなら
ない。

７ 有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営
業所その他の事業所において公衆の見やすいように
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掲示しておかなければならない。
第五十二条の五 何人も、認可契約約款等に基づき、有

料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける
契約をしなければ、国内において当該有料放送を受
信することのできる受信設備により当該有料放送を
受信してはならない。

第五十二条の六 有料放送事業者は、正当な理由がなけ
れば、国内に設置する受信設備によりその有料放
送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務
の提供を拒んではならない。

（有料放送管理業務の届出）
第五十二条の六の二 有料放送の役務の提供に関し、契

約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、
当該契約により設置された受信設備によらなければ
当該有料放送の受信ができないようにすることを行
う業務（以下「有料放送管理業務」という。）を行お
うとする者（総務省令で定める数以上の有料放送事
業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。）
は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事
項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届
け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
その代表者の氏名

二 業務の概要
三 その他総務省令で定める事項

２ 前項の規定による届出をした者（以下「有料放送管
理事業者」という。）は、その届出に係る事項につい
て変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大
臣に届け出なければならない。

（承継）
第五十二条の六の三 有料放送管理事業者が有料放送管

理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管
理事業者について相続、合併若しくは分割（有料放
送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限
る。）があつたときは、当該事業の全部を譲り受け
た者又は相続人（相続人が二人以上ある場合におい
て、その全員の協議により有料放送管理業務を行う
事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者）、
合併後存続する法人若しくは合併により設立された
法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した
法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。

２ 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継
した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出な
ければならない。

（業務の廃止等の届出）

第五十二条の六の四 有料放送管理事業者は、有料放送
管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総
務大臣に届け出なければならない。

２ 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由によ
り解散したときは、その清算人（解散が破産手続開
始の決定による場合にあつては、破産管財人）は、
遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければなら
ない。

（有料放送管理業務の実施に係る義務）
第五十二条の六の五 有料放送管理事業者は、有料放送
管理業務（これに密接に関連する業務を含む。）に関
し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方
針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確
保するための措置を講じなければならない。

（変更命令等）
第五十二条の七 総務大臣は、第五十二条の四第二項の
認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の提
供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不
適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認
めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款
の変更の認可を申請すべきことを命ずることがで
きる。

２ 総務大臣は、第五十二条の四第一項の規定により届
け出た有料放送の役務の料金又は同条第五項の規定
により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の
提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認め
るときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契
約約款を変更すべきことを命ずることができる。

３ 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違
反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国
内受信者の利益を確保するために必要な限度におい
て、業務の方法の改善その他の措置をとるべきこと
を命ずることができる。

（外国人等の取得した株式の取扱い）
第五十二条の八 金融商品取引所（金融商品取引法（昭
和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項 に規定
する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第
一項において同じ。）に上場されている株式又はこ
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行
している会社である一般放送事業者は、その株式を
取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 ま
でに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者
（以下この条において「外国人等」という。）からそ
の氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録する
ことの請求を受けた場合において、その請求に応ず
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ることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める事由（次項において「欠格事由」
という。）に該当することとなるときは、その氏名及
び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒
むことができる。
一 人工衛星の無線局により放送を行う場合又は移

動受信用地上放送をする場合（いずれも次号に
掲げる場合を除く。）　電波法第五条第四項第
二号 に定める事由

二 受託放送事業者である場合　電波法第五条第一
項第四号 に定める事由

三 前二号に掲げる場合以外の場合　電波法第五条
第四項第二号 又は第三号 に定める事由

２ 前項の一般放送事業者は、社債等振替法第百五十一
条第一項 又は第八項 の規定による通知に係る株主
のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債
等振替法第百五十二条第一項 の規定により株主名
簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事
由に該当することとなるときは、同項 の規定にかか
わらず、特定外国株式（欠格事由に該当することと
ならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に
記載し、又は記録する方法として総務省令で定める
方法に従い記載し、又は記録することができる株式
以外の株式をいう。）については、同項 の規定によ
り株主名簿に記載し、又は記録することを拒むこと
ができる。

３ 前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録す
ることを拒むことができる場合を除き、電波法第五
条第四項第三号 イに掲げる者により同号 ロに掲げ
る者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加
することにより、株主名簿に記載され、又は記録さ
れている同号 ロに掲げる者が有する株式のすべて
について議決権を有することとした場合に株式会社
である一般放送事業者（人工衛星の無線局により放
送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を
行う一般放送事業者を除く。）が同号 に定める事由
に該当することとなるときは、特定外国株主（株主
名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロ
に掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由
に該当することとならないように総務省令で定める
ところにより議決権を有することとなる株式以外の
株式を有する株主をいう。）は、当該株式についての
議決権を有しない。

４ 第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるとこ
ろにより、外国人等がその議決権に占める割合を公

告しなければならない。ただし、その割合が総務省
令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

第三章の二　受託放送事業者

（役務の提供義務等）
第五十二条の九 受託放送事業者は、委託放送事業者又
は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業
務を行う場合における協会（以下「委託放送事業者
等」という。）から、その放送番組について、当該委
託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項（第
九条の四第二項において準用する場合を含む。）の
認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号
から第六号までに掲げる事項（次項において「認定
証記載事項」という。）に従つた放送の委託の申込み
を受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒
んではならない。

２ 受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放
送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合に
おける協会以外の者から放送番組の放送の委託の申
込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、そ
の放送番組について、認定証記載事項に従わない放
送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾して
はならない。

（役務の提供条件）
第五十二条の十 受託放送事業者は、委託放送事業者
等の委託によりその放送番組を放送する役務（以下
「受託放送役務」という。）の料金その他の総務省
令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大
臣に届け出なければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。

２ 受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供
条件以外の提供条件により受託放送役務を提供して
はならない。

（変更命令）
第五十二条の十一 総務大臣は、受託放送事業者が前条
第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号の
いずれかに該当するため、当該提供条件による受託
放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一
項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻
害していると認めるときは、当該受託放送事業者に
対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずること
ができる。
一 受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者

等に対し不当な差別的取扱いをするものである
こと。
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二 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解
除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送
事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事
項が適正かつ明確に定められていないこと。

三 委託放送事業者等に不当な義務を課するもので
あること。

（放送番組の編集等）
第五十二条の十二 第一章の二及び前章（第五十二条の

八を除く。）の規定は、受託放送事業者には、適用し
ない。

第三章の三　委託放送事業者

（認定）
第五十二条の十三 委託放送業務を行おうとする者（委

託国内放送業務を行う場合における協会を除く。）
は、次の各号のいずれにも適合していることについ
て、総務大臣の認定を受けなければならない。
一 受託放送役務の提供を受けることが可能である
こと。

二 当該業務を維持するに足りる財政的基礎がある
こと。

三 委託して放送をさせることによる表現の自由が
できるだけ多くの者によつて享有されるように
するためのものとして総務省令で定める基準に
合致すること。

四 その認定をすることが放送の普及及び健全な発
達のために適切であること。

五 当該業務を行おうとする者が次のイからヌまで
のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲

げる者が業務を執行する役員であるもの又
はこれらの者がその議決権の五分の一以上
を占めるもの

ホ この法律又は電気通信役務利用放送法 に
規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又はその執行を受
けることがなくなつた日から二年を経過し
ない者

ヘ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十
四第二項（第六号を除く。）の規定により認
定の取消しを受け、その取消しの日から二
年を経過しない者

ト 電波法第七十五条第一項 の規定により放
送局の免許の取消しを受け、その取消しの
日から二年を経過しない者

チ 電波法第七十六条第三項第三号 の規定に
より放送局の免許の取消し（この法律又は
この法律に基づく命令若しくは処分に違反
して受けた同条第一項 の規定による放送
局の運用の停止の命令又は運用許容時間、
周波数若しくは空中線電力の制限に係るも
のに限る。）を受け、その取消しの日から二
年を経過しない者

リ 電波法第二十七条の十五第一項 の規定に
より認定の取消しを受け、その取消しの日
から二年を経過しない者

ヌ 法人又は団体であつて、その役員がホから
リまでのいずれかに該当する者であるもの

２ 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定め
るところにより、次の事項を記載した申請書を総務
大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、

その代表者の氏名
二 委託して行わせる放送の種類
三 希望する委託の相手方
四 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局であ

る場合にあつては当該無線局に関し希望する人
工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局
が移動受信用地上放送をする無線局である場合
にあつては当該移動受信用地上放送に関し希望
する放送対象地域

五 委託して行わせる放送に関し希望する周波数
六 業務開始の予定期日
七 委託放送事項

３ 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定
める書類を添付しなければならない。

（指定事項及び認定証）
第五十二条の十四 前条第一項の認定は、次の事項を指
定して行う。
一 委託の相手方
二 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局であ

る場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の
軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受
信用地上放送をする無線局である場合にあつて
は当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域

三 委託して行わせる放送に係る周波数
２ 総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定
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証を交付する。
３ 認定証には、次の事項を記載しなければならない。
一 認定の年月日及び認定の番号
二 認定を受けた者の氏名又は名称
三 委託して行わせる放送の種類
四 委託の相手方
五 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局であ

る場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の
軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受
信用地上放送をする無線局である場合にあつて
は当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域

六 委託して行わせる放送に係る周波数
七 委託放送事項

（業務の開始及び休止の届出）
第五十二条の十五 委託放送事業者は、第五十二条の十
三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業
務の開始の期日を総務大臣に届け出なければなら
ない。

２ 委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放
送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なけ
ればならない。休止期間を変更するときも、同様と
する。

（認定の更新）
第五十二条の十六 第五十二条の十三第一項の認定は、
五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を
失う。

２ 総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第
五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認
める場合を除き、その更新をしなければならない。

（委託放送事項等の変更）
第五十二条の十七 委託放送事業者は、委託放送事項を
変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許
可を受けなければならない。

２ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、
委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第
一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
一 委託放送事業者の委託の相手方（以下この項に

おいて「委託の相手方」という。）の無線局が
人工衛星の無線局である場合にあつては、電波
法の規定により、委託の相手方以外の者が当該
委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周
波数をその免許状に記載すべき受託国内放送若
しくは受託内外放送をする無線局の免許を受け
たとき又は委託の相手方が当該委託に係る人工
衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若

しくは当該委託に係る周波数について指定の変
更を受けたとき。

二 委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送を
する無線局である場合にあつては、電波法の規
定により委託の相手方以外の者が当該委託に係
る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその
免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局
の免許を受けたとき若しくは委託の相手方が当
該委託に係る周波数について指定の変更を受け
たとき又は第二条の二第四項 の規定により総
務大臣が放送普及基本計画を変更した場合にお
いて当該委託に係る放送対象地域について変更
があつたとき。

三 前二号に準ずるものとして総務省令で定める
とき。

（承継）
第五十二条の十八 委託放送事業者について相続があつ
たときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を
承継する。この場合においては、相続人は、遅滞な
く、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務
大臣に届け出なければならない。

２ 委託放送事業者が委託放送業務を行う事業を譲渡
し、又は委託放送事業者たる法人が合併若しくは分
割（委託放送業務を行う事業を承継させるものに限
る。）をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合
併後存続する法人若しくは合併により設立された法
人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、
総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承
継することができる。

３ 第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準
用する。

（認定証の訂正）
第五十二条の十九 委託放送事業者は、認定証に記載し
た事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大
臣に提出し、訂正を受けなければならない。

（業務の廃止）
第五十二条の二十 委託放送事業者は、その業務を廃止
するときは、その旨を総務大臣に届け出なければな
らない。

第五十二条の二十一 委託放送事業者が委託放送業務を
廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、
その効力を失う。

（認定証の返納）
第五十二条の二十二 第五十二条の十三第一項の認定が
その効力を失つたときは、委託放送事業者であつた
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者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければな
らない。

（認定の取消し等）
第五十二条の二十三 総務大臣は、委託放送事業者が第

五十二条の十三第一項第五号（へを除く。）の規定に
該当するに至つたときは、その認定を取り消さなけ
ればならない。

第五十二条の二十四 総務大臣は、委託放送事業者がこ
の法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違
反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送
業務の停止を命ずることができる。

２ 総務大臣は、委託放送事業者が次の各号のいずれか
に該当するときは、その認定を取り消すことがで
きる。
一 正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続
き六箇月以上休止したとき。

二 不正な手段により第五十二条の十三第一項の認
定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けた
とき。

三 前項の規定による命令に従わないとき。
四 放送局の免許を受けている委託放送事業者がそ
の免許を電波法第七十六条第三項 の規定によ
り取り消されたとき。

五 移動受信用地上放送をする無線局に係る電波
法第二十七条の十三第一項 の開設計画の認定
を受けている委託放送事業者が同法第二十七条
の十五第二項 の規定により当該認定を取り消
されたとき。

六 委託の相手方の放送局の免許がその効力を失つ
たとき。

第五十二条の二十五 総務大臣は、前二条の規定による
処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託
放送事業者に送付しなければならない。

（通知）
第五十二条の二十六 総務大臣は、第五十二条の二十の

規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第
五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二
項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の
規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨
を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送
事業者の委託の相手方に通知するものとする。

（受託内外放送の放送番組の編集）
第五十二条の二十七 委託放送事業者は、受託内外放

送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び
外国との交流が損なわれることのないように、当該

受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自
然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮し
なければならない。

（放送番組の編集等に関する通則等の適用）
第五十二条の二十八 委託放送事業者について第一章の
二（次項に規定する委託放送事業者にあつては、第
三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二を除
く。）及び第三章の規定を適用する場合においては、
第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」と
あるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中
「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の
五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項（委託
して行わせる放送の放送事項をいう。）」と、同条、
第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条
の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、
第四条第一項中「したという」とあるのは「委託し
て行わせたという」と、「放送をした事項」とあるの
は「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければ
ならない」とあるのは「委託して行わせなければな
らない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その
委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」
とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第
六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国
内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるの
は「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その
設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあ
るのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十
二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その
放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放
送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせるこ
とをいう」と、同条第二項中「以外の放送」とある
のは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同
条第五項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委
託して行わせるもの」と、第五十二条の五中「にお
いて当該有料放送」とあるのは「において当該役務
に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるの
は「により当該放送」と、第五十二条の六中「その
有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係
る放送を」と、第五十二条の六の二第一項中「当該
有料放送」とあるのは「当該役務に係る放送」と、
第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一
号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三
号 ロ」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号
イからハまで」と、「次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、当該各号に定める事由（次項において「欠格
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事由」という。）」とあるのは「同号 ニ」と、同条第
二項 中「に欠格事由」とあるのは「に第五十二条の
十三第一項第五号 ニ」と、「同項 の規定にかかわら
ず」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項
の規定にかかわらず」と、「（欠格事由」とあるのは
「（同号 ニ」と読み替えるものとする。

２ 受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者に
ついては、当該受託内外放送を受託国内放送とみな
して第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二
の規定を適用する。この場合において、第三条の二
及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受
託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」と
あるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内
放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して
行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行
わせる」と読み替えるものとする。

第三章の四　認定放送持株会社

（定義等）
第五十二条の二十九 この章において「子会社」とは、
会社がその総株主等の議決権（総株主又は総出資者
の議決権（株式会社にあつては、株主総会において
決議をすることができる事項の全部につき議決権
を行使することができない株式についての議決権を
除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議
決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。以下この条及び第五十二条の三十五にお
いて同じ。）をいう。以下この条において同じ。）の
百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をい
う。この場合において、会社及びその一若しくは二
以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子
会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える
議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社と
みなす。

２ 前項の場合において、会社が保有する議決権には、
社債等振替法第百四十七条第一項 又は第百四十八
条第一項 の規定により発行者に対抗することがで
きない株式に係る議決権を含むものとする。

（認定）
第五十二条の三十 二以上の一般放送事業者（当該二以
上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業
者（無線局であつて、人工衛星の無線局及び移動受
信用地上放送をする無線局のいずれでもないものに
より放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。）
が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並

びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号に
おいて同じ。）をその子会社とし、若しくはしようと
する会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社
とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認
定を受けることができる。

２ 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれ
にも適合していると認めるときでなければ、同項の
認定をしてはならない。
一 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受け

て設立される会社（以下この条において「申請
対象会社」という。）が株式会社であること。

二 申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。
三 申請対象会社の子会社（子会社となる会社を含

む。以下この条において同じ。）である一般放
送事業者（これに準ずるものとして総務省令で
定めるものを含む。）の株式の取得価額（最終の
貸借対照表において別に付した価額があるとき
は、その価額）の合計額の当該申請対象会社の
総資産の額（総務省令で定める方法による資産
の合計金額をいう。）に対する割合が、常時、百
分の五十を超えることが確実であると見込まれ
ること。

四 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが
良好であること。

五 申請対象会社が、次のイからリまでのいずれに
も該当しないこと。
イ （１）若しくは（２）に掲げる者が業務を執
行する役員である株式会社又は（１）から
（３）までに掲げる者がその議決権の五分
の一以上を占める株式会社
（１） 日本の国籍を有しない人
（２） 外国政府又はその代表者
（３） 外国の法人又は団体

ロ （１）に掲げる者により直接に占められる議
決権の割合とこれらの者により（２）に掲
げる者を通じて間接に占められる議決権の
割合として総務省令で定める割合とを合計
した割合がその議決権の五分の一以上を占
める株式会社（イに該当する場合を除く。）
（１） イ（１）から（３）までに掲げる者
（２） （１）に掲げる者により直接に占

められる議決権の割合が総務省令で定
める割合以上である法人又は団体

ハ この法律、電波法 又は電気通信役務利用放
送法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せ
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られ、その執行を終わり、又はその執行を
受けることがなくなつた日から二年を経過
しない株式会社

ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十
四第二項（第六号を除く。）の規定により認
定の取消しを受け、その取消しの日から二
年を経過しない者

ホ 第五十二条の三十七第一項（第二号を除
く。）又は第二項の規定により認定の取消
しを受け、その取消しの日から二年を経過
しない者

ヘ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条
第三項 （第四号を除く。）若しくは第四項
（第五号を除く。）の規定により免許の取消
しを受け、その取消しの日から二年を経過
しない者

ト 電波法第二十七条の十五第一項 又は第二
項 （第三号を除く。）の規定により認定の
取消しを受け、その取消しの日から二年を
経過しない者

チ 電波法第七十六条第五項（第三号を除く。）
の規定により登録の取消しを受け、その取
消しの日から二年を経過しない者

リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者の
ある株式会社
（１） ハに規定する法律に規定する罪を
犯し罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又はその執行を受けるこ
とがなくなつた日から二年を経過しな
い者

（２） ニからチまでのいずれかに該当す
る者

３ 第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めると
ころにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総
務大臣に提出しなければならない。
一 認定を申請する者（認定を申請する者が申請対
象会社である場合を除く。）の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の
氏名

三 申請対象会社の子会社である一般放送事業者の
名称及び住所並びに代表者の氏名

四 その他総務省令で定める事項
４ 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定

める書類を添付しなければならない。

（届出）
第五十二条の三十一 前条第一項の認定を受けた会社又
は認定を受けて設立された会社（以下「認定放送持
株会社」という。）は、次の各号のいずれかに該当す
るときは、総務省令で定めるところにより、遅滞な
く、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 二以上の一般放送事業者を子会社として保有す

ることとなつたとき（当該認定を受けた際現に
二以上の一般放送事業者を子会社として保有す
る場合を除く。）。

二 前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項
に変更があつたとき。

（外国人等の取得した株式の取扱い）
第五十二条の三十二 金融商品取引所に上場されている
株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定め
る株式を発行している認定放送持株会社は、その株
式を取得した外国人等（第五十二条の三十第二項第
五号イ（１）から（３）までに掲げる者又は同号ロ
（２）に掲げる者をいう。）からその氏名及び住所を
株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受け
た場合において、その請求に応ずることにより同号
イ又はロに定める株式会社に該当することとなると
きは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は
記録することを拒むことができる。

２ 第五十二条の八第二項から第四項までの規定は、認
定放送持株会社について準用する。この場合におい
て、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十二条
の三十二第一項」と、「外国人等」とあるのは「第五
十二条の三十二第一項に規定する外国人等」と、「場
合に欠格事由」とあるのは「場合に第五十二条の三
十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「と
きは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第
百五十二条第一項 」と、「（欠格事由」とあるのは
「（同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項
中「前二項」とあるのは「第五十二条の三十二第一
項及び同条第二項 において準用する第五十二条の
八第二項 」と、「電波法第五条第四項第三号 イ」と
あるのは「第五十二条の三十第二項第五号 ロ（１）」
と、「同号 ロ」とあるのは「同号 ロ（２）」と、「株式
会社である一般放送事業者（人工衛星の無線局によ
り放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放
送を行う一般放送事業者を除く。）」とあるのは「認
定放送持株会社」と、「同号 に定める事由」とある
のは「同号 ロに定める株式会社」と、「同号 イ及び
ロ」とあるのは「同号 ロ（１）及び（２）」と、同条
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第四項 中「第一項 」とあるのは「第五十二条の三
十二第一項 」と、「外国人等」とあるのは「同項 に
規定する外国人等」と読み替えるものとする。

（電波法 の特例）
第五十二条の三十三 総務大臣が認定放送持株会社の子
会社について電波法第七条第二項 の規定による審
査を行う場合における同項第四号 の規定の適用に
ついては、同号 中「定める放送」とあるのは「定め
る認定放送持株会社の子会社に係る放送」と、「（放
送」とあるのは「（認定放送持株会社の子会社である
ことの特性を勘案しつつ、放送」とする。

（子会社の責務）
第五十二条の三十四 特定地上系一般放送事業者（認定
放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業
者をいう。）は、国内放送の放送番組の編集に当たつ
ては、その放送対象地域における多様な放送番組に
対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに
自らが制作する放送番組を有するように努めるもの
とする。

（議決権の保有制限）
第五十二条の三十五 認定放送持株会社の株主名簿に記
載され、又は記録されている一の者が有する株式
（その者と株式の所有関係その他の総務省令で定め
る特別の関係にある者であつて株主名簿に記載さ
れ、又は記録されているものが有する当該認定放送
持株会社の株式を含む。以下この項において「特定
株式」という。）のすべてについて議決権を有するこ
ととした場合にその者の有することとなる議決権の
当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割
合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定
株主（特定株式のうち、その議決権の当該認定放送
持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準
割合を超えることとならないように総務省令で定め
るところにより議決権を有することとなる株式以外
の株式を有する株主をいう。）は、当該株式について
の議決権を有しない。

２ 前項の保有基準割合は、第二条の二第二項各号に掲
げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範
囲内で総務省令で定める割合をいう。

（承継）
第五十二条の三十六 認定放送持株会社がその事業の全
部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは
会社分割（その事業の全部を承継させるものに限
る。）をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株
式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併に

より設立された株式会社若しくは会社分割により当
該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認
可を受けて認定放送持株会社の地位を承継すること
ができる。

２ 第五十二条の三十第二項の規定は、前項の認可につ
いて準用する。

（認定の取消し）
第五十二条の三十七 総務大臣は、認定放送持株会社が
次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を
取り消さなければならない。
一 第五十二条の三十第二項第五号イからリまで
（ホを除く。）のいずれかに該当するに至つた
とき。

二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があ
つたとき。

２ 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれ
かに該当するときは、その認定を取り消すことがで
きる。
一 認定を受けた日から六箇月以内に二以上の一般

放送事業者を子会社として保有する株式会社と
ならなかつたとき。

二 二以上の一般放送事業者を子会社として保有す
る会社でなくなつたとき。

三 不正な手段により認定を受けたとき。
四 第五十二条の三十第二項各号（第五号を除く。）

のいずれかに適合しなくなつたとき。

第四章　放送番組センター

（指定）
第五十三条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ること
を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつ
て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うこ
とができると認められるものを、その申出により、
全国に一を限つて、放送番組センター（以下「セン
ター」という。）として指定することができる。

２ 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一
に該当するときは、同項の規定による指定をしては
ならない。
一 第五十三条の七第一項の規定により指定を取り

消され、その取消しの日から二年を経過しない
者であること。

二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯
して刑に処せられ、その執行を終わり、又はそ
の執行を受けることがなくなつた日から二年を
経過しない者があること。
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３ 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、
当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所
の所在地を公示しなければならない。

４ センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を
変更しようとするときは、変更しようとする日の二
週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければ
ならない。

５ 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、
その旨を公示しなければならない。

（業務）
第五十三条の二 センターは、次の業務を行うものと

する。
一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴さ
せること。

二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理
し、及び保管すること。

三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時
宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。

（収集の基準等）
第五十三条の三 センターは、放送番組の収集の基準を

定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
２ センターは、放送事業者（受託放送事業者を除く。）

に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度に
おいて定める基準及び方法に従つて、放送番組に関
する情報の提出を求めることができる。

３ センターは、前項の規定による求めに応じて提出さ
れた情報を前条に規定する業務の用以外の用に供し
てはならない。

４ センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基
準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の
提出に関する基準及び方法（以下「収集の基準等」
という。）を定めた場合には、総務省令で定めるとこ
ろにより、これを公表しなければならない。これを
変更した場合も、同様とする。

（放送番組収集諮問委員会）
第五十三条の四 センターは、放送番組収集諮問委員会
（以下「諮問委員会」という。）を置くものとする。

２ 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準
等に関する事項を審議する。

３ センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更
しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければ
ならない。

４ センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問

に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措
置をしなければならない。

５ 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が
推薦する者、一般放送事業者（受託放送事業者を除
く。）が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有
する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。

（事業計画等の提出）
第五十三条の五 センターは、毎事業年度の事業計画及
び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（第
五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属す
る事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞な
く）、総務大臣に提出しなければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。

２ センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算
書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総
務大臣に提出しなければならない。

（監督命令）
第五十三条の六 総務大臣は、この章の規定を施行する
ために必要な限度において、センターに対し、第五
十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令
をすることができる。

（指定の取消し）
第五十三条の七 総務大臣は、センターが次の各号の一
に該当するときは、その指定を取り消すことがで
きる。
一 第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実

に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定に違反したとき。
三 第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至

つたとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。

２ 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したと
きは、その旨を公示しなければならない。

第五章　雑則

（資料の提出等）
第五十三条の八 総務大臣は、この法律の施行に必要な
限度において、政令の定めるところにより、放送事
業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に
対しその業務に関し資料の提出を求めることがで
きる。

第五十三条の九 総務大臣は、多重放送の普及に資する
ため、総務省令で定めるところにより、協会又は超
短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送

マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法



84 放送法

事業者（委託放送事業者を除く。）に対し、その超短
波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送
の用に供するための計画（放送事項、放送設備の利
用主体等に関する事項を含む。）の策定及びその提
出を求めることができる。

（適用除外）
第五十三条の九の二 この法律の規定は、電気通信役務
利用放送に該当する放送については、適用しない。

（受信障害対策中継放送等）
第五十三条の九の三 電波法 の規定により受信障害対
策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放
送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信し
た放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条
第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の
二、第五十二条の四第一項、第二項及び第五項並び
に第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中
継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線
局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業
者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三
項の規定を適用する。

（電波監理審議会への諮問）
第五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電
波監理審議会に諮問しなければならない。
一 第二条の二第一項又は第四項の規定により放

送普及基本計画を定め、又は変更しようとする
とき。

二 第八条の三第二項（定款変更の認可）、第九条第
八項（第三十三条第五項において準用する場合
を含む。）（中継国際放送の協定の認可）、第九条
第九項（提供基準の認可）、同条第十項（任意的
業務の認可）、第九条の二の二（独立行政法人宇
宙航空研究開発機構等への出資の認可）、第九
条の四第一項（委託国内放送業務及び委託協会
国際放送業務に関する認定）、第三十二条第二
項及び第三項（受信料免除の基準及び受信契約
条項の認可）、第三十三条第一項（国際放送等の
実施の要請）、第三十四条第一項（放送に関する
研究の実施命令）、第三十七条の二第一項（収支
予算等の認可）、第四十七条第一項（放送設備の
譲渡等の認可）、第四十八条第一項（同条第三項
において準用する場合を含む。）（放送等の廃止
又は休止の認可）、第五十条の三第一項（同条第
三項において準用する場合を含む。）（放送等の
廃止又は休止の認可）、第五十二条の四第二項
（有料放送の役務の契約約款の認可）、第五十二

条の七（有料放送の役務の料金又は契約約款の
変更認可申請命令及び変更命令並びに有料放送
管理事業者の業務の方法の改善の命令）、第五
十二条の十一（受託放送役務の提供条件の変更
命令）、第五十二条の十三第一項（委託放送業
務に関する認定）、第五十二条の十七第一項（第
九条の四第二項において準用する場合を含む。）
（委託放送事項の変更の許可）、第五十二条の三
十第一項（認定放送持株会社に関する認定）又
は第五十三条第一項（センターの指定）の規定
による処分をしようとするとき。

三 第三十七条第二項の規定により協会の収支予
算、事業計画及び資金計画に対して意見を付け
ようとするとき。

四 第五十二条の四第四項に規定する標準契約約
款を制定し、変更し、又は廃止しようとする
とき。

五 第五十二条の二十四第二項（第九条の四第二項
において準用する場合を含む。）（委託放送業
務に関する認定の取消し）、第五十二条の三十
七第二項（認定放送持株会社に関する認定の取
消し）又は第五十三条の七第一項（センターの
指定の取消し）の規定による処分をしようとす
るとき。

六 第五十二条の十三第一項第三号（委託放送業
務に関する認定の基準）、第五十二条の三十三
の規定により読み替えて適用する電波法第七条
第二項第四号 （電波法 の特例の基準）又は第
五十二条の三十五第二項（保有基準割合）の規
定による総務省令を制定し、又は変更しようと
するとき。

２ 前項各号（第五号を除く。）の事項のうち、電波監理
審議会が軽微なものと認めるものについては、総務
大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をする
ことができる。

（意見の聴取）
第五十三条の十一 電波監理審議会は、前条第一項第五
号及び第六号の規定により諮問を受けた場合には、
意見の聴取を行わなければならない。

２ 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項
第一号から第四号までの規定により諮問を受けた場
合において必要があると認めるときは、意見の聴取
を行うことができる。

３ 電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの
規定は、前二項の意見の聴取に準用する。
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（勧告）
第五十三条の十二 電波監理審議会は、第五十三条の十

第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な
勧告をすることができる。

２ 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容
を公表しなければならない。

（異議申立て及び訴訟）
第五十三条の十三 電波法第七章 及び第百十五条 の規

定は、この法律の規定による総務大臣の処分につい
ての異議申立て及び訴訟について準用する。

第六章　罰則

第五十四条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受
し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、
三年以下の懲役に処する。

２ 協会の役員になろうとする者がその担当しようとす
る職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこ
れを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員
になつた場合において、前項と同様の刑に処する。

３ 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職
務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつ
たことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、
若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処
する。

４ 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若
しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五
十万円以下の罰金に処する。

５ 第一項から第三項までの場合において、協会の役
員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部
を没収することができないときは、その価額を追徴
する。

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合におい
ては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百
万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第
四項の業務以外の業務を行つたとき。

二 第八条の三第二項、第九条第八項（第三十三条
第五項において準用する場合を含む。）、第九条
第九項若しくは第十項、第九条の二の二、第三
十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二
第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項
（同条第三項において準用する場合を含む。）若
しくは第五十条の三第一項（同条第三項におい
て準用する場合を含む。）の規定により認可を
受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は

第九条の四第一項の規定により認定を受けるべ
き場合に認定を受けなかつたとき。

三 第二十二条、第三十条第一項、第三十七条第一
項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は
第四十条第一項の規定に違反したとき。

第五十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十
万円以下の罰金に処する。

２ 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公
訴を提起することができない。

第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条の四第一項の規定により届け出た料

金及び同条第二項の規定による認可を受けた契
約約款又は同条第五項の規定により届け出た契
約約款によらないで、有料放送の役務を提供し
た者

二 第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役
務の提供を拒んだ者

三 第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有
料放送管理業務を行つた者

四 第五十二条の七の規定による命令に違反した者
五 第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番

組の放送の委託の申込みを拒んだ者
六 第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番

組の放送の委託の申込みを承諾した者
七 第五十二条の十第一項の規定により届け出た

提供条件によらないで、受託放送役務を提供し
た者

八 第五十二条の十一の規定による命令に違反し
た者

九 第五十二条の十七第一項（第九条の四第二項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による許
可を受けないで委託放送事項を変更した者

十 第五十二条の二十四第一項（第九条の四第二項
において準用する場合を含む。）の規定による
命令に違反した者

第五十六条の三 第五十二条の四第七項の規定に違反し
て契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の
罰金に処する。

第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者
を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の
罰金刑を科する。

２ 前項の場合において、当該行為者に対してした第五
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十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても
効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、
当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合におい
ては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二
十万円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して

登記をすることを怠つたとき。
二 第九条の五、第四十八条第二項（同条第三項に

おいて準用する場合を含む。）又は第五十条の
三第二項（同条第三項において準用する場合を
含む。）の規定に違反して届出をしないとき。

三 第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の
三の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公
表をしたとき。

四 第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項
の規定による調査を妨げたとき。

五 第三十八条第三項又は第四十条第四項の規定に
違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しな
かつたとき。

２ 協会の子会社の役員が第二十三条の五第二項又は
第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたとき
は、二十万円以下の過料に処する。

第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
二十万円以下の過料に処する。
一 第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の

三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは
第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条
の二十又は第五十二条の三十一の規定に違反し
て届出をしない者

二 第五十二条の二十二（第九条の四第二項におい
て準用する場合を含む。）の規定に違反して認
定証を返納しない者

第五十九条 第五十三条の八の規定による資料の提出を
怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以
下の過料に処する。
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電気通信役務利用放送法

（平成十三年六月二十九日法律第八十五号）
最終改正：平成二〇年五月三〇日法律第五〇号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、電気通信役務利用放送の業務の運

営を適正なものとすることにより、電気通信役務利
用放送の受信者の利益を保護するとともに、電気通
信役務利用放送の健全な発達を図り、もって公共の
福祉の増進に資することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「電気通信役務利用放送」と

は、公衆によって直接受信されることを目的とする
電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気
通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用し
て行うものをいう。

２ この法律において「電気通信役務利用放送設備」と
は、電気通信役務利用放送の用に供される電気通信
設備をいう。

３ この法律において「電気通信役務利用放送事業者」
とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

４ この法律において「電気通信」、「電気通信設備」、「電
気通信役務」又は「電気通信事業」とは、それぞれ電
気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二
条第一号 から第四号 までに規定する電気通信、電
気通信設備、電気通信役務又は電気通信事業をいう。

第二章　登録

（登録）
第三条 電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者

は、総務大臣の登録を受けなければならない。
２ 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書
を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名

二 総務省令で定める電気通信役務利用放送の種類
三 電気通信役務利用放送設備の概要

四 業務区域
３ 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定
める書類を添付しなければならない。

（登録の実施）
第四条 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があった
場合においては、次条第一項の規定により登録を拒
否する場合を除き、次に掲げる事項を電気通信役務
利用放送事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第二項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号

２ 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければなら
ない。

（登録の拒否）
第五条 総務大臣は、第三条第二項の申請書を提出した
者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該
申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項に
ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記
載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ならない。
一 この法律、電波法（昭和二十五年法律第百三十

一号）、放送法 （昭和二十五年法律第百三十二
号）、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関す
る法律 （昭和二十六年法律第百三十五号）、有
線電気通信法 （昭和二十八年法律第九十六号）
又は有線テレビジョン放送法 （昭和四十七年
法律第百十四号）の規定により罰金以上の刑に
処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
受けることがなくなった日から二年を経過しな
い者

二 第九条第一項の規定により登録の取消しを受
け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であって、その役員のうちに前二号のいず
れかに該当する者があるもの

四 電気通信役務利用放送の業務を適確に遂行する
に足りる経理的基礎及び技術的能力を有しな
い者

五 総務省令で定める技術基準に適合する電気通信
役務利用放送設備を権原に基づいて利用できな
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い者
六 電気通信役務利用放送ができるだけ多くの者に

よって行われるようにするためのものとして総
務省令で定める基準に合致しない者

２ 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したとき
は、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者
に通知しなければならない。

（変更登録等）
第六条 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第二項
第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようと
するときは、総務大臣の変更登録を受けなければな
らない。ただし、総務省令で定める軽微な変更につ
いては、この限りでない。

２ 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で
定めるところにより、変更に係る事項を記載した申
請書を総務大臣に提出しなければならない。

３ 第三条第三項、第四条及び前条の規定は、第一項の
変更登録について準用する。この場合において、第
四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更
に係る事項」と、前条第一項中「第三条第二項の申
請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登
録に係る申請書を提出した者が次の各号（第二号を
除く。）」と読み替えるものとする。

４ 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第二項第一
号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。その
届出があった場合には、総務大臣は、遅滞なく、当
該登録を変更するものとする。

（承継）
第七条 電気通信役務利用放送事業者が電気通信役務利
用放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は電気
通信役務利用放送事業者について相続、合併若しく
は分割（電気通信役務利用放送の業務を行う事業の
全部を承継させるものに限る。）があったときは、当
該事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が
二人以上ある場合において、その全員の協議により
電気通信役務利用放送の業務を行う事業を承継すべ
き相続人を定めたときは、その者。以下この項にお
いて同じ。）、合併後存続する法人若しくは合併によ
り設立された法人若しくは分割により当該事業の全
部を承継した法人は、当該電気通信役務利用放送事
業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を
譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若し
くは合併により設立された法人若しくは分割により
当該事業の全部を承継した法人が第五条第一項第一

号から第三号まで又は第六号のいずれかに該当する
ときは、この限りでない。

２ 前項の規定により電気通信役務利用放送事業者の地
位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に
届け出なければならない。

３ 前条第四項後段の規定は、前項の規定による届出に
ついて準用する。

（業務の廃止等の届出）
第八条 電気通信役務利用放送事業者は、電気通信役務
利用放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その
旨を総務大臣に届け出なければならない。

２ 電気通信役務利用放送事業者たる法人が合併以外の
事由により解散したときは、その清算人（解散が破
産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財
人）は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なけ
ればならない。

（登録の取消し）
第九条 総務大臣は、電気通信役務利用放送事業者が次
の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項
の登録を取り消すことができる。
一 第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該

当するに至ったとき。
二 電気通信役務利用放送事業者が第十六条第三項

の規定による命令に違反した場合において、電
気通信役務利用放送の受信者の利益を阻害する
と認めるとき。

三 正当な理由がないのに、登録を受けてから一
年以内に電気通信役務利用放送の業務を開始せ
ず、又は一年を超えて引き続き電気通信役務利
用放送の業務を休止したとき。

四 不正の手段により第三条第一項の登録又は第六
条第一項の変更登録を受けたとき。

２ 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
（登録の抹消）
第十条 総務大臣は、第八条第一項若しくは第二項の規
定による届出があったとき、又は前条第一項の規
定による登録の取消しをしたときは、当該電気通
信役務利用放送事業者の登録を抹消しなければなら
ない。

第三章　業務

（設備の維持）
第十一条 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第一
項の登録に係る電気通信役務利用放送設備を第五条
第一項第五号の総務省令で定める技術基準に適合す
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るように維持しなければならない。
（再送信）
第十二条 電気通信役務利用放送事業者は、他の電気通

信役務利用放送事業者又は放送事業者（放送法第二
条第三号の二 に規定する放送事業者をいい、同条
第三号の四 に規定する受託放送事業者を除く。第
十五条において同じ。）の同意を得なければ、その
電気通信役務利用放送又は放送（同法第二条第一号
に規定する放送をいい、委託して行わせるもの及び
電波法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継
放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送
信するものを含む。第十五条において同じ。）を受
信し、これらを再送信してはならない。

（有料の電気通信役務利用放送）
第十三条 電気通信役務利用放送事業者は、有料の電気

通信役務利用放送の役務を提供しようとするとき
は、その国内の業務区域における料金その他の提供
条件について契約約款を定め、その実施前に、総務
大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変
更しようとするときも、同様とする。

２ 有料の電気通信役務利用放送の役務を提供する電気
通信役務利用放送事業者は、その国内の業務区域に
おいて、前項の規定により届け出た契約約款以外の
提供条件により有料の電気通信役務利用放送の役務
を提供してはならない。

（役務の提供義務）
第十四条 電気通信役務利用放送事業者は、正当な理由

がなければ、その国内の業務区域における電気通信
役務利用放送の役務の提供を拒んではならない。

（放送法 の準用）
第十五条 放送法第三条、第三条の二（第二項を除く。）、

第三条の三から第五条まで、第五十一条から第五十
二条の三まで、第五十二条の六の二から第五十二
条の六の五まで、第五十二条の七第三項、第五十二
条の二十七及び第五十三条の八の規定は、電気通信
役務利用放送（他の電気通信役務利用放送事業者の
電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信
し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再
送信するものを除く。）について準用する。この場合
において、同法第三条の二（第二項を除く。）、第三
条の三から第三条の五まで、第四条第一項及び第二
項並びに第五条中「放送事業者」とあり、同法第五
十一条第二項 及び第五十一条の二 から第五十二条
の三 までの規定中「一般放送事業者」とあり、並び
に同法第五十二条の二十七 中「委託放送事業者」と

あるのは「電気通信役務利用放送事業者」と、同法
第四条 中「放送設備」とあり、及び同法第五十二条
中「設備」とあるのは「電気通信役務利用放送設備」
と、同法第五十一条第一項 中「一般放送事業者の審
議機関は、委員七人（専ら多重放送を行う一般放送
事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七
人未満の員数）」とあるのは「電気通信役務利用放
送事業者の審議機関は、委員七人」と、同条第三項
中「一般放送事業者（第五十二条の三十四に規定す
る特定地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委
託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項
において同じ。）の放送局の放送区域（電波法第十四
条第三項第三号 の放送区域をいう。以下同じ。）又
は委託して放送をさせる区域（以下この項において
「放送区域等」という。）」とあり、及び「一般放送事
業者の放送区域等」とあるのは「電気通信役務利用
放送事業者の業務区域」と、「部分の放送区域等」と
あるのは「部分の業務区域」と、「これらの一般放送
事業者」とあるのは「これらの電気通信役務利用放
送事業者」と、同法第五十二条 中「放送事業者の」
とあるのは「電気通信役務利用放送事業者の」と、
同法第五十二条の六の二第一項 中「有料放送の」と
あるのは「有料の電気通信役務利用放送の」と、「有
料放送事業者」とあるのは「有料の電気通信役務利
用放送の役務を提供する電気通信役務利用放送事業
者」と、同法第五十二条の七第三項 中「国内受信者」
とあるのは「電気通信役務利用放送事業者との間に
国内に設置する受信設備により有料の電気通信役務
利用放送の役務の提供を受ける契約を締結する者」
と、同法第五十二条の二十七 中「受託内外放送」と
あるのは「国内及び外国において受信されることを
目的とする電気通信役務利用放送」と、「放送対象地
域」とあるのは「業務区域」と、同法第五十三条の
八 中「放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放
送持株会社」とあるのは「有料放送管理事業者」と
読み替えるものとする。

第四章　雑則

（改善命令等）
第十六条 総務大臣は、電気通信役務利用放送設備が第
五条第一項第五号の総務省令で定める技術基準に適
合していないと認めるときは、電気通信役務利用放
送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当
該電気通信役務利用放送設備を改善すべきことを命
ずることができる。
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２ 総務大臣は、第十三条第一項の規定により届け出た
契約約款に定める提供条件がその電気通信役務利用
放送事業者の国内の業務区域における受信者の利益
を阻害していると認めるときは、電気通信役務利用
放送事業者に対し、当該契約約款を変更すべきこと
を命ずることができる。

３ 総務大臣は、電気通信役務利用放送事業者がこの法
律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づ
く処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、
電気通信役務利用放送の業務の全部又は一部の停止
を命ずることができる。

（報告及び検査）
第十七条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度に
おいて、電気通信役務利用放送事業者に対し、電気
通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報
告を求め、若しくはその職員に、電気通信役務利用
放送事業者が電気通信役務利用放送設備を設置する
場所に立ち入り、電気通信役務利用放送設備を検査
させ、又は政令で定めるところにより、電気通信役
務利用放送事業者に対し、電気通信役務利用放送の
業務の状況の報告を求めることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分
を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければな
らない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の
ために認められたものと解釈してはならない。

（電波監理審議会への諮問）
第十八条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電
波監理審議会に諮問しなければならない。
一 第五条第一項第五号若しくは第六号又は第二十

二条第一項第二号若しくは第三号の総務省令の
制定又は改廃

二 第九条第一項の規定による登録の取消し
三 第十五条において準用する放送法第五十二条の

七第三項 の規定による命令
四 第十六条第二項の規定による命令

２ 前項各号（第二号を除く。）に掲げる事項のうち、
電波監理審議会が軽微なものと認めるものについて
は、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措
置をすることができる。

（意見の聴取）
第十九条 電波監理審議会は、前条第一項第一号及び第
二号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴
取を行わなければならない。

２ 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項

第三号及び第四号の規定により諮問を受けた場合に
おいて必要があると認めるときは、意見の聴取を行
うことができる。

３ 電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの
規定は、前二項の意見の聴取に準用する。

（勧告）
第二十条 電波監理審議会は、第十八条第一項各号に掲
げる事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をす
ることができる。

２ 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容
を公表しなければならない。

（異議申立て及び訴訟）
第二十一条 電波法第七章 及び第百十五条 の規定は、
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総
務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し
準用する。

（適用除外等）
第二十二条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信役
務利用放送については、適用しない。
一 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律

第二条 に規定する有線ラジオ放送に該当する
電気通信役務利用放送

二 有線テレビジョン放送法第二条第一項 に規定
する有線テレビジョン放送に該当する電気通信
役務利用放送であって、その規模が総務省令で
定める基準を超えない電気通信役務利用放送設
備により行われるもの

三 その全部が電気通信事業法第百六十四条第一項
第二号 に規定する電気通信事業を営む者が提
供する電気通信役務を利用して行われる電気通
信役務利用放送その他その送信の技術及び役務
の提供条件等からみて受信者の利益及び電気通
信役務利用放送の健全な発達を阻害するおそれ
がないものとして総務省令で定める電気通信役
務利用放送（前二号に該当するものを除く。）

２ 前項の規定にかかわらず、第十五条において準用す
る放送法第三条 の規定は、同項第三号に掲げる電気
通信役務利用放送についても適用する。

（総務省令への委任）
第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律を
実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

（経過措置）
第二十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又
は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃
に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
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所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を
定めることができる。

第五章　罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月
以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して電気通信役務利
用放送の業務を行った者

二 第十六条第三項の規定による業務の停止の命令
に違反した者

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十
万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定に違反して第三条第二項第
二号から第四号までに掲げる事項を変更した者

二 第十五条において準用する放送法第四条第一項
の規定に違反した者

三 第十五条において準用する放送法第五十二条の
六の二第一項 の規定に違反して有料放送管理
業務を行った者

四 第十五条において準用する放送法第五十二条の
七第三項 の規定による命令に違反した者

２ 前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴がなけ
れば公訴を提起することができない。

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十
万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項の規定による届出をした契約約
款によらないで、国内において有料の電気通信
役務利用放送の役務を提供した者

二 第十六条第二項の規定による命令に違反した者
三 第十七条第一項の規定による報告をせず、若し
くは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者
を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の
罰金刑を科する。

２ 前項の場合において、当該行為者に対してした第二
十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても
効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、
当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十
万円以下の過料に処する。
一 第六条第四項、第七条第二項、第八条第一項若
しくは第二項又は第十五条において準用する放

送法第五十二条の六の二第二項 、第五十二条の
六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若し
くは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽
の届出をした者

二 第十五条において準用する放送法第五十三条の
八 の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の
資料を提出した者
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有線テレビジョン放送法 [ケーブルテレビ法]

（昭和四十七年七月一日法律第百十四号）
最終改正：平成一八年三月三一日法律第一〇号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設

置及び業務の運営を適正ならしめることによつて、
有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護する
とともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図
り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的と
する。

（定義）
第二条 この法律において「有線テレビジョン放送」と

は、有線放送（公衆によつて直接受信されることを
目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。）
であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関す
る法律（昭和二十六年法律第百三十五号）第二条 に
規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。

２ この法律において「有線テレビジョン放送施設」と
は、有線テレビジョン放送を行うための有線電気通
信設備（再送信を行うための受信空中線その他放送
及び電気通信役務利用放送（電気通信役務利用放送
法 （平成十三年法律第八十五号）第二条第一項 に
規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。）
の受信に必要な設備を含む。）をいう。

３ この法律において「有線テレビジョン放送施設者」
とは、有線テレビジョン放送施設を設置することに
ついて次条第一項の許可を受けた者をいう。

４ この法律において「有線テレビジョン放送事業者」
とは、有線テレビジョン放送の業務を行なう者を
いう。

第二章　施設

（施設の許可）
第三条 有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設

により有線テレビジョン放送の業務を行なおうとす
る者は、当該施設の設置について、総務大臣の許可

を受けなければならない。ただし、その規模が総務
省令で定める基準をこえない有線テレビジョン放送
施設については、この限りでない。

２ 前項の許可を受けようとする者は、施設を設置する
区域その他の施設計画、使用する周波数、有線テレ
ビジョン放送施設の概要その他総務省令で定める事
項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければな
らない。

（許可の基準）
第四条 総務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各
号に適合していると認めるときは、同項の許可をし
なければならない。
一 その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合

理的であり、かつ、その実施が確実なものであ
ること。

二 その有線テレビジョン放送施設が総務省令で定
める技術上の基準に適合するものであること。

三 その有線テレビジョン放送施設を確実に設置
し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎
及び技術的能力を有するものであること。

四 その他その有線テレビジョン放送施設を設置す
ることがその地域における自然的社会的文化的
諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なもの
であること。

２ 総務大臣は、前条第一項の許可の申請に対し、許可
又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道
府県の意見をきかなければならない。

（欠格事由）
第五条 次の各号の一に該当する者には、第三条第一項
の許可を与えない。
一 第二十五条第一項の規定により許可の取消しを

受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二 この法律、有線ラジオ放送業務の運用の規正に

関する法律 又は有線電気通信法 （昭和二十八
年法律第九十六号）に違反し、罰金以上の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなつた日から二年を経過しない者

三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二
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号の一に該当する者があるもの
（施設の設置期限）
第六条 有線テレビジョン放送施設者は、総務大臣が施
設を設置する区域を区分して指定する期間内に、第
三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施
設を設置しなければならない。

２ 総務大臣は、有線テレビジョン放送施設者から申請
があつた場合において、正当な理由があると認める
ときは、前項の規定により指定した期間を延長する
ことができる。

３ 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許
可に係る有線テレビジョン放送施設を設置したとき
は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければ
ならない。

（変更の許可等）
第七条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項
の許可に係る同条第二項の申請書に記載された施設
計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施
設を変更しようとするときは、総務大臣の許可を受
けなければならない。ただし、有線テレビジョン放
送施設の変更であつて、総務省令で定める軽微なも
のをしようとするときは、この限りでない。

２ 第四条第二項の規定は、前項の施設計画の変更に係
る許可又は不許可の処分について準用する。

３ 有線テレビジョン放送施設者は、第一項の規定によ
る許可を受ける場合を除くほか、第三条第二項の申
請書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。

（施設の維持）
第八条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項
の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第四条第
一項第二号の総務省令で定める技術上の基準に適合
するように維持しなければならない。

（施設の提供義務）
第九条 有線テレビジョン放送施設者は、有線放送の業
務を行なおうとする者からその業務の用に供するた
め第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送
施設の使用の申込みを受けたときは、総務省令で定
める場合を除き、これを承諾しなければならない。

（施設の使用条件）
第十条 有線テレビジョン放送施設者は、有線テレビ
ジョン放送施設の使用料その他の使用条件について
契約約款を定めなければならない。

２ 前項の使用条件は、総務省令で定める基準に適合す
るものでなければならない。

（施設の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び
分割）
第十条の二 有線テレビジョン放送施設者が第三条第一
項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部
を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡
し及び譲受けについて総務大臣の認可を受けたとき
は、譲受人は、譲渡人の有線テレビジョン放送施設
者の地位を承継する。　

２ 有線テレビジョン放送施設者たる法人の合併の場
合（有線テレビジョン放送施設者たる法人と有線テ
レビジョン放送施設者でない法人が合併して有線テ
レビジョン放送施設者たる法人が存続する場合を除
く。）又は分割の場合（第三条第一項の許可に係る
有線テレビジョン放送施設の全部を承継させる場合
に限る。）において、当該合併又は分割について総
務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人
若しくは合併により設立した法人又は分割により当
該有線テレビジョン放送施設の全部を承継した法人
は、合併により消滅した法人又は分割をした法人の
有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。

３ 第四条第一項及び第五条の規定は、前二項の認可に
ついて準用する。

（相続）
第十条の三 有線テレビジョン放送施設者が死亡したと
きは、その相続人（相続人が二人以上ある場合にお
いて、その全員の同意により承継すべき相続人を選
定したときは、その者）は、被相続人の有線テレビ
ジョン放送施設者の地位を承継する。

２ 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその
相続について総務大臣の認可を申請しなければ、そ
の期間の経過後は、第三条第一項の許可は、その効
力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分
があつた場合において、その旨の通知を受けた日以
後についても同様とする。

３ 第四条第一項及び第五条の規定は、前項の認可につ
いて準用する。

（施設の廃止の届出）
第十一条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一
項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を廃止
しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大
臣に届け出なければならない。

第三章　業務

（業務の届出）
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第十二条 有線テレビジョン放送事業者となろうとする
者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送
信業務の有無その他総務省令で定める事項を総務
大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン
放送事業者が届け出た事項を変更しようとするとき
も、同様とする。

（有線テレビジョン放送施設の使用）
第十二条の二 有線テレビジョン放送事業者は、その設

置に関し必要とされる道路法（昭和二十七年法律第
百八十号）第三十二条第一項 若しくは第三項（同法
第九十一条第二項 において準用する場合を含む。）
の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置さ
れている有線テレビジョン放送施設又は所有者等の
承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工
作物に設置されている有線テレビジョン放送施設に
よつて有線テレビジョン放送をしてはならない。

（再送信）
第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビ

ジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施
設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン
放送（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第
二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送をい
う。以下同じ。）の受信の障害が相当範囲にわたり発
生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大
臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区
域においては、当該施設を設置する区域の属する都
道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョ
ン多重放送（テレビジョン放送の電波に重畳して、
音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信
号を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当し
ないものをいう。以下同じ。）を行う放送局（放送
法第二条第三号 に規定する放送局をいう。）を開設
しているすべての放送事業者（放送法第二条第三号
の二 に規定する放送事業者をいう。以下同じ。）の
テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信
し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時
にこれを再送信しなければならない。ただし、総務
省令で定める場合は、この限りでない。

２ 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者（放送
法第二条第三号の四 に規定する受託放送事業者を
除く。以下この条において同じ。）又は電気通信役
務利用放送事業者（電気通信役務利用放送法第二条
第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者を
いう。以下この条において同じ。）の同意を得なけ
れば、そのテレビジョン放送若しくはテレビジョン

多重放送（委託して行わせるもの及び電波法（昭和
二十五年法律第百三十一号）第五条第五項 に規定す
る受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受け
た者が受信して再送信するものを含む。以下この条
において同じ。）又は電気通信役務利用放送を受信
し、これらを再送信してはならない。ただし、前項
の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線
テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送又はテ
レビジョン多重放送を再送信するときは、この限り
でない。

３ 有線テレビジョン放送事業者（有線テレビジョン放
送事業者となろうとする者を含む。）は、放送事業
者又は電気通信役務利用放送事業者に対し、前項本
文の同意（以下単に「同意」という。）につき協議を
求めたが、その協議が調わず、又はその協議をする
ことができないときは、総務大臣の裁定を申請する
ことができる。

４ 総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつた
ときは、その旨を当該申請に係る放送事業者又は電
気通信役務利用放送事業者に通知し、相当の期間を
指定して、意見書を提出する機会を与えなければな
らない。

５ 総務大臣は、前項の放送事業者又は電気通信役務利
用放送事業者がそのテレビジョン放送若しくはテレ
ビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送の再送
信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある
場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするもの
とする。

６ 同意をすべき旨の裁定においては、第三項の申請
をした者が再送信することができるテレビジョン放
送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務
利用放送、その者が再送信の業務を行うことができ
る区域及び当該再送信の実施の方法を定めなければ
ならない。

７ 総務大臣は、第三項の裁定をしたときは、遅滞なく、
その旨を当事者に通知しなければならない。

８ 第六項の裁定が前項の規定により当事者に通知され
たときは、当該裁定の定めるところにより、当事者
間に協議が調つたものとみなす。

（役務の提供条件の認可）
第十四条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビ
ジョン放送事業者は、前条第一項の規定によりテレ
ビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信す
るときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金そ
の他の提供条件について契約約款を定め、総務大
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臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を
変更しようとするときも、同様とする。

２ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合し
ていると認めるときは、同項の認可をしなければな
らない。
一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における

原価に照らし妥当なものであること。
二 前条第一項の規定によるテレビジョン放送又

はテレビジョン多重放送の再送信及びその再
送信以外の有線放送を併せて行う場合にあつて
は、当該再送信の役務の提供のみについて契約
を締結することができるものであること。

三 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビ
ジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事
項が適正かつ明確に定められているものである
こと。

四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもの
でないこと。

（役務の料金に関する契約約款の届出）
第十五条 有線テレビジョン放送事業者は、第十三条第
一項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョ
ン多重放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を
行う場合において、受信者から当該有線テレビジョ
ン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらか
じめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、総務
大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変
更しようとするときも、同様とする。

（役務の提供義務）
第十六条 有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由
がなければ、その業務区域における有線テレビジョ
ン放送の役務の提供を拒んではならない。

（放送法 の準用）
第十七条 放送法第三条 、第三条の二第一項及び第四
項、第三条の三から第四条まで、第五十一条並びに
第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送（放送
事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放
送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えな
いで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放
送を除く。）について準用する。この場合において、
同法第三条の五 中「経済市況、自然事象及びスポー
ツに関する時事に関する事項その他総務省令で定め
る事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時
の目的（総務省令で定めるものに限る。）のための放
送」とあるのは「経済市況、自然事象及びスポーツ
に関する時事に関する事項その他総務省令で定める

事項のみを放送事項とする有線テレビジョン放送」
と、同法第五十一条第一項 中「委員七人（専ら多重
放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、
総務省令で定める七人未満の員数）」とあるのは「委
員七人」と、同条第三項 中「の放送局の放送区域
（電波法第十四条第三項第三号 の放送区域をいう。
以下同じ。）又は委託して放送をさせる区域（以下こ
の項において「放送区域等」という。）」とあり、及
び「の放送区域等」とあるのは「の業務区域」と読
み替えるものとする。

（承継）
第十七条の二 第十二条の規定による届出をした有線テ
レビジョン放送事業者がその届出に係る業務を行う
事業の全部を譲り渡し、又は同条の規定による届出
をした有線テレビジョン放送事業者について相続、
合併若しくは分割（同条の規定による届出に係る業
務を行う事業の全部を承継させるものに限る。）が
あつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は
相続人（相続人が二人以上ある場合において、その
全員の同意により承継すべき相続人を選定したとき
は、その者）、合併後存続する法人若しくは合併によ
り設立した法人若しくは分割により当該事業の全部
を承継した法人は、当該有線テレビジョン放送事業
者のこの法律の規定による地位を承継する。

２ 前項の規定により第十二条の規定による届出をし
た有線テレビジョン放送事業者の地位を承継した者
は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、そ
の旨を総務大臣に届け出なければならない。

（業務の廃止の届出）
第十八条 有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を
廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届
け出なければならない。ただし、第十一条の規定に
より有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があつ
たときは、この限りでない。

第十九条から第二十三条まで 削除

第四章　雑則

（改善命令等）
第二十四条 総務大臣は、有線テレビジョン放送の施設
の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害してい
ると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者に
対し、有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更、
使用する周波数の変更、使用条件の変更その他有線
テレビジョン放送施設を改善すべきことを命ずるこ
とができる。
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２ 総務大臣は、第十三条第一項の規定によるテレビ
ジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の業
務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害し
ていると認めるときは、有線テレビジョン放送施設
者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、当該再
送信の役務の提供条件の変更その他当該再送信の業
務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

３ 総務大臣は、第十五条の規定による届出に係る役務
の料金に関する事項が受信者の利益を阻害している
と認めるときは、有線テレビジョン放送事業者に対
し、当該役務の料金に関する事項を変更すべきこと
を命ずることができる。

（許可の取消し等）
第二十五条 総務大臣は、有線テレビジョン放送施設

者又は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビ
ジョン放送事業者が次の各号の一に該当するとき
は、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
一 不正な手段により第三条第一項又は第七条第一
項の許可を受けたとき。

二 第五条第二号又は第三号に該当するに至つた
とき。

三 第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、
第十条第二項、第十三条第一項若しくは第十四
条第一項の規定又は許可若しくは認可に附した
条件に違反したとき。

四 前条第一項又は第二項の規定による命令に従わ
ないとき。

２ 総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者が第十二
条後段、第十二条の二、第十三条第二項、第十六条
若しくは第十七条において準用する放送法第三条の
二第一項 、第三条の三、第三条の四（第二項を除
く。）、第四条若しくは第五十二条の規定に違反した
とき又は前条第三項の規定による命令に従わないと
きは、三月以内の期間を定めて、有線テレビジョン
放送の業務の停止を命ずることができる。

３ 総務大臣は、第十二条の二の規定に違反する行為で
あつて道路法 の違反に係るものについて前項の規
定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、
その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この
場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、
当該道路法 の違反に関する意見を述べることがで
きる。

（許可等の条件）
第二十六条 許可又は認可には、条件を附することがで

きる。

２ 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若し
くは認可に係る事項の確実な実施を図るために必要
な最少限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可
を受ける者に不当な義務を課することとならないも
のでなければならない。

（審議会等への諮問）
第二十六条の二 総務大臣は、次の各号のいずれかに該
当する場合には、審議会等（国家行政組織法（昭和
二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する機関を
いう。）で政令で定めるものに諮問しなければなら
ない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認める
ものについては、この限りでない。
一 第三条第一項若しくは第十四条第一項の申請に

対する処分又は第二十五条の規定による処分を
しようとするとき。

二 第十三条第一項の規定による区域の指定をしよ
うとするとき。

三 第十三条第三項の裁定をしようとするとき。
四 第二十四条第二項又は第三項の規定により役務

の料金の変更を命じようとするとき。
五 第三条第一項、第四条第一項第二号、第九条、

第十条第二項、第十二条又は第十三条第一項の
規定に基づく総務省令を制定し、変更し、又は
廃止しようとするとき。

（報告及び検査）
第二十七条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度
において、有線テレビジョン放送施設者に対し、有
線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の
報告を求め、若しくはその職員に、有線テレビジョ
ン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビ
ジョン放送施設を検査させ、又は政令で定めるとこ
ろにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有
線テレビジョン放送の業務の状況の報告を求めるこ
とができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分
を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければな
らない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の
ために認められたものと解釈してはならない。

（電波法 の準用）
第二十八条 電波法第七章 及び第百十五条 の規定は、
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総
務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し
準用する。

（施設の円滑な設置についての配慮）
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第二十九条 国及び地方公共団体は、第三条第一項の許
可に係る有線テレビジョン放送施設の設置が円滑に
行なわれるために必要な措置が講ぜられるよう配慮
するものとする。

（資料の提供その他の協力）
第三十条 総務大臣は、第十二条の二の規定の違反に係
る有線テレビジョン放送施設の設置の状況等につい
て、道路管理者（道路法第十八条第一項 に規定する
道路管理者をいう。）その他の関係行政機関及びそ
の他の関係者から資料の提供その他の協力を求める
ことができる。

（適用除外）
第三十一条 この法律の規定は、次に掲げる有線テレビ
ジョン放送については、適用しない。
一 電気通信役務利用放送（電気通信役務利用放送

法第二十二条第一項第二号 に掲げるものを除
く。）に該当する有線テレビジョン放送

二 臨時かつ一時の目的のために行われる有線テレ
ビジョン放送

三 一の構内（その構内が二以上の者の占有に属し
ている場合においては、同一の者の占有に属す
る区域）において行われる有線テレビジョン放
送（公衆の通行し、又は集合する場所において
公衆によつて直接視聴されることを目的として
行われるものを除く。）

四 車両、船舶又は航空機内において行われる有線
テレビジョン放送

五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める
有線テレビジョン放送

（総務省令への委任）
第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の
実施のための手続その他この法律の執行について必
要な細則は、総務省令で定める。

第五章　罰則

第三十三条 第三条第一項の規定に違反して有線テレビ
ジョン放送施設を設置した者は、一年以下の懲役又
は五十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第十三条第一項の規定に違反した者又は第
二十五条第二項の規定による業務の停止の命令に違
反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰
金に処する。

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以
下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定により許可を受けなければ

ならない事項を許可を受けないでした者
二 第十七条において準用する放送法第四条第一項

の規定に違反した者
２ 前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴がなけ
れば公訴を提起することができない。

第三十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以
下の罰金に処する。
一 第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をした者
二 第十四条第一項の規定による認可を受けた契約

約款によらないで、テレビジョン放送又はテレ
ビジョン多重放送の再送信の業務を行つた者

三 第十五条の規定による届出をした契約約款によ
らないで、料金を収受した者

四 第二十四条の規定による命令に違反した者
五 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、第三十三条から前条までの違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても各本条の罰金刑を科する。

２ 前項の場合において、当該行為者に対してした第三
十五条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても
効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、
当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第三十八条 第六条第三項、第七条第三項、第十一条、
第十七条の二第二項又は第十八条の規定による届出
をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、二十万円
以下の過料に処する。
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民間事業者等が行う書面の保存等における情報
通信の技術の利用に関する法律 [電子文書法]

（平成十六年十二月一日法律第百四十九号）
最終改正：平成二〇年五月二日法律第二六号

（目的）
第一条 この法律は、法令の規定により民間事業者等が

行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
（以下「電磁的方法」という。）により行うことがで
きるようにするための共通する事項を定めること
により、電磁的方法による情報処理の促進を図ると
ともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて
国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上
及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的と
する。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。
一 民間事業者等　法令の規定により書面又は電
磁的記録の保存等をしなければならないものと
されている民間事業者その他の者をいう。ただ
し、次に掲げる者を除く。
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
ハ 行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律 （平成十四年法律第百五十
一号）第二条第二号 ニからチまでに掲げる
もの

二 法令　法律及び法律に基づく命令をいう。
三 書面　書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副
本、複本その他文字、図形等人の知覚によって
認識することができる情報が記載された紙その
他の有体物をいう。

四 電磁的記録　電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式
で作られる記録であって、電子計算機による情
報処理の用に供されるものをいう。

五 保存　民間事業者等が書面又は電磁的記録を保

存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え
付け、又は常備することをいう。ただし、訴訟
手続その他の裁判所における手続並びに刑事事
件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規
定に基づく手続（以下この条において「裁判手
続等」という。）において行うものを除く。

六 作成　民間事業者等が書面又は電磁的記録を
作成し、記載し、記録し、又は調製することを
いう。ただし、裁判手続等において行うものを
除く。

七 署名等　署名、記名、自署、連署、押印その他
氏名又は名称を書面に記載することをいう。

八 縦覧等　民間事業者等が書面又は電磁的記録に
記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供
し、又は謄写をさせることをいう。ただし、裁
判手続等において行うものを除く。

九 交付等　民間事業者等が書面又は電磁的記録に
記録されている事項を交付し、若しくは提出
し、又は提供することをいう。ただし、裁判手
続等において行うもの及び行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律第二条第六
号 に掲げる申請等として行うものを除く。

十 保存等　保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。
（電磁的記録による保存）
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する
他の法令の規定により書面により行わなければな
らないとされているもの（主務省令で定めるものに
限る。）については、当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、書面の保存に代え
て当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことがで
きる。

２ 前項の規定により行われた保存については、当該保
存を書面により行わなければならないとした保存に
関する法令の規定に規定する書面により行われたも
のとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用
する。



100 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 [電子文書法]

（電磁的記録による作成）
第四条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する
他の法令の規定により書面により行わなければな
らないとされているもの（当該作成に係る書面又は
その原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定に
より保存をしなければならないとされているもので
あって、主務省令で定めるものに限る。）について
は、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で
定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面
に係る電磁的記録の作成を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた作成については、当該作
成を書面により行わなければならないとした作成に
関する法令の規定に規定する書面により行われたも
のとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用
する。

３ 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成
に関する他の法令の規定により署名等をしなければ
ならないとされているものについては、当該法令の
規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措
置であって主務省令で定めるものをもって当該署名
等に代えることができる。

（電磁的記録による縦覧等）
第五条 民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関
する他の法令の規定により書面により行わなければ
ならないとされているもの（主務省令で定めるもの
に限る。）については、当該法令の規定にかかわら
ず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等
に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されてい
る事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う
ことができる。

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該
縦覧等を書面により行わなければならないとした縦
覧等に関する法令の規定に規定する書面により行わ
れたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規
定を適用する。

（電磁的記録による交付等）
第六条 民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関
する他の法令の規定により書面により行わなければ
ならないとされているもの（当該交付等に係る書面
又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規
定により保存をしなければならないとされているも
のであって、主務省令で定めるものに限る。）につ
いては、当該他の法令の規定にかかわらず、政令で
定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾
を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって

主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的
記録に記録されている事項の交付等を行うことがで
きる。

２ 前項の規定により行われた交付等については、当該
交付等を書面により行わなければならないとした交
付等に関する法令の規定に規定する書面により行わ
れたものとみなして、当該交付等に関する法令の規
定を適用する。

（条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の
技術の利用の推進等）
第七条 地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間
事業者その他の者が行う書面の保存等における情報
通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣
旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等
について必要な措置を講ずることその他の必要な施
策の実施に努めなければならない。

２ 国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の
者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措
置を講ずるよう努めなければならない。

（政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置）
第八条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制
定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政
令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的
に必要と判断される範囲内において、所要の経過措
置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることが
できる。

（主務省令）
第九条 この法律における主務省令は、当該保存等につ
いて規定する法令（会計検査院規則、人事院規則、
公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等
調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委
員会規則 及び運輸安全委員会規則を除く。）を所管
する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。た
だし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家
公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、
中央労働委員会又は運輸安全委員会の所管する法令
の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検
査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家
公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査
委員会規則、中央労働委員会規則 又は運輸安全委員
会規則とする。
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する法律 [行政手続オンライン化法]

（平成十四年十二月十三日法律第百五十一号）
最終改正：平成二二年三月三一日法律第一〇号
（最終改正までの未施行法令）
平成二十一年七月十五日法律第七十七号（未施行）
平成二十一年七月十五日法律第七十九号（一部未施行）

（目的）
第一条 この法律は、行政機関等に係る申請、届出その

他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法により行
うことができるようにするための共通する事項を定
めることにより、国民の利便性の向上を図るととも
に、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目
的とする。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令　法律及び法律に基づく命令をいう。
二 行政機関等　次に掲げるものをいう。
イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる

機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機
関、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法
律第八十九号）第四十九条第一項 若しく
は第二項 に規定する機関、国家行政組織
法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条
第二項 に規定する機関若しくは会計検査
院又はこれらに置かれる機関

ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立
に権限を行使することを認められたもの

ハ 地方公共団体又はその機関（議会を除く。）
ニ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成

十一年法律第百三号）第二条第一項 に規定
する独立行政法人をいう。）

ホ 地方独立行政法人（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十八号）第二条第一
項 に規定する地方独立行政法人をいう。）

ヘ 法律により直接に設立された法人、特別の
法律により特別の設立行為をもって設立さ
れた法人（独立行政法人を除く。）又は特
別の法律により設立され、かつ、その設立
に関し行政庁の認可を要する法人（地方独
立行政法人を除く。）のうち、政令で定める
もの

ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、
検定、登録その他の行政上の事務について
当該法律に基づきその全部又は一部を行わ
せる者を指定した場合におけるその指定を
受けた者

チ ニからトまでに掲げる者（トに掲げる者
については、当該者が法人である場合に限
る。）の長

三 書面等　書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、
副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ
て認識することができる情報が記載された紙そ
の他の有体物をいう。

四 署名等　署名、記名、自署、連署、押印その他
氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

五 電磁的記録　電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式
で作られる記録であって、電子計算機による情
報処理の用に供されるものをいう。

六 申請等　申請、届出その他の法令の規定に基づ
き行政機関等に対して行われる通知（訴訟手続
その他の裁判所における手続並びに刑事事件及
び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に
基づく手続（次号から第九号までにおいて「裁
判手続等」という。）において行われるものを除
く。）をいう。

七 処分通知等　処分（行政庁の処分その他公権力
の行使に当たる行為をいう。）の通知その他の
法令の規定に基づき行政機関等が行う通知（不
特定の者に対して行うもの及び裁判手続等にお
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いて行うものを除く。）をいう。
八 縦覧等　法令の規定に基づき行政機関等が書面

等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧
又は閲覧に供すること（裁判手続等において行
うものを除く。）をいう。

九 作成等　法令の規定に基づき行政機関等が書
面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること
（裁判手続等において行うものを除く。）をいう。

十 手続等　申請等、処分通知等、縦覧等又は作成
等をいう。

（電子情報処理組織による申請等）
第三条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関す
る他の法令の規定により書面等により行うこととし
ているものについては、当該法令の規定にかかわら
ず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理
組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力
装置を含む。以下同じ。）と申請等をする者の使用
に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
情報処理組織をいう。）を使用して行わせることが
できる。

２ 前項の規定により行われた申請等については、当該
申請等を書面等により行うものとして規定した申請
等に関する法令の規定に規定する書面等により行わ
れたものとみなして、当該申請等に関する法令の規
定を適用する。

３ 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政
機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達した
ものとみなす。

４ 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等
に関する他の法令の規定により署名等をすることと
しているものについては、当該法令の規定にかかわ
らず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主
務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせ
ることができる。

（電子情報処理組織による処分通知等）
第四条 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知
等に関する他の法令の規定により書面等により行
うこととしているものについては、当該法令の規定
にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電
子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計
算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算
機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。）を使用して行うことができる。

２ 前項の規定により行われた処分通知等については、

当該処分通知等を書面等により行うものとして規定
した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面
等により行われたものとみなして、当該処分通知等
に関する法令の規定を適用する。

３ 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の
処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通
知等を受ける者に到達したものとみなす。

４ 第一項の場合において、行政機関等は、当該処分通
知等に関する他の法令の規定により署名等をするこ
ととしているものについては、当該法令の規定にか
かわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であっ
て主務省令で定めるものをもって当該署名等に代え
ることができる。

（電磁的記録による縦覧等）
第五条 行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関す
る他の法令の規定により書面等により行うこととし
ているもの（申請等に基づくものを除く。）について
は、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定め
るところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面
等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該
事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該
縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧
等に関する法令の規定に規定する書面等により行わ
れたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規
定を適用する。

（電磁的記録による作成等）
第六条 行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関す
る他の法令の規定により書面等により行うこととし
ているものについては、当該法令の規定にかかわら
ず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成
等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を
行うことができる。

２ 前項の規定により行われた作成等については、当該
作成等を書面等により行うものとして規定した作成
等に関する法令の規定に規定する書面等により行わ
れたものとみなして、当該作成等に関する法令の規
定を適用する。

３ 第一項の場合において、行政機関等は、当該作成等
に関する他の法令の規定により署名等をすることと
しているものについては、当該法令の規定にかかわ
らず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主
務省令で定めるものをもって当該署名等に代えるこ
とができる。
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（適用除外）
第七条 別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる

規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下
欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。

（国の手続等に係る情報システムの整備等）
第八条 国は、行政機関等に係る手続等における情報通

信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの
整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。

２ 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信
の技術の利用における安全性及び信頼性を確保する
よう努めなければならない。

３ 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の
技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素
化又は合理化を図るよう努めなければならない。

（地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等）

第九条 地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届
出その他の手続における情報通信の技術の利用の推
進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手
続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基
づく手続について必要な措置を講ずることその他の
必要な施策の実施に努めなければならない。

２ 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援す
るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。

（手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表）

第十条 行政機関等（第二条第二号ハに掲げるもの並び
に同号ホに掲げる者及びその者の長（次条において
「地方公共団体等」という。）を除く。）は、少なく
とも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組
織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及
び処分通知等その他この法律の規定による情報通信
の技術の利用に関する状況について、インターネッ
トの利用その他の方法により公表するものとする。

２ 総務大臣は、少なくとも毎年度一回、前項の規定に
より公表された事項を取りまとめ、その概要につい
て、インターネットの利用その他の方法により公表
するものとする。

第十一条 地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電
子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことがで
きる申請等及び処分通知等その他この法律の規定に
よる情報通信の技術の利用に関する状況について、
インターネットの利用その他の方法により公表する

ものとする。
（主務省令）
第十二条 この法律における主務省令は、当該手続等に
ついて規定する法令（会計検査院規則、人事院規則、
公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等
調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委
員会規則 及び運輸安全委員会規則を除く。）を所管
する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。た
だし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家
公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、
中央労働委員会又は運輸安全委員会の所管に係る手
続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院
規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、
公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央
労働委員会規則 又は運輸安全委員会規則とする。
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別表

別表（第七条関係）
地方自治法
（昭和二十
二年法律第
六十七号）

第七十四条第一項、第七十
五条第一項、第七十六条第
一項、第八十条第一項、第
八十一条第一項及び第八十
六条第一項（これらの規定
を第二百九十一条の六第一
項において準用する場合を
含む。）並びに第二百九十
一条の六第二項

第
三
条

第七十四条の二第二項（第
七十五条第五項、第七十六
条第四項、第八十条第四項、
第八十一条第二項及び第八
十六条第四項（これらの規
定を第二百九十一条の六第
一項において準用する場合
を含む。）並びに第二百九
十一条の六第一項及び第五
項において準用する場合を
含む。）

第
五
条

風俗営業等
の規制及び
業務の適正
化等に関す
る法律（昭
和二十三年
法律第百二
十二号）

第五条第二項及び第四項、
第十条の二第三項、第二十
七条第四項（第三十一条の
十二第二項において準用す
る場合を含む。）並びに第
三十一条の二第四項（第三
十一条の七第二項及び第三
十一条の十七第二項におい
て準用する場合を含む。）

第
四
条

古物営業法
（昭和二十
四年法律第
百八号）

第五条第二項及び第四項 第
四
条

漁業法（昭
和二十四年
法律第二百
六十七号）

第九十四条において準用す
る公職選挙法第八十六条の
四第一項、第二項及び第五
項

第
三
条

公職選挙法
（昭和二十
五年法律第
百号）

第三十条の五第一項、第八
十六条第一項から第三項ま
で、第八項及び第九項、第
八十六条の二第一項、第七
項、第九項及び第十項（同
条第七項、第九項及び第十
項については、第八十六条
の三第二項において準用す
る場合を含む。）、第八十六
条の三第一項、第八十六条
の四第一項、第二項、第五
項、第六項及び第八項、第
八十六条の五第一項、第四
項及び第七項、第八十六条
の六第一項、第二項、第五
項、第八項及び第九項、第
八十六条の七第一項及び第
五項、第九十八条第二項及
び第三項、第九十九条の二
第二項及び第四項、第百十
二条第七項において準用す
る第九十八条第二項及び第
三項並びに第百六十八条第
一項から第三項まで

第
三
条

第三十条の六第三項並びに
第百五条第一項及び第二項

第
四
条

電波法（昭
和二十五年
法律第百三
十一号）

第十四条第一項（第六条第
一項第四号の船舶地球局及
び航空機地球局、同条第三
項の船舶局並びに同条第四
項の航空機局の免許状を交
付する場合に限る。）

第
四
条

火薬類取締
法（昭和二
十五年法律
第百四十九
号）

第十九条第一項及び第五十
条の二第一項の規定により
読み替えられる第十七条第
四項

第
四
条

質 屋 営 業
法（昭和二
十五年法律
第百五十八
号）

第八条第一項及び第四項 第
四
条
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地 方 税 法
（昭和二十
五年法律第
二百二十六
号）

第十六条の二第二項（第百
四十四条の二十九第二項、
第六百一条第六項及び第七
百一条の五十第六項におい
て準用する場合を含む。）

第
四
条

農業委員会
等に関する
法律（昭和
二十六年法
律第八十八
号）

第十一条において準用する
公職選挙法第八十六条の四
第一項、第二項及び第五項

第
三
条

旅券法（昭
和二十六年
法律第二百
六十七号）

第三条第一項（都道府県知
事を経由して行う申請に係
る部分を除く。）、第四条第
一項（領事官に対する請求
に係る部分に限る。）、第九
条第一項及び第二項（同条
第二項については、領事官
に対する請求に係る部分に
限る。）、第十条第一項ただ
し書（都道府県知事を経由
して行う申請に係る部分を
除く。）、第十二条第一項（都
道府県知事を経由して行う
申請に係る部分を除く。）
及び第二項（領事官に対す
る請求に係る部分に限る。）
並びに第十九条の三第二項

第
三
条

第八条第一項及び第四項
（これらの規定を第九条第
三項、第十条第四項及び第
十二条第三項において準用
する場合を含む。）並びに
第十九条の三第三項

第
四
条

出入国管理
及び難民認
定法（昭和
二十六年政
令第三百十
九号）

第十一条第一項、第四十九
条第一項及び第六十一条の
二の九第一項

第
三
条

第七条の二第一項、第十三
条第二項及び第六項、第十
六条第四項、第十七条第三
項、第十八条第四項、第十
八条の二第三項、第十九条
の二第一項、第二十条第四
項（第二十一条第四項及び
第二十二条の二第三項（第
二十二条の三において準用
する場合を含む。）におい
て準用する場合を含む。）、
第二十二条第三項（第二十
二条の二第四項（第二十二
条の三において準用する場
合を含む。）において準用
する場合を含む。）、第二十
六条第二項、第三十七条第
一項、第三十九条第二項、
第四十七条第三項及び第五
項、第四十八条第九項、第
四十九条第六項（第六十三
条第一項において準用する
場合を含む。）、第五十五条
第二項、第五十五条の三第
二項、第六十一条の二第二
項、第六十一条の二の二第
三項、第六十一条の二の四
第二項（同条第四項におい
て準用する場合を含む。）、
第六十一条の二の七第二項
並びに第六十一条の二の十
二第一項

第
四
条

第二十九条第二項、第三十
条第二項、第三十八条第一
項、第四十五条第二項及び
第四十八条第四項

第
六
条

外国人登録
法（昭和二
十七年法律
第百二十五
号）

第三条第一項、第六条第一
項、第六条の二第一項及び
第二項、第七条第一項、第
八条第一項及び第二項、第
九条第一項及び第二項、第
九条の二第一項、第九条の
三第一項並びに第十一条第
一項

第
三
条
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第五条第一項及び第二項
（同条第二項については、
第六条第五項、第六条の二
第六項、第七条第五項及び
第十一条第五項において準
用する場合を含む。）、第六
条第四項、第六条の二第五
項、第七条第四項、第八条
第三項、第八条の二第二号
及び第三号、第九条第三項、
第九条の二第二項、第九条
の三第二項、第十条の二第
三項並びに第十一条第四項

第
四
条

日 本 国 と
アメリカ合
衆国との間
の相互協力
及び安全保
障条約第六
条に基づく
施設及び区
域並びに日
本国におけ
る合衆国軍
隊の地位に
関する協定
の実施に伴
う土地等の
使用等に関
する特別措
置法（昭和
二十七年法
律第百四十
号）

第十三条第一項 第
六
条

売春防止法
（昭和三十
一年法律第
百十八号）

第二十八条第二項において
準用する更生保護法（平成
十九年法律第八十八号）第
九十三条第一項

第
三
条

第二十二条第一項、第二十
六条第二項において準用す
る更生保護法第五十五条及
び第五十六条第二項並びに
第二十七条第四項

第
四
条

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律
（昭和三十
一年法律第
百六十二
号）

第八条第一項 第
三
条

第八条第二項において準用
する地方自治法第八十六条
第四項において準用する同
法第七十四条の二第二項

第
五
条

核 原 料 物
質、核燃料
物質及び原
子炉の規制
に関する法
律（昭和三
十二年法律
第百六十六
号）

第五十九条第五項 第
四
条

銃砲刀剣類
所持等取締
法（昭和三
十三年法律
第六号）

第四条の二第一項（第五条
の四第三項、第七条の三第
三項、第九条の五第四項及
び第九条の十第三項におい
て準用する場合を含む。）及
び第九条の十三第一項

第
三
条

第七条第一項、第九条の五
第二項、第九条の十第二項、
第九条の十三第二項及び第
十五条第一項

第
四
条

婦人補導院
法（昭和三
十三年法律
第十七号）

第十六条第二項 第
四
条

国 税 徴 収
法（昭和三
十四年法律
第百四十七
号）

第六十七条第四項において
準用する国税通則法第五十
五条第二項並びに第百四十
六条第二項及び第三項

第
四
条
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第百四十六条第一項 第
六
条

道路交通法
（昭和三十
五年法律第
百五号）

第八十九条第一項、第百条
の二第五項、第百一条第一
項及び第百七条の七第二項

第
三
条

第八条第三項、第五十一条
の十三第一項、第五十八条
第一項、第五十八条の三第
二項、第五十九条第三項、
第六十三条第三項及び第四
項、第七十五条第九項（第
七十五条の二第三項におい
て準用する場合を含む。）、
第七十八条第三項、第八十
九条第二項、第九十二条第
一項及び第二項、第九十九
条の二第四項、第九十九条
の三第四項、第百一条第三
項及び第五項、第百一条の
二第三項、第百四条の三第
三項（第百七条の五第十項
において準用する場合を含
む。）、第百四条の四第六項、
第百七条第二項、第百七条
の七第三項、第百九条第一
項並びに第百二十六条第一
項及び第四項

第
四
条

国税通則法
（昭和三十
七年法律第
六十六号）

第五十五条第二項 第
四
条

第八十一条第三項及び第九
十一条第二項

第
六
条

住居表示に
関する法律
（昭和三十
七年法律第
百十九号）

第五条の二第二項 第
三
条

自動車の保
管場所の確
保等に関す
る法律（昭
和三十七年
法律第百四
十五号）

第六条第一項（第七条第二
項（第十三条第四項におい
て準用する場合を含む。）及
び第十三条第四項において
準用する場合を含む。）

第
四
条

住民基本台
帳法（昭和
四十二年法
律第八十一
号）

第二十二条第一項、第二十
三条、第二十四条（第二十
四条の二第一項に規定する
付記転出届をする場合及び
同条第二項に規定する世帯
員に関する付記転出届をす
る場合を除く。）、第二十五
条及び第三十条の三第一項

第
三
条

第十二条の四第四項、第三
十条の二第三項、第三十条
の三第四項、第三十条の三
十七第二項及び第三十条の
四十

第
四
条

警 備 業 法
（昭和四十
七年法律第
百十七号）

第五条第五項、第七条第二
項、第二十二条第二項及び
第六項（同条第六項につい
ては、第二十三条第五項及
び第四十二条第三項におい
て準用する場合を含む。）、
第二十三条第四項並びに第
四十二条第二項

第
四
条

外国弁護士
による法律
事務の取扱
いに関する
特別措置法
（昭和六十
一年法律第
六十六号）

第九条第一項及び第十七条
第一項

第
三
条
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日本国との
平和条約に
基づき日本
の国籍を離
脱した者等
の出入国管
理に関する
特例法（平
成三年法律
第七十一
号）

第四条第三項及び第五条第
三項

第
三
条

第六条第一項及び第二項 第
四
条

化学兵器の
禁止及び特
定物質の規
制等に関す
る法律（平
成 七 年 法
律第六十五
号）

第十七条第一項 第
四
条

特 定 非 営
利活動促進
法（平成十
年法律第七
号）

第四十一条第二項 第
四
条

無差別大量
殺人行為を
行った団体
の規制に関
す る 法 律
（平成十一
年法律第百
四十七号）

第二十条第三項及び第二十
六条第三項

第
三
条

自動車運転
代行業の業
務の適正化
に関する法
律（平成十
三年法律第
五十七号）

第五条第五項 第
四
条

電子署名に
係る地方公
共団体の認
証業務に関
す る 法 律
（平成十四
年法律第百
五十三号）

第三条第二項（第十条第二
項において準用する場合を
含む。）

第
三
条

市町村の合
併の特例に
関する法律
（平成十六
年法律第五
十九号）

第四条第一項及び第十一項
並びに第五条第一項及び第
十五項

第
三
条

第五条第三十項において準
用する地方自治法第七十四
条の二第二項

第
五
条

更生保護法 第九十三条第一項 第
三
条

日本国憲法
の改正手続
に関する法
律（平成十
九年法律第
五十一号）

第三十六条第一項 第
三
条

第三十七条第三項 第
四
条
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名法]

（平成十二年五月三十一日法律第百二号）
最終改正：平成一八年三月三一日法律第一〇号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真

正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度
その他必要な事項を定めることにより、電子署名の
円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流
通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向
上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的
とする。

（定義）
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。以下同じ。）に記録することができる
情報について行われる措置であって、次の要件のい
ずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るも
のであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどう
かを確認することができるものであること。

２ この法律において「認証業務」とは、自らが行う電
子署名についてその業務を利用する者（以下「利用
者」という。）その他の者の求めに応じ、当該利用者
が電子署名を行ったものであることを確認するため
に用いられる事項が当該利用者に係るものであるこ
とを証明する業務をいう。

３ この法律において「特定認証業務」とは、電子署名の
うち、その方式に応じて本人だけが行うことができ
るものとして主務省令で定める基準に適合するもの
について行われる認証業務をいう。

第二章　電磁的記録の真正な成立の推定

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成され
たもの（公務員が職務上作成したものを除く。）は、
当該電磁的記録に記録された情報について本人によ
る電子署名（これを行うために必要な符号及び物件
を適正に管理することにより、本人だけが行うこと
ができることとなるものに限る。）が行われている
ときは、真正に成立したものと推定する。

第三章　特定認証業務の認定等

第一節　特定認証業務の認定
（認定）
第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の
認定を受けることができる。

２ 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定め
るところにより、次の事項を記載した申請書その他
主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければ
ならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名
二 申請に係る業務の用に供する設備の概要
三 申請に係る業務の実施の方法

３ 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を
公示しなければならない。

（欠格条項）
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一
項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令によ

る刑を含む。）に処せられ、又はこの法律の規定
により刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から二年を経
過しない者

二 第十四条第一項又は第十六条第一項の規定によ
り認定を取り消され、その取消しの日から二年
を経過しない者
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三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前
二号のいずれかに該当する者があるもの

（認定の基準）
第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の
各号のいずれにも適合していると認めるときでなけ
れば、その認定をしてはならない。
一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で

定める基準に適合するものであること。
二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が

主務省令で定める方法により行われるものであ
ること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主
務省令で定める基準に適合する方法により行わ
れるものであること。

２ 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当
たっては、主務省令で定めるところにより、申請に
係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行
うものとする。

（認定の更新）
第七条 第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期
間の経過によって、その効力を失う。

２ 第四条第二項及び前二条の規定は、前項の認定の更
新に準用する。

（承継）
第八条 第四条第一項の認定を受けた者（以下「認定認
証事業者」という。）がその認定に係る業務を行う事
業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相
続、合併若しくは分割（その認定に係る業務を行う
事業の全部を承継させるものに限る。）があったとき
は、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相
続人が二人以上ある場合において、その全員の同意
により事業を承継すべき相続人を選定したときは、
その者。以下この条において同じ。）、合併後存続す
る法人若しくは合併により設立した法人若しくは分
割によりその事業の全部を承継した法人は、その認
定認証事業者の地位を承継する。ただし、その事業
の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する
法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割
によりその事業の全部を承継した法人が第五条各号
のいずれかに該当するときは、この限りでない。

（変更の認定等）
第九条 認定認証事業者は、第四条第二項第二号又は第
三号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の
認定を受けなければならない。ただし、主務省令で

定める軽微な変更については、この限りでない。
２ 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省
令で定めるところにより、変更に係る事項を記載し
た申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に
提出しなければならない。

３ 第四条第三項及び第六条の規定は、第一項の変更の
認定に準用する。

４ 認定認証事業者は、第四条第二項第一号の事項に変
更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に
届け出なければならない。

（廃止の届出）
第十条 認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止
しようとするときは、主務省令で定めるところによ
り、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なけれ
ばならない。

２ 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。

（業務に関する帳簿書類）
第十一条 認定認証事業者は、主務省令で定めるところ
により、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作
成し、これを保存しなければならない。

（利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用）
第十二条 認定認証事業者は、その認定に係る業務の利
用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に
係る業務の用に供する目的以外に使用してはなら
ない。

（表示）
第十三条 認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供
する電子証明書等（利用者が電子署名を行ったもの
であることを確認するために用いられる事項が当該
利用者に係るものであることを証明するために作成
する電磁的記録その他の認証業務の用に供するもの
として主務省令で定めるものをいう。次項において
同じ。）に、主務省令で定めるところにより、当該
業務が認定を受けている旨の表示を付することがで
きる。

２ 何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明
書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付
してはならない。

（認定の取消し）
第十四条 主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のい
ずれかに該当するときは、その認定を取り消すこと
ができる。
一 第五条第一号又は第三号のいずれかに該当する

に至ったとき。
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二 第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなっ
たとき。

三 第九条第一項、第十一条、第十二条又は前条第
二項の規定に違反したとき。

四 不正の手段により第四条第一項の認定又は第九
条第一項の変更の認定を受けたとき。

２ 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したと
きは、その旨を公示しなければならない。

第二節　外国における特定認証業務の認定
（認定）
第十五条 外国にある事務所により特定認証業務を行お

うとする者は、主務大臣の認定を受けることがで
きる。

２ 第四条第二項及び第三項並びに第五条から第七条ま
での規定は前項の認定に、第八条から第十三条まで
の規定は同項の認定を受けた者（以下「認定外国認
証事業者」という。）に準用する。この場合におい
て、同条第二項中「何人も」とあるのは、「認定外国
認証事業者は」と読み替えるものとする。

３ 主務大臣は、第一項の認定若しくはその更新又は前
項において準用する第九条第一項の変更の認定を受
けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関
する制度で第四条第一項の認定の制度に類するもの
に基づいて当該外国にある事務所により認証業務を
行う者である場合であって、我が国が当該外国と締
結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため
に必要があると認めるときは、それらの者に対して、
前項において準用する第六条第二項（前項において
準用する第七条第二項及び第九条第三項において準
用する場合を含む。）の規定による調査に代えて、主
務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせる
ことができる。

４ 前項の場合において、これらの者から当該書類の提
出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して
第一項の認定若しくはその更新又は第二項において
準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を
行わなければならない。

（認定の取消し）
第十六条 主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号

のいずれかに該当するときは、その認定を取り消す
ことができる。
一 前条第二項において準用する第五条第一号又は
第三号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 前条第二項において準用する第六条第一項各号
のいずれかに適合しなくなったとき。

三 前条第二項において準用する第九条第一項若し
くは第四項、第十一条、第十二条又は第十三条
第二項の規定に違反したとき。

四 不正の手段により前条第一項の認定又は同条第
二項において準用する第九条第一項の変更の認
定を受けたとき。

五 主務大臣が第三十五条第三項において準用する
同条第一項の規定により認定外国認証事業者に
対し報告をさせようとした場合において、その
報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

六 主務大臣が第三十五条第三項において準用する
同条第一項の規定によりその職員に認定外国認
証事業者の営業所、事務所その他の事業場にお
いて検査をさせようとした場合において、その
検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、
又は同項の規定による質問に対して答弁がされ
ず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

２ 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したと
きは、その旨を公示しなければならない。

第四章　指定調査機関等

第一節　指定調査機関
（指定調査機関による調査）
第十七条 主務大臣は、その指定する者（以下「指定調
査機関」という。）に第六条第二項（第七条第二項
（第十五条第二項において準用する場合を含む。）、第
九条第三項（第十五条第二項において準用する場合
を含む。）及び第十五条第二項において準用する場
合を含む。）の規定による調査（次節を除き、以下
「調査」という。）の全部又は一部を行わせることが
できる。

２ 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査
の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全
部又は一部を行わないものとする。この場合におい
て、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定によ
り通知する調査の結果を考慮して第四条第一項の認
定若しくはその更新、第九条第一項（第十五条第二
項において準用する場合を含む。）の変更の認定又
は第十五条第一項の認定若しくはその更新のための
審査を行わなければならない。

３ 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査
の全部又は一部を行わせることとしたときは、第
四条第一項の認定若しくはその更新、第九条第一項
（第十五条第二項において準用する場合を含む。）の
変更の認定又は第十五条第一項の認定若しくはその
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更新を受けようとする者は、指定調査機関が行う調
査については、第四条第二項（第七条第二項（第十
五条第二項において準用する場合を含む。）及び第
十五条第二項において準用する場合を含む。）及び
第九条第二項（第十五条第二項において準用する場
合を含む。）の規定にかかわらず、主務省令で定める
ところにより、指定調査機関に申請しなければなら
ない。

４ 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行った
ときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定
めるところにより、主務大臣に通知しなければなら
ない。

（指定）
第十八条 前条第一項の規定による指定（以下「指定」
という。）は、主務省令で定めるところにより、調査
を行おうとする者（外国にある事務所により行おう
とする者を除く。）の申請により行う。

（欠格条項）
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を
受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定

により刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から二年を経
過しない者

二 第二十九条第一項の規定により指定を取り消さ
れ、又は第三十二条第一項の規定により承認を
取り消され、その取消しの日から二年を経過し
ない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前
二号のいずれかに該当する者があるもの

（指定の基準）
第二十条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれ
にも適合していると認めるときでなければ、その指
定をしてはならない。
一 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる

経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応

じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公
正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ
ること。

三 調査の業務以外の業務を行っている場合には、
その業務を行うことによって調査が不公正にな
るおそれがないものであること。

四 その指定をすることによって申請に係る調査の
適確かつ円滑な実施を阻害することとならない

こと。
（指定の公示等）
第二十一条 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査
機関の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所
の所在地を公示しなければならない。

２ 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の
業務を行う事務所の所在地を変更しようとするとき
は、変更しようとする日の二週間前までに、その旨
を主務大臣に届け出なければならない。

３ 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。

（指定の更新）
第二十二条 指定は、五年以上十年以内において政令で
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期
間の経過によって、その効力を失う。

２ 第十八条から第二十条までの規定は、前項の指定の
更新に準用する。

（秘密保持義務等）
第二十三条 指定調査機関の役員（法人でない指定調査
機関にあっては、当該指定を受けた者。次項並びに
第四十三条及び第四十五条において同じ。）若しく
は職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に
関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２ 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員
は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰
則の適用については、法令により公務に従事する職
員とみなす。

（調査の義務）
第二十四条 指定調査機関は、調査を行うべきことを求
められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅
滞なく、調査を行わなければならない。

（調査業務規程）
第二十五条 指定調査機関は、調査の業務に関する規程
（以下「調査業務規程」という。）を定め、主務大臣の
認可を受けなければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。

２ 調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定
める。

３ 主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調
査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、
その調査業務規程を変更すべきことを命ずることが
できる。

（帳簿の記載）
第二十六条 指定調査機関は、主務省令で定めるところ
により、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で
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定める事項を記載し、これを保存しなければなら
ない。

（適合命令）
第二十七条 主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一

号から第三号までに適合しなくなったと認めるとき
は、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合
するため必要な措置を講ずべきことを命ずることが
できる。

（業務の休廃止）
第二十八条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けな

ければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は
廃止してはならない。

２ 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公
示しなければならない。

（指定の取消し等）
第二十九条 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のい

ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又
は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停
止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第十九条第一号又は第三号に該当するに至った
とき。

三 第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規
程によらないで調査の業務を行ったとき。

四 第二十五条第三項又は第二十七条の規定による
命令に違反したとき。

五 不正の手段により指定を受けたとき。
２ 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又

は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたと
きは、その旨を公示しなければならない。

（主務大臣による調査の業務の実施）
第三十条 主務大臣は、指定調査機関が第二十八条第一

項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を
休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機
関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命
じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由によ
り調査の業務の全部若しくは一部を実施することが
困難となった場合において、必要があると認めると
きは、第十七条第二項の規定にかかわらず、調査の
業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

２ 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこ
ととし、又は同項の規定により行っている調査の業
務を行わないこととするときは、あらかじめ、その
旨を公示しなければならない。

３ 主務大臣が、第一項の規定により調査の業務を行う

こととし、第二十八条第一項の規定により調査の業
務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指
定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎそ
の他の必要な事項は、主務省令で定める。

第二節　承認調査機関
（承認調査機関の承認等）
第三十一条 主務大臣は、第十五条第二項において準用
する第六条第二項（第十五条第二項において準用す
る第七条第二項及び第九条第三項において準用する
場合を含む。）の規定による調査（以下この節にお
いて「調査」という。）の全部又は一部を行おうとす
る者（外国にある事務所により行おうとする者に限
る。）から申請があったときは、主務省令で定めると
ころにより、これを承認することができる。

２ 主務大臣が前項の承認をしたときは、第十五条第一
項の認定若しくはその更新又は同条第二項において
準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとす
る者は、前項の承認を受けた者（以下「承認調査機
関」という。）が行う調査については、第十五条第二
項において準用する第四条第二項（第十五条第二項
において準用する第七条第二項において準用する場
合を含む。）、第十五条第二項において準用する第九
条第二項及び第十七条第三項の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、承認調査機関に申
請をすることができる。この場合において、主務大
臣は、承認調査機関が次項の規定により通知する調
査の結果を考慮して第十五条第一項の認定若しくは
その更新又は同条第二項において準用する第九条第
一項の変更の認定のための審査を行わなければなら
ない。

３ 承認調査機関は、前項の申請に係る調査を行った
ときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定
めるところにより、主務大臣に通知しなければなら
ない。

４ 承認調査機関は、調査の業務の全部又は一部を休止
し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務
大臣に届け出なければならない。

５ 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。

６ 第十九条から第二十二条までの規定は第一項の承認
に、第二十四条から第二十七条までの規定は承認調
査機関に準用する。この場合において、第二十五条
第三項及び第二十七条中「命ずる」とあるのは、「請
求する」と読み替えるものとする。

（承認の取消し）
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第三十二条 主務大臣は、承認調査機関が次の各号のい
ずれかに該当するときは、その承認を取り消すこと
ができる。
一 前条第三項若しくは第四項の規定又は同条第六

項において準用する第二十一条第二項、第二十
四条、第二十五条第一項若しくは第二十六条の
規定に違反したとき。

二 前条第六項において準用する第十九条第一号又
は第三号に該当するに至ったとき。

三 前条第六項において準用する第二十五条第一項
の認可を受けた調査業務規程によらないで調査
の業務を行ったとき。

四 前条第六項において準用する第二十五条第三項
又は第二十七条の規定による請求に応じなかっ
たとき。

五 不正の手段により前条第一項の承認を受けた
とき。

六 主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれか
に該当すると認めて、期間を定めて調査の業務
の全部又は一部の停止の請求をした場合におい
て、その請求に応じなかったとき。

七 主務大臣が第三十五条第三項において準用する
同条第二項の規定により承認調査機関に対し報
告をさせようとした場合において、その報告が
されず、又は虚偽の報告がされたとき。

八 主務大臣が第三十五条第三項において準用する
同条第二項の規定によりその職員に承認調査機
関の事務所において検査をさせようとした場合
において、その検査が拒まれ、妨げられ、若し
くは忌避され、又は同項の規定による質問に対
して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされ
たとき。

２ 主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したと
きは、その旨を公示しなければならない。

第五章　雑則

（特定認証業務に関する援助等）
第三十三条 主務大臣は、特定認証業務に関する認定の
制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業
務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うと
ともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対
し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう
努めなければならない。

（国の措置）
第三十四条 国は、教育活動、広報活動等を通じて電子

署名及び認証業務に関する国民の理解を深めるよう
努めなければならない。

（報告徴収及び立入検査）
第三十五条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度
において、認定認証事業者に対し、その認定に係る
業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証
事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、
その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿書類
その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ
せることができる。

２ 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、
又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、
業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
させ、若しくは関係者に質問させることができる。

３ 第一項の規定は認定外国認証事業者に、前項の規定
は承認調査機関に、それぞれ準用する。

４ 第一項及び第二項（それぞれ前項において準用する
場合を含む。）の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな
ければならない。

５ 第一項及び第二項（それぞれ第三項において準用す
る場合を含む。）の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。

（手数料）
第三十六条 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国に納めなければなら
ない。
一 第四条第一項の認定を受けようとする者（主

務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査
機関に調査の全部を行わせることとしたときを
除く。）

二 第七条第一項（第十五条第二項において準用す
る場合を含む。）の認定の更新を受けようとす
る者

三 第九条第一項（第十五条第二項において準用す
る場合を含む。）の変更の認定を受けようとす
る者

四 第十五条第一項の認定を受けようとする者（主
務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査
機関に調査の全部を行わせることとしたときを
除く。）

２ 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政
令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の
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認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機
関に納めなければならない。

（主務大臣と国家公安委員会との関係）
第三十七条 国家公安委員会は、認定認証事業者又は認

定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、その利
用者についての証明に係る重大な被害が生ずること
を防止するため必要があると認めるときは、主務大
臣に対し、必要な措置をとるべきことを要請するこ
とができる。

（審査請求）
第三十八条 この法律の規定による指定調査機関の処分

又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対
し、行政不服審査法 （昭和三十七年法律第百六十
号）による審査請求をすることができる。

（経過措置）
第三十九条 この法律の規定に基づき政令又は主務省

令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞ
れ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い
合理的に必要と判断される範囲内において、所要の
経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定める
ことができる。

（主務大臣等）
第四十条 この法律における主務大臣は、総務大臣、法

務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三十三
条にあっては、総務大臣及び経済産業大臣とする。

２ この法律における主務省令は、総務大臣、法務大
臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。

第六章　罰則

第四十一条 認定認証事業者又は認定外国認証事業者に
対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込
みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、
三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

２ 前項の未遂罪は、罰する。
３ 前二項の罪は、刑法第二条 の例に従う。
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第二項の規定に違反した者
二 第二十三条第一項の規定に違反してその職務に
関して知り得た秘密を漏らした者

第四十三条 第二十九条第一項の規定による業務の停止
の命令に違反したときは、その違反行為をした指定
調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百
万円以下の罰金に処する。

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十

万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定に違反して第四条第二項第

二号又は第三号の事項を変更した者
二 第十一条の規定による帳簿書類の作成若しく

は保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をし
た者

三 第三十五条第一項の規定による報告をせず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若
しくは虚偽の答弁をした者

第四十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、
三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の規定による帳簿の記載をせず、虚

偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十八条第一項の規定に違反して調査の業務

の全部を廃止したとき。
三 第三十五条第二項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若
しくは虚偽の答弁をしたとき。

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関して、第四十二条第一号又は第四十四条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十七条 第九条第四項又は第十条第一項の規定によ
る届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円
以下の過料に処する。
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電子署名に係わる地方公共団体の認証業務に関
する法律 [公的個人認証法]

（平成十四年十二月十三日法律第百五十三号）
最終改正：平成二一年七月一五日法律第七七号
（最終改正までの未施行法令）
平成二十一年七月十五日法律第七十七号（未施行）

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、電子署名に係る地方公共団体の認

証業務に関する制度その他必要な事項を定めること
により、電磁的方式による申請、届出その他の手続
における電子署名の円滑な利用の促進を図り、もっ
て住民の利便性の向上並びに国及び地方公共団体の
行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的と
する。

（定義）
第二条 この法律において「電子署名」とは、電子署名

及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二
号）第二条第一項に規定する電子署名であって、総
務省令で定める基準に適合するものをいう。

２ この法律において「認証業務」とは、自らが行う電
子署名についてその業務を利用する者（以下「利用
者」という。）、第十七条第四項に規定する署名検証
者又は同条第六項に規定する団体署名検証者の求め
に応じて行う利用者署名検証符号（当該利用者が電
子署名を行うために用いる符号（以下「利用者署名
符号」という。）と総務省令で定めるところにより対
応する符号であって、当該電子署名が当該利用者署
名符号を用いて行われたものであることを確認する
ために用いられるものをいう。以下同じ。）が当該
利用者に係るものであることの証明に関する業務を
いう。

第二章　認証業務

第一節　電子証明書
（電子証明書の発行）

第三条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が
記録されている住民基本台帳を備える市町村（特別
区を含む。以下同じ。）の市町村長（特別区の区長を
含む。以下同じ。）を経由して、当該市町村を包括す
る都道府県の都道府県知事に対し、自己に係る電子
証明書（利用者署名検証符号が当該利用者に係るも
のであることを証明するために作成される電磁的記
録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の発
行の申請をすることができる。

２ 前項の申請をしようとする者（以下この条において
「申請者」という。）は、その者が記録されている住
民基本台帳を備える市町村の市町村長（以下「住所
地市町村長」という。）に対し、政令で定めるところ
により、当該申請者に係る住民票に記載されている
事項のうち住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八
十一号）第七条第一号から第三号まで及び第七号に
掲げる事項（同号に掲げる事項については、住所と
する。）を記載した申請書（以下この条において「申
請書」という。）を提出しなければならない。

３ 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出
を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民
基本台帳に記録されている者であることの確認（以
下この条において「利用者確認」という。）をするも
のとし、利用者確認のため、総務省令で定めるとこ
ろにより、これを証明する書類の提示又は提出を申
請者に求めることができる。

４ 住所地市町村長により利用者確認を受けた申請者
は、住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用い
て、総務省令で定める基準により、利用者署名符号及
びこれと対応する利用者署名検証符号を作成し、こ
れらを住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に
規定する住民基本台帳カードその他の総務省令で定
める電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体を



118 電子署名に係わる地方公共団体の認証業務に関する法律 [公的個人認証法]

いう。以下同じ。）に記録するとともに、当該利用
者署名検証符号を住所地市町村長に通知するものと
する。

５ 住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、
利用者確認をした申請者に係る申請書の内容及び利
用者署名検証符号を都道府県知事に通知するものと
する。

６ 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総
務省令で定めるところにより、当該都道府県知事が
電子署名を行った当該申請に係る電子証明書を発行
し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

７ 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、
総務省令で定めるところにより、当該通知に係る電
子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請
者に提供するものとする。

８ 第五項の規定による申請書の内容及び利用者署名
検証符号の通知並びに第六項の規定による電子証明
書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所
地市町村長又は都道府県知事の使用に係る電子計算
機から電気通信回線を通じて相手方である都道府県
知事又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に
送信することによって行うものとする。

（利用者署名符号の適切な管理）
第四条 利用者は、総務省令で定めるところにより、当
該利用者に係る利用者署名符号の漏えい、滅失及び
き損の防止その他利用者署名符号の適切な管理を行
わなければならない。

（電子証明書の有効期間）
第五条 電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発
行の日から起算して三年とする。

（電子証明書の二重発行の禁止）
第六条 利用者は、当該利用者に係る電子証明書が第十
五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ね
て電子証明書の発行を受けることができない。

（電子証明書の記録事項）
第七条 電子証明書には、次に掲げる事項を記録するも
のとする。
一 電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効

期間の満了する日
二 利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符

号に関する事項で総務省令で定めるもの
三 利用者に係る住民票に記載されている事項のう

ち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで
及び第七号に掲げる事項（同号に掲げる事項に
ついては、住所とする。）

四 その他総務省令で定める事項
（発行記録の記録）
第八条 電子証明書を発行した都道府県知事は、総務省
令で定めるところにより、当該電子証明書（当該電
子証明書について当該都道府県知事が行った電子署
名に係る電磁的記録を含む。以下「発行記録」とい
う。）を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日
から政令で定める期間保存しなければならない。

（電子証明書の失効を求める旨の申請）
第九条 利用者は、当該利用者に係る電子証明書を発行
した都道府県知事に対し、当該電子証明書の失効を
求める旨の申請をすることができる。

２ 第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、
前項の申請について準用する。この場合において、
同条第五項中「申請書の内容及び利用者署名検証符
号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中
「申請書の内容及び利用者署名検証符号の通知並び
に第六項の規定による電子証明書の通知」とあるの
は「申請書の内容の通知」と、「住所地市町村長又は
都道府県知事」とあるのは「住所地市町村長」と、
「都道府県知事又は住所地市町村長」とあるのは「都
道府県知事」と読み替えるものとする。

３ 利用者は、前項において準用する第三条第二項、第
三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省
令で定めるところにより、当該利用者の使用に係る
電子計算機から電気通信回線を通じて当該利用者に
係る電子証明書を発行した都道府県知事の使用に係
る電子計算機に送信することにより第一項の申請を
することができる。この場合においては、当該利用
者は、同条第四項の規定により作成した利用者署名
符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければ
ならない。

４ 第一項の規定による申請については、行政手続等
における情報通信の技術の利用に関する法律（平成
十四年法律第百五十一号）第三条の規定は、適用し
ない。

（利用者署名符号の漏えい等があった旨の届出）
第十条 利用者は、第三条第四項の規定により作成した
利用者署名符号が漏えいし、滅失し、若しくはき損
したとき、又は当該利用者署名符号を記録した同項
の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住
所地市町村長を経由して、速やかに当該利用者に係
る電子証明書を発行した都道府県知事にその旨を届
け出なければならない。

２ 第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、
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前項の届出について準用する。この場合において、
同条第二項中「申請をしようとする者」とあるのは
「届出をしようとする者」と、「申請者」とあるのは
「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同
条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申
請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「申請
者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利
用者署名検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、
同条第八項中「申請書の内容及び利用者署名検証符
号の通知並びに第六項の規定による電子証明書の通
知」とあるのは「届出書の内容の通知」と、「住所地
市町村長又は都道府県知事」とあるのは「住所地市
町村長」と、「都道府県知事又は住所地市町村長」と
あるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

（失効申請等情報の記録）
第十一条 第九条第一項の規定による申請又は前条第一

項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ち
に、当該申請又は届出に係る電子証明書の発行の番
号、第九条第一項の規定による申請があった旨又は
前条第一項の規定による届出があった旨及びこれら
の事項をこの条の規定により記録する年月日（以下
「失効申請等情報」という。）を、総務省令で定める
ところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当
該記録をした日から政令で定める期間保存しなけれ
ばならない。

（異動等失効情報の記録）
第十二条 都道府県知事は、利用者について、住民基本

台帳法第三十条の八第三項に規定する通知があった
ときは、直ちに、当該通知に係る利用者に発行した
電子証明書の発行の番号、当該通知があった旨及び
これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
（以下「異動等失効情報」という。）を、総務省令で
定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、こ
れを当該記録をした日から政令で定める期間保存し
なければならない。

（記録誤り等に係る情報の記録）
第十三条 都道府県知事は、前条に定めるもののほか、

当該都道府県知事が発行した電子証明書に記録され
た事項について、当該電子証明書に係る利用者に係
る住民票に記載されている事項と異なるものがある
ことその他の記録誤り又は記録漏れ（以下「記録誤
り等」という。）があることを知ったときは、直ち
に、当該記録誤り等があった電子証明書の発行の番
号、記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの
条の規定により記録する年月日（以下「記録誤り等

に係る情報」という。）を、総務省令で定めるところ
により、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録
をした日から政令で定める期間保存しなければなら
ない。

（発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録）
第十四条 都道府県知事は、当該都道府県知事が発行し
た電子証明書に係る発行者署名符号（当該電子証明
書を発行した都道府県知事が当該電子証明書につい
て電子署名を行うために用いた符号をいう。以下こ
の条において同じ。）が漏えいし、滅失し、又はき損
したこと（以下この条において「発行者署名符号の
漏えい等」という。）を知ったときは、直ちに、当該
発行者署名符号を用いて電子署名を行った電子証明
書の発行の番号、発行者署名符号の漏えい等があっ
た旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録す
る年月日（以下「発行者署名符号の漏えい等に係る
情報」という。）を、総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日
から政令で定める期間保存しなければならない。

（電子証明書の失効）
第十五条 電子証明書は、次の各号のいずれかに該当す
るときは、その効力を失う。
一 都道府県知事が第十一条の規定により失効申請

等情報を記録したとき。
二 都道府県知事が第十二条の規定により異動等失

効情報を記録したとき。
三 都道府県知事が第十三条の規定により記録誤り

等に係る情報を記録したとき。
四 都道府県知事が前条の規定により発行者署名符

号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
五 電子証明書の有効期間が満了したとき。

２ 都道府県知事は、前項第三号の規定により電子証明
書の効力が失われたときは、記録誤り等があった電
子証明書の発行を受けた利用者に対し、速やかに当
該電子証明書に記録誤り等があった旨及び当該電
子証明書の効力が失われた旨を通知しなければなら
ない。

３ 都道府県知事は、第一項第四号の規定により電子証
明書の効力が失われたときは、総務省令で定めると
ころにより、遅滞なくその旨を公表しなければなら
ない。

（失効情報ファイルの作成等）
第十六条 都道府県知事は、総務省令で定めるところに
より、失効情報ファイル（一定の時点において保存
されている失効情報（第十一条の規定により保存す
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る失効申請等情報、第十二条の規定により保存する
異動等失効情報、第十三条の規定により保存する記
録誤り等に係る情報及び第十四条の規定により保存
する発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。
以下同じ。）の集合物であって、それらの失効情報を
電子計算機を用いて検索することができるように体
系的に構成したものをいう。以下同じ。）を定期的
に作成し、これを作成した日から政令で定める期間
保存しなければならない。

第二節　署名検証者等に対する失効情報等の提供
（都道府県知事への届出等）
第十七条 次に掲げる者は、利用者から通知された電子
署名が行われた情報について当該利用者が当該電子
署名を行ったことを確認するため、都道府県知事に
対して次条第一項の規定による同項に規定する保存
期間に係る失効情報の提供及び同条第二項の規定に
よる同項に規定する保存期間に係る失効情報ファイ
ルの提供を求めようとする場合（第四号及び第五号
に掲げる者にあっては電子署名及び認証業務に関す
る法律第二条第三項 に規定する特定認証業務を行
う場合に、第六号に掲げる団体にあっては行政手続
等における情報通信の技術の利用に関する法律第二
条第二号 に規定する行政機関等（以下「行政機関
等」という。）及び裁判所に対する申請、届出その他
の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。）
には、あらかじめ、当該都道府県知事に対し、総務
省令で定めるところにより、これらの提供を求める
旨の届出をしなければならない。
一 行政機関等
二 裁判所
三 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に

随伴して必要となる事項につき、電磁的方式に
より提供を受け、行政機関等に対し自らこれを
提供し、又はその照会に応じて回答する業務を
行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定
し、登録し、認定し、又は承認した者

四 電子署名及び認証業務に関する法律第八条 に
規定する認定認証事業者

五 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三
項 に規定する特定認証業務を行う者であって
政令で定める基準に適合するものとして総務大
臣が認定する者

六 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その
他の手続に必要な電磁的記録を提供する団体で
政令で定めるもの

２ 前項第五号の認定（次項において「認定」という。）
は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更
新を受けなければ、その期間の経過によって、その
効力を失う。

３ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、
認定を取り消すことができる。
一 認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める

基準に適合しなくなったとき。
二 認定を受けた者が第十九条、第二十五条第一項

又は第二十六条第一項の規定に違反したとき。
三 認定を受けた者から第二十五条第一項に規定す

る受領した失効情報等の電子計算機処理等（電
子計算機処理（電子計算機を使用して行われる
情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、
検索、消去、出力又はこれらに類する処理をい
う。）又は情報の入力のための準備作業若しく
は電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。）の
委託を受けた者が同条第二項において準用する
同条第一項の規定に違反したとき。

四 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員
又はこれらの者であった者が第二十七条第一項
の規定に違反したとき。

五 認定を受けた者から第二十五条第一項に規定す
る受領した失効情報等の電子計算機処理等の委
託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又
はこれらの者であった者が第二十七条第二項の
規定に違反したとき。

六 認定を受けた者の委託を受けて行う第二十五条
第一項に規定する受領した失効情報等の電子計
算機処理等に関する事務に従事している者又は
従事していた者が第二十八条第一項の規定に違
反したとき。

４ 第一項の届出を受けた都道府県知事及び当該届出を
した者（以下「署名検証者」という。）は、当該都道
府県知事が次条第一項及び第二項の規定により提供
を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって
合意しておくべきものとして総務省令で定める事項
について、あらかじめ、取決めを締結しなければな
らない。

５ 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に
所属する者で政令で定めるものに対して第十九条の
二第一項の規定による回答をするため、都道府県知
事に対して次条第一項の規定による同項に規定する
保存期間に係る失効情報の提供及び同条第二項の規
定による同項に規定する保存期間に係る失効情報
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ファイルの提供を求めようとする場合（第一号に掲
げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の
規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁
判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、
第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又
は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対す
る申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提
供する場合に限る。）には、あらかじめ、当該都道府
県知事に対し、総務省令で定めるところにより、こ
れらの提供を求める旨及び第十九条の二第一項の規
定による回答を受ける者（以下「署名確認者」とい
う。）の範囲の届出をしなければならない。
一 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機
関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手
続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの

二 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その
他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所
属する団体又は機関で政令で定めるもの

６ 第四項の規定は、前項の届出を受けた都道府県知
事及び当該届出をした者（以下「団体署名検証者」
という。）について準用する。

（署名検証者等に対する失効情報の提供等）
第十八条 都道府県知事は、次条第一項又は第十九条の

二第一項の規定による確認をしようとする署名検証
者又は団体署名検証者（以下「署名検証者等」とい
う。）の求めがあったときは、政令で定めるところに
より、速やかに、保存期間に係る失効情報（第十一
条から第十四条までの規定による保存期間が経過し
ていない失効情報をいう。以下同じ。）の提供を行
うものとする。

２ 都道府県知事は、署名検証者等の求めに応じ、政
令で定めるところにより、保存期間に係る失効情報
ファイル（第十六条の規定による保存期間が経過し
ていない失効情報ファイルをいう。以下同じ。）の
提供を行うことができる。

３ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当し、又
は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証
者等に対する前二項の規定による保存期間に係る失
効情報及び保存期間に係る失効情報ファイルの提供
を停止することができる。
一 署名検証者等が次条、第十九条の二第一項若し
くは第三項、第二十五条第一項又は第二十六条
第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

二 署名検証者等から第二十五条第一項に規定する
受領した失効情報等の電子計算機処理等の委託

を受けた者が同条第二項において準用する同条
第一項の規定に違反したとき。

三 署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又
はこれらの者であった者が第二十七条第一項の
規定に違反したとき。

四 署名検証者等から第二十五条第一項に規定する
受領した失効情報等の電子計算機処理等の委託
を受けた者若しくはその役員若しくは職員又は
これらの者であった者が第二十七条第二項の規
定に違反したとき。

五 署名検証者等の委託を受けて行う第二十五条第
一項に規定する受領した失効情報等の電子計算
機処理等に関する事務に従事している者又は従
事していた者が第二十八条第一項の規定に違反
したとき。

４ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当し、又
は該当するおそれがある場合において、特に必要が
あると認めるときは、団体署名検証者に対する第一
項及び第二項の規定による保存期間に係る失効情
報及び保存期間に係る失効情報ファイルの提供を停
止することができる。
一 署名確認者が第十九条の三、第二十五条第三項

又は第二十六条第三項の規定に違反したとき。
二 署名確認者から第二十五条第三項に規定する受

領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた
者が同条第四項において準用する同条第三項の
規定に違反したとき。

三 署名確認者若しくはその役員若しくは職員又は
これらの者であった者が第二十七条第三項に
おいて準用する同条第一項の規定に違反した
とき。

四 署名確認者から第二十五条第三項に規定する受
領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた
者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの
者であった者が第二十七条第三項において準用
する同条第二項の規定に違反したとき。

五 署名確認者の委託を受けて行う第二十五条第三
項に規定する受領した回答の電子計算機処理等
に関する事務に従事している者又は従事してい
た者が第二十八条第二項において準用する同条
第一項の規定に違反したとき。

５ 都道府県知事は、毎年少なくとも一回、第一項及び
第二項の規定による保存期間に係る失効情報及び保
存期間に係る失効情報ファイルの提供の状況につい
て、総務省令で定めるところにより、報告書を作成
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し、これを公表するものとする。
（署名検証者の義務）
第十九条 署名検証者は、利用者から当該利用者に係る
利用者署名符号を用いて電子署名が行われた情報及
び電子証明書の通知を受理したときは、当該電子証
明書が第十五条第一項の規定により効力を失って
いないこと及び当該電子証明書に記録された利用
者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用いて
当該電子署名が行われたことを確認しなければなら
ない。

２ 署名検証者は、利用者から通知された電子証明書を、
当該電子証明書とともに通知された情報について行
われている電子署名が当該電子証明書に記録された
利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用
いて行われていることの確認以外の目的に利用して
はならない。

（団体署名検証者の義務）
第十九条の二 団体署名検証者は、次条第一項の規定に
よる確認をしようとする署名確認者の求めがあった
ときは、第十八条第一項及び第二項の規定により提
供を受けた保存期間に係る失効情報及び保存期間に
係る失効情報ファイルを基に当該求めに係る電子証
明書が第十五条第一項の規定により効力を失ってい
ないことを確認し、政令で定めるところにより、速
やかに、当該確認の結果について回答しなければな
らない。

２ 前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十
八条第四項各号のいずれかに該当し、又は該当する
おそれがあると認めるときは、前項の規定による回
答をしないことができる。

３ 団体署名検証者は、署名確認者から利用者に係る利
用者署名符号を用いて電子署名が行われた情報及び
電子証明書の通知を受領したときは、当該電子証明
書を、当該電子証明書とともに通知された情報につ
いて行われている電子署名が当該電子証明書に記録
された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符
号を用いて行われていることの確認以外の目的に利
用してはならない。

（署名確認者の義務）
第十九条の三 署名確認者は、利用者から当該利用者に
係る利用者署名符号を用いて電子署名が行われた情
報及び電子証明書の通知を受領したとき（第十七条
第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者に
あっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行
政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手

続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関
に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁
判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁
的記録を提供する場合に限る。）は、当該電子証明
書が第十五条第一項の規定により効力を失っていな
いこと及び当該電子証明書に記録された利用者署名
検証符号に対応する利用者署名符号を用いて当該電
子署名が行われたことを確認しなければならない。

２ 署名確認者は、利用者から通知された電子証明書を、
当該電子証明書とともに通知された情報について行
われている電子署名が当該電子証明書に記録された
利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用
いて行われていることの確認以外の目的に利用して
はならない。

第三章　認証業務情報等の保護

（認証業務情報の安全確保）
第二十条 都道府県知事が発行記録、失効情報及び失効
情報ファイル（以下「認証業務情報」という。）の電
子計算機処理等を行うに当たっては、当該都道府県
知事は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及びき損
の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のた
めに必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、都道府県知事から認証業務情報の電
子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を
行う場合について準用する。

（認証業務情報の利用及び提供の制限）
第二十一条 都道府県知事は、第十一条から第十四条ま
での規定による失効情報の記録のために発行記録を
利用する場合、第十八条第一項の規定により保存期
間に係る失効情報を提供する場合若しくは同条第二
項の規定により保存期間に係る失効情報ファイルを
提供する場合又は認証業務情報の利用につき当該認
証業務情報に係る本人が同意した事務を遂行する場
合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供しては
ならない。

（都道府県の職員等の秘密保持義務）
第二十二条 電子証明書の発行に係る電子計算機処理等
に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等
に関する事務に従事する都道府県の職員又は職員
であった者は、その事務に関して知り得た電子証明
書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は電
子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認
証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏ら
してはならない。
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２ 都道府県知事から電子証明書の発行に係る電子計算
機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等の委
託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又は
これらの者であった者は、その委託された業務に関
して知り得た電子証明書の発行若しくは認証業務情
報に関する秘密又は電子証明書の発行に係る電子計
算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理
等に関する秘密を漏らしてはならない。

（市町村の職員等の秘密保持義務）
第二十三条 電子証明書の提供に係る電子計算機処理等

に関する事務に従事する市町村の職員又は職員で
あった者は、その事務に関して知り得た電子証明
書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏
らしてはならない。

２ 市町村長から電子証明書の提供に係る電子計算機処
理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職
員又はこれらの者であった者は、その委託された業
務に関して知り得た電子証明書の提供に係る電子計
算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

（認証業務情報等に係る電子計算機処理等の
受託者等の義務）

第二十四条 都道府県知事の委託を受けて行う電子証明
書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情
報の電子計算機処理等に関する事務に従事している
者又は従事していた者は、その事務に関して知り得
た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
使用してはならない。

２ 市町村長の委託を受けて行う電子証明書の提供に係
る電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は従事していた者は、その事務に関して知り得た
事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使
用してはならない。

（署名検証者等による受領した失効情報等の
安全確保等）

第二十五条 第十八条第一項及び第二項の規定により保
存期間に係る失効情報及び保存期間に係る失効情報
ファイルの提供を受けた署名検証者等がこれらの規
定により提供を受けた保存期間に係る失効情報及び
保存期間に係る失効情報ファイル（以下「受領した
失効情報等」という。）の電子計算機処理等を行う
に当たっては、当該署名検証者等は、受領した失効
情報等の漏えいの防止その他の当該受領した失効情
報等の適切な管理のために必要な措置を講じなけれ
ばならない。

２ 前項の規定は、署名検証者等から受領した失効情

報等の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託し
た業務を行う場合について準用する。

３ 第十九条の二第一項の規定による回答を受けた署名
確認者が同項の規定により受けた回答（以下「受領
した回答」という。）の電子計算機処理等を行うに当
たっては、当該署名確認者は、受領した回答の漏え
いの防止その他の当該受領した回答の適切な管理の
ために必要な措置を講じなければならない。

４ 前項の規定は、署名確認者から受領した回答の電子
計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行
う場合について準用する。

（署名検証者等の受領した失効情報等の利用及び
提供の制限等）
第二十六条 署名検証者は、第十九条第一項の規定によ
り電子証明書が効力を失っていないことの確認をす
るため必要な範囲内で、受領した失効情報等を利用
するものとし、受領した失効情報等の全部又は一部
を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供し
てはならない。

２ 団体署名検証者は、第十九条の二第一項の規定によ
り電子証明書が効力を失っていないことの確認を
し、当該確認の結果についての回答をするため必要
な範囲内で、受領した失効情報等を利用するものと
し、受領した失効情報等の全部又は一部を当該確認
及び回答以外の目的のために利用し、又は提供して
はならない。

３ 署名確認者は、第十九条の三第一項の規定により電
子証明書が効力を失っていないことの確認をするた
め必要な範囲内で、受領した回答を利用するものと
し、受領した回答の全部又は一部を当該確認以外の
目的のために利用し、又は提供してはならない。

（署名検証者等の職員等の秘密保持義務等）
第二十七条 受領した失効情報等の電子計算機処理等に
関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役
員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その
事務に関して知り得た受領した失効情報等に関する
秘密又は受領した失効情報等の電子計算機処理等に
関する秘密を漏らしてはならない。

２ 署名検証者等から、受領した失効情報等の電子計算
機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しく
は職員又はこれらの者であった者は、その委託され
た業務に関して知り得た受領した失効情報等に関す
る秘密又は受領した失効情報等の電子計算機処理等
に関する秘密を漏らしてはならない。

３ 前二項の規定は、署名確認者について準用する。こ
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の場合において、前二項中「受領した失効情報等」
とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものと
する。

（受領した失効情報等に係る電子計算機処理等の
受託者等の義務等）
第二十八条 署名検証者等の委託を受けて行う受領した
失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事
している者又は従事していた者は、その事務に関し
て知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に使用してはならない。

２ 前項の規定は、署名確認者について準用する。この
場合において、同項中「受領した失効情報等」とあ
るのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。

（自己の認証業務情報の開示）
第二十九条 何人も、都道府県知事に対し、自己に係る
認証業務情報について、政令で定める方法により、
その開示（自己に係る認証業務情報が存在しないと
きにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）を
請求することができる。

２ 都道府県知事は、前項の開示の請求があったときは、
当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法
により、当該開示の請求に係る認証業務情報につい
て開示をしなければならない。

（開示の期限）
第三十条 前条第二項の開示は、当該開示の請求を受
けた日から起算して三十日以内にしなければなら
ない。

２ 都道府県知事は、事務処理上の困難その他正当な理
由により前項に規定する期間内に開示をすることが
できないときは、同項に規定する期間内に、当該開
示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をす
ることができない理由及び開示の期限を政令で定め
る方法により通知しなければならない。

（自己の認証業務情報の訂正等）
第三十一条 都道府県知事は、第二十九条第二項の規定
により開示を受けた者から、政令で定める方法によ
り、当該開示に係る認証業務情報についてその内容
の全部又は一部の訂正、追加又は削除（以下この条
において「訂正等」という。）を求められた場合には、
遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該認証
業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。

２ 都道府県知事は、前項の規定に基づき求められた訂
正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定
をしたときは、第二十九条第二項の規定により開示
を受けた者に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行っ

たときは、その内容を含む。）を政令で定める方法に
より通知しなければならない。

（苦情処理）
第三十二条 都道府県知事及び市町村長は、この法律の
規定により当該都道府県及び市町村が処理する事務
の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな
ければならない。

（認証業務に関する情報の適正な使用）
第三十三条 都道府県知事及び市町村長は、認証業務及
びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報
を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目
的以外に使用してはならない。

第四章　指定認証機関

（指定認証機関の指定等）
第三十四条 都道府県知事は、総務大臣の指定する者（以
下「指定認証機関」という。）に、次に掲げる認証業
務の実施に関する事務（以下「認証事務」という。）
を行わせることができる。
一 第三条第五項の規定による電子証明書の発行の

申請書の内容及び利用者署名検証符号に係る通
知の受理に係る電子計算機処理等並びに同条第
六項の規定による電子証明書の発行に係る電子
計算機処理等及び同項の規定による通知に係る
電子計算機処理等

二 第八条の規定による発行記録の記録に係る電子
計算機処理等及び発行記録の保存

三 第九条第二項において準用する第三条第五項
の規定による電子証明書の失効の申請書の内容
に係る通知の受理に係る電子計算機処理等及び
第九条第三項の規定により送信される電子証明
書の失効を求める旨の申請の受理に係る電子計
算機処理等

四 第十条第二項において準用する第三条第五項
の規定による利用者署名符号の漏えい等の届出
書の内容に係る通知の受理に係る電子計算機処
理等

五 第十一条から第十四条までの規定による失効
情報の記録に係る電子計算機処理等及び失効情
報の保存

六 第十五条第二項の規定による通知及び同条第三
項の規定による公表

七 第十六条の規定による失効情報ファイルの作成
及び保存

八 第十八条第一項の規定による保存期間に係る
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失効情報の提供に係る電子計算機処理等及び同
条第二項の規定による保存期間に係る失効情報
ファイルの提供に係る電子計算機処理等

九 第十八条第三項及び第四項の規定による保存期
間に係る失効情報及び保存期間に係る失効情報
ファイルの提供の停止に係る電子計算機処理等

十 第十八条第五項の規定による報告書の作成及び
公表

十一 前各号に掲げる事務に附帯する事務
２ 指定認証機関の指定は、認証事務を行おうとする者

の申請により行う。
３ 第一項の規定により指定認証機関にその認証事務を

行わせることとした都道府県知事（以下「委任都道
府県知事」という。）は、認証事務及び第二十九条か
ら第三十一条までに規定する事務を行わないものと
する。

４ 委任都道府県知事は、指定認証機関に第一項の規定
により指定認証機関が行う第三条第六項の規定によ
る電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に係る
手数料（第六項において「発行手数料」という。）を指
定認証機関の収入として収受させることができる。

５ 委任都道府県知事は、指定認証機関に第一項の規定
により指定認証機関が行う第十八条第一項の規定に
よる保存期間に係る失効情報の提供に係る電子計算
機処理等及び同条第二項の規定による保存期間に係
る失効情報ファイルの提供に係る電子計算機処理等
に係る手数料（次項において「情報提供手数料」と
いう。）を指定認証機関の収入として収受させるこ
とができる。

６ 前二項の場合における発行手数料及び情報提供手数
料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の
条例で定めるところにより、指定認証機関が定める
ものとする。この場合において、指定認証機関は、
あらかじめ、当該発行手数料及び情報提供手数料の
額について委任都道府県知事の承認を受けなければ
ならない。

（指定認証機関への異動等失効情報の通知）
第三十五条 委任都道府県知事（住民基本台帳法第三十

条の十第三項に規定する委任都道府県知事を除く。
次項において同じ。）は、同法第三十条の八第三項に
規定する通知があったときは、速やかに当該通知に
係る異動等失効情報を指定認証機関に通知するもの
とする。

２ 前項の規定による通知は、総務省令で定めるとこ
ろにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算

機から電気通信回線を通じて指定認証機関の使用に
係る電子計算機に送信することによって行うものと
する。

（指定の基準）
第三十六条 総務大臣は、第三十四条第二項の規定によ
る申請が次に掲げる基準に適合していると認める
ときでなければ、指定認証機関の指定をしてはなら
ない。
一 職員、設備、認証事務等（指定認証機関が行う

認証事務及び第五十三条第一項において準用す
る第二十九条から第三十一条までに規定する事
務をいう。以下同じ。）の実施の方法その他の
事項についての認証事務等の実施に関する計画
が認証事務等の適正かつ確実な実施及び認証業
務情報の保護のために適切なものであること。

二 前号の認証事務等の実施に関する計画の適正か
つ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎
を有する法人であること。

三 申請者が、認証事務等以外の業務を行っている
場合には、その業務を行うことによって認証
事務等の適切な執行が困難となるおそれがない
こと。

２ 総務大臣は、第三十四条第二項の規定による申請を
した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、
指定認証機関の指定をしてはならない。
一 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から起算して二年を経過しない者であること。

二 第四十九条第一項又は第二項の規定により指定
を取り消され、その取消しの日から起算して二
年を経過しない者であること。

三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者
があること。
イ 第一号に該当する者
ロ 第四十条第二項の規定による命令により解
任され、その解任の日から起算して二年を
経過しない者

（指定の公示等）
第三十七条 総務大臣は、指定認証機関の指定をしたと
きは、当該指定認証機関の名称及び主たる事務所の
所在地並びに当該指定をした日を公示しなければな
らない。

２ 指定認証機関は、その名称又は主たる事務所の所在
地を変更しようとするときは、変更しようとする日
の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なけ
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ればならない。
３ 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。

第三十八条 委任都道府県知事は、第三十四条第一項の
規定により指定認証機関にその認証事務を行わせる
こととした旨を総務大臣に報告するとともに、当該
指定認証機関に認証事務を行わせることとした日を
公示しなければならない。

２ 指定認証機関は、その名称又は主たる事務所の所在
地を変更しようとするときは、変更しようとする日
の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届
け出なければならない。

３ 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があっ
たときは、その旨を公示しなければならない。

（認証業務情報保護委員会の設置）
第三十九条 指定認証機関には、認証業務情報保護委員
会を置かなければならない。

２ 認証業務情報保護委員会は、指定認証機関の代表者
の諮問に応じ、認証業務情報の保護に関する事項を
調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指
定認証機関の代表者に述べることができる。

３ 認証業務情報保護委員会の委員は、学識経験を有す
る者のうちから、指定認証機関の代表者が任命する。

（役員の選任及び解任）
第四十条 指定認証機関の役員の選任及び解任は、総務
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

２ 総務大臣は、指定認証機関の役員が、この法律、こ
の法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十二
条第一項の認証事務管理規程に違反する行為をした
とき、又は認証事務等に関し著しく不適当な行為を
したときは、指定認証機関に対し、その役員を解任
すべきことを命ずることができる。

（役職員等の秘密保持義務）
第四十一条 指定認証機関の役員若しくは職員（認証業
務情報保護委員会の委員を含む。第三項において同
じ。）又はこれらの職にあった者は、認証事務等に関
して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２ 指定認証機関から電子証明書の発行に係る電子計算
機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等の委
託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又は
これらの者であった者は、その委託された業務に関
して知り得た電子証明書の発行若しくは認証業務情
報に関する秘密又は電子証明書の発行に係る電子計
算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理
等に関する秘密を漏らしてはならない。

３ 認証事務等に従事する指定認証機関の役員及び職員
は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰
則の適用については、法令により公務に従事する職
員とみなす。

（認証事務管理規程）
第四十二条 指定認証機関は、総務省令で定める認証事
務等の実施に関する事項について認証事務管理規
程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 指定認証機関は、前項後段の規定により認証事務管
理規程を変更しようとするときは、委任都道府県知
事の意見を聴かなければならない。

３ 総務大臣は、第一項の規定により認可をした認証事
務管理規程が認証事務等の適正かつ確実な実施上不
適当となったと認めるときは、指定認証機関に対し、
これを変更すべきことを命ずることができる。

（事業計画の認可等）
第四十三条 指定認証機関は、毎事業年度、事業計画及
び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指
定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指
定を受けた後遅滞なく）、総務大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。

２ 指定認証機関は、事業計画及び収支予算を作成し、
又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の
意見を聴かなければならない。

３ 指定認証機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支
決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、
総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければな
らない。

（交付金）
第四十四条 委任都道府県知事の統括する都道府県は、
指定認証機関に対して、当該委任都道府県知事が行
わせることとした認証事務に要する費用の全部又は
一部に相当する金額を交付金として交付するものと
する。

２ 前項の交付金の額については、当該委任都道府県知
事が指定認証機関と協議して定めるものとする。

（帳簿の備付け）
第四十五条 指定認証機関は、総務省令で定めるところ
により、認証事務等に関する事項で総務省令で定め
るものを記載した帳簿を備え、保存しなければなら
ない。

（監督命令等）
第四十六条 総務大臣は、認証事務等の適正な実施を確
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保するため必要があると認めるときは、指定認証機
関に対し、認証事務等の実施に関し監督上必要な命
令をすることができる。

２ 委任都道府県知事は、その行わせることとした認証
事務の適正な実施を確保するため必要があると認め
るときは、指定認証機関に対し、当該認証事務の適
正な実施のために必要な措置を講ずべきことを指示
することができる。

（報告及び立入検査）
第四十七条 総務大臣は、認証事務等の適正な実施を確

保するため必要があると認めるときは、指定認証機
関に対し、認証事務等の実施の状況に関し必要な報
告を求め、又はその職員に、指定認証機関の事務所
に立ち入り、認証事務等の実施の状況若しくは設備、
帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係
者に質問させることができる。

２ 委任都道府県知事は、その行わせることとした認証
事務の適正な実施を確保するため必要があると認め
るときは、指定認証機関に対し、当該認証事務の実
施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、
当該認証事務を取り扱う指定認証機関の事務所に立
ち入り、当該認証事務の実施の状況若しくは設備、
帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係
者に質問させることができる。

３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身
分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。

４ 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。

（事務の休廃止）
第四十八条 指定認証機関は、総務大臣の許可を受けな

ければ、認証事務等の全部又は一部を休止し、又は
廃止してはならない。

２ 総務大臣は、指定認証機関の認証事務等の全部又は
一部の休止又は廃止により認証事務等の適正かつ確
実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときで
なければ、前項の規定による許可をしてはならない。

３ 総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとす
るときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければ
ならない。

４ 総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、
その旨を委任都道府県知事に通知するとともに、公
示しなければならない。

（指定の取消し等）

第四十九条 総務大臣は、指定認証機関が第三十六条第
二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、
その指定を取り消さなければならない。

２ 総務大臣は、指定認証機関が次の各号のいずれかに
該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を
定めて認証事務等の全部若しくは一部の停止を命ず
ることができる。
一 第三十六条第一項各号の要件を満たさなくなっ

たと認められるとき。
二 第四十三条第一項若しくは第三項、第四十五条

又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第四十条第二項、第四十二条第三項又は第四十

六条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第四十二条第一項の規定により認可を受けた認

証事務管理規程によらないで認証事務等を行っ
たとき。

五 不正な手段により指定認証機関の指定を受けた
とき。

３ 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、
又は前項の規定により認証事務等の全部若しくは一
部の停止を命じたときは、その旨を、委任都道府県
知事に通知するとともに、公示しなければならない。

（認証事務の委任の解除）
第五十条 委任都道府県知事は、指定認証機関に認証事
務を行わせないこととするときは、その三月前ま
でに、その旨を指定認証機関に通知しなければなら
ない。

２ 委任都道府県知事は、指定認証機関に認証事務を行
わせないこととしたときは、その旨を、総務大臣に
報告するとともに、公示しなければならない。

（委任都道府県知事による認証事務等の実施）
第五十一条 委任都道府県知事は、指定認証機関が第四
十八条第一項の規定により認証事務等の全部若しく
は一部を休止したとき、総務大臣が第四十九条第二
項の規定により指定認証機関に対し認証事務等の全
部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定認証
機関が天災その他の事由により認証事務等の全部若
しくは一部を実施することが困難となった場合にお
いて総務大臣が必要があると認めるときは、第三十
四条第三項の規定にかかわらず、当該認証事務等の
全部又は一部を行うものとする。

２ 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により
認証事務等を行うこととなるとき、又は委任都道府
県知事が同項の規定により認証事務等を行うことと
なる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当
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該委任都道府県知事に通知しなければならない。
３ 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受け
たときは、その旨を公示しなければならない。

（認証事務等の引継ぎ等に関する省令への委任）
第五十二条 前条第一項の規定により委任都道府県知
事が認証事務等を行うこととなった場合、総務大
臣が第四十八条第一項の規定により認証事務等の廃
止を許可し、若しくは第四十九条第一項若しくは第
二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都
道府県知事が指定認証機関に認証事務を行わせない
こととした場合における認証事務等の引継ぎその他
の必要な事項は、総務省令で定める。

（認証業務情報の保護に関する規定の準用等）
第五十三条 第二十条、第二十一条、第二十四条第一項
及び第二十九条から第三十三条までの規定は、指定
認証機関について準用する。この場合において、第
二十一条中「第十一条から第十四条までの規定に
よる失効情報の記録のために発行記録を利用する場
合、第十八条第一項の規定により保存期間に係る失
効情報を提供する場合若しくは同条第二項の規定に
より保存期間に係る失効情報ファイルを提供する場
合」とあるのは「第三十四条第一項の規定により同
項第五号及び第八号に掲げる認証業務の実施に関す
る事務を行う場合」と、第三十二条中「都道府県知
事及び市町村長」とあるのは「指定認証機関」と、
「当該都道府県及び市町村が処理する事務」とある
のは「指定認証機関が処理する認証事務等」と、第
三十三条中「都道府県知事及び市町村長」とあるの
は「指定認証機関」と読み替えるものとする。

２ 指定認証機関は、前項において準用する第二十九条
第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開
示の請求をする者から指定認証機関が総務大臣の認
可を受けて定める額の手数料を徴収することがで
きる。

（指定認証機関がした処分等に係る不服申立て）
第五十四条 指定認証機関が行う認証事務等に係る処分
又はその不作為について不服がある者は、総務大
臣に対し、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百
六十号）による審査請求をすることができる。

第五章　雑則

（総務大臣の援助等）
第五十五条 総務大臣は、地方公共団体の認証業務に係
る技術の評価に関する調査及び研究を行うととも
に、都道府県及び市町村並びに利用者に対し必要な

情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなけ
ればならない。

（報告の徴収）
第五十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度
において、第十七条第一項第五号の認定を受けた者
に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を
求めることができる。

２ 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度にお
いて、署名検証者（行政機関等及び裁判所を除く。
第六十五条第二項において同じ。）及び団体署名検
証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報
告を求めることができる。

（運用規程）
第五十七条 都道府県知事は、総務省令で定めるところ
により、認証業務の実施のための手続その他必要な
事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなけ
ればならない。

２ 都道府県知事は、前項の運用規程を作成しようとす
るときは、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市
町村の市町村長の意見を聴かなければならない。

（技術的基準）
第五十八条 認証業務の用に供する施設又は設備の管理
の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実
施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

（指定都市の特例）
第五十九条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
第二百五十二条の十九第一項の指定都市（次項にお
いて「指定都市」という。）に対するこの法律の規定
の適用については、政令で定めるところにより、区
を市と、区長を市長とみなす。

２ 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法
律の規定の適用については、政令で特別の定めをす
ることができる。

（政令への委任）
第六十条 この法律の実施のための手続その他その施行
に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章　罰則

第六十一条 都道府県知事に対し、その認証業務に関し、
虚偽の申請をして、不実の電子証明書を発行させた
者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処
する。

２ 前項の未遂罪は、罰する。
第六十二条 第二十二条、第二十三条、第二十七条第一
項（同条第三項において準用する場合を含む。）若し
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くは第二項（同条第三項において準用する場合を含
む。）又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定
に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又
は百万円以下の罰金に処する。

第六十三条 第四十九条第二項の規定による認証事務等
の停止の命令に違反したときは、その違反行為をし
た指定認証機関の役員又は職員は、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の違反行為をした指定認証機関の役員又は職員は、
三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳
簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第四十七条第一項又は第二項の規定による報告
を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報
告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定
による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽
の答弁をしたとき。

三 第四十八条第一項の規定による許可を受けない
で認証事務等の全部を廃止したとき。

第六十五条 第五十六条第一項の規定による報告を求め
られて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七
条第一項第五号の認定を受けた者は、三十万円以下
の罰金に処する。

２ 第五十六条第二項の規定による報告を求められて、
報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者又は
団体署名検証者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業
務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科
する。
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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 [通信
傍受法]

（平成十一年八月十八日法律第百三十七号）
最終改正：平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社

会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の
共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃
器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯
人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通
信の傍受を行わなければ事案の真相を解明すること
が著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏
まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法
（昭和二十三年法律第百三十一号）に規定する電気
通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を
不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に
資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定
めることを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「通信」とは、電話その他の

電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部
が有線（有線以外の方式で電波その他の電磁波を送
り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を
除く。）であるもの又はその伝送路に交換設備があ
るものをいう。

２ この法律において「傍受」とは、現に行われている
他人間の通信について、その内容を知るため、当該
通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受
けることをいう。

３ この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を
行うための設備（以下「電気通信設備」という。）を
用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を
他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外
の者であって自己の業務のために不特定又は多数の
者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設
置している者をいう。

第二章　通信傍受の要件及び実施の手続

（傍受令状）
第三条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれか
に該当する場合において、当該各号に規定する犯罪
（第二号及び第三号にあっては、その一連の犯罪を
いう。）の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に
関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪
の実行に関連する事項を内容とする通信（以下この
項において「犯罪関連通信」という。）が行われる
と疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっ
ては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容
を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁
判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信
元又は発信先を識別するための番号又は符号（以下
「電話番号等」という。）によって特定された通信の
手段（以下「通信手段」という。）であって、被疑者
が通信事業者等との間の契約に基づいて使用してい
るもの（犯人による犯罪関連通信に用いられる疑い
がないと認められるものを除く。）又は犯人による
犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものにつ
いて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受を
することができる。
一 別表に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分

な理由がある場合において、当該犯罪が数人の
共謀によるものであると疑うに足りる状況があ
るとき。

二 別表に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に
掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由
がある場合において、これらの犯罪が数人の共
謀によるものであると疑うに足りる状況がある
とき。
イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同
一又は同種の別表に掲げる罪

ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に
基づいて犯される別表に掲げる罪
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三 死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若し
くは禁錮に当たる罪が別表に掲げる罪と一体の
ものとしてその実行に必要な準備のために犯さ
れ、かつ、引き続き当該別表に掲げる罪が犯さ
れると疑うに足りる十分な理由がある場合にお
いて、当該犯罪が数人の共謀によるものである
と疑うに足りる状況があるとき。

２ 別表に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、
借受け又は交付の行為を罰するものについては、前
項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであ
ると疑うに足りる状況があることを要しない。

３ 前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守す
る場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守す
る邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これを
することができない。ただし、住居主若しくは看守
者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合
は、この限りでない。

（令状請求の手続）
第四条 傍受令状の請求は、検察官（検事総長が指定す
る検事に限る。次項及び第七条において同じ。）又は
司法警察員（国家公安委員会又は都道府県公安委員
会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指
定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海
上保安官に限る。同項及び同条において同じ。）から
地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

２ 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合に
おいて、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と
同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対
象とする傍受令状の請求又はその発付があったとき
は、その旨を裁判官に通知しなければならない。

（傍受令状の発付）
第五条 前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請
求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間
として十日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。

２ 裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の
実施（通信の傍受をすること及び通信手段について
直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を
監視することをいう。以下同じ。）に関し、適当と認
める条件を付することができる。

（傍受令状の記載事項）
第六条 傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、
罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とす
べき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受が
できる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及
びその期間経過後は傍受の処分に着手することがで

きず傍受令状はこれを返還しなければならない旨並
びに発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事
項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければ
ならない。ただし、被疑者の氏名については、これ
が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

（傍受ができる期間の延長）
第七条 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めると
きは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以
内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長するこ
とができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて
三十日を超えることができない。

２ 前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を
記載し記名押印してこれをしなければならない。

（同一事実に関する傍受令状の発付）
第八条 裁判官は、傍受令状の請求があった場合におい
て、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受
令状の被疑事実と同一のものが含まれるときは、同
一の通信手段については、更に傍受をすることを必
要とする特別の事情があると認めるときに限り、こ
れを発付することができる。

（傍受令状の提示）
第九条 傍受令状は、通信手段の傍受の実施をする部分
を管理する者（会社その他の法人又は団体にあって
は、その役職員。以下同じ。）又はこれに代わるべき
者に示さなければならない。ただし、被疑事実の要
旨については、この限りでない。

２ 傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様
とする。

（必要な処分等）
第十条 傍受の実施については、電気通信設備に傍受の
ための機器を接続することその他の必要な処分をす
ることができる。

２ 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察
職員に前項の処分をさせることができる。

（通信事業者等の協力義務）
第十一条 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対
して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続
その他の必要な協力を求めることができる。この場
合においては、通信事業者等は、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。

（立会い）
第十二条 傍受の実施をするときは、通信手段の傍受の
実施をする部分を管理する者又はこれに代わるべき
者を立ち会わせなければならない。これらの者を立
ち会わせることができないときは、地方公共団体の
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職員を立ち会わせなければならない。
２ 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受

の実施に関し意見を述べることができる。
（該当性判断のための傍受）
第十三条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をして

いる間に行われた通信であって、傍受令状に記載さ
れた傍受すべき通信（以下単に「傍受すべき通信」
という。）に該当するかどうか明らかでないものに
ついては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判
断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、
当該通信の傍受をすることができる。

２ 外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に
復元することができない方法を用いた通信であっ
て、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、
傍受すべき通信に該当するかどうかを判断すること
ができないものについては、その全部の傍受をする
ことができる。この場合においては、速やかに、傍
受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなけ
ればならない。

（他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受）
第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をして

いる間に、傍受令状に被疑事実として記載されてい
る犯罪以外の犯罪であって、別表に掲げるもの又は
死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の懲役若し
くは禁錮に当たるものを実行したこと、実行してい
ること又は実行することを内容とするものと明らか
に認められる通信が行われたときは、当該通信の傍
受をすることができる。

（医師等の業務に関する通信の傍受の禁止）
第十五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士（外

国法事務弁護士を含む。）、弁理士、公証人又は宗教
の職にある者（傍受令状に被疑者として記載されて
いる者を除く。）との間の通信については、他人の依
頼を受けて行うその業務に関するものと認められる
ときは、傍受をしてはならない。

（相手方の電話番号等の探知）
第十六条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をして

いる間に行われた通信について、これが傍受すべき
通信若しくは第十四条の規定により傍受をすること
ができる通信に該当するものであるとき、又は第十
三条の規定による傍受すべき通信に該当するかどう
かの判断に資すると認めるときは、傍受の実施の場
所において、当該通信の相手方の電話番号等の探知
をすることができる。この場合においては、別に令
状を必要としない。

２ 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、
前項の処分に関し、必要な協力を求めることができ
る。この場合においては、通信事業者等は、正当な
理由がないのに、これを拒んではならない。

３ 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の場所以外の
場所において第一項の探知のための措置を必要とす
る場合には、当該措置を執ることができる通信事業
者等に対し、同項の規定により行う探知である旨を
告知して、当該措置を執ることを要請することがで
きる。この場合においては、前項後段の規定を準用
する。

（傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置）
第十七条 傍受令状の記載するところに従い傍受の実
施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われて
いるときは、その通信手段の使用（以下「通話」と
いう。）が終了するまで傍受の実施を継続すること
ができる。

（傍受の実施の終了）
第十八条 傍受の実施は、傍受の理由又は必要がなく
なったときは、傍受令状に記載された傍受ができる
期間内であっても、これを終了しなければならない。

第三章　通信傍受の記録等

（傍受をした通信の記録）
第十九条 傍受をした通信については、すべて、録音そ
の他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体
に記録しなければならない。この場合においては、
第二十二条第二項の手続の用に供するため、同時に、
同一の方法により他の記録媒体に記録することがで
きる。

２ 傍受の実施を中断し又は終了するときは、その時に
使用している記録媒体に対する記録を終了しなけれ
ばならない。

（記録媒体の封印等）
第二十条 前条第一項前段の規定により記録をした記録
媒体については、傍受の実施を中断し又は終了した
ときは、速やかに、立会人にその封印を求めなけれ
ばならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の
交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了
したときも、同様とする。

２ 前項の記録媒体については、前条第一項後段の規
定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立
会人にその封印を求める前に、第二十二条第二項の
手続の用に供するための複製を作成することがで
きる。
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３ 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令
状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提
出しなければならない。

（傍受の実施の状況を記載した書面の提出等）
第二十一条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終
了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、
前条第三項に規定する裁判官に提出しなければなら
ない。第七条の規定により傍受ができる期間の延長
を請求する時も、同様とする。
一 傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
二 立会人の氏名及び職業
三 第十二条第二項の規定により立会人が述べた

意見
四 傍受の実施をしている間における通話の開始及

び終了の年月日時
五 傍受をした通信については、傍受の根拠となっ

た条項、その開始及び終了の年月日時並びに通
信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

六 第十四条に規定する通信については、当該通
信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が
同条に規定する通信に該当すると認めた理由

七 記録媒体の交換をした年月日時
八 前条第一項の規定による封印の年月日時及び封

印をした立会人の氏名
九 その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規

則で定める事項
２ 前項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、同項
第六号の通信については、これが第十四条に規定す
る通信に該当するかどうかを審査し、これに該当し
ないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り
消すものとする。この場合においては、第二十六条
第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

（傍受記録の作成）
第二十二条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施を中
断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍
受をした通信の内容を刑事手続において使用するた
めの記録（以下「傍受記録」という。）一通を作成し
なければならない。傍受の実施をしている間に記録
媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録
が終了したときも、同様とする。

２ 傍受記録は、第十九条第一項後段の規定により記録
をした記録媒体又は第二十条第二項の規定により作
成した複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録
を消去して作成するものとする。
一 傍受すべき通信に該当する通信

二 第十三条第二項の規定により傍受をした通信で
あって、なおその内容を復元するための措置を
要するもの

三 第十四条の規定により傍受をした通信及び第十
三条第二項の規定により傍受をした通信であっ
て第十四条に規定する通信に該当すると認めら
れるに至ったもの

四 前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行わ
れた通信

３ 前項第二号に掲げる通信の記録については、当該通
信が傍受すべき通信及び第十四条に規定する通信に
該当しないことが判明したときは、傍受記録から当
該通信の記録及び当該通信に係る同項第四号に掲げ
る通信の記録を消去しなければならない。ただし、
当該通信と同一の通話の機会に行われた同項第一号
から第三号までに掲げる通信があるときは、この限
りでない。

４ 検察官又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合
において、他に第二十条第三項の規定により裁判
官に提出した記録媒体（以下「傍受の原記録」とい
う。）以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体
又はその複製等（複製その他記録の内容の全部又は
一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同
じ。）があるときは、その記録の全部を消去しなけれ
ばならない。前項の規定により傍受記録から記録を
消去した場合において、他に当該記録の複製等があ
るときも、同様とする。

５ 検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であって、
傍受記録に記録されたもの以外のものについては、
その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。

（通信の当事者に対する通知）
第二十三条 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録
されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成し
た旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければな
らない。
一 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手

方の氏名（判明している場合に限る。）
二 傍受令状の発付の年月日
三 傍受の実施の開始及び終了の年月日
四 傍受の実施の対象とした通信手段
五 傍受令状に記載された罪名及び罰条
六 第十四条に規定する通信については、その旨並

びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条
２ 前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又
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はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実
施が終了した後三十日以内にこれを発しなければな
らない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨
げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は
司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定め
て、この項の規定により通知を発しなければならな
い期間を延長することができる。

３ 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間
が経過した後に、通信の当事者が特定された場合又
はその所在が明らかになった場合には、当該通信の
当事者に対し、速やかに、第一項の通知を発しなけ
ればならない。この場合においては、前項ただし書
の規定を準用する。

（傍受記録の聴取及び閲覧等）
第二十四条 前条第一項の通知を受けた通信の当事

者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、
若しくは閲覧し、又はその複製を作成することがで
きる。

（傍受の原記録の聴取及び閲覧等）
第二十五条 傍受の原記録を保管する裁判官（以下「原

記録保管裁判官」という。）は、傍受記録に記録さ
れている通信の当事者が、前条の規定により、傍受
記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは
閲覧し、又はその複製を作成した場合において、傍
受記録の正確性の確認のために必要があると認める
ときその他正当な理由があると認めるときは、当該
通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当
該通信に相当する部分を聴取し、若しくは閲覧し、
又はその複製を作成することを許可しなければなら
ない。

２ 原記録保管裁判官は、傍受をされた通信の内容の確
認のために必要があると認めるときその他正当な理
由があると認めるときは、傍受記録に記録されてい
る通信以外の通信の当事者の請求により、傍受の原
記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは
閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなけ
ればならない。

３ 原記録保管裁判官は、傍受が行われた事件に関し、
犯罪事実の存否の証明又は傍受記録の正確性の確認
のために必要があると認めるときその他正当な理由
があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請
求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を
聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成する
ことを許可することができる。ただし、複製の作成
については、次に掲げる通信（傍受記録に記録され

ているものを除く。）に係る部分に限る。
一 傍受すべき通信に該当する通信
二 犯罪事実の存否の証明に必要な証拠となる通信
（前号に掲げる通信を除く。）

三 前二号に掲げる通信と同一の通話の機会に行わ
れた通信

４ 次条第三項（第二十一条第二項において準用する場
合を含む。以下この項において同じ。）の規定によ
り記録の消去を命じた裁判がある場合においては、
前項の規定による複製を作成することの許可の請求
は、同項の規定にかかわらず、当該裁判により消去
を命じられた記録に係る通信が新たに同項第一号又
は第二号に掲げる通信であって他にこれに代わるべ
き適当な証明方法がないものであることが判明す
るに至った場合に限り、傍受の原記録のうち当該通
信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信に係
る部分について、することができる。ただし、当該
裁判が次条第三項第二号に該当するとしてこれらの
通信の記録の消去を命じたものであるときは、この
請求をすることができない。

５ 原記録保管裁判官は、検察官により傍受記録又はそ
の複製等の取調べの請求があった被告事件に関し、
被告人の防御又は傍受記録の正確性の確認のために
必要があると認めるときその他正当な理由があると
認めるときは、被告人又はその弁護人の請求により、
傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若
しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可
することができる。ただし、被告人が当事者でない
通信に係る部分の複製の作成については、当該通信
の当事者のいずれかの同意がある場合に限る。

６ 検察官又は司法警察員が第三項の規定により作成し
た複製は、傍受記録とみなす。この場合において、
第二十三条の規定の適用については、同条第一項中
「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並び
に第二十五条第三項の複製を作成することの許可が
あった旨及びその年月日」とし、同条第二項中「傍
受の実施が終了した後」とあるのは「複製を作成し
た後」とする。

７ 傍受の原記録については、第一項から第五項までの
規定による場合のほか、これを聴取させ、若しくは
閲覧させ、又はその複製を作成させてはならない。
ただし、裁判所又は裁判官が、刑事訴訟法の定める
ところにより、検察官により傍受記録若しくはその
複製等の取調べの請求があった被告事件又は傍受に
関する刑事の事件の審理又は裁判のために必要があ
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ると認めて、傍受の原記録のうち必要と認める部分
を取り調べる場合においては、この限りでない。

（不服申立て） 第二十六条 　裁判官がした通信の傍
受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所
属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求
することができる。

２ 検察官又は検察事務官がした通信の傍受に関する処
分に不服がある者はその検察官又は検察事務官が所
属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司
法警察職員がした通信の傍受に関する処分に不服が
ある者はその職務執行地を管轄する地方裁判所に、
その処分の取消し又は変更（傍受の実施の終了を含
む。）を請求することができる。

３ 裁判所は、前項の請求により傍受の処分を取り消す
場合において、次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その
保管する傍受記録（前条第六項の規定により傍受記
録とみなされたものを除く。以下この項において同
じ。）及びその複製等のうち当該傍受の処分に係る
通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信の
記録の消去を命じなければならない。ただし、第三
号に該当すると認める場合において、当該記録の消
去を命ずることが相当でないと認めるときは、この
限りでない。
一 当該傍受に係る通信が、第二十二条第二項各号

に掲げる通信のいずれにも当たらないとき。
二 当該傍受において、通信の当事者の利益を保護

するための手続に重大な違法があるとき。
三 前二号に該当する場合を除き、当該傍受の手続

に違法があるとき。
４ 前条第三項の複製を作成することの許可が取り消さ
れたときは、検察官又は司法警察員は、その保管す
る同条第六項の規定によりみなされた傍受記録（そ
の複製等を含む。）のうち当該取り消された許可に
係る部分を消去しなければならない。

５ 第三項に規定する記録の消去を命ずる裁判又は前項
に規定する複製を作成することの許可の取消しの裁
判は、当該傍受記録又はその複製等について既に被
告事件において証拠調べがされているときは、証拠
から排除する決定がない限り、これを当該被告事件
に関する手続において証拠として用いることを妨げ
るものではない。

６ 前項に規定する裁判があった場合において、当該傍
受記録について既に被告事件において証拠調べがさ
れているときは、当該被告事件に関する手続におい

てその内容を他人に知らせ又は使用する場合以外の
場合においては、当該傍受記録について第三項の裁
判又は第四項の規定による消去がされたものとみな
して、第二十二条第五項の規定を適用する。

７ 第一項及び第二項の規定による不服申立てに関する
手続については、この法律に定めるもののほか、刑
事訴訟法第四百二十九条第一項 及び第四百三十条
第一項 の請求に係る手続の例による。

（傍受の原記録の保管期間）
第二十七条 傍受の原記録は、第二十条第三項の規定に
よる提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若
しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告
事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日か
ら六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管する
ものとする。

２ 原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、
前項の保管の期間を延長することができる。

第四章　通信の秘密の尊重等

（関係者による通信の秘密の尊重等）
第二十八条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並び
に弁護人その他通信の傍受に関与し、又はその状況
若しくは傍受をした通信の内容を職務上知り得た者
は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、か
つ、捜査の妨げとならないように注意しなければな
らない。

（国会への報告等）
第二十九条 政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の
件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象と
した通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受
の実施をしている間における通話の回数、このうち
第二十二条第二項第一号又は第三号に掲げる通信が
行われたものの数並びに傍受が行われた事件に関し
て逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表
するものとする。ただし、罪名については、捜査に
支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなく
なった後においてこれらの措置を執るものとする。

（通信の秘密を侵す行為の処罰等）
第三十条 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その
捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法（昭和
五十九年法律第八十六号）第百七十九条第一項 又は
有線電気通信法（昭和二十八年法律第九十六号）第
十四条第一項 の罪を犯したときは、三年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。

２ 前項の罪の未遂は、罰する。
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３ 前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察
官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑
事訴訟法第二百六十二条第一項 の請求をすること
ができる。

第五章　補則

（刑事訴訟法との関係）
第三十一条 通信の傍受に関する手続については、この

法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法に
よる。

（最高裁判所規則）
第三十二条 この法律に定めるもののほか、傍受令状の

発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印及
び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受
の実施の状況を記載した書面の提出、第十四条に
規定する通信に該当するかどうかの審査、通信の当
事者に対する通知を発しなければならない期間の延
長、裁判所が保管する傍受記録の聴取及び閲覧並び
にその複製の作成並びに不服申立てに関する手続に
ついて必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

別表

別表（第三条、第十四条関係）
一 大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号）第二

十四条（栽培、輸入等）又は第二十四条の二（所持、
譲渡し等）の罪

二 覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）
第四十一条（輸入等）若しくは第四十一条の二（所
持、譲渡し等）の罪、同法第四十一条の三第一項第
三号（覚せい剤原料の輸入等）若しくは第四号（覚
せい剤原料の製造）の罪若しくはこれらの罪に係る
同条第二項（営利目的の覚せい剤原料の輸入等）の
罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第四十一条
の四第一項第三号（覚せい剤原料の所持）若しくは
第四号（覚せい剤原料の譲渡し等）の罪若しくはこ
れらの罪に係る同条第二項（営利目的の覚せい剤原
料の所持、譲渡し等）の罪若しくはこれらの罪の未
遂罪

三 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三
百十九号）第七十四条（集団密航者を不法入国させ
る行為等）、第七十四条の二（集団密航者の輸送）又
は第七十四条の四（集団密航者の収受等）の罪

四 麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四
号）第六十四条（ジアセチルモルヒネ等の輸入等）、

第六十四条の二（ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、
所持等）、第六十五条（ジアセチルモルヒネ等以外の
麻薬の輸入等）、第六十六条（ジアセチルモルヒネ等
以外の麻薬の譲渡し、所持等）、第六十六条の三（向
精神薬の輸入等）又は第六十六条の四（向精神薬の
譲渡し等）の罪

五 武器等製造法（昭和二十八年法律第百四十五号）第
三十一条（銃砲の無許可製造）、第三十一条の二（銃
砲弾の無許可製造）又は第三十一条の三第一号（銃
砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造）の罪

六 あへん法（昭和二十九年法律第七十一号）第五十一
条（けしの栽培、あへんの輸入等）又は第五十二条
（あへん等の譲渡し、所持等）の罪

七 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）
第三十一条から第三十一条の四まで（けん銃等の発
射、輸入、所持、譲渡し等）、第三十一条の七から第
三十一条の九まで（けん銃実包の輸入、所持、譲渡
し等）、第三十一条の十一第一項第二号（けん銃部
品の輸入）若しくは第二項（未遂罪）又は第三十一
条の十六第一項第二号（けん銃部品の所持）若しく
は第三号（けん銃部品の譲渡し等）若しくは第二項
（未遂罪）の罪

八 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長
する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取
締法等の特例等に関する法律（平成三年法律第九十
四号）第五条（業として行う不法輸入等）の罪

九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
法律（平成十一年法律第百三十六号）第三条第一項
第七号に掲げる罪に係る同条（組織的な殺人）の罪
又はその未遂罪 *1

関連政省令規則等

(国家公安委員会規則第十三号) 通信傍受規則
（平成十二年八月八日国家公安委員会規則第十三号）

警察法施行令（昭和二十九年政令第百五十一号）第
十三条第一項 の規定に基づき、通信傍受規則を次の
ように定める。

第一章　総則
（目的）
第一条 この規則は、警察官が犯罪捜査のための通信傍
受に関する法律（平成十一年法律第百三十七号。以

*1 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する
法律 (平成 23年法律第 74号)により修正
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下「法」という。）の規定による通信の傍受を行うに
当たって守るべき方法、手続その他通信の傍受に関
し必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）
第二条 法に定めるもののほか、この規則において、次
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
一 令状記載傍受　法第三条第一項 の規定による

傍受をいう。
二 スポット傍受　法第十三条第一項 の規定によ

る傍受をいう。
三 外国語等通信　法第十三条第二項 に規定する

通信をいう。
四 外国語等傍受　法第十三条第二項 の規定によ

る傍受をいう。
五 他犯罪通信　法第十四条 に規定する通信をい

う。
六 他犯罪傍受　法第十四条 の規定による傍受を

いう。
七 傍受記録作成用媒体　法第十九条第一項 後段

の規定により記録をした記録媒体又は法第二十
条第二項 の規定により作成した記録媒体の複
製をいう。

八 通信記録物等　傍受の原記録以外の傍受をした
通信の記録をした記録媒体及びその複製その他
記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した
物又は書面並びに傍受をした通信の内容の全部
又は一部を要約して記載し又は記録した物又は
書面をいう。

第二章　通信傍受の実施の手続等
（令状請求の手続）
第三条 傍受令状の請求は、傍受の理由及び必要その他
傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検
討してその検討結果を順を経て警察本部長（警視総
監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。）に報告
し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

２ 前項の請求をするときは、傍受の理由及び必要があ
ることを疎明する参考人供述調書、捜査報告書その
他の資料並びに傍受の実施の方法及び場所その他傍
受令状請求書の記載事項を明らかにする資料を添え
て行わなければならない。

３ 第一項の請求をするに当たっては、当該請求をしよ
うとする指定警察官（法第四条第一項 の規定に基づ
き国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定す
る警視以上の警察官をいう。以下同じ。）その他の

当該事件の捜査全般の状況を把握している警察官が
裁判官の下に出頭し、裁判官の求めに応じ、陳述し、
又は書類その他の物を提示しなければならない。

（傍受ができる期間の延長請求の手続）
第四条 傍受ができる期間の延長の請求は、延長を必要
とする事由及び延長を求める期間について十分に
検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告
し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

２ 前項の請求をするときは、その必要があることを疎
明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなけれ
ばならない。

３ 前条第三項の規定は、第一項の請求をする場合につ
いて準用する。

（捜査主任官等）
第五条 傍受を行う事件の捜査については、警察本部
長が捜査主任官を指名しなければならない。

２ 捜査主任官は、警察本部長の指揮を受け、傍受の実
施、通信記録物等の管理その他の通信の傍受に関す
る事務を統括するものとする。

３ 警察本部長は、傍受の実施ごとに、警部以上の警察
官の中から傍受実施主任官を指名するものとする。

４ 傍受実施主任官は、捜査主任官の命を受け、傍受の
実施及びこれに付随する事務に従事する職員を指揮
監督するものとする。

５ 警察本部長は、通信記録物等の管理に関する捜査主
任官の職務を補助させるため、警部補以上の警察
官の中から通信記録物等管理者を指名するものと
する。

（最小化等に関する指示）
第六条 傍受の実施に当たっては、警察本部長は、あら
かじめ、次に掲げる事項について、捜査主任官に対
し、文書により指示しなければならない。
一 第十一条第五項、第六項及び第八項の規定によ

り警察本部長が指定する時間
二 報道の取材のための通信が行われていると認め

た場合に留意すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、傍受の実施の適正

を確保するための事項
２ 捜査主任官は、傍受の実施をしている場合において
は、傍受実施主任官に、前項の文書の写しを携帯さ
せなければならない。

（傍受令状の記載事項の厳守）
第七条 傍受の実施に当たっては、傍受令状に記載され
ている傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき
通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができ
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る期間、傍受の実施に関する条件その他傍受令状に
記載されている事項を厳格に遵守しなければなら
ない。

（傍受日誌）
第八条 傍受の実施に当たっては、逐次、法第二十一条

第一項 各号に掲げる事項その他当該傍受の実施の
状況を警察本部長が定める様式の書面に記載するも
のとする。

（通信事業者等に対する配慮）
第九条 傍受の実施に当たっては、通信事業者等の規模、

電気通信設備の概要その他の通信事業者等の事情を
理解し、通信事業者等に必要な限度を超えて迷惑を
及ぼさないように特に注意しなければならない。

２ 電気通信設備に接続する傍受のための機器について
は、電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を
与えないものを使用するものとする。

（立会い）
第十条 傍受の実施に当たっては、あらかじめ、立会人に

対し、次に掲げる事項について説明しなければなら
ない。
一 法第十二条 、法第二十条 その他の立会人に係
る主要な法令の規定

二 傍受令状に記載されている傍受の実施の対象と
すべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、
傍受ができる期間並びに傍受の実施に関する
条件

三 傍受のための機器の概要及びその使用方法
四 第六条第一項第一号に掲げる事項
五 法第二十条第一項 の封印の具体的方法に関す
る事項

六 前各号に掲げるもののほか、立会人が適切な立
会いをするため参考となるべき事項

２ 法第十二条第二項 の規定による立会人の意見が述
べられたときは、これを勘案して、必要に応じ、傍
受の実施の適正を確保するための措置を講じなけれ
ばならない。

３ 前項に規定する場合においては、立会人に意見書の
提出を求めなければならない。

４ 立会いをしていた期間中に立会人の意見が述べら
れなかったときは、立会人にその旨を記載した意見
書の提出を求めなければならない。

（スポット傍受）
第十一条 スポット傍受は、スポット傍受の開始時から

あらかじめ設定した時間が経過すると自動的にス
ポット傍受が中断される機能、スポット傍受をして

いる旨を標示する機能その他スポット傍受の適正を
確保するための機能を有する機器を用いて行うもの
とする。

２ スポット傍受に当たっては、犯罪の組織的背景、既
に傍受をされた通信の内容その他スポット傍受をし
ている通信の該当性判断に資する事項を考慮しなけ
ればならない。

３ 傍受の実施の開始時に現に通話が行われているとき
又は傍受の実施の間に通話が開始されたときは、ス
ポット傍受を開始するものとする。

４ スポット傍受をしている場合において、次の各号に
掲げる通信が行われていると認めるに至ったとき
は、スポット傍受を終了し、それぞれ当該各号に定
める傍受を開始するものとする。
一 傍受すべき通信に該当することが明らかである

通信　令状記載傍受
二 外国語等通信　外国語等傍受
三 他犯罪通信　他犯罪傍受

５ スポット傍受を開始した場合においては、前項の規
定により同項各号に定める傍受を開始し、又は第七
項の規定によりスポット傍受を終了したときを除
き、スポット傍受の開始時からあらかじめ警察本部
長が指定した時間内にスポット傍受を中断しなけれ
ばならない。

６ 前項の規定によりスポット傍受を中断した時点から
あらかじめ警察本部長が指定した時間が経過した後
において、当該スポット傍受を中断した時点におい
て現に行われていた通話と同一の通話が行われてお
り、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断する
ため必要があると認めるときは、スポット傍受を開
始するものとする。

７ スポット傍受をしている場合において、第四項各号
のいずれにも該当しない通信であって傍受すべき通
信に該当しないことが明らかであるものが行われて
いると認めるに至ったときは、直ちに、スポット傍
受を終了しなければならない。

８ 前項の規定によりスポット傍受を終了した時又は次
条第二項の規定により傍受を終了した時に現に行わ
れていた通話が傍受の終了時からあらかじめ警察本
部長が指定した時間を超えて継続しており、当該傍
受の終了時における通信と内容の異なる通信が行わ
れていないかどうかを確認するため必要があると認
めるときは、スポット傍受を開始するものとする。

（令状記載傍受等）
第十二条 前条第四項各号のいずれかに定める傍受をし
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ている場合において、当該各号に掲げる通信以外の
通信であって同項各号のいずれかに掲げるものが行
われていると認めるに至ったときは、当該傍受を終
了し、それぞれ当該各号に定める傍受を開始するも
のとする。

２ 前条第四項各号のいずれかに定める傍受をしている
場合において、同項各号のいずれにも該当しない通
信であって傍受すべき通信に該当するかどうか明ら
かでないものが行われていると認めるに至ったとき
は、直ちに、当該傍受を終了してスポット傍受を開
始するものとし、同項各号のいずれにも該当しない
通信であって傍受すべき通信に該当しないことが明
らかであるものが行われていると認めるに至ったと
きは、直ちに、傍受を終了しなければならない。

（外国語等通信についての該当性判断）
第十三条 法第十三条第二項 後段の規定による傍受す
べき通信に該当するかどうかの判断のために行う翻
訳、復号又は復元及び翻訳、復号又は復元がなされ
た通信の内容の聴取又は閲覧は、必要最小限度の範
囲で行うようにしなければならない。

２ 外国語等通信であって、傍受の実施の場所でその内
容を容易に復元することができる方法を用いて行
われたものについては、当該場所の状況を考慮して
適当であると認めるときは、当該場所において立会
人の立会いを得て前項の復元若しくは閲覧、法第十
三条第二項 後段の規定による傍受すべき通信に該
当するかどうかの判断又は傍受記録の作成を行わな
ければならない。

３ 第一項の翻訳、復号又は復元の嘱託をする場合は、
当該嘱託を受ける者が通信の秘密を不当に害するこ
となく、かつ、捜査の妨げとならないようにするた
めの措置を講じなければならない。

４ 第一項の翻訳、復号又は復元及び聴取又は閲覧につ
いては、これらを行った者の氏名、これらが行われ
た年月日、傍受をされた通信のうちこれらが行われ
た部分その他これらが行われた状況を明らかにする
ために必要な事項を書面に記録しておかなければな
らない。

（相手方の電話番号等の探知）
第十四条 法第十六条第三項 の規定による要請は、当該
要請に係る通信を特定するために必要な事項を告知
して行うものとする。

第三章　通信傍受の記録等
（傍受の原記録用媒体への署名等）
第十五条 法第二十条第一項 の規定により記録媒体の

封印を求めようとするときは、あらかじめ、当該記
録媒体の外面に、当該記録媒体に対する記録を終了
した年月日時分及びそれが法第十九条第一項 前段
の規定により記録をした記録媒体である旨を記載し
て署名押印しなければならない。

２ 犯罪捜査のための通信傍受に関する規則（平成十二
年最高裁判所規則第六号。以下「最高裁判所規則」
という。）第九条に規定する書面の様式は、別記様式
第一号のとおりとする。

（傍受記録用の複製の作成）
第十六条 法第二十条第二項 の規定による複製の作成
は、傍受の実施の場所において立会人の立会いを得
て行わなければならない。

（傍受記録作成用媒体への署名等）
第十七条 法第十九条第一項 後段の規定による記録又
は法第二十条第二項 の規定による複製の作成が終
了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面
に、当該記録又は作成が終了した年月日時分及びそ
れが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押
印しなければならない。

（傍受の実施の状況を記載した書面の提出）
第十八条 法第二十一条第一項 に規定する書面の様式
は、別記様式第二号のとおりとする。

２ 前項の書面を裁判官に提出するときは、第十条第三
項又は第四項の意見書を添えて行わなければなら
ない。

３ 外国語等傍受をした通信について、当該外国語等傍
受に係る傍受の実施の状況を記載した書面を裁判
官に提出した後において、当該通信が他犯罪通信に
該当すると認めるに至ったときは、遅滞なく、法第
二十一条第一項第五号 及び第六号 に掲げる事項を
記載した他犯罪通信該当書（別記様式第三号）を裁
判官に提出しなければならない。

（傍受調書）
第十九条 傍受の実施をしたときは、その状況を明らか
にした傍受調書を作成しなければならない。

（傍受記録の作成）
第二十条 傍受記録の作成は、傍受記録作成用媒体に記
録されている通信のうち、法第二十二条第二項 各号
に掲げる通信の記録を当該傍受記録作成用媒体に残
し、それ以外の通信の記録を消去することにより、
行うものとする。

２ 傍受記録を作成した場合において、他に通信記録物
等があるときは、捜査主任官は、通信記録物等管理
者にその記録の全部を消去させなければならない。
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ただし、当該通信記録物等が、傍受記録に記録され
た通信の内容の全部又は一部を要約して記載した捜
査書類であって、傍受記録を作成する前に行った捜
査の経過を示すために特に必要なものである場合に
は、この限りでない。

３ 傍受記録から記録を消去したときは、捜査主任官は、
通信記録物等管理者に通信記録物等の当該記録に係
る部分の記録の全部を消去させなければならない。

４ 法第二十一条第一項 の規定により書面を裁判官に
提出した後において、傍受記録から記録を消去した
ときは、速やかに、通信記録消去通知書（別記様式
第四号）により、当該裁判官に通知しなければなら
ない。

（通信記録物等の作成等）
第二十一条 通信記録物等の作成は、必要最小限度の範

囲にとどめなければならない。
２ 記録媒体に対する法第十九条第一項 後段の規定に

よる記録、法第二十条第二項 の規定による複製の
作成、傍受記録の作成その他通信記録物等の作成が
終了したときは、速やかに、記録媒体作成調書、複
製等作成調書、傍受記録作成調書その他通信記録物
等の作成の状況を明らかにした書類を作成するとと
もに、その旨を通信記録物等管理者に通知しなけれ
ばならない。

３ 通信記録物等管理者は、警察本部長が定める様式の
簿冊により、通信記録物等の作成、保管及び出納の
状況、その記録の消去の状況その他その適正な管理
のために必要な事項を明らかにしておかなければな
らない。

４ 通信記録物等が刑事手続において使用する必要がな
くなったときは、捜査主任官は、速やかに、通信記
録物等管理者にその記録の全部を消去させなければ
ならない。

（通信の当事者に対する通知）
第二十二条 法第二十三条第一項 の書面の様式は、別記

様式第五号のとおりとする。
２ 最高裁判所規則第十三条の書面の様式は、別記様式

第六号のとおりとする。
（通知を発しなければならない期間の延長）
第二十三条 法第二十三条第二項 ただし書（同条第三項

後段において準用する場合を含む。）の規定による
請求は、指定警察官がこれを行うものとする。

２ 前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前
にその承認を受けて行わなければならない。

３ 第一項の請求は、通知期間延長請求書（別記様式第

七号）により行わなければならない。
４ 第一項の請求をするときは、通知によって捜査が妨
げられるおそれがあることを疎明する捜査報告書そ
の他の資料を添えて行わなければならない。

（警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等）
第二十四条 警察官が保管する傍受記録に係る法第二十
四条 の規定による聴取、閲覧又は複製の作成につ
いては、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の
作成をしようとする者が法第二十三条第一項 の通
知を受けた通信の当事者であることを確認しなけれ
ばならない。

２ 前項の聴取、閲覧又は複製の作成は、必要な態勢を
確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会
わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにし
なければならない。

（傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求）
第二十五条 法第二十五条第三項 の規定による聴取、閲
覧又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行
うものとする。

２ 前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前
にその承認を受けて行わなければならない。

３ 第一項の請求は、傍受の原記録聴取等請求書（別記
様式第八号）により行わなければならない。

４ 第一項の請求をするときは、法第二十五条第三項 に
規定する聴取、閲覧又は複製の作成の理由があるこ
とを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わ
なければならない。

第四章　補則
（通信傍受手続簿）
第二十六条 次の各号に掲げる措置を執った場合におい
ては、通信傍受手続簿（別記様式第九号）によりそ
の手続等を明らかにしておかなければならない。
一 傍受令状の請求
二 傍受の処分の着手
三 傍受ができる期間の延長の請求
四 法第二十条第三項の規定による記録媒体の提出
五 法第二十一条第一項 の規定による書面の提出
六 第十八条第三項の規定による書面の提出
七 傍受記録の作成
八 法第二十三条 の規定による通知
九 法第二十三条第二項 ただし書（同条第三項 後

段において準用する場合を含む。）の規定によ
る請求

十 法第二十四条 の規定により通信の当事者に傍
受記録の聴取及び閲覧等をさせること
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有線電気通信法

（昭和二十八年七月三十一日法律第九十六号）
最終改正：平成一六年五月一九日法律第四七号
（最終改正までの未施行法令）
平成十六年五月十九日法律第四十七号（未施行）

（目的）
第一条 この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用

を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立するこ
とによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目
的とする。

（定義）
第二条 この法律において「有線電気通信」とは、送信

の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利
用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を
送り、伝え、又は受けることをいう。

２ この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電
気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気
的設備（無線通信用の有線連絡線を含む。）をいう。

（有線電気通信設備の届出）
第三条 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次

の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始
の日の二週間前まで（工事を要しないときは、設置
の日から二週間以内）に、その旨を総務大臣に届け
出なければならない。
一 有線電気通信の方式の別
二 設備の設置の場所
三 設備の概要

２ 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通
信設備が次に掲げる設備（総務省令で定めるものを
除く。）に該当するものであるときは、同項各号の事
項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める
事項を併せて届け出なければならない。
一 二人以上の者が共同して設置するもの
二 他人（電気通信事業者（電気通信事業法（昭和
五十九年法律第八十六号）第二条第五号 に規定
する電気通信事業者をいう。以下同じ。）を除
く。）の設置した有線電気通信設備と相互に接
続されるもの

三 他人の通信の用に供されるもの

３ 有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事
項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとす
るとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備
をこれに該当するものに変更しようとするときは、
変更の工事の開始の日の二週間前まで（工事を要し
ないときは、変更の日から二週間以内）に、その旨
を総務大臣に届け出なければならない。

４ 前三項の規定は、次の有線電気通信設備については、
適用しない。
一 電気通信事業法第四十四条第一項 に規定する

事業用電気通信設備
二 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置

の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含
む。以下同じ。）又は同一の建物内であるもの
（第二項各号に掲げるもの（同項の総務省令で
定めるものを除く。）を除く。）

三 警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、
海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、
電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う
者が設置するもの（第二項各号に掲げるもの（同
項の総務省令で定めるものを除く。）を除く。）

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める
もの

（本邦外にわたる有線電気通信設備）
第四条 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気
通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供す
る設備として設置する場合を除き、設置してはなら
ない。ただし、特別の事由がある場合において、総
務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

（技術基準）
第五条 有線電気通信設備（政令で定めるものを除く。）
は、政令で定める技術基準に適合するものでなけれ
ばならない。

２ 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保され
るものとして定められなければならない。
一 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気

通信設備に妨害を与えないようにすること。
二 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又

は物件に損傷を与えないようにすること。
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（設備の検査等）
第六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度にお
いて、有線電気通信設備を設置した者からその設備
に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、
営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備
若しくは帳簿書類を検査させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分
を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければな
らない。

３ 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のため
に認められたものと解してはならない。

（設備の改善等の措置）
第七条 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に
対し、その設備が第五条の技術基準に適合しないた
め他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、
又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与
えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防
止又は除去のため必要な限度において、その設備の
使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずるこ
とができる。

２ 総務大臣は、第三条第二項に規定する有線電気通信
設備（同項の総務省令で定めるものを除く。）を設置
した者に対しては、前項の規定によるほか、その設
備につきの確保に支障があると認めるとき、その他
その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害
すると認めるときは、その支障の除去その他当該他
人の利益の確保のために必要な限度において、その
設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告する
ことができる。

（非常事態における通信の確保）
第八条 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発
生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気
通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは
救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しく
は秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこ
れらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の
者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設
備に接続すべきことを命ずることができる。

２ 総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設
置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使
用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、
国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなけ
ればならない。

３ 第一項の規定による処分については、行政不服審査
法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立

てをすることができない。
（有線電気通信の秘密の保護）
第九条 有線電気通信（電気通信事業法第四条第一項 又
は第百六十四条第二項 の通信たるものを除く。）の
秘密は、侵してはならない。

（異議申立ての手続における意見の聴取）
第十条 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命
令の規定による総務大臣の処分についての異議申立
てに対する決定をしようとするときは、当該異議申
立てをした者に対し、相当な期間を置いて予告した
上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

２ 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容
を示さなければならない。

３ 第一項の意見の聴取に際しては、当該異議申立てを
した者に対し、当該事案について証拠を提示し、意
見を述べる機会を与えなければならない。

（準用規定）
第十一条 第五条、第六条、第七条第一項及び前条の規
定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信
の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利
用して、電磁的方式により、信号を行うための設備
に準用する。この場合において、第六条第一項、第
七条第一項及び前条中「総務大臣」とあるのは、「総
務大臣（鉄道事業及び軌道事業の用に供する設備
にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつ
ては政令で定める行政機関）」と読み替えるものと
する。

（国に対する適用）
第十二条 この法律の規定は、第十条及び次条から第十
八条までの規定を除き、国に適用があるものとする。
この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と
読み替えるものとする。

（罰則）
第十三条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接
触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与え
て有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又
は百万円以下の罰金に処する。

第十三条の二 営利を目的とする事業を営む者が、当該
事業に関し、通話（音響又は影像を送り又は受ける
ことをいう。以下この条において同じ。）を行うこ
とを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号
のみを受信させることを目的として、他人が設置し
た有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わ
ずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する
動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信
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を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信し
たときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。

第十四条 第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密
を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。

２ 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をし
たときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。

第十五条 第十三条及び前条の未遂罪は、罰する。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲

役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設
置した者

二 第七条第一項（第十一条において準用する場合
を含む。）又は第八条第一項の規定による命令
に違反した者

第十七条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の
罰金に処する。
一 第三条第一項から第三項までの規定による届出
をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第六条第一項（第十一条において準用する場合
を含む。以下この号において同じ。）の規定に
よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若し
くは忌避した者

第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関し、第十三条の二又は前二条の違反行為をしたと
きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
て、各本条の罰金刑を科する。
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有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
[有線ラジオ放送業務運用規正法]

（昭和二十六年四月五日法律第百三十五号）
最終改正：平成一三年六月二九日法律第八五号

（目的）
第一条 この法律は、有線ラジオ放送の業務の運用を規

正することによつて、公共の福祉を確保することを
目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「有線ラジオ放送」とは、次

の各号の一に該当するものをいう。
一 一区域内において公衆によつて直接受信される
ことを目的として、ラジオ放送（当該放送の電
波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形
その他の影像又は信号を送る放送を含む。以下
同じ。）を受信しこれを有線電気通信設備によ
つて再送信すること。

二 一区域内において公衆によつて直接聴取される
ことを目的として、音声その他の音響を有線電
気通信設備によつて送信すること。

三 道路、広場、公園等公衆の通行し、又は集合す
る場所において公衆によつて直接受信されるこ
とを目的として、音声その他の音響を有線電気
通信設備によつて送信し、又はラジオ放送を受
信しこれを有線電気通信設備によつて再送信す
ること。

（業務の開始の届出）
第三条 有線ラジオ放送の業務を行おうとする者は、総

務省令の定めるところにより、その旨の届出書を総
務大臣に提出しなければならない。その届出書に記
載された事項を変更しようとするときも、同様と
する。

（有線電気通信設備の使用）
第三条の二 有線ラジオ放送の業務を行う者は、その設

置に関し必要とされる道路法（昭和二十七年法律第
百八十号）第三十二条第一項 若しくは第三項（同法
第九十一条第二項 において準用する場合を含む。）
の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置さ

れている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得
ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設
置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ
放送をしてはならない。

（有線ラジオ放送番組の編集等）
第四条 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第三
条 （放送番組編集の自由）及び第三条の二第一項
（放送番組の編集）の規定は、有線ラジオ放送番組の
編集に関し準用する。

２ 放送法第四条 （訂正放送等）及び第五十二条 （候
補者放送）の規定は、第二条第二号又は第三号の有
線ラジオ放送の業務を行う者に準用する。

３ ラジオ放送を受信しこれを再送信するについて、い
かなるラジオ放送を受信し、又はいかなるラジオ放
送を受信しないかを定めることは、有線ラジオ放送
番組の編集とみなす。

（再送信の同意）
第五条 有線ラジオ放送の業務を行う者は、ラジオ放送
事業者（放送法第二条第三号の二 に規定する放送事
業者のうち同条第三号の四 に規定する受託放送事
業者以外のもの及び電気通信役務利用放送法（平成
十三年法律第八十五号）第二条第三項 に規定する電
気通信役務利用放送事業者をいう。）の同意を得な
ければ、そのラジオ放送（委託して行わせるものを
含む。）を受信し、これを再送信してはならない。

（報告及び監査）
第六条 総務大臣は、この法律の施行を確保するため特
に必要があるときは、有線ラジオ放送の業務を行う
者に対し、業務に関し報告を求め、又は職員を派遣
して有線ラジオ放送の業務について監査させること
ができる。

２ 前項の規定により監査をする職員は、その身分を示
す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、
これを呈示しなければならない。

３ 第一項の規定による監査は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。
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（承継）
第六条の二 第三条の規定による届出をした者がその届
出に係る業務を行う事業の全部を譲り渡し、又は同
条の規定による届出をした者について相続、合併若
しくは分割（同条の規定による届出に係る業務を行
う事業の全部を承継させるものに限る。）があつた
ときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人
（相続人が二人以上ある場合において、その全員の
同意により承継すべき相続人を選定したときは、そ
の者）、合併後存続する法人若しくは合併により設
立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承
継した法人は、当該届出をした者のこの法律の規定
による地位を承継する。

２ 前項の規定により第三条の規定による届出をした者
の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証す
る書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なけれ
ばならない。

（業務の廃止の届出）
第七条 有線ラジオ放送の業務を行う者は、その業務を
廃止したときは、遅滞なくその旨の届出書を総務大
臣に提出しなければならない。

（業務の停止及び運用の制限）
第八条 総務大臣は、有線ラジオ放送の業務を行う者が、
この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに
基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定
めて、有線ラジオ放送の業務の停止を命じ、又はそ
の業務の運用を制限することができる。

２ 総務大臣は、第三条の二の規定に違反する行為であ
つて道路法 の違反に係るものについて前項の規定
による処分を行おうとするときは、あらかじめ、そ
の旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場
合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該
道路法 の違反に関する意見を述べることができる。

（電波法 の準用）
第九条 電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第七
章 （異議申立て及び訴訟）及び第百十五条 （罰則）
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規
定による総務大臣の処分についての異議申立て及び
訴訟に関し準用する。

（資料の提供その他の協力）
第九条の二 総務大臣は、第三条の二の規定の違反に係
る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路
管理者（道路法第十八条第一項 に規定する道路管理
者をいう。）その他の関係行政機関及びその他の関
係者から資料の提供その他の協力を求めることがで

きる。
（適用除外）
第十条 この法律の規定は、左の各号に掲げる有線ラジ
オ放送の業務については適用しない。
一 臨時且つ一時の目的のために行われる有線ラジ

オ放送の業務
二 一の構内（その構内が二以上の者の占有に属し

ている場合においては、同一の者の占有に属す
る区域）において行われる有線ラジオ放送（第
二条第三号に該当するものを除く。）の業務

三 汽車、電車、自動車、船舶又は航空機内におい
て行われる有線ラジオ放送の業務

四 信号のみを送信するために行われる有線ラジオ
放送の業務

五 その他前各号の業務に準ずる有線ラジオ放送の
業務であつて、総務省令で定めるもの

（総務省令への委任）
第十一条 この法律に定めるものの外、この法律の施行
に関し必要な事項の細目は、総務省令で定める。

（罰則）
第十二条 第八条第一項の規定による業務の停止の命令
に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五十万円以
下の罰金に処する。

第十三条 第四条第二項において準用する放送法第四条
第一項 の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金
に処する。

２ 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公
訴を提起することができない。

第十四条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下
の罰金に処する。
一 第三条の規定による届出書を提出せず、又は虚

偽の事項を記載した届出書を提出した者
二 第六条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者
三 第六条第一項の規定による監査を拒み、妨げ、

又は忌避した者
四 第八条第一項の規定による業務の運用の制限に

違反した者
第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関し、第十二条から前条までの違反行為をしたとき
は、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても
各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理
人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止す
るため、その業務について相当の注意及び監督が尽
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されたことの証明があつたときは、その法人又は人
については、この限りでない。

２ 前項の場合において、当該行為者に対してした第十
三条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効
力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当
該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第十六条 第六条の二第二項又は第七条の規定による届
出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以
下の過料に処する。
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律 [プロバイ
ダ責任制限法]

（平成十三年十一月三十日法律第百三十七号）

（趣旨）
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通に

よって権利の侵害があった場合について、特定電気
通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情
報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定電気通信　不特定の者によって受信され
ることを目的とする電気通信（電気通信事業法
（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号
に規定する電気通信をいう。以下この号におい
て同じ。）の送信（公衆によって直接受信される
ことを目的とする電気通信の送信を除く。）を
いう。

二 特定電気通信設備　特定電気通信の用に供され
る電気通信設備（電気通信事業法第二条第二号
に規定する電気通信設備をいう。）をいう。

三 特定電気通信役務提供者　特定電気通信設備を
用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通
信設備を他人の通信の用に供する者をいう。

四 発信者　特定電気通信役務提供者の用いる特定
電気通信設備の記録媒体（当該記録媒体に記録
された情報が不特定の者に送信されるものに限
る。）に情報を記録し、又は当該特定電気通信設
備の送信装置（当該送信装置に入力された情報
が不特定の者に送信されるものに限る。）に情
報を入力した者をいう。

（損害賠償責任の制限）
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権

利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供
される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務
提供者（以下この項において「関係役務提供者」と

いう。）は、これによって生じた損害については、権
利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止
する措置を講ずることが技術的に可能な場合であっ
て、次の各号のいずれかに該当するときでなけれ
ば、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務
提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場
合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による

情報の流通によって他人の権利が侵害されてい
ることを知っていたとき。

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信によ
る情報の流通を知っていた場合であって、当該
特定電気通信による情報の流通によって他人の
権利が侵害されていることを知ることができた
と認めるに足りる相当の理由があるとき。

２ 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情
報の送信を防止する措置を講じた場合において、当
該措置により送信を防止された情報の発信者に生じ
た損害については、当該措置が当該情報の不特定の
者に対する送信を防止するために必要な限度におい
て行われたものである場合であって、次の各号のい
ずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通

信による情報の流通によって他人の権利が不当
に侵害されていると信じるに足りる相当の理由
があったとき。

二 特定電気通信による情報の流通によって自己の
権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵
害したとする情報（以下「侵害情報」という。）、
侵害されたとする権利及び権利が侵害されたと
する理由（以下この号において「侵害情報等」
という。）を示して当該特定電気通信役務提供
者に対し侵害情報の送信を防止する措置（以下
この号において「送信防止措置」という。）を
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講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気
通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対
し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を
講ずることに同意するかどうかを照会した場合
において、当該発信者が当該照会を受けた日か
ら七日を経過しても当該発信者から当該送信防
止措置を講ずることに同意しない旨の申出がな
かったとき。

（発信者情報の開示請求等）
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の
権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれに
も該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供
される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務
提供者（以下「開示関係役務提供者」という。）に対
し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の
侵害に係る発信者情報（氏名、住所その他の侵害情
報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で
定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請求する
ことができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をす

る者の権利が侵害されたことが明らかである
とき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損
害賠償請求権の行使のために必要である場合そ
の他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由
があるとき。

２ 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請
求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情
報の発信者と連絡することができない場合その他特
別の事情がある場合を除き、開示するかどうかにつ
いて当該発信者の意見を聴かなければならない。

３ 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者
は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該
発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしては
ならない。

４ 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の
請求に応じないことにより当該開示の請求をした者
に生じた損害については、故意又は重大な過失があ
る場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、
当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵
害情報の発信者である場合は、この限りでない。
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サイバーセキュリティ基本法

（平成二十六年十一月十二日法律第百四号）

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、インターネットその他の高度情報

通信ネットワークの整備及び情報通信技術の活用
の進展に伴って世界的規模で生じているサイバー
セキュリティに対する脅威の深刻化その他の内外の
諸情勢の変化に伴い、情報の自由な流通を確保しつ
つ、サイバーセキュリティの確保を図ることが喫緊
の課題となっている状況に鑑み、我が国のサイバー
セキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、
国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに
サイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセ
キュリティに関する施策の基本となる事項を定める
とともに、サイバーセキュリティ戦略本部を設置す
ること等により、高度情報通信ネットワーク社会形
成基本法（平成十二年法律第百四十四号）と相まっ
て、サイバーセキュリティに関する施策を総合的か
つ効果的に推進し、もって経済社会の活力の向上及
び持続的発展並びに国民が安全で安心して暮らせる
社会の実現を図るとともに、国際社会の平和及び安
全の確保並びに我が国の安全保障に寄与することを
目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「サイバーセキュリティ」と

は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式（以下この条にお
いて「電磁的方式」という。）により記録され、又は
発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏
えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全
管理のために必要な措置並びに情報システム及び情
報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のた
めに必要な措置（情報通信ネットワーク又は電磁的
方式で作られた記録に係る記録媒体（以下「電磁的
記録媒体」という。）を通じた電子計算機に対する不
正な活動による被害の防止のために必要な措置を含
む。）が講じられ、その状態が適切に維持管理されて

いることをいう。
（基本理念）
第三条 サイバーセキュリティに関する施策の推進は、
インターネットその他の高度情報通信ネットワー
クの整備及び情報通信技術の活用による情報の自
由な流通の確保が、これを通じた表現の自由の享
有、イノベーションの創出、経済社会の活力の向上
等にとって重要であることに鑑み、サイバーセキュ
リティに対する脅威に対して、国、地方公共団体、
重要社会基盤事業者（国民生活及び経済活動の基盤
であって、その機能が停止し、又は低下した場合に
国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれ
が生ずるものに関する事業を行う者をいう。以下同
じ。）等の多様な主体の連携により、積極的に対応す
ることを旨として、行われなければならない。

２ サイバーセキュリティに関する施策の推進は、国民
一人一人のサイバーセキュリティに関する認識を
深め、自発的に対応することを促すとともに、サイ
バーセキュリティに対する脅威による被害を防ぎ、
かつ、被害から迅速に復旧できる強靭な体制を構築
するための取組を積極的に推進することを旨とし
て、行われなければならない。

３ サイバーセキュリティに関する施策の推進は、イン
ターネットその他の高度情報通信ネットワークの整
備及び情報通信技術の活用による活力ある経済社会
を構築するための取組を積極的に推進することを旨
として、行われなければならない。

４ サイバーセキュリティに関する施策の推進は、サイ
バーセキュリティに対する脅威への対応が国際社会
にとって共通の課題であり、かつ、我が国の経済社
会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれてい
ることに鑑み、サイバーセキュリティに関する国際
的な秩序の形成及び発展のために先導的な役割を担
うことを旨として、国際的協調の下に行われなけれ
ばならない。

５ サイバーセキュリティに関する施策の推進は、高度
情報通信ネットワーク社会形成基本法 の基本理念
に配慮して行われなければならない。

６ サイバーセキュリティに関する施策の推進に当たっ



156 サイバーセキュリティ基本法

ては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し
なければならない。

（国の責務）
第四条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」とい
う。）にのっとり、サイバーセキュリティに関する総
合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との
適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティ
に関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務
を有する。

（重要社会基盤事業者の責務）
第六条 重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、
そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サ
イバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を
深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの
確保に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施
するサイバーセキュリティに関する施策に協力する
よう努めるものとする。

（サイバー関連事業者その他の事業者の責務）
第七条 サイバー関連事業者（インターネットその他の
高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の
活用又はサイバーセキュリティに関する事業を行う
者をいう。以下同じ。）その他の事業者は、基本理
念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積
極的にサイバーセキュリティの確保に努めるととも
に、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュ
リティに関する施策に協力するよう努めるものと
する。

（教育研究機関の責務）
第八条 大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっ
とり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの
確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並び
にサイバーセキュリティに関する研究及びその成果
の普及に努めるとともに、国又は地方公共団体が実
施するサイバーセキュリティに関する施策に協力す
るよう努めるものとする。

（国民の努力）
第九条 国民は、基本理念にのっとり、サイバーセキュ
リティの重要性に関する関心と理解を深め、サイ
バーセキュリティの確保に必要な注意を払うよう努
めるものとする。

（法制上の措置等）
第十条 政府は、サイバーセキュリティに関する施策を
実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措

置その他の措置を講じなければならない。
（行政組織の整備等）
第十一条 国は、サイバーセキュリティに関する施策を
講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善
に努めるものとする。

第二章　サイバーセキュリティ戦略

第十二条 政府は、サイバーセキュリティに関する施策
の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセ
キュリティに関する基本的な計画（以下「サイバー
セキュリティ戦略」という。）を定めなければなら
ない。

２ サイバーセキュリティ戦略は、次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。
一 サイバーセキュリティに関する施策についての

基本的な方針
二 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティ

の確保に関する事項
三 重要社会基盤事業者及びその組織する団体並び

に地方公共団体（以下「重要社会基盤事業者等」
という。）におけるサイバーセキュリティの確
保の促進に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、サイバーセキュリ
ティに関する施策を総合的かつ効果的に推進す
るために必要な事項

３ 内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略の案に
つき閣議の決定を求めなければならない。

４ 政府は、サイバーセキュリティ戦略を策定したとき
は、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、イ
ンターネットの利用その他適切な方法により公表し
なければならない。

５ 前二項の規定は、サイバーセキュリティ戦略の変更
について準用する。

６ 政府は、サイバーセキュリティ戦略について、その
実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るた
め、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算
に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずる
よう努めなければならない。

第三章　基本的施策

（国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの
　確保）
第十三条 国は、国の行政機関、独立行政法人（独立行
政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第
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一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）
及び特殊法人（法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもって設立さ
れた法人であって、総務省設置法 （平成十一年法
律第九十一号）第四条第十五号 の規定の適用を受
けるものをいう。以下同じ。）等におけるサイバー
セキュリティに関し、国の行政機関及び独立行政法
人におけるサイバーセキュリティに関する統一的な
基準の策定、国の行政機関における情報システムの
共同化、情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体
を通じた国の行政機関の情報システムに対する不正
な活動の監視及び分析、国の行政機関におけるサイ
バーセキュリティに関する演習及び訓練並びに国内
外の関係機関との連携及び連絡調整によるサイバー
セキュリティに対する脅威への対応、国の行政機関、
独立行政法人及び特殊法人等の間におけるサイバー
セキュリティに関する情報の共有その他の必要な施
策を講ずるものとする。

（重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリ
　ティの確保の促進）
第十四条 国は、重要社会基盤事業者等におけるサイ

バーセキュリティに関し、基準の策定、演習及び訓
練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他
の必要な施策を講ずるものとする。

（民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の
　促進）
第十五条 国は、中小企業者その他の民間事業者及び大

学その他の教育研究機関が有する知的財産に関する
情報が我が国の国際競争力の強化にとって重要であ
ることに鑑み、これらの者が自発的に行うサイバー
セキュリティに対する取組が促進されるよう、サイ
バーセキュリティの重要性に関する関心と理解の増
進、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必
要な情報の提供及び助言を行うことその他の必要な
施策を講ずるものとする。

２ 国は、国民一人一人が自発的にサイバーセキュリ
ティの確保に努めることが重要であることに鑑み、
日常生活における電子計算機又はインターネットそ
の他の高度情報通信ネットワークの利用に際して適
切な製品又はサービスを選択することその他の取組
について、サイバーセキュリティに関する相談に応
じ、必要な情報の提供及び助言を行うことその他の
必要な施策を講ずるものとする。

（多様な主体の連携等）
第十六条 国は、関係府省相互間の連携の強化を図ると

ともに、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、
サイバー関連事業者等の多様な主体が相互に連携し
てサイバーセキュリティに関する施策に取り組むこ
とができるよう必要な施策を講ずるものとする。

（犯罪の取締り及び被害の拡大の防止）
第十七条 国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の
取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施
策を講ずるものとする。

（我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある
　事象への対応）
第十八条 国は、サイバーセキュリティに関する事象の
うち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあ
るものへの対応について、関係機関における体制の
充実強化並びに関係機関相互の連携強化及び役割分
担の明確化を図るために必要な施策を講ずるものと
する。

（産業の振興及び国際競争力の強化）
第十九条 国は、サイバーセキュリティの確保を自立的
に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、
サイバーセキュリティに関連する産業が雇用機会
を創出することができる成長産業となるよう、新た
な事業の創出並びに産業の健全な発展及び国際競
争力の強化を図るため、サイバーセキュリティに関
し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材
の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤
の強化及び新たな事業の開拓、技術の安全性及び信
頼性に係る規格等の国際標準化及びその相互承認の
枠組みへの参画その他の必要な施策を講ずるものと
する。

（研究開発の推進等）
第二十条 国は、我が国においてサイバーセキュリティ
に関する技術力を自立的に保持することの重要性に
鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発及び
技術等の実証の推進並びにその成果の普及を図るた
め、サイバーセキュリティに関し、研究体制の整備、
技術の安全性及び信頼性に関する基礎研究及び基盤
的技術の研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、
国の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研
究開発のための国際的な連携その他の必要な施策を
講ずるものとする。

（人材の確保等）
第二十一条 国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間
事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバー
セキュリティに係る事務に従事する者の職務及び職
場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとな
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るよう、当該者の適切な処遇の確保に必要な施策を
講ずるものとする。

２ 国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者
等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュ
リティに係る人材の確保、養成及び資質の向上のた
め、資格制度の活用、若年技術者の養成その他の必
要な施策を講ずるものとする。

（教育及び学習の振興、普及啓発等）
第二十二条 　国は、国民が広くサイバーセキュリティ
に関する関心と理解を深めるよう、サイバーセキュ
リティに関する教育及び学習の振興、啓発及び知識
の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、前項の施策の推進に資するよう、サイバーセ
キュリティに関する啓発及び知識の普及を図るため
の行事の実施、重点的かつ効果的にサイバーセキュ
リティに対する取組を推進するための期間の指定そ
の他の必要な施策を講ずるものとする。

（国際協力の推進等）
第二十三条 国は、サイバーセキュリティに関する分野
において、我が国の国際社会における役割を積極的
に果たすとともに、国際社会における我が国の利益
を増進するため、サイバーセキュリティに関し、国
際的な規範の策定への主体的な参画、国際間におけ
る信頼関係の構築及び情報の共有の推進、開発途上
地域のサイバーセキュリティに関する対応能力の構
築の積極的な支援その他の国際的な技術協力、犯罪
の取締りその他の国際協力を推進するとともに、我
が国のサイバーセキュリティに対する諸外国の理解
を深めるために必要な施策を講ずるものとする。

第四章　サイバーセキュリティ戦略本部

（設置）
第二十四条 サイバーセキュリティに関する施策を総合
的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセ
キュリティ戦略本部（以下「本部」という。）を置く。

（所掌事務等）
第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施

の推進に関すること。
二 国の行政機関及び独立行政法人におけるサイ

バーセキュリティに関する対策の基準の作成及
び当該基準に基づく施策の評価（監査を含む。）
その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に
関すること。

三 国の行政機関で発生したサイバーセキュリティ

に関する重大な事象に対する施策の評価（原因
究明のための調査を含む。）に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、サイバーセキュリ
ティに関する施策で重要なものの企画に関する
調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の
経費の見積りの方針及び施策の実施に関する指
針の作成並びに施策の評価その他の当該施策の
実施の推進並びに総合調整に関すること。

２ 本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しよ
うとするときは、あらかじめ、高度情報通信ネット
ワーク社会推進戦略本部及び国家安全保障会議の意
見を聴かなければならない。

３ 本部は、サイバーセキュリティに関する重要事項に
ついて、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本
部との緊密な連携を図るものとする。

４ 本部は、我が国の安全保障に係るサイバーセキュリ
ティに関する重要事項について、国家安全保障会議
との緊密な連携を図るものとする。

（組織）
第二十六条 本部は、サイバーセキュリティ戦略本部長、
サイバーセキュリティ戦略副本部長及びサイバーセ
キュリティ戦略本部員をもって組織する。

（サイバーセキュリティ戦略本部長）
第二十七条 本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本
部長（以下「本部長」という。）とし、内閣官房長官
をもって充てる。

２ 本部長は、ff本部の事務を総括し、所部の職員を指
揮監督する。

３ 本部長は、第二十五条第一項第二号から第四号まで
に規定する評価又は第三十条若しくは第三十一条の
規定により提供された資料、情報等に基づき、必要
があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、
勧告することができる。

４ 本部長は、前項の規定により関係行政機関の長に対
し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、
その勧告に基づいてとった措置について報告を求め
ることができる。

５ 本部長は、第三項の規定により勧告した事項に関し
特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対
し、当該事項について内閣法（昭和二十二年法律第
五号）第六条の規定による措置がとられるよう意見
を具申することができる。

（サイバーセキュリティ戦略副本部長）
第二十八条 本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部
長（以下「副本部長」という。）を置き、国務大臣を
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もって充てる。
２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。
（サイバーセキュリティ戦略本部員）
第二十九条 本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員
（次項において「本部員」という。）を置く。

２ 本部員は、次に掲げる者（第一号から第五号までに
掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを
除く。）をもって充てる。
一 国家公安委員会委員長
二 総務大臣
三 外務大臣
四 経済産業大臣
五 防衛大臣
六 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長
以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を
遂行するために特に必要があると認める者とし
て内閣総理大臣が指定する者

七 サイバーセキュリティに関し優れた識見を有す
る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

（資料提供等）
第三十条 関係行政機関の長は、本部の定めるところに

より、本部に対し、サイバーセキュリティに関する
資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資
するものを、適時に提供しなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本
部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務
の遂行に必要なサイバーセキュリティに関する資料
又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わな
ければならない。

（資料の提出その他の協力）
第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要

があると認めるときは、地方公共団体及び独立行政
法人の長、国立大学法人（国立大学法人法（平成十
五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立
大学法人をいう。）の学長、大学共同利用機関法人
（同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をい
う。）の機構長、日本司法支援センター（総合法律支
援法（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定
する日本司法支援センターをいう。）の理事長、特殊
法人及び認可法人（特別の法律により設立され、か
つ、その設立等に関し行政官庁の認可を要する法人
をいう。）であって本部が指定するものの代表者並
びにサイバーセキュリティに関する事象が発生した
場合における国内外の関係者との連絡調整を行う関
係機関の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。
２ 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があ
ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対
しても、必要な協力を依頼することができる。

（地方公共団体への協力）
第三十二条 地方公共団体は、第五条に規定する施策の
策定又は実施のために必要があると認めるときは、
本部に対し、情報の提供その他の協力を求めること
ができる。

２ 本部は、前項の規定による協力を求められたときは、
その求めに応じるよう努めるものとする。

（事務）
第三十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処
理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

（主任の大臣）
第三十四条 本部に係る事項については、内閣法にいう
主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

（政令への委任）
第三十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し
必要な事項は、政令で定める。

附　則　抄

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第二章及び第四章の規定並びに附則第四条の規定
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行する。

（本部に関する事務の処理を適切に内閣官房に行わせ
　るために必要な法制の整備等）
第二条 政府は、本部に関する事務の処理を適切に内閣
官房に行わせるために必要な法制の整備（内閣総理
大臣の決定により内閣官房に置かれる情報セキュリ
ティセンターの法制化を含む。）その他の措置を講
ずるものとする。

２ 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、専門的
知識を有する者を内閣官房において任期を定めて職
員又は研究員として任用すること、情報通信ネット
ワーク又は電磁的記録媒体を通じた国の行政機関の
情報システムに対する不正な活動の監視及び分析並
びにサイバーセキュリティに関する事象に関する国
内外の関係機関との連絡調整に必要な機材及び人的
体制の整備等のために必要な法制上及び財政上の措
置等について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。

（検討）
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第三条 政府は、武力攻撃事態等における我が国の平和
と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
（平成十五年法律第七十九号）第二十四条第一項に
規定する緊急事態に相当するサイバーセキュリティ
に関する事象その他の情報通信ネットワーク又は電
磁的記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活
動から、国民生活及び経済活動の基盤であって、そ
の機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は
経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるもの
等を防御する能力の一層の強化を図るための施策に
ついて、幅広い観点から検討するものとする。
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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 [不正
アクセス禁止法]

（平成十一年八月十三日法律第百二十八号）
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

（目的）
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとと

もに、これについての罰則及びその再発防止のため
の都道府県公安委員会による援助措置等を定めるこ
とにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算
機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実
現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もっ
て高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを
目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電

気通信回線に接続している電子計算機（以下「特定
電子計算機」という。）の利用（当該電気通信回線を
通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。）
につき当該特定電子計算機の動作を管理する者を
いう。

２ この法律において「識別符号」とは、特定電子計算
機の特定利用をすることについて当該特定利用に係
るアクセス管理者の許諾を得た者（以下「利用権者」
という。）及び当該アクセス管理者（以下この項に
おいて「利用権者等」という。）に、当該アクセス管
理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区
別して識別することができるように付される符号で
あって、次のいずれかに該当するもの又は次のいず
れかに該当する符号とその他の符号を組み合わせた
ものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだり
に第三者に知らせてはならないものとされてい
る符号

二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影
像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定め
る方法により作成される符号

三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管
理者が定める方法により作成される符号

３ この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電
子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該
特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電
子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を
介して接続された他の特定電子計算機に付加されて
いる機能であって、当該特定利用をしようとする者
により当該機能を有する特定電子計算機に入力され
た符号が当該特定利用に係る識別符号（識別符号を
用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成
される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符
号を含む。次項*2 第一号及び第二号において同じ。）
であることを確認して、当該特定利用の制限の全部
又は一部を解除するものをいう。

４ この法律において「不正アクセス行為」とは、次の
各号のいずれかに該当する行為をいう。*3

一 *4 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に
電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に
係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計
算機を作動させ、当該アクセス制御機能により
制限されている特定利用をし得る状態にさせる
行為（当該アクセス制御機能を付加したアクセ
ス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又
は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てす
るものを除く。）

二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電
気通信回線を通じて当該アクセス制御機能によ
る特定利用の制限を免れることができる情報
（識別符号であるものを除く。）又は指令を入力
して当該特定電子計算機を作動させ、その制限
されている特定利用をし得る状態にさせる行為

*2 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により修正

*3 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24 年法律第 12 号) により旧第 3 条第 2 項を修正の上、
移動。以下、各号も同じ。

*4 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24 年法律第 12 号) により旧第 3 条第 2 項を修正の上、
移動。以下、各号も同じ。
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（当該アクセス制御機能を付加したアクセス管
理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾
を得てするものを除く。次号において同じ。）

三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子
計算機が有するアクセス制御機能によりその特
定利用を制限されている特定電子計算機に電気
通信回線を通じてその制限を免れることができ
る情報又は指令を入力して当該特定電子計算
機を作動させ、その制限されている特定利用を
し得る状態にさせる行為

（不正アクセス行為の禁止）
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

*5

(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)

第四条 何人も、不正アクセス行為（第二条第四項第一
号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二
号において同じ。）の用に供する目的で、アクセス
制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならな
い。*6

（不正アクセス行為を助長する行為の禁止）
第五条 *7何人も、業務その他正当な理由による場合を
除いては、*8 アクセス制御機能に係る他人の識別
符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定
利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれ
を知っている者の求めに応じて、*9 当該アクセス
制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に
係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただ
し、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセ
ス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場
合は、この限りでない。

（他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止）
第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的
で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人
の識別符号を保管してはならない。 *10

（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）

*5 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により本条第２項を修正の上、新第 2

条第 4項に移動。
*6 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律

(平成 24年法律第 12号)により新設
*7 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律

(平成 24年法律第 12号)により条番号変更。以下も同様
*8 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律

(平成 24年法律第 12号)により挿入
*9 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律

(平成 24年法律第 12号)により削除
*10 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律

(平成 24年法律第 12号)により新設

第七条 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に
付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該
アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行
為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者
の承諾を得てする場合は、この限りではない。 *11

一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に
係る識別符号を付与された利用権者に対し当該
識別符号を特定電子計算機に入力することを求
める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う
自動公衆送信（公衆によって直接受信されるこ
とを目的として公衆からの求めに応じ自動的に
送信することをいい、放送又は有線放送に該当
するものを除く。）を利用して公衆が閲覧する
ことができる状態に置く行為

二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に
係る識別符号を付された利用権者に対し当該識
別符号を特定電子計算機に入力することを求め
る旨の情報を、電子メール（特定電子メールの
送信の適正化に関する法律（平成十四年法律第
二十六号）第二条第一号に規定する電子メール
をいう。）により当該利用件者に送信する行為

（アクセス管理者による防御措置）
第八条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加した
アクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識
別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認
するために用いる符号の適正な管理に努めるととも
に、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、
必要があると認めるときは速やかにその機能の高度
化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為か
ら防御するため必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。

（都道府県公安委員会による援助等）
第九条 都道府県公安委員会（道警察本部の所在地を包
括する方面（警察法 （昭和二十九年法律第百六十
二号）第五十一条第一項 本文に規定する方面をい
う。以下この項において同じ。）を除く方面にあっ
ては、方面公安委員会。以下この条において同じ。）
は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合
において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計
算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止す
るため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該
特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参
考となるべき事項に関する書類その他の物件を添え

*11 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により新設
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て、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相
当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当
該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因
に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から
防御するため必要な応急の措置が的確に講じられる
よう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助
を行うものとする。

２ 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行
うため必要な事例分析（当該援助に係る不正アクセ
ス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術
的な調査及び分析を行うことをいう。次項において
同じ。）の実施の事務の全部又は一部を国家公安委
員会規則で定める者に委託することができる。

３ 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事
例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関
して知り得た秘密を漏らしてはならない。

４ 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による
援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定
める。

５ 第一項に定めるもののほか、都道府県公安委員会
は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不
正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の
普及に努めなければならない。 *12

第十条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、
アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正ア
クセス行為からの防御に資するため、毎年少なくと
も一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス
制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表する
ものとする。

２ 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、ア
クセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アク
セス行為からの防御に資するため、アクセス制御機
能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者が第
八条の規定により講ずる措置を支援することを目的
としてアクセス制御機能の高度化に係る事業を行う
者が組織する団体であって、当該支援を適正かつ効
果的に行うことができると認められるものに対し、
必要な情報の提供その他の援助を行うように努めな
ければならない。*13

*12 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により新設

*13 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により新設

３ *14前二*15項に定めるもののほか、国は、アクセス
制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行
為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めな
ければならない。

（罰則）
第十一条 *16第三条の規定に違反した者は、三年以下の
懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十二条 次の各号のいずれかに*17該当する者は、一年
以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
二 *18第五条の規定に違反して、相手方に不正ア

クセス行為の用に供する目的があることの情を
知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号
を提供した者

三 第六条の規定に違反した者
四 第七条の規定に違反した者
五 *19第九条第三項の規定に違反した者

第十三条 第五条の規定に違反した者は、三十万円以下
の罰金に処する。

*14 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により２から項番号変更

*15 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により挿入

*16 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24 年法律第 12 号) により旧第 8 条第 1 項を修正の上、
移動。

*17 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により修正

*18 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により挿入。以下、三、四も同じ

*19 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24年法律第 12号)により二から号番号変更
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
[迷惑メール対策法]

（平成十四年四月十七日法律第二十六号）
最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、一時に多数の者に対してされる特

定電子メールの送信等による電子メールの送受信上
の支障を防止する必要性が生じていることにかん
がみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置
等を定めることにより、電子メールの利用について
の良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社
会の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。
一　電子メール 特定の者に対し通信文その他の情
報をその使用する通信端末機器（入出力装置を
含む。以下同じ。）の映像面に表示されるよう
にすることにより伝達するための電気通信（電
気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）
第二条第一号に規定する電気通信をいう。）で
あって、総務省令で定める通信方式を用いるも
のをいう。

二　特定電子メール 電子メールの送信（国内にあ
る電気通信設備（電気通信事業法第二条第二号
に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。）か
らの送信又は国内にある電気通信設備への送信
に限る。以下同じ。）をする者（営利を目的と
する団体及び営業を営む場合における個人に限
る。以下「送信者」という。）が自己又は他人の
営業につき広告又は宣伝を行うための手段とし
て送信をする電子メールをいう。

三　電子メールアドレス 電子メールの利用者を識
別するための文字、番号、記号その他の符号を
いう。

四　架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当

する電子メールアドレスをいう。
イ 多数の電子メールアドレスを自動的に作成
する機能を有するプログラム（電子計算機
に対する指令であって、一の結果を得るこ
とができるように組み合わされたものをい
う。）を用いて作成したものであること。

ロ 現に電子メールアドレスとして利用する者
がないものであること。

五 電子メール通信役務 電子メールに係る電気通
信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務
をいう。

第二章　特定電子メールの送信の適正化の
ための措置等

（特定電子メールの送信の制限）
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、

特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をする
ように求める旨又は送信をすることに同意
する旨を送信者又は送信委託者（電子メー
ルの送信を委託した者（営利を目的とする
団体及び営業を営む場合における個人に
限る。）をいう。以下同じ。）に対し通知し
た者

二 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣
府令で定めるところにより自己の電子メー
ルアドレスを送信者又は送信委託者に対し
通知した者

三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子
メールを手段とする広告又は宣伝に係る営
業を営む者と取引関係にある者

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内
閣府令で定めるところにより自己の電子
メールアドレスを公表している団体又は個
人（個人にあっては、営業を営む者に限る。）

２ 前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内
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閣府令で定めるところにより特定電子メールの
送信をするように求めがあったこと又は送信を
することに同意があったことを証する記録を保
存しなければならない。

３ 送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省
令・内閣府令で定めるところにより特定電子
メールの送信をしないように求める旨（一定の
事項に係る特定電子メールの送信をしないよう
に求める場合にあっては、その旨）の通知を受
けたとき（送信委託者がその通知を受けたとき
を含む。）は、その通知に示された意思に反し
て、特定電子メールの送信をしてはならない。
ただし、電子メールの受信をする者の意思に基
づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的とし
て送信される電子メールにおいて広告又は宣伝
が付随的に行われる場合その他のこれに類する
場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、
この限りでない。

（表示義務）
第四条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっ

ては、総務省令・内閣府令で定めるところによ
り、その受信をする者が使用する通信端末機器
の映像面に次に掲げる事項（前条第三項ただし
書の総務省令・内閣府令で定める場合において
は、第二号に掲げる事項を除く。）が正しく表示
されるようにしなければならない。
一 当該送信者（当該電子メールの送信につき
送信委託者がいる場合は、当該送信者又は
当該送信委託者のうち当該送信に責任を有
する者）の氏名又は名称

二 前条第三項本文の通知を受けるための電子
メールアドレス又は電気通信設備を識別す
るための文字、番号、記号その他の符号で
あって総務省令・内閣府令で定めるもの

三 その他総務省令・内閣府令で定める事項
（送信者情報を偽った送信の禁止）
第五条 送信者は、電子メールの送受信のために用

いられる情報のうち送信者に関するものであっ
て次に掲げるもの（以下「送信者情報」という。）
を偽って特定電子メールの送信をしてはなら
ない。
一 当該電子メールの送信に用いた電子メール
アドレス

二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設
備を識別するための文字、番号、記号その

他の符号
（架空電子メールアドレスによる送信の禁止）
第六条 送信者は、自己又は他人の営業のために多

数の電子メールの送信をする目的で、架空電子
メールアドレスをそのあて先とする電子メール
の送信をしてはならない。

（措置命令）
第七条 総務大臣及び内閣総理大臣（架空電子メー

ルアドレスをそのあて先とする電子メールの送
信に係る場合にあっては、総務大臣）は、送信
者が一時に多数の者に対してする特定電子メー
ルの送信その他の電子メールの送信につき、第
三条若しくは第四条の規定を遵守していないと
認める場合又は送信者情報を偽った電子メール
若しくは架空電子メールアドレスをそのあて先
とする電子メールの送信をしたと認める場合に
おいて、電子メールの送受信上の支障を防止す
るため必要があると認めるときは、当該送信者
（これらの電子メールに係る送信委託者が当該
電子メールの送信に係る第三条第一項第一号又
は第二号の通知の受領、同条第二項の記録の保
存その他の当該電子メールの送信に係る業務の
一部を行った場合であって、当該電子メールの
送信につき、当該送信委託者の責めに帰すべき
事由があると認められるときは、当該送信者及
び当該送信委託者）に対し、電子メールの送信
の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。

（総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出）
第八条 特定電子メールの受信をした者は、第三条

から第五条までの規定に違反して特定電子メー
ルの送信がされたと認めるときは、総務大臣又
は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべき
ことを申し出ることができる。

２ 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申
出を受けたとき（当該申出が総務大臣及び内閣
総理大臣に対するものであるときを除く。）は、
速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める
大臣に通知するものとする。
一 総務大臣　内閣総理大臣
二 内閣総理大臣　総務大臣

３ 電子メール通信役務を提供する者は、第六条の
規定に違反して架空電子メールアドレスをその
あて先とする電子メールの送信がされたと認め
るときは、総務大臣に対し、適当な措置をとる
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べきことを申し出ることができる。
４ 総務大臣又は内閣総理大臣は、第一項の規定に
よる申出を受けたときは、必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとら
なければならない。

５ 総務大臣は、第三項の規定による申出を受けた
ときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必
要があると認めるときは、この法律に基づく措
置その他適当な措置をとらなければならない。

（苦情等の処理）
第九条 特定電子メールの送信者は、その特定電子
メールの送信についての苦情、問合せ等につい
ては、誠意をもって、これを処理しなければな
らない。

（電気通信事業者による情報の提供及び技術の
開発等）
第十条 電子メール通信役務を提供する電気通信事
業者（電気通信事業法第二条第五号に規定する
電気通信事業者をいう。以下同じ。）は、その役
務の利用者に対し、特定電子メール、送信者情
報を偽った電子メール又は架空電子メールアド
レスをそのあて先とする電子メール（以下「特
定電子メール等」という。）による電子メール
の送受信上の支障の防止に資するその役務に関
する情報の提供を行うように努めなければなら
ない。

２ 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者
は、特定電子メール等による電子メールの送受
信上の支障の防止に資する技術の開発又は導入
に努めなければならない。

（電気通信役務の提供の拒否）
第十一条 電気通信事業者は、送信者情報を偽った
電子メールの送信がされた場合において自己
の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生
じ、又はその利用者における電子メールの送受
信上の支障を生ずるおそれがあると認められる
とき、一時に多数の架空電子メールアドレスを
そのあて先とする電子メールの送信がされた場
合において自己の電子メール通信役務の円滑な
提供に支障を生ずるおそれがあると認められる
とき、その他電子メールの送受信上の支障を防
止するため電子メール通信役務の提供を拒むこ
とについて正当な理由があると認められる場合
には、当該支障を防止するために必要な範囲内

において、当該支障を生じさせるおそれのある
電子メールの送信をする者に対し、電子メール
通信役務の提供を拒むことができる。

（電気通信事業者の団体に対する指導及び助言）
第十二条 総務大臣は、一般社団法人であって、そ

の社員である電気通信事業者に対して情報の提
供その他の特定電子メール等による電子メール
の送受信上の支障の防止に資する業務を行うも
のに対し、その業務に関し必要な指導及び助言
を行うように努めるものとする。

（研究開発等の状況の公表）
第十三条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定

電子メール等による電子メールの送受信上の支
障の防止に資する技術の研究開発及び電子メー
ル通信役務を提供する電気通信事業者によるそ
の導入の状況を公表するものとする。

第三章　登録送信適正化機関

（登録送信適正化機関の登録）
第十四条 総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録

を受けた者（以下「登録送信適正化機関」とい
う。）に、次に掲げる業務（以下「特定電子メー
ル等送信適正化業務」という。）を行わせること
ができる。
一 第八条第一項の規定による総務大臣若し
くは内閣総理大臣に対する申出又は同条第
三項の規定による総務大臣に対する申出を
しようとする者に対し指導又は助言を行う
こと。

二 総務大臣又は内閣総理大臣から求められ
た場合において、第八条第四項又は第五項
の申出に係る事実関係につき調査を行う
こと。

三 特定電子メール等に関する情報又は資料を
収集し、及び提供すること。

２ 前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業
務を行おうとする者の申請により行う。

（欠格条項）
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、前

条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反
し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から二年を経過しない者

二 第二十五条の規定により登録を取り消さ
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れ、その取消しの日から二年を経過しな
い者

三 法人であって、その業務を行う役員のうち
に前二号のいずれかに該当する者がある
もの

（登録基準）
第十六条 総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条

第二項の規定により登録を申請した者が次に
掲げる要件のすべてに適合しているときは、そ
の登録をしなければならない。この場合におい
て、登録に関して必要な手続は、総務省令・内
閣府令で定める。
一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）
による大学若しくは高等専門学校において
電気通信に関する科目を修めて卒業した者
でその後一年以上電子メール通信役務に関
する実務に従事した経験を有するもの又は
これと同等以上の知識経験を有する者が特
定電子メール等送信適正化業務に従事する
ものであること。

二 次に掲げる特定電子メール等送信適正化業
務を適正に行うための措置がとられている
こと。
イ 特定電子メール等送信適正化業務を行

う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 特定電子メール等送信適正化業務の管

理及び適正な実施の確保に関する文書
が作成されていること。

ハ ロに掲げる文書に記載されたところ
に従い特定電子メール等送信適正化業
務の管理及び適正な実施の確保を行う
専任の部門を置くこと。

２ 登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に
掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録送信適正化機関の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては、その代
表者の氏名

三 登録送信適正化機関が特定電子メール
等送信適正化業務を行う事務所の名称
及び所在地

（登録の更新）
第十七条 第十四条第一項の登録は、三年ごとにそ

の更新を受けなければ、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。

２ 第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の登
録の更新について準用する。

（特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る
義務）
第十八条 登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第

十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・
内閣府令で定める基準に適合する方法により特
定電子メール等送信適正化業務を行わなければ
ならない。

（変更の届出）
第十九条 登録送信適正化機関は、第十六条第二項

第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようと
するときは、変更しようとする日の二週間前ま
でに、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届
け出なければならない。

（業務規程）
第二十条 登録送信適正化機関は、特定電子メール

等送信適正化業務に関する規程（次項において
「業務規程」という。）を定め、特定電子メール
等送信適正化業務の開始前に、総務大臣及び内
閣総理大臣に届け出なければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。

２ 業務規程には、特定電子メール等送信適正化業
務の実施の方法その他の総務省令・内閣府令で
定める事項を定めておかなければならない。

（業務の休廃止）
第二十一条 登録送信適正化機関は、特定電子メー

ル等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、
又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣
府令で定めるところにより、あらかじめ、その
旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なけれ
ばならない。

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
第二十二条 登録送信適正化機関は、毎事業年度経

過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸
借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに
事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電
子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる
記録であって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。以下この条において同
じ。）の作成がされている場合における当該電
磁的記録を含む。次項及び第三十八条において
「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務
所に備えて置かなければならない。
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２ 特定電子メールの受信をした者その他の利害関
係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、
登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなけ
ればならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されている

ときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成され

ているときは、当該電磁的記録に記録され
た事項を総務省令・内閣府令で定める方法
により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁
的方法であって総務省令・内閣府令で定め
るものにより提供することの請求又は当該
事項を記載した書面の交付の請求

（適合命令）
第二十三条 総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送
信適正化機関が第十六条第一項各号のいずれか
に適合しなくなったと認めるときは、その登録
送信適正化機関に対し、これらの規定に適合す
るため必要な措置をとるべきことを命ずること
ができる。

（改善命令）
第二十四条 総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送
信適正化機関が第十八条の規定に違反している
と認めるときは、その登録送信適正化機関に対
し、同条の規定による特定電子メール等送信適
正化業務を行うべきこと又は特定電子メール等
送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置
をとるべきことを命ずることができる。

（登録の取消し等）
第二十五条 総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送
信適正化機関が次の各号のいずれかに該当する
ときは、その登録を取り消し、又は期間を定め
て特定電子メール等送信適正化業務の全部若し
くは一部の停止を命ずることができる。
一 第十五条第一号又は第三号に該当するに

至ったとき。
二 第十九条から第二十一条まで、第二十二条

第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十二条第二項各

号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により第十四条第一項の登録を
受けたとき。

（帳簿の記載）
第二十六条 登録送信適正化機関は、総務省令・内

閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特
定電子メール等送信適正化業務に関し総務省
令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保
存しなければならない。

（公示）
第二十七条 総務大臣及び内閣総理大臣は、次に掲

げる場合には、その旨を官報に公示しなければ
ならない。
一 第十四条第一項の登録をしたとき。
二 第十九条の規定による届出があったとき。
三 第二十一条の規定による届出があったと
き。

四 第二十五条の規定により第十四条第一項の
登録を取り消し、又は特定電子メール等送
信適正化業務の停止を命じたとき。

第四章　雑則

（報告及び立入検査）
第二十八条 総務大臣又は内閣総理大臣は、この法

律の施行に必要な限度において、特定電子メー
ル等の送信者若しくは送信委託者に対し、これ
らの送信に関し必要な報告をさせ、又はその職
員に、これらの送信者若しくは送信委託者の事
業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
査させることができる。

２ 総務大臣及び内閣総理大臣は、特定電子メール
等送信適正化業務の適正な運営を確保するため
に必要な限度において、登録送信適正化機関に
対し、特定電子メール等送信適正化業務若しく
は資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はそ
の職員に、登録送信適正化機関の事務所に立ち
入り、特定電子メール等送信適正化業務の状況
若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させる
ことができる。

３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、そ
の身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し
なければならない。

４ 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限
は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し
てはならない。

５ 次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による
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権限を単独で行使したときは、速やかに、その
結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知す
るものとする。
一 総務大臣　内閣総理大臣
二 内閣総理大臣　総務大臣

（送信者に関する情報の提供の求め）
第二十九条 総務大臣は、この法律の施行に必要な

限度において、電気通信事業者その他の者で
あって、電子メールアドレス又は電気通信設備
を識別するための文字、番号、記号その他の符
号（特定電子メール等の受信をする者が使用す
る通信端末機器の映像面に表示されたもの又は
特定電子メール等の送受信のために用いられた
もののうち送信者に関するものに限る。）を使
用する権利を付与したものから、当該権利を付
与された者の氏名又は名称、住所その他の当該
権利を付与された者を特定するために必要な情
報の提供を求めることができる。

（外国執行当局への情報提供）
第三十条 総務大臣は、この法律に相当する外国の

法令を執行する外国の当局（以下この条におい
て「外国執行当局」という。）に対し、その職務
（この法律に規定する職務に相当するものに限
る。次項において同じ。）の遂行に資すると認
める情報の提供を行うことができる。

２ 前項の規定による情報の提供については、当該
情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使
用されず、かつ、次項の規定による同意がなけ
れば外国の刑事事件の捜査（その対象たる犯罪
事実が特定された後のものに限る。）又は審判
（同項において「捜査等」という。）に使用されな
いよう適切な措置がとられなければならない。

３ 総務大臣は、外国執行当局からの要請があった
ときは、次の各号のいずれかに該当する場合を
除き、第一項の規定により提供した情報を当該
要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用する
ことについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象と
されている犯罪が政治犯罪であるとき、又
は当該要請が政治犯罪について捜査等を行
う目的で行われたものと認められるとき。

二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象と
されている犯罪に係る行為が日本国内にお
いて行われたとした場合において、その行
為が日本国の法令によれば罪に当たるもの

でないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請
国の保証がないとき。

４ 総務大臣は、前項の同意をする場合においては、
あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しな
いことについて法務大臣の確認を、同項第三号
に該当しないことについて外務大臣の確認を、
それぞれ受けなければならない。

（権限の委任等）
第三十一条 内閣総理大臣は、この法律の規定によ

る権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁
長官に委任する。

２ この法律に規定する総務大臣の権限及び前項の
規定により消費者庁長官に委任された権限に属
する事務の一部は、政令で定めるところにより、
都道府県知事が行うこととすることができる。

（経過措置）
第三十二条 この法律の規定に基づき命令を制定

し、又は改廃するときは、その命令で、その制
定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範
囲内において、所要の経過措置（罰則に関する
経過措置を含む。）を定めることができる。

第五章　罰則

第三十三条 第二十五条の規定による業務の停止の命令
に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
二 第七条の規定による命令（第三条第二項の規定

による記録の保存に係るものを除く。）に違反
した者

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万
円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定による命令（第三条第二項の規定

による記録の保存に係るものに限る。）に違反
した者

二 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十
万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽

の届出をした者
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二 第二十六条の規定に違反して同条に規定する事
項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又
は帳簿を保存しなかった者

三 第二十八条第二項の規定による報告をせず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をした
ときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当
該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の
罰金刑を科する。
一 第三十四条　三千万円以下の罰金刑
二 第三十三条、第三十五条又は前条　各本条の罰
金刑

第三十八条 第二十二条第一項の規定に違反して財務諸
表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な
理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を
拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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青少年が安全に安心してインターネットを利用
できる環境の整備等に関する法律 [青少年イン
ターネット環境整備法]

（平成二十年六月十八日法律第七十九号）
最終改正：平成二一年七月八日法律第七一号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、インターネットにおいて青少年有

害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少
年のインターネットを適切に活用する能力の習得に
必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィ
ルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普
及その他の青少年がインターネットを利用して青少
年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ための措置等を講ずることにより、青少年が安全に
安心してインターネットを利用できるようにして、
青少年の権利の擁護に資することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満

たない者をいう。
２ この法律において「保護者」とは、親権を行う者若

しくは後見人又はこれらに準ずる者をいう。
３ この法律において「青少年有害情報」とは、インター

ネットを利用して公衆の閲覧（視聴を含む。以下同
じ。）に供されている情報であって青少年の健全な
成長を著しく阻害するものをいう。

４ 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりで
ある。
一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的か
つ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、
又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報

二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他
の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報

三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他
の著しく残虐な内容の情報

５ この法律において「インターネット接続役務」とは、

インターネットへの接続を可能とする電気通信役務
（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第
二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同
じ。）をいう。

６ この法律において「インターネット接続役務提供事
業者」とは、インターネット接続役務を提供する電
気通信事業者（電気通信事業法第二条第五号に規定
する電気通信事業者をいう。以下同じ。）をいう。

７ この法律において「携帯電話インターネット接続
役務」とは、携帯電話端末又はＰＨＳ端末からのイ
ンターネットへの接続を可能とする電気通信役務で
あって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲
覧をする可能性が高いものとして政令で定めるもの
をいう。

８ この法律において「携帯電話インターネット接続役
務提供事業者」とは、携帯電話インターネット接続
役務を提供する電気通信事業者をいう。

９ この法律において「青少年有害情報フィルタリング
ソフトウェア」とは、インターネットを利用して公
衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき
選別した上インターネットを利用する者の青少年有
害情報の閲覧を制限するためのプログラム（電子計
算機に対する指令であって、一の結果を得ることが
できるように組み合わされたものをいう。）をいう。

１０ この法律において「青少年有害情報フィルタリン
グサービス」とは、インターネットを利用して公衆
の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選
別した上インターネットを利用する者の青少年有害
情報の閲覧を制限するための役務又は青少年有害情
報フィルタリングソフトウェアによって青少年有害
情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青少
年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させ
る者に対してインターネットにより継続的に提供す
る役務をいう。
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１１ この法律において「特定サーバー管理者」とは、
インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の
用に供されるサーバー（以下「特定サーバー」とい
う。）を用いて、他人の求めに応じ情報をインター
ネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置
き、これに閲覧をさせる役務を提供する者をいう。

１２ この法律において「発信」とは、特定サーバーに、
インターネットを利用して公衆による閲覧ができる
ように情報を入力することをいう。

（基本理念）
第三条 青少年が安全に安心してインターネットを利用
できるようにするための施策は、青少年自らが、主
体的に情報通信機器を使い、インターネットにおい
て流通する情報を適切に取捨選択して利用するとと
もに、適切にインターネットによる情報発信を行う
能力（以下「インターネットを適切に活用する能力」
という。）を習得することを旨として行われなけれ
ばならない。

２ 青少年が安全に安心してインターネットを利用でき
る環境の整備に関する施策の推進は、青少年有害情
報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利
用の普及、青少年のインターネットの利用に関係す
る事業を行う者による青少年が青少年有害情報の閲
覧をすることを防止するための措置等により、青少
年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲
覧をする機会をできるだけ少なくすることを旨とし
て行われなければならない。

３ 青少年が安全に安心してインターネットを利用でき
る環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活
動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現
活動を行うことができるインターネットの特性に配
慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大き
な役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重す
ることを旨として行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっ
とり、青少年が安全に安心してインターネットを利
用することができるようにするための施策を策定
し、及び実施する責務を有する。

（関係事業者の責務）
第五条 青少年のインターネットの利用に関係する事業
を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がイン
ターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする
機会をできるだけ少なくするための措置を講ずると
ともに、青少年のインターネットを適切に活用する

能力の習得に資するための措置を講ずるよう努める
ものとする。

（保護者の責務）
第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害
情報が多く流通していることを認識し、自らの教育
方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青
少年について、インターネットの利用の状況を適切
に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリン
グソフトウェアの利用その他の方法によりインター
ネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のイ
ンターネットを適切に活用する能力の習得の促進に
努めるものとする。

２ 保護者は、携帯電話端末及びＰＨＳ端末からのイン
ターネットの利用が不適切に行われた場合には、青
少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生
じることに特に留意するものとする。

（連携協力体制の整備）
第七条 国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心し
てインターネットを利用できるようにするための施
策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインター
ネットの利用に関係する事業を行う者及び関係する
活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に
努めるものとする。

第二章　基本計画

第八条 削除
第九条 削除
第十条 削除
第十一条 削除
第十二条 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年
法律第七十一号）第二十六条に規定する子ども・若
者育成支援推進本部（第三項において「本部」とい
う。）は、青少年が安全に安心してインターネットを
利用できるようにするための施策に関する基本的な
計画（以下「基本計画」という。）を定め、及びその
実施を推進するものとする。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものと
する。
一 青少年が安全に安心してインターネットを利用

できるようにするための施策についての基本的
な方針

二 インターネットの適切な利用に関する教育及び
啓発活動の推進に係る施策に関する事項

三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの
性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関す
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る事項
四 青少年のインターネットの適切な利用に関する
活動を行う民間団体等の支援その他青少年が安
全に安心してインターネットを利用できるよう
にするための施策に関する重要事項

３ 本部は、第一項の規定により基本計画を定めたとき
は、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

４ 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第三章　インターネットの適切な利用に関す
る教育及び啓発活動の推進等

（インターネットの適切な利用に関する教育の
推進等）

第十三条 国及び地方公共団体は、青少年がインター
ネットを適切に活用する能力を習得することができ
るよう、学校教育、社会教育及び家庭教育における
インターネットの適切な利用に関する教育の推進に
必要な施策を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを
適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の
開発及び普及を促進するため、研究の支援、情報の
収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものと
する。

（家庭における青少年有害情報フィルタリング
ソフトウェアの利用の普及）

第十四条 国及び地方公共団体は、家庭において青少
年によりインターネットが利用される場合における
青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用
の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

（インターネットの適切な利用に関する広報啓発）
第十五条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共

団体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年
有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年
有害情報の閲覧の制限等のインターネットの適切な
利用に関する事項について、広報その他の啓発活動
を行うものとする。

（関係者の努力義務）
第十六条 青少年のインターネットの利用に関係する事

業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性
に応じ、インターネットを利用する際における青少
年のインターネットを適切に活用する能力の習得の
ための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタ
リングソフトウェアの利用の普及のための活動その
他の啓発活動を行うよう努めるものとする。

第四章　青少年有害情報フィルタリングサー
ビスの提供義務等

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者の
青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務）

第十七条 携帯電話インターネット接続役務提供事業
者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する
契約の相手方又は携帯電話端末若しくはＰＨＳ端
末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情
報フィルタリングサービスの利用を条件として、携
帯電話インターネット接続役務を提供しなければな
らない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有
害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申
出をした場合は、この限りでない。

２ 携帯電話端末又はＰＨＳ端末をその保護する青少
年に使用させるために携帯電話インターネット接
続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護
者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インター
ネット接続役務提供事業者に対しその旨を申し出な
ければならない。

（インターネット接続役務提供事業者の義務）
第十八条 インターネット接続役務提供事業者は、イン
ターネット接続役務の提供を受ける者から求めら
れたときは、青少年有害情報フィルタリングソフ
トウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービ
スを提供しなければならない。ただし、青少年によ
る青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合
として政令で定める場合は、この限りでない。

（インターネットと接続する機能を有する機器の
製造事業者の義務）
第十九条 インターネットと接続する機能を有する機器
であって青少年により使用されるもの（携帯電話端
末及びＰＨＳ端末を除く。）を製造する事業者は、青
少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込
むことその他の方法により青少年有害情報フィル
タリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタ
リングサービスの利用を容易にする措置を講じた上
で、当該機器を販売しなければならない。ただし、
青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が
軽微な場合として政令で定める場合は、この限りで
ない。

（青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発
事業者等の努力義務）
第二十条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェ
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アを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタ
リングサービスを提供する事業者は、青少年有害情
報であって閲覧が制限されないものをできるだけ少
なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少
年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、
又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供
するよう努めなければならない。
一 閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階及

び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定できる
ようにすること。

二 閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧
の制限が行われることをできるだけ少なくする
こと。

２ 前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィル
タリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年
有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者
は、その開発する青少年有害情報フィルタリングソ
フトウェア又はその提供する青少年有害情報フィル
タリングサービスについて、その性能及び利便性の
向上に努めなければならない。

（青少年有害情報の発信が行われた場合における
特定サーバー管理者の努力義務）
第二十一条 特定サーバー管理者は、その管理する特定
サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発
信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害
情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害
情報について、インターネットを利用して青少年に
よる閲覧ができないようにするための措置（以下
「青少年閲覧防止措置」という。）をとるよう努めな
ければならない。

（青少年有害情報についての国民からの連絡の
受付体制の整備）
第二十二条 特定サーバー管理者は、その管理する特定
サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情
報について、国民からの連絡を受け付けるための体
制を整備するよう努めなければならない。

（青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存）
第二十三条 特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措
置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関す
る記録を作成し、これを保存するよう努めなければ
ならない。

第五章　インターネットの適切な利用に関す
る活動を行う民間団体等

第一節　フィルタリング推進機関
（フィルタリング推進機関の登録）
第二十四条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェ
アの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に
掲げるいずれかの業務（以下「フィルタリング推進
業務」という。）を行う者は、総務大臣及び経済産業
大臣の登録を受けることができる。
一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及

び青少年有害情報フィルタリングサービスに関
する調査研究並びにその普及及び啓発を行う
こと。

二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの
技術開発の推進を行うこと。

２ 前項の登録（以下単に「登録」という。）を受けよう
とする者は、総務省令及び経済産業省令で定めると
ころにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をし
なければならない。

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受ける
ことができない。
一 第二十六条の規定により登録を取り消され、そ

の取消しの日から起算して二年を経過しない者
二 法人で、その役員のうちに前号に該当する者が

あるもの
４ 総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした
者が次に掲げる要件のすべてに適合しているとき
は、登録をしなければならない。
一 インターネットの利用を可能とする機能を有す

る機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する
者がフィルタリング推進業務を行うものである
こと。
イ 一年以上青少年有害情報フィルタリングソ
フトウェアの開発又は青少年有害情報フィ
ルタリングサービスに関する実務に従事し
た経験を有する者

ロ イに掲げる者と同等以上の能力を有する者
二 フィルタリング推進業務を適正に行うために次

に掲げる措置がとられていること。
イ フィルタリング推進業務を適正に行うため
の管理者を置くこと。

ロ フィルタリング推進業務の管理及び適正な
実施の確保に関する文書が作成されている
こと。
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５ 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げ
る事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者（以下「フィルタリング推進機
関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては、その代表者の氏名

三 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進
業務を行う事務所の所在地

６ フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号
に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令
及び経済産業省令で定めるところにより、その旨を
総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければなら
ない。

（業務の休廃止）
第二十五条 フィルタリング推進機関は、フィルタリン

グ推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省
令及び経済産業省令で定めるところにより、その旨
を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければなら
ない。

２ 前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止し
た旨の届出があったときは、当該フィルタリング推
進機関に係る登録は、その効力を失う。

（登録の取消し）
第二十六条 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリ

ング推進機関が次の各号のいずれかに該当するとき
は、登録を取り消すことができる。
一 第二十四条第三項第二号に該当するに至った
とき。

二 第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなく
なったと認めるとき。

三 第二十四条第六項又は前条第一項の規定に違反
したとき。

四 不正の手段により登録を受けたとき。
五 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせ
ず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。

（報告又は資料の提出）
第二十七条 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリ

ング推進業務の適正な運営を確保するために必要な
限度において、フィルタリング推進機関に対し、そ
の業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるこ
とができる。

（公示等）
第二十八条 総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる

場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 登録をしたとき。
二 第二十四条第六項の規定による届出があった

とき。
三 第二十五条第一項の規定による届出があった

とき。
四 第二十六条の規定により登録を取り消したと

き。
２ 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による
公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をイン
ターネットの利用その他の方法により公表するもの
とする。

（総務省令及び経済産業省令への委任）
第二十九条 この節に規定するもののほか、フィルタリ
ング推進機関及びフィルタリング推進業務に関し必
要な事項は、総務省令及び経済産業省令で定める。

第二節　インターネットの適切な利用に関する活動を行
う民間団体等の支援
第三十条 国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体
又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。
一 フィルタリング推進機関
二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの

性能に関する指針の作成を行う民間団体
三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを

開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報
フィルタリングサービスを提供する事業者

四 青少年がインターネットを適切に活用する能
力を習得するための活動を行う民間団体

五 青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サー
バー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活
動を行う民間団体

六 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアに
より閲覧を制限する必要がないものに関する情
報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリ
ングソフトウェアを開発する事業者その他の関
係者に提供する活動を行う民間団体

七 青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限
を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心
してインターネットを利用できる環境の整備に
関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争につ
いて、訴訟手続によらずに解決をしようとする
当事者のために公正な第三者としてその解決を
図るための活動を行う民間団体

八 その他関係する活動を行う民間団体
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第六章　雑則

（経過措置の命令への委任）
第三十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又
は改廃する場合においては、その命令で、その制定
又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に
おいて、所要の経過措置を定めることができる。
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び
児童の保護等に関する法律 [児童買春禁止法]

（平成十一年五月二十六日法律第五十二号）
最終改正：平成一六年六月一八日法律第一〇六号

（目的）
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐

待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にか
んがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的
動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等
を処罰するとともに、これらの行為等により心身に
有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定
めることにより、児童の権利を擁護することを目的
とする。

（定義）
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満た

ない者をいう。
２ この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲

げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束
をして、当該児童に対し、性交等（性交若しくは性
交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目
的で、児童の性器等（性器、肛門又は乳首をいう。
以下同じ。）を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。）をすることを
いう。
一 児童　
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者（親権を行う者、未成年後見人そ
の他の者で、児童を現に監護するものをいう。
以下同じ。）又は児童をその支配下に置いてい
る者

３ この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁
的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記
録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体その
他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童
の姿態を視覚により認識することができる方法によ
り描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性
交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人
の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で
あって性欲を興奮させ又は刺激するもの

（適用上の注意）
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不
当に侵害しないように留意しなければならない。

（児童買春）
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百
万円以下の罰金に処する。

（児童買春周旋）
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若
しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。

２ 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以
下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

（児童買春勧誘）
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春を
するように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは
五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

２ 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘する
ことを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以
下の罰金に処する。

（児童ポルノ提供等）
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通
じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿
態を視覚により認識することができる方法により描
写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提
供した者も、同様とする。

２ 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、
所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出
した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の
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目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様と
する。

３ 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各
号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、
電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写するこ
とにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
も、第一項と同様とする。

４ 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又
は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五
百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電
気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに
掲げる児童の姿態を視覚により認識することができ
る方法により描写した情報を記録した電磁的記録そ
の他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、
同様とする。

５ 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、
所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出
した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の
目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様と
する。

６ 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に
輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と
同様とする。

（児童買春等目的人身売買等）
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ
又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の
姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該
児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処
する。

２ 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘
拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送
した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

３ 前二項の罪の未遂は、罰する。
（児童の年齢の知情）
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないこ
とを理由として、第五条から前条までの規定による
処罰を免れることができない。ただし、過失がない
ときは、この限りでない。

（国民の国外犯）
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第五
項まで並びに第八条第一項及び第三項（同条第一項
に係る部分に限る。）の罪は、刑法 （明治四十年法
律第四十五号）第三条 の例に従う。

（両罰規定）
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
条の罰金刑を科する。

（捜査及び公判における配慮等）
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査
及び公判に職務上関係のある者（次項において「職
務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、
児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉
及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の
人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び
啓発を行うよう努めるものとする。

（記事等の掲載等の禁止）
第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る
児童については、その氏名、年齢、職業、就学する
学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事
件に係る者であることを推知することができるよう
な記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他
の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

（教育、啓発及び調査研究）
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポル
ノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響
を与えるものであることにかんがみ、これらの行為
を未然に防止することができるよう、児童の権利に
関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努
めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提
供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努める
ものとする。

（心身に有害な影響を受けた児童の保護）
第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となった
こと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に
有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図り
つつ、その心身の状況、その置かれている環境等に
応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心
理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することが
できるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所
その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるも
のとする。

２ 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合におい
て、同項の児童の保護のため必要があると認めると
きは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置
を講ずるものとする。

（心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備）
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第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方と
なったこと、児童ポルノに描写されたこと等により
心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識
に基づく保護を適切に行うことができるよう、これ
らの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの
児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が
緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連
携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間
の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備
に努めるものとする。

（国際協力の推進）
第十七条 国は、第四条から第八条までの罪に係る行為

の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際
的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進そ
の他の国際協力の推進に努めるものとする。
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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 [IT

基本法]

（平成十二年十二月六日法律第百四十四号）

第一章　総則

（目的） 　
第一条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的

規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の
変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高
度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理
念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地
方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通
信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するととも
に、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する
重点計画の作成について定めることにより、高度情
報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速
かつ重点的に推進することを目的とする。

（定義） 　
第二条 この法律において「高度情報通信ネットワーク

社会」とは、インターネットその他の高度情報通信
ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又
は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信す
ることにより、あらゆる分野における創造的かつ活
力ある発展が可能となる社会をいう。

（すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる
社会の実現）

第三条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべ
ての国民が、インターネットその他の高度情報通信
ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を
有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的
かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情
報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現
されることを旨として、行われなければならない。

（経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化）
第四条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子

商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用し
た経済活動（以下「電子商取引」という。）の促進、
中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産

性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増
大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業
の国際競争力の強化に寄与するものでなければなら
ない。

（ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現）
第五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、イン
ターネットその他の高度情報通信ネットワークを通
じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通
及び低廉な料金による多様なサービスの提供によ
り、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進
及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が
図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生
活の実現に寄与するものでなければならない。

（活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上）
第六条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報
通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域に
おける魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び
地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の
充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に
満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に
寄与するものでなければならない。

（国及び地方公共団体と民間との役割分担）
第七条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっ
ては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国
及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見
直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害
する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮さ
れるための環境整備等を中心とした施策を行うもの
とする。

（利用の機会等の格差の是正）
第八条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっ
ては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要
因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のた
めの能力における格差が、高度情報通信ネットワー
ク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するお
それがあることにかんがみ、その是正が積極的に図
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られなければならない。
（社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応）
第九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっ
ては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構
造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新
たな課題について、適確かつ積極的に対応しなけれ
ばならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第十条 国は、第三条から前条までに定める高度情報通
信ネットワーク社会の形成についての基本理念（以
下「基本理念」という。）にのっとり、高度情報通信
ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及
び実施する責務を有する。

第十一条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、高度
情報通信ネットワーク社会の形成に関し、国との適
切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域
の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施
する責務を有する。

第十二条 国及び地方公共団体は、高度情報通信ネット
ワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的
に実施されるよう、相互に連携を図らなければなら
ない。

（法制上の措置等）
第十三条 政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形
成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財
政上の措置その他の措置を講じなければならない。

（統計等の作成及び公表）
第十四条 政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関
する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の
形成に資する資料を作成し、インターネットの利用
その他適切な方法により随時公表しなければなら
ない。

（国民の理解を深めるための措置）
第十五条 政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信
ネットワーク社会の形成に関する国民の理解を深め
るよう必要な措置を講ずるものとする。

第二章　施策の策定に係る基本方針

（高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の
一体的な推進）
第十六条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関す
る施策の策定に当たっては、高度情報通信ネット
ワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワークを
通じて提供される文字、音声、映像その他の情報の
充実及び情報通信技術の活用のために必要な能力の

習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有
することにかんがみ、これらが一体的に推進されな
ければならない。

（世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成）
第十七条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関す
る施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金
で利用することができる世界最高水準の高度情報通
信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の
公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられな
ければならない。

（教育及び学習の振興並びに人材の育成）
第十八条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関す
る施策の策定に当たっては、すべての国民が情報通
信技術を活用することができるようにするための教
育及び学習を振興するとともに、高度情報通信ネッ
トワーク社会の発展を担う専門的な知識又は技術を
有する創造的な人材を育成するために必要な措置が
講じられなければならない。

（電子商取引の促進）
第十九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関す
る施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな
準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消
費者の保護その他の電子商取引の促進を図るために
必要な措置が講じられなければならない。

（行政の情報化）
第二十条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関す
る施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を
図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明
性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務
におけるインターネットその他の高度情報通信ネッ
トワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推
進するために必要な措置が講じられなければなら
ない。

（公共分野における情報通信技術の活用）
第二十一条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関
する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上
を図るため、情報通信技術の活用による公共分野に
おけるサービスの多様化及び質の向上のために必要
な措置が講じられなければならない。

（高度情報通信ネットワークの安全性の確保等）
第二十二条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関
する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネット
ワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護
その他国民が高度情報通信ネットワークを安心して
利用することができるようにするために必要な措置
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が講じられなければならない。
（研究開発の推進）
第二十三条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関

する施策の策定に当たっては、急速な技術の革新
が、今後の高度情報通信ネットワーク社会の発展の
基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強
化をもたらす源泉であることにかんがみ、情報通信
技術について、国、地方公共団体、大学、事業者等
の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発
が推進されるよう必要な措置が講じられなければな
らない。

（国際的な協調及び貢献）
第二十四条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関

する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネッ
トワークが世界的規模で展開していることにかんが
み、高度情報通信ネットワーク及びこれを利用した
電子商取引その他の社会経済活動に関する、国際的
な規格、準則等の整備に向けた取組、研究開発のた
めの国際的な連携及び開発途上地域に対する技術協
力その他の国際協力を積極的に行うために必要な措
置が講じられなければならない。

第三章　高度情報通信ネットワーク社会推進
戦略本部

（設置）
第二十五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関

する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣
に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
（以下「本部」という。）を置く。

（所掌事務）
第二十六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する
重点計画（以下「重点計画」という。）を作成し、
及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、高度情報通信ネット
ワーク社会の形成に関する施策で重要なものの
企画に関して審議し、及びその施策の実施を推
進すること。

（組織） 　
第二十七条 本部は、高度情報通信ネットワーク社会推

進戦略本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進
戦略副本部長及び高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部員をもって組織する。

（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長）
第二十八条 本部の長は、高度情報通信ネットワーク社

会推進戦略本部長（以下「本部長」という。）とし、
内閣総理大臣をもって充てる。

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮
監督する。

（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長）
第二十九条 本部に、高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略副本部長（以下「副本部長」という。）を置
き、国務大臣をもって充てる。

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。
（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員）
第三十条 本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進
戦略本部員（以下「本部員」という。）を置く。

２ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣
二 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し

優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大
臣が任命する者

（資料の提出その他の協力）
第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要
があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団
体及び独立行政法人 （独立行政法人通則法 （平成
十一年法律第百三号）第二条第一項 に規定する独立
行政法人 をいう。）の長並びに特殊法人（法律によ
り直接に設立された法人又は特別の法律により特別
の設立行為をもって設立された法人であって、総務
省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第十
五号 の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者
に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必
要な協力を求めることができる。

２ 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があ
ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対
しても、必要な協力を依頼することができる。

（事務） 　
第三十二条 本部に関する事務は、内閣官房において処
理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

（主任の大臣）
第三十三条 本部に係る事項については、内閣法（昭和
二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総
理大臣とする。

（政令への委任）
第三十四条 この法律に定めるもののほか、本部に関し
必要な事項は、政令で定める。
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第四章　高度情報通信ネットワーク社会の形
成に関する重点計画

第三十五条 本部は、この章の定めるところにより、重
点計画を作成しなければならない。

２ 重点計画は、次に掲げる事項について定めるものと
する。
一 高度情報通信ネットワーク社会の形成のために

政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関す
る基本的な方針

二 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形
成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべ
き施策

三 教育及び学習の振興並びに人材の育成に関し政
府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

四 電子商取引の促進に関し政府が迅速かつ重点的
に講ずべき施策

五 行政の情報化及び公共分野における情報通信技
術の活用の推進に関し政府が迅速かつ重点的に
講ずべき施策

六 高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性
の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき
施策

七 前各号に定めるもののほか、高度情報通信ネッ
トワーク社会の形成に関する施策を政府が迅速
かつ重点的に推進するために必要な事項

３ 重点計画に定める施策については、原則として、当
該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定める
ものとする。

４ 本部は、第一項の規定により重点計画を作成したと
きは、遅滞なく、これをインターネットの利用その
他適切な方法により公表しなければならない。

５ 本部は、適時に、第三項の規定により定める目標
の達成状況を調査し、その結果をインターネットの
利用その他適切な方法により公表しなければなら
ない。

６ 第四項の規定は、重点計画の変更について準用する。
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個人情報の保護に関する法律 [個人情報保護法]

（平成十五年五月三十日法律第五十七号）
最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号

第一章　総則

（目的）
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個

人情報の利用が著しく拡大していることにかんが
み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び
政府による基本方針の作成その他の個人情報の保
護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地
方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人
情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める
ことにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人
の権利利益を保護することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏
名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識
別することができるもの（他の情報と容易に照合す
ることができ、それにより特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）をいう。

２ この法律において「個人情報データベース等」とは、
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げる
ものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索する
ことができるように体系的に構成したもの

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容
易に検索することができるように体系的に構成
したものとして政令で定めるもの

３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個
人情報データベース等を事業の用に供している者を
いう。ただし、次に掲げる者を除く。

*19 ここに収録した個人情報保護法の他に「行政機関個人情報保護
法」および「独立行政法人個人情報保護法」が存在することに
注意せよ。
また、これらの個人情報保護法を承けて各省庁がガイドライ
ンを作成しており、消費者庁のリスト http://www.caa.go.

jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html などから調べ
ることができる。

一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第
五十九号）第二条第一項 に規定する独立行政法
人等をいう。以下同じ。）

四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成
十五年法律第百十八号）第二条第一項 に規定す
る地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみ
て個人の権利利益を害するおそれが少ないもの
として政令で定める者

４ この法律において「個人データ」とは、個人情報デー
タベース等を構成する個人情報をいう。

５ この法律において「保有個人データ」とは、個人情
報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行う
ことのできる権限を有する個人データであって、そ
の存否が明らかになることにより公益その他の利益
が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以
内の政令で定める期間以内に消去することとなるも
の以外のものをいう。

６ この法律において個人情報について「本人」とは、
個人情報によって識別される特定の個人をいう。

（基本理念）
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重
に取り扱われるべきものであることにかんがみ、そ
の適正な取扱いが図られなければならない。

第二章　国及び地方公共団体の責務等

（国の責務）
第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の
適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的
に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、
その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情
報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
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定し、及びこれを実施する責務を有する。
（法制上の措置等）
第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんが
み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にそ
の適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある
個人情報について、保護のための格別の措置が講じ
られるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ず
るものとする。

第三章　個人情報の保護に関する施策等

第一節　個人情報の保護に関する基本方針
第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的
かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関
する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めな
ければならない。

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものと
する。
一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基

本的な方向
二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関

する事項
三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のため

の措置に関する基本的な事項
四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のた

めの措置に関する基本的な事項
五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護の

ための措置に関する基本的な事項
六 個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定

する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報
の保護のための措置に関する基本的な事項

七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に
関する事項

八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関
する重要事項

３ 内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基
本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければな
らない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が
あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ
ばならない。

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第二節　国の施策
（地方公共団体等への支援）
第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個

人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が
個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を
支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措
置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定そ
の他の必要な措置を講ずるものとする。

（苦情処理のための措置）
第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人と
の間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るため
に必要な措置を講ずるものとする。

（個人情報の適正な取扱いを確保するための措置）
第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、
次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情
報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講
ずるものとする。

第三節　地方公共団体の施策
（地方公共団体等が保有する個人情報の保護）
第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性
質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その
保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう
必要な措置を講ずることに努めなければならない。

２ 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法
人について、その性格及び業務内容に応じ、その保
有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必
要な措置を講ずることに努めなければならない。

（区域内の事業者等への支援）
第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを
確保するため、その区域内の事業者及び住民に対す
る支援に必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。

（苦情の処理のあっせん等）
第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事
業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に
処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん
その他必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。

第四節　国及び地方公共団体の協力
第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関
する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。

第四章　個人情報取扱事業者の義務等

第一節　個人情報取扱事業者の義務
（利用目的の特定）
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱う
に当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」
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という。）をできる限り特定しなければならない。
２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合に

は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合
理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

（利用目的による制限）
第十六条 　個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の

同意を得ないで、前条の規定により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り
扱ってはならない。

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他
の個人情報取扱事業者から事業を承継することに
伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人
の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の
利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情
報を取り扱ってはならない。

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用
しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要が
ある場合であって、本人の同意を得ることが困
難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の
ために特に必要がある場合であって、本人の同
意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を
受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人
の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがあるとき。

（適正な取得）
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手

段により個人情報を取得してはならない。
（取得に際しての利用目的の通知等）
第十八条 　個人情報取扱事業者は、個人情報を取得し

た場合は、あらかじめその利用目的を公表している
場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通
知し、又は公表しなければならない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、
本人との間で契約を締結することに伴って契約書そ
の他の書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によっては認識することができない方式で作られ
る記録を含む。以下この項において同じ。）に記載
された当該本人の個人情報を取得する場合その他本
人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を
取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利

用目的を明示しなければならない。ただし、人の生
命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある
場合は、この限りでない。

３ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、
変更された利用目的について、本人に通知し、又は
公表しなければならない。

４ 　前三項の規定は、次に掲げる場合については、適
用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することに

より本人又は第三者の生命、身体、財産その他
の権利利益を害するおそれがある場合

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することに
より当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な
利益を害するおそれがある場合

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要がある場
合であって、利用目的を本人に通知し、又は公
表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると
認められる場合

（データ内容の正確性の確保）
第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必
要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の
内容に保つよう努めなければならない。

（安全管理措置）
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人
データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人
データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講
じなければならない。

（従業者の監督）
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人
データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デー
タの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する
必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（委託先の監督）
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱
いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを
委託された個人データの安全管理が図られるよう、
委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わ
なければならない。

（第三者提供の制限）
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を
除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人
データを第三者に提供してはならない。
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一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることが困
難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の
ために特に必要がある場合であって、本人の同
意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を
受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人
の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがあるとき。

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人
データについて、本人の求めに応じて当該本人が識
別される個人データの第三者への提供を停止するこ
ととしている場合であって、次に掲げる事項につい
て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に
知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか
かわらず、当該個人データを第三者に提供すること
ができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人

データの第三者への提供を停止すること。
３ 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲
げる事項を変更する場合は、変更する内容について、
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り
得る状態に置かなければならない。

４ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を
受ける者は、前三項の規定の適用については、第三
者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な

範囲内において個人データの取扱いの全部又は
一部を委託する場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個
人データが提供される場合

三 個人データを特定の者との間で共同して利用す
る場合であって、その旨並びに共同して利用さ
れる個人データの項目、共同して利用する者の
範囲、利用する者の利用目的及び当該個人デー
タの管理について責任を有する者の氏名又は名
称について、あらかじめ、本人に通知し、又は
本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

５ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用

する者の利用目的又は個人データの管理について責
任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合
は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通
知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけれ
ばならない。

（保有個人データに関する事項の公表等）
第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに
関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状
態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含
む。）に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二 すべての保有個人データの利用目的（第十八条

第四項第一号から第三号までに該当する場合を
除く。）

三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二
十七条第一項若しくは第二項の規定による求
めに応じる手続（第三十条第二項の規定により
手数料の額を定めたときは、その手数料の額を
含む。）

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの
適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政
令で定めるもの

２ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別
される保有個人データの利用目的の通知を求められ
たときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しな
ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該
当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個

人データの利用目的が明らかな場合
二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当す

る場合
３ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求めら
れた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決
定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を
通知しなければならない。

（開示）
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本
人が識別される保有個人データの開示（当該本人が
識別される保有個人データが存在しないときにその
旨を知らせることを含む。以下同じ。）を求められ
たときは、本人に対し、政令で定める方法により、
遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければな
らない。ただし、開示することにより次の各号のい
ずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示
しないことができる。
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一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権
利利益を害するおそれがある場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に
著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合
２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求めら

れた保有個人データの全部又は一部について開示し
ない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。

３ 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規
定する方法に相当する方法により当該本人が識別さ
れる保有個人データの全部又は一部を開示すること
とされている場合には、当該全部又は一部の保有個
人データについては、同項の規定は、適用しない。

（訂正等）
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本

人が識別される保有個人データの内容が事実でない
という理由によって当該保有個人データの内容の訂
正、追加又は削除（以下この条において「訂正等」
という。）を求められた場合には、その内容の訂正等
に関して他の法令の規定により特別の手続が定めら
れている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲
内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果
に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行
わなければならない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求めら
れた保有個人データの内容の全部若しくは一部につ
いて訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨
の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その
旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通
知しなければならない。

（利用停止等）
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本

人が識別される保有個人データが第十六条の規定に
違反して取り扱われているという理由又は第十七条
の規定に違反して取得されたものであるという理由
によって、当該保有個人データの利用の停止又は消
去（以下この条において「利用停止等」という。）を
求められた場合であって、その求めに理由があるこ
とが判明したときは、違反を是正するために必要な
限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止
等を行わなければならない。ただし、当該保有個人
データの利用停止等に多額の費用を要する場合その
他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる

べき措置をとるときは、この限りでない。
２ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別
される保有個人データが第二十三条第一項の規定に
違反して第三者に提供されているという理由によっ
て、当該保有個人データの第三者への提供の停止を
求められた場合であって、その求めに理由があるこ
とが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デー
タの第三者への提供を停止しなければならない。た
だし、当該保有個人データの第三者への提供の停止
に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供
を停止することが困難な場合であって、本人の権利
利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を
とるときは、この限りでない。

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求め
られた保有個人データの全部若しくは一部について
利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行
わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ
き求められた保有個人データの全部若しくは一部に
ついて第三者への提供を停止したとき若しくは第三
者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本
人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
ない。

（理由の説明）
第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、
第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三
項の規定により、本人から求められた措置の全部又
は一部について、その措置をとらない旨を通知する
場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する
場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努め
なければならない。

（開示等の求めに応じる手続）
第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、
第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七
条第一項若しくは第二項の規定による求め（以下こ
の条において「開示等の求め」という。）に関し、政
令で定めるところにより、その求めを受け付ける方
法を定めることができる。この場合において、本人
は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなけれ
ばならない。

２ 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求め
に関し、その対象となる保有個人データを特定する
に足りる事項の提示を求めることができる。この場
合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易か
つ的確に開示等の求めをすることができるよう、当
該保有個人データの特定に資する情報の提供その他
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本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければな
らない。

３ 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理
人によってすることができる。

４ 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示
等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人
に過重な負担を課するものとならないよう配慮しな
ければならない。

（手数料）
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の
規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の
規定による開示を求められたときは、当該措置の実
施に関し、手数料を徴収することができる。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を
徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認
められる範囲内において、その手数料の額を定めな
ければならない。

（個人情報取扱事業者による苦情の処理）
第三十一条 　個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱
いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ
ばならない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するため
に必要な体制の整備に努めなければならない。

（報告の徴収）
第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な
限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情
報の取扱いに関し報告をさせることができる。

（助言）
第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な
限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情
報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。

（勧告及び命令）
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六
条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで
又は第三十条第二項の規定に違反した場合において
個人の権利利益を保護するため必要があると認める
ときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反
行為の中止その他違反を是正するために必要な措置
をとるべき旨を勧告することができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情
報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る
措置をとらなかった場合において個人の重大な権利
利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個
人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をと
るべきことを命ずることができる。

３ 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報
取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第
二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反し
た場合において個人の重大な権利利益を害する事実
があるため緊急に措置をとる必要があると認めると
きは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行
為の中止その他違反を是正するために必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。

（主務大臣の権限の行使の制限）
第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報
取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令
を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信
教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。

２ 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報
取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者（それ
ぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場
合に限る。）に対して個人情報を提供する行為につ
いては、その権限を行使しないものとする。

（主務大臣）
第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のと
おりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規
定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、
個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち
特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員
会（以下「大臣等」という。）を主務大臣に指定する
ことができる。
一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いの

うち雇用管理に関するものについては、厚生労
働大臣（船員の雇用管理に関するものについて
は、国土交通大臣）及び当該個人情報取扱事業
者が行う事業を所管する大臣等

二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いの
うち前号に掲げるもの以外のものについては、
当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する
大臣等

２ 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大
臣を指定したときは、その旨を公示しなければなら
ない。

３ 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、
相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

第二節　民間団体による個人情報の保護の推進
（認定）
第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取
扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうと
する法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定
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めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。）
は、主務大臣の認定を受けることができる。
一 業務の対象となる個人情報取扱事業者（以下
「対象事業者」という。）の個人情報の取扱いに
関する第四十二条の規定による苦情の処理

二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項
についての対象事業者に対する情報の提供

三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人
情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

２ 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めると
ころにより、主務大臣に申請しなければならない。

３ 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を
公示しなければならない。

（欠格条項）
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条

第一項の認定を受けることができない。
一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から二年を経過しない者

二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消さ
れ、その取消しの日から二年を経過しない者

三 その業務を行う役員（法人でない団体で代表者
又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理
人を含む。以下この条において同じ。）のうち
に、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の

規定により刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日
から二年を経過しない者

ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り
消された法人において、その取消しの日前
三十日以内にその役員であった者でその取
消しの日から二年を経過しない者

（認定の基準）
第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申

請が次の各号のいずれにも適合していると認めると
きでなければ、その認定をしてはならない。
一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ
確実に行うに必要な業務の実施の方法が定めら
れているものであること。

二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ
確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的
基礎を有するものであること。

三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務
を行っている場合には、その業務を行うことに

よって同項各号に掲げる業務が不公正になるお
それがないものであること。

（廃止の届出）
第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者（以下
「認定個人情報保護団体」という。）は、その認定に
係る業務（以下「認定業務」という。）を廃止しよう
とするときは、政令で定めるところにより、あらか
じめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

２ 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。

（対象事業者）
第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情
報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又は
認定業務の対象となることについて同意を得た個
人情報取扱事業者を対象事業者としなければなら
ない。

２ 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名
称を公表しなければならない。

（苦情の処理）
第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象
事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について
解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出
人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査す
るとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内
容を通知してその迅速な解決を求めなければなら
ない。

２ 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の
解決について必要があると認めるときは、当該対象
事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、
又は資料の提出を求めることができる。

３ 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規
定による求めがあったときは、正当な理由がないの
に、これを拒んではならない。

（個人情報保護指針）
第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個
人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の
特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる
手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨に
沿った指針（以下「個人情報保護指針」という。）を
作成し、公表するよう努めなければならない。

２ 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情
報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指
導、勧告その他の措置をとるよう努めなければなら
ない。
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（目的外利用の禁止）
第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施
に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的
以外に利用してはならない。

（名称の使用制限）
第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個
人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名
称を用いてはならない。

（報告の徴収）
第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な
限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定
業務に関し報告をさせることができる。

（命令）
第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な
限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定
業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更
その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることがで
きる。

（認定の取消し）
第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の
各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り
消すことができる。
一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至っ

たとき。
二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなった

とき。
三 第四十四条の規定に違反したとき。
四 前条の命令に従わないとき。
五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受

けたとき。
２ 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したと
きは、その旨を公示しなければならない。

（主務大臣）
第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のと
おりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規
定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、
第三十七条第一項の認定を受けようとする者のうち
特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指
定することができる。
一 設立について許可又は認可を受けている認定

個人情報保護団体（第三十七条第一項の認定を
受けようとする者を含む。次号において同じ。）
については、その設立の許可又は認可をした大
臣等

二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団

体については、当該認定個人情報保護団体の対
象事業者が行う事業を所管する大臣等

２ 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大
臣を指定したときは、その旨を公示しなければなら
ない。

第五章　雑則

（適用除外）
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる
者については、その個人情報を取り扱う目的の全部
又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的である
ときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報

道を業として行う個人を含む。）　報道の用に
供する目的

二 著述を業として行う者　著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しく

は団体又はそれらに属する者　学術研究の用に
供する目的

四 宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含
む。）の用に供する目的

五 政治団体　政治活動（これに付随する活動を含
む。）の用に供する目的

２ 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多
数の者に対して客観的事実を事実として知らせるこ
と（これに基づいて意見又は見解を述べることを含
む。）をいう。

３ 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人
データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個
人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情
報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自
ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努め
なければならない。

（地方公共団体が処理する事務）
第五十一条 　この法律に規定する主務大臣の権限に属
する事務は、政令で定めるところにより、地方公共
団体の長その他の執行機関が行うこととすることが
できる。

（権限又は事務の委任）
第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に
属する事項は、政令で定めるところにより、その所
属の職員に委任することができる。

（施行の状況の公表）
第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関（法律
の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除
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く。）及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、
宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）
第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに
国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第
三条第二項に規定する機関をいう。次条において同
じ。）の長に対し、この法律の施行の状況について報
告を求めることができる。

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。

（連絡及び協力）
第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係す

る行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力
しなければならない。

（政令への委任）
第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の

実施のため必要な事項は、政令で定める。

第六章　罰則

第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による
命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円
以下の罰金に処する。

第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報
告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以
下の罰金に処する。

第五十八条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人
の定めのあるものを含む。以下この項において同
じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
て、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金
刑を科する。

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場
合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為に
つき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人
又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規
定を準用する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万
円以下の過料に処する。
一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は
虚偽の届出をした者

二 第四十五条の規定に違反した者
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（昭和四十五年五月六日法律第四十八号）
最終改正：平成二一年七月一〇日法律第七三号
（最終改正までの未施行法令）
平成二十一年六月十九日法律第五十三号（一部
未施行）

著作権法（明治三十二年法律第三十九号）の全部を改
正する。

第一章　総則

第一節　通則
（目的）
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放

送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接
する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用
に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ
て文化の発展に寄与することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物　思想又は感情を創作的に表現したもの
であつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するものをいう。

二 著作者　著作物を創作する者をいう。
三 実演　著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、
歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により
演ずること（これらに類する行為で、著作物を
演じないが芸能的な性質を有するものを含む。）
をいう。

四 実演家　俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実
演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する
者をいう。

五 レコード　蓄音機用音盤、録音テープその他の
物に音を固定したもの（音をもつぱら影像とと
もに再生することを目的とするものを除く。）を
いう。

六 レコード製作者　レコードに固定されている音
を最初に固定した者をいう。

七 商業用レコード　市販の目的をもつて製作され

るレコードの複製物をいう。
七の二 公衆送信　公衆によつて直接受信されるこ

とを目的として無線通信又は有線電気通信の送
信（電気通信設備で、その一の部分の設置の場
所が他の部分の設置の場所と同一の構内（その
構内が二以上の者の占有に属している場合に
は、同一の者の占有に属する区域内）にあるも
のによる送信（プログラムの著作物の送信を除
く。）を除く。）を行うことをいう。

八 放送　公衆送信のうち、公衆によつて同一の内
容の送信が同時に受信されることを目的として
行う無線通信の送信をいう。

九 放送事業者　放送を業として行なう者をいう。
九の二 有線放送　公衆送信のうち、公衆によつて

同一の内容の送信が同時に受信されることを目
的として行う有線電気通信の送信をいう。

九の三 有線放送事業者　有線放送を業として行う
者をいう。

九の四 自動公衆送信　公衆送信のうち、公衆から
の求めに応じ自動的に行うもの（放送又は有線
放送に該当するものを除く。）をいう。

九の五 送信可能化　次のいずれかに掲げる行為
により自動公衆送信し得るようにすることを
いう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に
接続している自動公衆送信装置（公衆の用
に供する電気通信回線に接続することによ
り、その記録媒体のうち自動公衆送信の用
に供する部分（以下この号及び第四十七条
の五第一項第一号において「公衆送信用記
録媒体」という。）に記録され、又は当該装
置に入力される情報を自動公衆送信する機
能を有する装置をいう。以下同じ。）の公
衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が
記録された記録媒体を当該自動公衆送信装
置の公衆送信用記録媒体として加え、若し
くは情報が記録された記録媒体を当該自動
公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換
し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入
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力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録さ
れ、又は当該自動公衆送信装置に情報が入
力されている自動公衆送信装置について、
公衆の用に供されている電気通信回線への
接続（配線、自動公衆送信装置の始動、送
受信用プログラムの起動その他の一連の行
為により行われる場合には、当該一連の行
為のうち最後のものをいう。）を行うこと。

十 映画製作者　映画の著作物の製作に発意と責任
を有する者をいう。

十の二 プログラム　電子計算機を機能させて一の
結果を得ることができるようにこれに対する
指令を組み合わせたものとして表現したものを
いう。

十の三 データベース　論文、数値、図形その他の
情報の集合物であつて、それらの情報を電子計
算機を用いて検索することができるように体系
的に構成したものをいう。

十一 二次的著作物　著作物を翻訳し、編曲し、若
しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他
翻案することにより創作した著作物をいう。

十二 共同著作物　二人以上の者が共同して創作し
た著作物であつて、その各人の寄与を分離して
個別的に利用することができないものをいう。

十三 録音　音を物に固定し、又はその固定物を増
製することをいう。

十四 録画　影像を連続して物に固定し、又はその
固定物を増製することをいう。

十五 複製　印刷、写真、複写、録音、録画その他
の方法により有形的に再製することをいい、次
に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる
行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物　
当該著作物の上演、放送又は有線放送を録
音し、又は録画すること。

ロ 建築の著作物　建築に関する図面に従つて
建築物を完成すること。

十六 上演　演奏（歌唱を含む。以下同じ。）以外の
方法により著作物を演ずることをいう。

十七 上映　著作物（公衆送信されるものを除く。）
を映写幕その他の物に映写することをいい、こ
れに伴つて映画の著作物において固定されてい
る音を再生することを含むものとする。

十八 口述　朗読その他の方法により著作物を口頭

で伝達すること（実演に該当するものを除く。）
をいう。

十九 頒布　有償であるか又は無償であるかを問わ
ず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること
をいい、映画の著作物又は映画の著作物におい
て複製されている著作物にあつては、これらの
著作物を公衆に提示することを目的として当該
映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与する
ことを含むものとする。

二十 技術的保護手段　電子的方法、磁気的方法そ
の他の人の知覚によつて認識することができな
い方法（次号において「電磁的方法」という。）
により、第十七条第一項に規定する著作者人格
権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定
する実演家人格権若しくは同条第六項に規定す
る著作隣接権（以下この号において「著作権等」
という。）を侵害する行為の防止又は抑止（著
作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生
じさせることによる当該行為の抑止をいう。第
三十条第一項第二号において同じ。）をする手
段（著作権等を有する者の意思に基づくことな
く用いられているものを除く。）であつて、著
作物、実演、レコード、放送又は有線放送（次
号において「著作物等」という。）の利用（著作
者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたな
らば著作者人格権又は実演家人格権の侵害とな
るべき行為を含む。）に際しこれに用いられる
機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、
レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若
しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送
信する方式によるものをいう。

二十一 権利管理情報　第十七条第一項に規定する
著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第
一項から第四項までの権利（以下この号におい
て「著作権等」という。）に関する情報であつ
て、イからハまでのいずれかに該当するものの
うち、電磁的方法により著作物、実演、レコー
ド又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは
影像とともに記録媒体に記録され、又は送信さ
れるもの（著作物等の利用状況の把握、著作物
等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権
等の管理（電子計算機によるものに限る。）に用
いられていないものを除く。）をいう。
イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令
で定める事項を特定する情報
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ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法
及び条件に関する情報

ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに
掲げる事項を特定することができることと
なる情報

二十二 国内　この法律の施行地をいう。
二十三 国外　この法律の施行地外の地域をいう。

２ この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品
を含むものとする。

３ この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果
に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方
法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を
含むものとする。

４ この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作
方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含
むものとする。

５ この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を
含むものとする。

６ この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社
団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを
含むものとする。

７ この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」に
は、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は
録画されたものを再生すること（公衆送信又は上映
に該当するものを除く。）及び著作物の上演、演奏又
は口述を電気通信設備を用いて伝達すること（公衆
送信に該当するものを除く。）を含むものとする。

８ この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方
法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権
原を取得させる行為を含むものとする。

９ この法律において、第一項第七号の二、第八号、第
九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三
号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語につい
ては、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場
合を含むものとする。

（著作物の発行）
第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たす

ことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一
条に規定する権利を有する者又はその許諾（第六十
三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四条
の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章に
おいて同じ。）を得た者若しくは第七十九条の出版
権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された
場合（第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二
十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害

しない場合に限る。）において、発行されたものと
する。

２ 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の
複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定
する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得
た者によつて作成され、頒布された場合（第二十八
条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項
又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を
有する者の権利を害しない場合に限る。）には、その
原著作物は、発行されたものとみなす。

３ 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば
前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作
物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利
を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二
項の規定を適用する。

（著作物の公表）
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二
十五条までに規定する権利を有する者若しくはそ
の許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送
信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場
合（建築の著作物にあつては、第二十一条に規定す
る権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建
設された場合を含む。）において、公表されたものと
する。

２ 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有す
る者又はその許諾を得た者によつて送信可能化され
た場合には、公表されたものとみなす。

３ 二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定に
より第二十二条から第二十四条までに規定する権利
と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者
によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述
の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定に
より第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利
を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信
可能化された場合には、その原著作物は、公表され
たものとみなす。

４ 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一
項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合
には、公表されたものとみなす。

５ 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば
第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその
者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞ
れ第一項から第三項までの権利を有する者又はその
許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

（レコードの発行）
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第四条の二 レコードは、その性質に応じ公衆の要求を
満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第
九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾
（第百三条において準用する第六十三条第一項の規
定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三
節において同じ。）を得た者によつて作成され、頒
布された場合（第九十七条の二第一項又は第九十七
条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害
しない場合に限る。）において、発行されたものと
する。

（条約の効力）
第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条
約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第二節　適用範囲
（保護を受ける著作物）
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するもの
に限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民（わが国の法令に基づいて設立された

法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含
む。以下同じ。）の著作物

二 最初に国内において発行された著作物（最初に
国外において発行されたが、その発行の日から
三十日以内に国内において発行されたものを
含む。）

三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国
が保護の義務を負う著作物

（保護を受ける実演）
第七条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに
限り、この法律による保護を受ける。
一 国内において行なわれる実演
二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定

された実演
三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において

送信される実演（実演家の承諾を得て送信前に
録音され、又は録画されているものを除く。）

四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送
信される実演（実演家の承諾を得て送信前に録
音され、又は録画されているものを除く。）

五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲
げる実演
イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保
護に関する国際条約（以下「実演家等保護
条約」という。）の締約国において行われる
実演

ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された

実演
ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信さ
れる実演（実演家の承諾を得て送信前に録
音され、又は録画されているものを除く。）

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲
げる実演
イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権
機関条約（以下「実演・レコード条約」と
いう。）の締約国において行われる実演

ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された
実演

七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲
げる実演
イ 世界貿易機関の加盟国において行われる
実演

ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された
実演

ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信さ
れる実演（実演家の承諾を得て送信前に録
音され、又は録画されているものを除く。）

（保護を受けるレコード）
第八条 レコードは、次の各号のいずれかに該当するも
のに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民をレコード製作者とするレコード
二 レコードでこれに固定されている音が最初に国

内において固定されたもの
三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲

げるレコード
イ 実演家等保護条約の締約国の国民（当該締
約国の法令に基づいて設立された法人及び
当該締約国に主たる事務所を有する法人を
含む。以下同じ。）をレコード製作者とす
るレコード

ロ レコードでこれに固定されている音が最初
に実演家等保護条約の締約国において固定
されたもの

四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲
げるレコード
イ 実演・レコード条約の締約国の国民（当該
締約国の法令に基づいて設立された法人及
び当該締約国に主たる事務所を有する法人
を含む。以下同じ。）をレコード製作者と
するレコード

ロ レコードでこれに固定されている音が最初
に実演・レコード条約の締約国において固
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定されたもの
五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲
げるレコード
イ 世界貿易機関の加盟国の国民（当該加盟国

の法令に基づいて設立された法人及び当
該加盟国に主たる事務所を有する法人を含
む。以下同じ。）をレコード製作者とする
レコード

ロ レコードでこれに固定されている音が最初
に世界貿易機関の加盟国において固定され
たもの

六 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレ
コードの複製からのレコード製作者の保護に
関する条約（第百二十一条の二第二号において
「レコード保護条約」という。）により我が国が
保護の義務を負うレコード

（保護を受ける放送）
第九条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに

限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である放送事業者の放送
二 国内にある放送設備から行なわれる放送
三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲
げる放送
イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放

送事業者の放送
ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備

から行われる放送
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲
げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事

業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から

行われる放送
（保護を受ける有線放送）
第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当す

るものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送（放
送を受信して行うものを除く。次号において
同じ。）

二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送

第二章　著作者の権利

第一節　著作物
（著作物の例示）
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね

次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模

型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

２ 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項
第一号に掲げる著作物に該当しない。

３ 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律によ
る保護は、その著作物を作成するために用いるプロ
グラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合に
おいて、これらの用語の意義は、次の各号に定める
ところによる。
一 プログラム言語　プログラムを表現する手段と

しての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約　特定のプログラムにおける前号のプログ

ラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法　プログラムにおける電子計算機に対する

指令の組合せの方法をいう。
（二次的著作物）
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護
は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさ
ない。

（編集著作物）
第十二条 編集物（データベースに該当するものを除く。
以下同じ。）でその素材の選択又は配列によつて創
作性を有するものは、著作物として保護する。

２ 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作
物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

（データベースの著作物）
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系
的な構成によつて創作性を有するものは、著作物と
して保護する。

２ 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成す
る著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

（権利の目的とならない著作物）
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、
この章の規定による権利の目的となることができ
ない。
一 憲法その他の法令
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二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人
（独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三
号）第二条第一項 に規定する独立行政法人をい
う。以下同じ。）又は地方独立行政法人（地方独
立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第
二条第一項 に規定する地方独立行政法人をい
う。以下同じ。）が発する告示、訓令、通達その
他これらに類するもの

三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政
庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行
われるもの

四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国
若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又
は地方独立行政法人が作成するもの

第二節　著作者
（著作者の推定）
第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提
供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称（以
下「実名」という。）又はその雅号、筆名、略称そ
の他実名に代えて用いられるもの（以下「変名」と
いう。）として周知のものが著作者名として通常の
方法により表示されている者は、その著作物の著作
者と推定する。

（職務上作成する著作物の著作者）
第十五条 法人その他使用者（以下この条において「法
人等」という。）の発意に基づきその法人等の業務
に従事する者が職務上作成する著作物（プログラム
の著作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名
義の下に公表するものの著作者は、その作成の時に
おける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限
り、その法人等とする。

２ 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事す
る者が職務上作成するプログラムの著作物の著作
者は、その作成の時における契約、勤務規則その他
に別段の定めがない限り、その法人等とする。

（映画の著作物の著作者）
第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作
物において翻案され、又は複製された小説、脚本、
音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、
演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の
全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、
前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

第三節　権利の内容
第一款　総則
（著作者の権利）
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び
第二十条第一項に規定する権利（以下「著作者人格
権」という。）並びに第二十一条から第二十八条ま
でに規定する権利（以下「著作権」という。）を享有
する。

２ 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式
の履行をも要しない。

第二款　著作者人格権
（公表権）
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていな
いもの（その同意を得ないで公表された著作物を含
む。以下この条において同じ。）を公衆に提供し、又
は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物と
する二次的著作物についても、同様とする。

２ 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に
掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作

権を譲渡した場合　当該著作物をその著作権の
行使により公衆に提供し、又は提示すること。

二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表
されていないものの原作品を譲渡した場合　こ
れらの著作物をその原作品による展示の方法で
公衆に提示すること。

三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著
作権が映画製作者に帰属した場合　当該著作物
をその著作権の行使により公衆に提供し、又は
提示すること。

３ 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に
掲げる行為について同意したものとみなす。
一 その著作物でまだ公表されていないものを行政

機関（行政機関の保有する情報の公開に関する
法律（平成十一年法律第四十二号。以下「行政
機関情報公開法」という。）第二条第一項 に規
定する行政機関をいう。以下同じ。）に提供し
た場合（行政機関情報公開法第九条第一項 の規
定による開示する旨の決定の時までに別段の意
思表示をした場合を除く。）　行政機関情報公
開法 の規定により行政機関の長が当該著作物
を公衆に提供し、又は提示すること。

二 その著作物でまだ公表されていないものを独立
行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の
公開に関する法律 （平成十三年法律第百四十
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号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。）
第二条第一項 に規定する独立行政法人等をい
う。以下同じ。）に提供した場合（独立行政法人
等情報公開法第九条第一項 の規定による開示
する旨の決定の時までに別段の意思表示をした
場合を除く。）　独立行政法人等情報公開法 の
規定により当該独立行政法人等が当該著作物を
公衆に提供し、又は提示すること。

三 その著作物でまだ公表されていないものを地方
公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合
（開示する旨の決定の時までに別段の意思表示
をした場合を除く。）　情報公開条例（地方公共
団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公
開を請求する住民等の権利について定める当該
地方公共団体の条例をいう。以下同じ。）の規
定により当該地方公共団体の機関又は地方独立
行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提
示すること。

４ 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、適用しない。
一 行政機関情報公開法第五条 の規定により行政
機関の長が同条第一号 ロ若しくはハ若しくは
同条第二号 ただし書に規定する情報が記録さ
れている著作物でまだ公表されていないものを
公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行
政機関情報公開法第七条 の規定により行政機
関の長が著作物でまだ公表されていないものを
公衆に提供し、若しくは提示するとき。

二 独立行政法人等情報公開法第五条 の規定によ
り独立行政法人等が同条第一号 ロ若しくはハ
若しくは同条第二号 ただし書に規定する情報
が記録されている著作物でまだ公表されていな
いものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、
又は独立行政法人等情報公開法第七条 の規定
により独立行政法人等が著作物でまだ公表され
ていないものを公衆に提供し、若しくは提示す
るとき。

三 情報公開条例（行政機関情報公開法第十三条第
二項 及び第三項 に相当する規定を設けている
ものに限る。第五号において同じ。）の規定によ
り地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が
著作物でまだ公表されていないもの（行政機関
情報公開法第五条第一号 ロ又は同条第二号 た
だし書に規定する情報に相当する情報が記録さ
れているものに限る。）を公衆に提供し、又は提

示するとき。
四 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関

又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表され
ていないもの（行政機関情報公開法第五条第一
号 ハに規定する情報に相当する情報が記録さ
れているものに限る。）を公衆に提供し、又は提
示するとき。

五 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第
七条 の規定に相当するものにより地方公共団
体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ
公表されていないものを公衆に提供し、又は提
示するとき。

（氏名表示権）
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその
著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実
名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作
者名を表示しないこととする権利を有する。その著
作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供
又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示につ
いても、同様とする。

２ 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表
示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表
示しているところに従つて著作者名を表示すること
ができる。

３ 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に
照らし著作者が創作者であることを主張する利益を
害するおそれがないと認められるときは、公正な慣
行に反しない限り、省略することができる。

４ 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、適用しない。
一 行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開

法 又は情報公開条例の規定により行政機関の
長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若
しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供
し、又は提示する場合において、当該著作物に
つき既にその著作者が表示しているところに従
つて著作者名を表示するとき。

二 行政機関情報公開法第六条第二項 の規定、独
立行政法人等情報公開法第六条第二項 の規定
又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開
法第六条第二項 の規定に相当するものにより
行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団
体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を
公衆に提供し、又は提示する場合において、当
該著作物の著作者名の表示を省略することとな

マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法



206 著作権法

るとき。
（同一性保持権）
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一
性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの
変更、切除その他の改変を受けないものとする。

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変
については、適用しない。
一 第三十三条第一項（同条第四項において準用す

る場合を含む。）、第三十三条の二第一項又は第
三十四条第一項の規定により著作物を利用する
場合における用字又は用語の変更その他の改変
で、学校教育の目的上やむを得ないと認められ
るもの

二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる
改変

三 特定の電子計算機においては利用し得ないプロ
グラムの著作物を当該電子計算機において利用
し得るようにするため、又はプログラムの著作
物を電子計算機においてより効果的に利用し得
るようにするために必要な改変

四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並び
にその利用の目的及び態様に照らしやむを得な
いと認められる改変

第三款　著作権に含まれる権利の種類
（複製権）
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専
有する。

（上映権及び演奏権）
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ
又は聞かせることを目的として（以下「公に」とい
う。）上演し、又は演奏する権利を専有する。

（上映権）
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する
権利を専有する。

（公衆送信権等）
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信
（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含
む。）を行う権利を専有する。

２ 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を
用いて公に伝達する権利を専有する。

（口述権）
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述す
る権利を専有する。

（展示権）
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行

されていない写真の著作物をこれらの原作品により
公に展示する権利を専有する。

（頒布権）
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物
により頒布する権利を専有する。

２ 著作者は、映画の著作物において複製されているそ
の著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布す
る権利を専有する。

（譲渡権）
第二十六条の二 　著作者は、その著作物（映画の著作
物を除く。以下この条において同じ。）をその原作
品又は複製物（映画の著作物において複製されてい
る著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を
除く。以下この条において同じ。）の譲渡により公
衆に提供する権利を専有する。

２ 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各
号のいずれかに該当するものの譲渡による場合に
は、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を

得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品
又は複製物

二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定に
よる裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作
権法の特例に関する法律（昭和三十一年法律第
八十六号）第五条第一項 の規定による許可を受
けて公衆に譲渡された著作物の複製物

三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公
衆に譲渡された著作物の複製物

四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を
得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著
作物の原作品又は複製物

五 国外において、前項に規定する権利に相当する
権利を害することなく、又は同項に規定する権
利に相当する権利を有する者若しくはその承諾
を得た者により譲渡された著作物の原作品又は
複製物

（貸与権）
第二十六条の三 著作者は、その著作物（映画の著作物を
除く。）をその複製物（映画の著作物において複製さ
れている著作物にあつては、当該映画の著作物の複
製物を除く。）の貸与により公衆に提供する権利を
専有する。

（翻訳権、翻案権等）
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、
若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻
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案する権利を専有する。
（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該

二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利
で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の
種類の権利を専有する。

第四款　映画の著作物の著作権の帰属
第二十九条 映画の著作物（第十五条第一項、次項又は

第三項の規定の適用を受けるものを除く。）の著作
権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著
作物の製作に参加することを約束しているときは、
当該映画製作者に帰属する。

２ 専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製
作する映画の著作物（第十五条第一項の規定の適用
を受けるものを除く。）の著作権のうち次に掲げる
権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属
する。
一 その著作物を放送する権利及び放送されるその
著作物について、有線放送し、自動公衆送信（送
信可能化のうち、公衆の用に供されている電気
通信回線に接続している自動公衆送信装置に情
報を入力することによるものを含む。）を行い、
又は受信装置を用いて公に伝達する権利

二 その著作物を複製し、又はその複製物により放
送事業者に頒布する権利

３ 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段
として製作する映画の著作物（第十五条第一項の規
定の適用を受けるものを除く。）の著作権のうち次
に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送
事業者に帰属する。
一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送さ
れるその著作物を受信装置を用いて公に伝達す
る権利

二 その著作物を複製し、又はその複製物により有
線放送事業者に頒布する権利

第五款　著作権の制限
（私的使用のための複製）
第三十条 著作権の目的となつている著作物（以下この

款において単に「著作物」という。）は、個人的に又
は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい
て使用すること（以下「私的使用」という。）を目的
とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用す
る者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置され

ている自動複製機器（複製の機能を有し、これ
に関する装置の全部又は主要な部分が自動化さ
れている機器をいう。）を用いて複製する場合

二 技術的保護手段の回避（技術的保護手段に用い
られている信号の除去又は改変（記録又は送信
の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又
は改変を除く。）を行うことにより、当該技術的
保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行
為の結果に障害を生じないようにすることをい
う。第百二十条の二第一号及び第二号において
同じ。）により可能となり、又はその結果に障害
が生じないようになつた複製を、その事実を知
りながら行う場合

三 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行わ
れる自動公衆送信であつて、国内で行われたと
したならば著作権の侵害となるべきものを含
む。）を受信して行うデジタル方式の録音又は
録画を、その事実を知りながら行う場合

２ 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録
画の機能を有する機器（放送の業務のための特別の
性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能
を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本
来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能
を有するものを除く。）であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録
画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるも
のに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を
著作権者に支払わなければならない。

（図書館等における複製）
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資
料を公衆の利用に供することを目的とする図書館そ
の他の施設で政令で定めるもの（以下この項におい
て「図書館等」という。）においては、次に掲げる場
合には、その営利を目的としない事業として、図書
館等の図書、記録その他の資料（以下この条におい
て「図書館資料」という。）を用いて著作物を複製す
ることができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究

の用に供するために、公表された著作物の一部
分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲
載された個々の著作物にあつては、その全部）
の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに
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準ずる理由により一般に入手することが困難な
図書館資料の複製物を提供する場合

２ 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館にお
いては、図書館資料の原本を公衆の利用に供するこ
とによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当
該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記
録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつ
ては認識することができない方式で作られる記録で
あつて、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。）
を作成する場合には、必要と認められる限度におい
て、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録
することができる。

（引用）
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用するこ
とができる。この場合において、その引用は、公正
な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれ
るものでなければならない。

２ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は
地方独立行政法人が一般に周知させることを目的と
して作成し、その著作の名義の下に公表する広報資
料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著
作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊
行物に転載することができる。ただし、これを禁止
する旨の表示がある場合は、この限りでない。

（教科用図書等への掲載）
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必
要と認められる限度において、教科用図書（小学校、
中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに
準ずる学校における教育の用に供される児童用又は
生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経た
もの又は文部科学省が著作の名義を有するものをい
う。以下同じ。）に掲載することができる。

２ 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者
は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規
定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の
額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める
額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

３ 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官
報で告示する。

４ 前三項の規定は、高等学校（中等教育学校の後期課
程を含む。）の通信教育用学習図書及び教科用図書に
係る教師用指導書（当該教科用図書を発行する者の
発行に係るものに限る。）への著作物の掲載につい

て準用する。
（教科用拡大図書の作成のための複製等）
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視
覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に
掲載された著作物を使用することが困難な児童又は
生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用
いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童
又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式
により複製することができる。

２ 前項の規定により複製する教科用の図書その他の
複製物（点字により複製するものを除き、当該教科
用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複
製するものに限る。以下この項において「教科用拡
大図書」という。）を作成しようとする者は、あら
かじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知
するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図
書を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定す
る補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の
補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければな
らない。

３ 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官
報で告示する。

４ 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等
の普及の促進等に関する法律（平成二十年法律第八
十一号）第五条第一項 又は第二項 の規定により教
科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提
供を行う者は、その提供のために必要と認められる
限度において、当該著作物を利用することができる。

（学校教育番組の放送等）
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必
要と認められる限度において、学校教育に関する法
令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放
送番組又は有線放送番組において放送し、若しくは
有線放送し、又は当該放送を受信して同時に専ら当
該放送に係る放送対象地域（放送法（昭和二十五年
法律第百三十二号）第二条の二第二項第二号 に規定
する放送対象地域をいい、これが定められていない
放送にあつては、電波法（昭和二十五年法律第百三
十一号）第十四条第三項第三号 に規定する放送区
域をいう。以下同じ。）において受信されることを
目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆
の用に供されている電気通信回線に接続している自
動公衆送信装置に情報を入力することによるものを
含む。）を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番
組用の教材に掲載することができる。
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２ 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を
著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。

（学校その他の教育機関における複製等）
第三十五条 学校その他の教育機関（営利を目的として

設置されているものを除く。）において教育を担任
する者及び授業を受ける者は、その授業の過程にお
ける使用に供することを目的とする場合には、必要
と認められる限度において、公表された著作物を複
製することができる。ただし、当該著作物の種類及
び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作
権者の利益を不当に害することとなる場合は、この
限りでない。

２ 公表された著作物については、前項の教育機関にお
ける授業の過程において、当該授業を直接受ける者
に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を
提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著
作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏
し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、
当該授業が行われる場所以外の場所において当該授
業を同時に受ける者に対して公衆送信（自動公衆送
信の場合にあつては、送信可能化を含む。）を行うこ
とができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並
びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を
不当に害することとなる場合は、この限りでない。

（試験問題としての複製等）
第三十六条 公表された著作物については、入学試験そ

の他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必
要と認められる限度において、当該試験又は検定の
問題として複製し、又は公衆送信（放送又は有線放
送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能
化を含む。次項において同じ。）を行うことができ
る。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該
公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害
することとなる場合は、この限りでない。

２ 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者
は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作
権者に支払わなければならない。

（視覚障害者等のための複製等）
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製する

ことができる。
２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて

点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又
は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送
信の場合にあつては送信可能化を含む。）を行うこ

とができる。
３ 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のあ
る者（以下この項及び第百二条第四項において「視
覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う
者で政令で定めるものは、公表された著作物であつ
て、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及
び他の知覚により認識される方式を含む。）により
公衆に提供され、又は提示されているもの（当該著
作物以外の著作物で、当該著作物において複製され
ているものその他当該著作物と一体として公衆に提
供され、又は提示されているものを含む。以下この
項及び同条第四項において「視覚著作物」という。）
について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては
当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供
するために必要と認められる限度において、当該視
覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視
覚障害者等が利用するために必要な方式により、複
製し、又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を
行うことができる。ただし、当該視覚著作物につい
て、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十
九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式に
よる公衆への提供又は提示が行われている場合は、
この限りでない。

（聴覚障害者等のための複製等）
第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認
識に障害のある者（以下この条及び次条第五項にお
いて「聴覚障害者等」という。）の福祉に関する事
業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて
政令で定めるものは、公表された著作物であつて、
聴覚によりその表現が認識される方式（聴覚及び他
の知覚により認識される方式を含む。）により公衆
に提供され、又は提示されているもの（当該著作物
以外の著作物で、当該著作物において複製されてい
るものその他当該著作物と一体として公衆に提供さ
れ、又は提示されているものを含む。以下この条に
おいて「聴覚著作物」という。）について、専ら聴
覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を
利用することが困難な者の用に供するために必要と
認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げ
る利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作
物について、著作権者又はその許諾を得た者若しく
は第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当
該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による
公衆への提供又は提示が行われている場合は、この
限りでない。
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一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文
字にすることその他当該聴覚障害者等が利用す
るために必要な方式により、複製し、又は自動
公衆送信（送信可能化を含む。）を行うこと。

二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供す
るため、複製すること（当該聴覚著作物に係る音
声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が
利用するために必要な方式による当該音声の複
製と併せて行うものに限る。）。

（営利を目的としない上演等）
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、
かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつ
てするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受
ける対価をいう。以下この条において同じ。）を受
けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又
は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、
上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対
し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

２ 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴
衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放
送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域におい
て受信されることを目的として自動公衆送信（送信
可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回
線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力す
ることによるものを含む。）を行うことができる。

３ 放送され、又は有線放送される著作物（放送される
著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含
む。）は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆か
ら料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に
伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用
いてする場合も、同様とする。

４ 公表された著作物（映画の著作物を除く。）は、営利
を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者
から料金を受けない場合には、その複製物（映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、
当該映画の著作物の複製物を除く。）の貸与により
公衆に提供することができる。

５ 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供
することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設
（営利を目的として設置されているものを除く。）で
政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する
事業を行う者で前条の政令で定めるもの（同条第二
号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を
行うものを除く。）は、公表された映画の著作物を、
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場

合には、その複製物の貸与により頒布することがで
きる。この場合において、当該頒布を行う者は、当
該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製
されている著作物につき第二十六条に規定する権利
を有する者（第二十八条の規定により第二十六条に
規定する権利と同一の権利を有する者を含む。）に
相当な額の補償金を支払わなければならない。

（時事問題に関する論説の転載等）
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治
上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説（学
術的な性質を有するものを除く。）は、他の新聞紙
若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線
放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当
該放送に係る放送対象地域において受信されること
を目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公
衆の用に供されている電気通信回線に接続している
自動公衆送信装置に情報を入力することによるもの
を含む。）を行うことができる。ただし、これらの
利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りで
ない。

２ 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、
又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて
公に伝達することができる。

（政治上の演説等の利用）
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び
裁判手続（行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手
続を含む。第四十二条第一項において同じ。）にお
ける公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して
利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わ
ず、利用することができる。

２ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は
地方独立行政法人において行われた公開の演説又は
陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的
上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌
に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若し
くは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る
放送対象地域において受信されることを目的として
自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供さ
れている電気通信回線に接続している自動公衆送信
装置に情報を入力することによるものを含む。）を
行うことができる。

３ 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、
又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置
を用いて公に伝達することができる。

（時事の事件の報道のための利用）
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第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時
事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、
又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞か
れる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、
複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用すること
ができる。

（裁判手続等における複製）
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認めら

れる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料
として必要と認められる場合には、その必要と認め
られる限度において、複製することができる。ただ
し、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部
数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する
こととなる場合は、この限りでない。

２ 次に掲げる手続のために必要と認められる場合につ
いても、前項と同様とする。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する
審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際
出願（特許協力条約に基づく国際出願等に関す
る法律（昭和五十三年法律第三十号）第二条 に
規定する国際出願をいう。）に関する国際調査
若しくは国際予備審査に関する手続

二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事（医療
機器（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）
第二条第四項 に規定する医療機器をいう。）に
関する事項を含む。以下この号において同じ。）
に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは
独立行政法人に対する薬事に関する報告に関す
る手続

（行政機関情報公開法等による開示のための利用）
第四十二条の二 行政機関の長、独立行政法人等又は地

方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行
政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は
情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、
又は提示することを目的とする場合には、それぞれ
行政機関情報公開法第十四条第一項 （同項 の規定
に基づく政令の規定を含む。）に規定する方法、独
立行政法人等情報公開法第十五条第一項 に規定す
る方法（同項 の規定に基づき当該独立行政法人等が
定める方法（行政機関情報公開法第十四条第一項 の
規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。）
を含む。）又は情報公開条例で定める方法（行政機関
情報公開法第十四条第一項 （同項 の規定に基づく
政令の規定を含む。）に規定する方法以外のものを
除く。）により開示するために必要と認められる限

度において、当該著作物を利用することができる。
（国立国会図書館法 によるインターネット資料の
収集のための複製）
第四十二条の三 国立国会図書館の館長は、国立国会図
書館法（昭和二十三年法律第五号）第二十五条の三
第一項 の規定により同項 に規定するインターネッ
ト資料（以下この条において「インターネット資料」
という。）を収集するために必要と認められる限度
において、当該インターネット資料に係る著作物を
国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録するこ
とができる。

２ 国立国会図書館法第二十四条 及び第二十四条の二
に規定する者は、同法第二十五条の三第三項 の求
めに応じインターネット資料を提供するために必要
と認められる限度において、当該インターネット資
料に係る著作物を複製することができる。

（翻訳、翻案等による利用）
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用
することができる場合には、当該各号に掲げる方法
により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つ
て利用することができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項（同条第四

項において準用する場合を含む。）、第三十四条
第一項又は第三十五条　翻訳、編曲、変形又は
翻案

二 第三十一条第一項第一号、第三十二条、第三十
六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三
十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又
は第四十二条　翻訳

三 第三十三条の二第一項　変形又は翻案
四 第三十七条第三項　翻訳、変形又は翻案
五 第三十七条の二　翻訳又は翻案

（放送事業者等による一時的固定）
第四十四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定す
る権利を害することなく放送することができる著
作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該
著作物を同じく放送することができる他の放送事業
者の手段により、一時的に録音し、又は録画するこ
とができる。

２ 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権
利を害することなく有線放送することができる著作
物を、自己の有線放送（放送を受信して行うものを
除く。）のために、自己の手段により、一時的に録
音し、又は録画することができる。

３ 前二項の規定により作成された録音物又は録画
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物は、録音又は録画の後六月（その期間内に当該
録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送が
あつたときは、その放送又は有線放送の後六月）を
超えて保存することができない。ただし、政令で定
めるところにより公的な記録保存所において保存す
る場合は、この限りでない。

（美術の著作物等の原作品の所有者による展示）
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作
品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作
物をその原作品により公に展示することができる。

２ 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園
その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建
造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に
恒常的に設置する場合には、適用しない。

（公開の美術の著作物等の利用）
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に
規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの
又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いず
れの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公

衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複

製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設

置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として

複製し、又はその複製物を販売する場合
（美術の著作物等の展示に伴う複製）
第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品に
より、第二十五条に規定する権利を害することなく、
これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のため
にこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的
とする小冊子にこれらの著作物を掲載することがで
きる。

（美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等）
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作
品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は
貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又
は第二十六条の三に規定する権利を害することな
く、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しよ
うとする場合には、当該権原を有する者又はその委
託を受けた者は、その申出の用に供するため、これ
らの著作物について、複製又は公衆送信（自動公衆
送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）（当該
複製により作成される複製物を用いて行うこれらの

著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれ
らの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措
置その他の著作権者の利益を不当に害しないための
措置として政令で定める措置を講じて行うものに限
る。）を行うことができる。

（プログラムの著作物の複製物の所有者による
複製等）
第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者
は、自ら当該著作物を電子計算機において利用する
ために必要と認められる限度において、当該著作
物の複製又は翻案（これにより創作した二次的著作
物の複製を含む。）をすることができる。ただし、当
該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二
項の規定が適用される場合は、この限りでない。

２ 前項の複製物の所有者が当該複製物（同項の規定に
より作成された複製物を含む。）のいずれかについ
て滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後
には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示が
ない限り、その他の複製物を保存してはならない。

（保守、修理等のための一時的複製）
第四十七条の四 記録媒体内蔵複製機器（複製の機能を
有する機器であつて、その複製を機器に内蔵する記
録媒体（以下この条において「内蔵記録媒体」とい
う。）に記録して行うものをいう。次項において同
じ。）の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録
媒体に記録されている著作物は、必要と認められる
限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に
一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当
該内蔵記録媒体に記録することができる。

２ 記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に
至るまでの過程において生じた故障があるためこ
れを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録
媒体に記録されている著作物は、必要と認められる
限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に
一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒
体に記録することができる。

３ 前二項の規定により内蔵記録媒体以外の記録媒体に
著作物を記録した者は、これらの規定による保守若
しくは修理又は交換の後には、当該記録媒体に記録
された当該著作物の複製物を保存してはならない。

（送信の障害の防止等のための複製）
第四十七条の五 自動公衆送信装置等（自動公衆送信装
置及び特定送信装置（電気通信回線に接続すること
により、その記録媒体のうち特定送信（自動公衆送
信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で
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定めるものをいう。以下この項において同じ。）の用
に供する部分（第一号において「特定送信用記録媒
体」という。）に記録され、又は当該装置に入力され
る情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。）
をいう。以下この条において同じ。）を他人の自動
公衆送信等（自動公衆送信及び特定送信をいう。以
下この条において同じ。）の用に供することを業と
して行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認め
られる限度において、当該自動公衆送信装置等によ
り送信可能化等（送信可能化及び特定送信をし得る
ようにするための行為で政令で定めるものをいう。
以下この条において同じ。）がされた著作物を、当該
各号に定める記録媒体に記録することができる。
一 自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置
等に集中することによる送信の遅滞又は当該自
動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防
止すること　当該送信可能化等に係る公衆送信
用記録媒体等（公衆送信用記録媒体及び特定送
信用記録媒体をいう。次号において同じ。）以
外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係
る自動公衆送信等の用に供するためのもの

二 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体
等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、
又は毀損した場合の復旧の用に供すること　当
該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体（公衆
送信用記録媒体等であるものを除く。）

２ 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に
供することを業として行う者は、送信可能化等がさ
れた著作物（当該自動公衆送信装置等により送信可
能化等がされたものを除く。）の自動公衆送信等を中
継するための送信を行う場合には、当該送信後に行
われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するため
の送信を効率的に行うために必要と認められる限度
において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の
記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録す
ることができる。

３ 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、
その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて
作成された著作物の複製物を保存してはならない。
一 第一項（第一号に係る部分に限る。）又は前項の
規定により著作物を記録媒体に記録した者　こ
れらの規定に定める目的のため当該複製物を保
存する必要がなくなつたと認められるとき、又
は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵
害するものであること（国外で行われた送信可

能化等にあつては、国内で行われたとしたなら
ば著作権の侵害となるべきものであること）を
知つたとき。

二 第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定によ
り著作物を記録媒体に記録した者　同号に掲げ
る目的のため当該複製物を保存する必要がなく
なつたと認められるとき。

（送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等の
ための複製等）
第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化さ
れた情報に係る送信元識別符号（自動公衆送信の送
信元を識別するための文字、番号、記号その他の符
号をいう。以下この条において同じ。）を検索し、及
びその結果を提供することを業として行う者（当該
事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報
の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて
行う者に限る。）は、当該検索及びその結果の提供
を行うために必要と認められる限度において、送信
可能化された著作物（当該著作物に係る自動公衆送
信について受信者を識別するための情報の入力を求
めることその他の受信を制限するための手段が講じ
られている場合にあつては、当該自動公衆送信の受
信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに
限る。）について、記録媒体への記録又は翻案（これ
により創作した二次的著作物の記録を含む。）を行
い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する
送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供
と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の
複製物（当該著作物に係る当該二次的著作物の複製
物を含む。以下この条において「検索結果提供用記
録」という。）のうち当該送信元識別符号に係るもの
を用いて自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行う
ことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に
係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するも
のであること（国外で行われた送信可能化にあつて
は、国内で行われたとしたならば著作権の侵害とな
るべきものであること）を知つたときは、その後は、
当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信（送
信可能化を含む。）を行つてはならない。

（情報解析のための複製等）
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析
（多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報
を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報
を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行う
ことをいう。以下この条において同じ。）を行うこ
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とを目的とする場合には、必要と認められる限度に
おいて、記録媒体への記録又は翻案（これにより創
作した二次的著作物の記録を含む。）を行うことが
できる。ただし、情報解析を行う者の用に供するた
めに作成されたデータベースの著作物については、
この限りでない。

（電子計算機における著作物の利用に伴う複製）
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著
作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若
しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送
信を受信して利用する場合（これらの利用又は当該
複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。）に
は、当該著作物は、これらの利用のための当該電子
計算機による情報処理の過程において、当該情報処
理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる
限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録すること
ができる。

（複製権の制限により作成された複製物の譲渡）
第四十七条の九 第三十一条第一項（第一号に係る部分
に限る。以下この条において同じ。）、第三十二条、
第三十三条第一項（同条第四項において準用する場
合を含む。）、第三十三条の二第一項若しくは第四
項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十
六条第一項、第三十七条、第三十七条の二（第二号
を除く。以下この条において同じ。）、第三十九条第
一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条
から第四十二条の二まで又は第四十六条から第四十
七条の二までの規定により複製することができる著
作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複
製物（第三十一条第一項、第三十五条第一項、第三
十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあ
つては、映画の著作物の複製物（映画の著作物にお
いて複製されている著作物にあつては、当該映画の
著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。）
を除く。）の譲渡により公衆に提供することができ
る。ただし、第三十一条第一項、第三十三条の二第
一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七
条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十
二条の二まで又は第四十七条の二の規定の適用を受
けて作成された著作物の複製物（第三十一条第一項、
第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合
にあつては、映画の著作物の複製物を除く。）を、第
三十一条第一項、第三十三条の二第一項若しくは第
四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三
十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又

は第四十七条の二に定める目的以外の目的のために
公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

（出所の明示）
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規
定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に
応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示
しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項に

おいて準用する場合を含む。）、第三十三条の二
第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第
四十七条の規定により著作物を複製する場合

二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十
七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項
若しくは第二項又は第四十七条の二の規定によ
り著作物を利用する場合

三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方
法により利用する場合又は第三十五条、第三十
六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若
しくは第四十六条の規定により著作物を利用す
る場合において、その出所を明示する慣行があ
るとき。

２ 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作
者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のも
のである場合を除き、当該著作物につき表示されて
いる著作者名を示さなければならない。

３ 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、
変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の
規定の例により、その著作物の出所を明示しなけれ
ばならない。

（複製物の目的外使用等）
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つ
たものとみなす。
一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第

三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五
条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二
本文（同条第二号に係る場合にあつては、同号。
次項第一号において同じ。）、第四十一条から第
四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第
四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の
二又は第四十七条の六に定める目的以外の目的
のために、これらの規定の適用を受けて作成さ
れた著作物の複製物（次項第四号の複製物に該
当するものを除く。）を頒布し、又は当該複製物
によつて当該著作物を公衆に提示した者

二 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音
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物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放
送事業者

三 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作
成された著作物の複製物（次項第二号の複製物
に該当するものを除く。）若しくは第四十七条
の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受け
て同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記
録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著
作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物に
よつてこれらの著作物を公衆に提示した者

四 第四十七条の三第二項、第四十七条の四第三項
又は第四十七条の五第三項の規定に違反してこ
れらの規定の複製物（次項第二号の複製物に該
当するものを除く。）を保存した者

五 第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四
十七条の七に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物
の複製物（次項第六号の複製物に該当するもの
を除く。）を用いて当該著作物を利用した者

六 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同
条本文の規定の適用を受けて作成された著作物
の複製物（次項第五号の複製物に該当するもの
を除く。）を用いて当該著作物の自動公衆送信
（送信可能化を含む。）を行つた者

七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成され
た著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定
する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著
作物に係る同条に規定する送信の受信（当該送
信が受信者からの求めに応じ自動的に行われる
ものである場合にあつては、当該送信の受信又
はこれに準ずるものとして政令で定める行為）
をしないで使用して、当該著作物を利用した者

２ 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につ
き第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つた
ものとみなす。
一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第
三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三
十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一
条又は第四十二条に定める目的以外の目的のた
めに、第四十三条の規定の適用を受けて同条各
号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次
的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物に
よつて当該二次的著作物を公衆に提示した者

二 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作
成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は

当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に
提示した者

三 第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の
複製物を保存した者

四 第四十七条の六に定める目的以外の目的のため
に、同条の規定の適用を受けて作成された二次
的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物に
よつて当該二次的著作物を公衆に提示した者

五 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同
条本文の規定の適用を受けて作成された二次的
著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自
動公衆送信（送信可能化を含む。）を行つた者

六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のため
に、同条の規定の適用を受けて作成された二次
的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を
利用した者

（著作者人格権との関係）
第五十条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼ
すものと解釈してはならない。

第四節　保護期間
（保護期間の原則）
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に
始まる。

２ 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、
著作者の死後（共同著作物にあつては、最終に死亡
した著作者の死後。次条第一項において同じ。）五
十年を経過するまでの間、存続する。

（無名又は変名の著作物の保護期間）
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著
作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。
ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後
五十年を経過していると認められる無名又は変名の
著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過
したと認められる時において、消滅したものとする。

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者の

ものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録

があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変

名を著作者名として表示してその著作物を公表
したとき。

（団体名義の著作物の保護期間）
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著
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作物の著作権は、その著作物の公表後五十年（その
著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつた
ときは、その創作後五十年）を経過するまでの間、
存続する。

２ 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有
する著作物の著作者である個人が同項の期間内にそ
の実名又は周知の変名を著作者名として表示してそ
の著作物を公表したときは、適用しない。

３ 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著
作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、
第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物につ
いても、当該団体が著作の名義を有するものとみな
して同項の規定を適用する。

（映画の著作物の保護期間）
第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公
表後七十年（その著作物がその創作後七十年以内に
公表されなかつたときは、その創作後七十年）を経
過するまでの間、存続する。

２ 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により
消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関する
その原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作
権とともに消滅したものとする。

３ 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、
適用しない。

第五十五条 削除
（継続的刊行物等の公表の時）
第五十六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び
第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追
つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎
回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公
表して完成する著作物については、最終部分の公表
の時によるものとする。

２ 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物について
は、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経
過しても公表されないときは、すでに公表されたも
ののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみ
なす。

（保護期間の計算方法）
第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第
五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合におい
て、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若
しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若し
くは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、
著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは
創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算

する。
（保護期間の特例）
第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベ
ルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作
権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世
界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及
び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権
に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関
を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国と
する著作物（第六条第一号に該当するものを除く。）
で、その本国において定められる著作権の存続期間
が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の
存続期間より短いものについては、その本国におい
て定められる著作権の存続期間による。

第五節　著作者人格権の一身専属性等
（著作者人格権の一身専属性）
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、
譲渡することができない。

（著作者が存しなくなつた後における人格的利益の
保護）
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、
その著作物の著作者が存しなくなつた後において
も、著作者が存しているとしたならばその著作者人
格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただ
し、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動そ
の他によりその行為が当該著作者の意を害しないと
認められる場合は、この限りでない。

第六節　著作権の譲渡及び消滅
（著作権の譲渡）
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡するこ
とができる。

２ 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第
二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲さ
れていないときは、これらの権利は、譲渡した者に
留保されたものと推定する。

（相続人の不存在の場合等における著作権の消滅）
第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作

権が民法（明治二十九年法律第八十九号）第九
百五十九条（残余財産の国庫への帰属）の規定
により国庫に帰属すべきこととなるとき。

二 著作権者である法人が解散した場合において、
その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律（平成十八年法律第四十八号）第二
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百三十九条第三項 （残余財産の国庫への帰属）
その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰
属すべきこととなるとき。

２ 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作
権が前項の規定により消滅した場合について準用
する。

第七節　権利の行使
（著作物の利用の許諾）
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利

用を許諾することができる。
２ 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及

び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を
利用することができる。

３ 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作
権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

４ 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾
は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録
音又は録画の許諾を含まないものとする。

５ 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た
者が、その許諾に係る利用方法及び条件（送信可
能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装
置に係るものを除く。）の範囲内において反復して
又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物
の送信可能化については、第二十三条第一項の規定
は、適用しない。

（共同著作物の著作者人格権の行使）
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員

の合意によらなければ、行使することができない。
２ 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意

の成立を妨げることができない。
３ 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人

格権を代表して行使する者を定めることができる。
４ 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加え

られた制限は、善意の第三者に対抗することができ
ない。

（共有著作権の行使）
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作

権（以下この条において「共有著作権」という。）に
ついては、各共有者は、他の共有者の同意を得なけ
れば、その持分を譲渡し、又は質権の目的とするこ
とができない。

２ 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなけれ
ば、行使することができない。

３ 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由が
ない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の

成立を妨げることができない。
４ 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使
について準用する。

（質権の目的となつた著作権）
第六十六条 著作権は、これを目的として質権を設定し
た場合においても、設定行為に別段の定めがない限
り、著作権者が行使するものとする。

２ 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は
当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受
けるべき金銭その他の物（出版権の設定の対価を含
む。）に対しても、行なうことができる。ただし、こ
れらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を
差し押えることを必要とする。

第八節　裁定による著作物の利用
（著作権者不明等の場合における著作物の利用）
第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公
衆に提供され、若しくは提示されている事実が明ら
かである著作物は、著作権者の不明その他の理由に
より相当な努力を払つてもその著作権者と連絡する
ことができない場合として政令で定める場合は、文
化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に
相当するものとして文化庁長官が定める額の補償
金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利
用方法により利用することができる。

２ 前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方
法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著
作権者と連絡することができないことを疎明する資
料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁
長官に提出しなければならない。

３ 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、
同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあ
つた年月日を表示しなければならない。

（裁定申請中の著作物の利用）
第六十七条の二 前条第一項の裁定（以下この条におい
て単に「裁定」という。）の申請をした者は、当該申
請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が
定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁
定をしない処分を受けるまでの間（裁定又は裁定を
しない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をす
ることができるに至つたときは、当該連絡をするこ
とができるに至つた時までの間）、当該申請に係る
利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作
物を利用することができる。ただし、当該著作物の
著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しよ
うとしていることが明らかであるときは、この限り
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でない。
２ 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同
項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨
及び裁定の申請をした年月日を表示しなければなら
ない。

３ 第一項の規定により著作物を利用する者（以下「申
請中利用者」という。）が裁定を受けたときは、前条
第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第
一項の規定により供託された担保金の額に相当する
額（当該担保金の額が当該補償金の額を超えるとき
は、当該額）については、同条第一項の規定による
供託を要しない。

４ 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき
（当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をす
ることができるに至つた場合を除く。）は、当該処分
を受けた時までの間における第一項の規定による著
作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして
文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために
供託しなければならない。この場合において、同項
の規定により供託された担保金の額のうち当該補償
金の額に相当する額（当該補償金の額が当該担保金
の額を超えるときは、当該額）については、当該補
償金を供託したものとみなす。

５ 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受け
るまでの間に著作権者と連絡をすることができるに
至つたときは、当該連絡をすることができるに至つ
た時までの間における第一項の規定による著作物の
利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作
権者に支払わなければならない。

６ 前三項の場合において、著作権者は、前条第一項又
は前二項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規
定により供託された担保金から弁済を受けることが
できる。

７ 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担
保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受け
ることができる額を超えることとなつたときは、政
令で定めるところにより、その全部又は一部を取り
戻すことができる。

（著作物の放送）
第六十八条 公表された著作物を放送しようとする放送
事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協
議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議を
することができないときは、文化庁長官の裁定を受
け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つ

て、その著作物を放送することができる。
２ 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、
専ら当該放送に係る放送対象地域において受信され
ることを目的として自動公衆送信（送信可能化のう
ち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続し
ている自動公衆送信装置に情報を入力することによ
るものを含む。）を行い、又は受信装置を用いて公に
伝達することができる。この場合において、当該有
線放送、自動公衆送信又は伝達を行う者は、第三十
八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除
き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作
権者に支払わなければならない。

（商業用レコードへの録音等）
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売
され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過し
た場合において、当該商業用レコードに著作権者の
許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して
他の商業用レコードを製作しようとする者は、その
著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の
許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、
又はその協議をすることができないときは、文化庁
長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当
するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著
作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆へ
の提供をすることができる。

（裁定に関する手続及び基準）
第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前
条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を納付しなければならない。

２ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべ
き者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他
の事情を勘案して政令で定めるもの（第七十八条第
五項及び第百七条第二項において「国等」という。）
であるときは、適用しない。

３ 文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の
申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作
権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べ
る機会を与えなければならない。

４ 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一
項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次
の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これ
らの裁定をしてはならない。
一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶

しようとしていることが明らかであるとき。
二 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権
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者がその著作物の放送の許諾を与えないことに
ついてやむを得ない事情があるとき。

５ 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようと
するとき（第七項の規定により裁定をしない処分を
する場合を除く。）は、あらかじめ申請者にその理由
を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与え
なければならないものとし、当該裁定をしない処分
をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者に
その旨を通知しなければならない。

６ 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたとき
は、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知
し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、
その旨を当事者に通知しなければならない。

７ 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項
の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたとき
は、当該裁定をしない処分をするものとする。

８ 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定
に関し必要な事項は、政令で定める。

第九節　補償金等
（文化審議会への諮問）
第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項（同条第

四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の
二第二項、第六十七条第一項、第六十七条の二第四
項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額
を定める場合には、文化審議会に諮問しなければな
らない。

（補償金の額についての訴え）
第七十二条 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、

第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定
められた補償金の額について不服がある当事者は、
これらの規定による裁定（第六十七条の二第四項
に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定を
しない処分）があつたことを知つた日から六月以内
に、訴えを提起してその額の増減を求めることがで
きる。

２ 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物
を利用する者であるときは著作権者を、著作権者で
あるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告と
しなければならない。

（補償金の額についての異議申立ての制限）
第七十三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は

第六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての
行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）に
よる異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をし
ない処分に係る補償金の額についての不服をその裁

定又は裁定をしない処分についての不服の理由とす
ることができない。ただし、第六十七条第一項の裁
定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不
明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴え
を提起することができない場合は、この限りでない。

（補償金等の供託）
第七十四条 第三十三条第二項（同条第四項において準
用する場合を含む。）、第三十三条の二第二項、第六
十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき
者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代
えてその補償金を供託しなければならない。
一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を

受領することができない場合
二 その者が過失がなくて著作権者を確知すること

ができない場合
三 その者がその補償金の額について第七十二条第

一項の訴えを提起した場合
四 当該著作権を目的とする質権が設定されている

場合（当該質権を有する者の承諾を得た場合を
除く。）

２ 前項第三号の場合において、著作権者の請求がある
ときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積
金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供
託しなければならない。

３ 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項若しくは
前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の
規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所
又は居所で知れているものを有する場合にあつては
当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場
合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄り
の供託所に、それぞれするものとする。

４ 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権
者に通知しなければならない。ただし、著作権者の
不明その他の理由により著作権者に通知することが
できない場合は、この限りでない。

第十節　登録
（実名の登録）
第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作
者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわら
ず、その著作物についてその実名の登録を受けるこ
とができる。

２ 著作者は、その遺言で指定する者により、死後にお
いて前項の登録を受けることができる。

３ 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作
物の著作者と推定する。
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（第一発行年月日等の登録）
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の
発行者は、その著作物について第一発行年月日の
登録又は第一公表年月日の登録を受けることがで
きる。

２ 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録が
されている著作物については、これらの登録に係る
年月日において最初の発行又は最初の公表があつた
ものと推定する。

（創作年月日の登録）
第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その
著作物について創作年月日の登録を受けることがで
きる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した
場合は、この限りでない。

２ 前項の登録がされている著作物については、その登
録に係る年月日において創作があつたものと推定
する。

（著作権の登録）
第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三
者に対抗することができない。
一 著作権の移転（相続その他の一般承継によるも

のを除く。次号において同じ。）若しくは信託
による変更又は処分の制限

二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若
しくは消滅（混同又は著作権若しくは担保する
債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

（登録手続等）
第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第
七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長
官が著作権登録原簿に記載して行う。

２ 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行なつた
ときは、その旨を官報で告示する。

３ 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本
若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又
は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請
求することができる。

４ 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定め
る額の手数料を納付しなければならない。

５ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべ
き者が国等であるときは、適用しない。

６ 第一項に規定する登録に関する処分については、行
政手続法 （平成五年法律第八十八号）第二章 及び
第三章 の規定は、適用しない。

７ 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政
機関情報公開法 の規定は、適用しない。

８ 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている
保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護
に関する法律（平成十五年法律第五十八号）第二条
第三項 に規定する保有個人情報をいう。）について
は、同法第四章 の規定は、適用しない。

９ この節に規定するもののほか、第一項に規定する登
録に関し必要な事項は、政令で定める。

（プログラムの著作物の登録に関する特例）
第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録につい
ては、この節の規定によるほか、別に法律で定める
ところによる。

第三章　出版権

（出版権の設定）
第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者（以
下この章において「複製権者」という。）は、その著
作物を文書又は図画として出版することを引き受け
る者に対し、出版権を設定することができる。

２ 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定さ
れているときは、当該質権を有する者の承諾を得た
場合に限り、出版権を設定することができるものと
する。

（出版権の内容）
第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、
頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作
物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方
法により文書又は図画として複製する権利を専有
する。

２ 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡し
たとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を
除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三
年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にか
かわらず、当該著作物を全集その他の編集物（その
著作者の著作物のみを編集したものに限る。）に収
録して複製することができる。

３ 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である
著作物の複製を許諾することができない。

（出版の義務）
第八十一条 出版権者は、その出版権の目的である著作
物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為
に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要

な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引
渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出
版する義務
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二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
（著作物の修正増減）
第八十二条 著作者は、その著作物を出版権者があらた

めて複製する場合には、正当な範囲内において、そ
の著作物に修正又は増減を加えることができる。

２ 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあら
ためて複製しようとするときは、そのつど、あらか
じめ著作者にその旨を通知しなければならない。

（出版権の存続期間）
第八十三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めると

ころによる。
２ 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがな

いときは、その設定後最初の出版があつた日から三
年を経過した日において消滅する。

（出版権の消滅の請求）
第八十四条 出版権者が第八十一条第一号の義務に違反

したときは、複製権者は、出版権者に通知してその
出版権を消滅させることができる。

２ 出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合
において、複製権者が三月以上の期間を定めてその
履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその
履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通
知してその出版権を消滅させることができる。

３ 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己
の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出
版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版
権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶に
より出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償
しない場合は、この限りでない。

第八十五条 削除
（出版権の制限）
第八十六条 第三十条第一項（第三号を除く。次項にお

いて同じ。）、第三十一条第一項、第三十二条、第三
十三条第一項（同条第四項において準用する場合を
含む。）、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、
第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条
第一項及び第三項、第三十七条の二、第三十九条第
一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から
第四十二条の二まで並びに第四十六条から第四十七
条の二までの規定は、出版権の目的となつている著
作物の複製について準用する。この場合において、
第三十五条第一項、第四十二条第一項及び第四十七
条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読
み替えるものとする。

２ 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条

第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条
第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文（同
条第二号に係る場合にあつては、同号）、第四十一
条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二に定
める目的以外の目的のために、これらの規定の適用
を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は
当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。

（出版権の譲渡等）
第八十七条 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限
り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

（出版権の登録）
第八十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三
者に対抗することができない。
一 出版権の設定、移転（相続その他の一般承継に

よるものを除く。次号において同じ。）、変更若
しくは消滅（混同又は複製権の消滅によるもの
を除く。）又は処分の制限

二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若
しくは消滅（混同又は出版権若しくは担保する
債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

２ 第七十八条（第二項を除く。）の規定は、前項の登
録について準用する。この場合において、同条第一
項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」
とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものと
する。

第四章　著作隣接権

第一節　総則
（著作隣接権）
第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十
条の三第一項に規定する権利（以下「実演家人格権」
という。）並びに第九十一条第一項、第九十二条第
一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一
項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに
第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定す
る報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用
料を受ける権利を享有する。

２ レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、
第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に
規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二
次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬
を受ける権利を享有する。

３ 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定す
る権利を享有する。
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４ 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五まで
に規定する権利を享有する。

５ 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも
要しない。

６ 第一項から第四項までの権利（実演家人格権並びに
第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権
利を除く。）は、著作隣接権という。

（著作者の権利と著作隣接権との関係）
第九十条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼ
すものと解釈してはならない。

第二節　実演家の権利
（氏名表示権）
第九十条の二 実演家は、その実演の公衆への提供又は
提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏
名に代えて用いられるものを実演名家として表示
し、又は実演名家を表示しないこととする権利を有
する。

２ 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示
がない限り、その実演につき既に実演家が表示して
いるところに従つて実演家名を表示することがで
きる。

３ 実演名家の表示は、実演の利用の目的及び態様に照
らし実演家がその実演の実演家であることを主張す
る利益を害するおそれがないと認められるとき又は
公正な慣行に反しないと認められるときは、省略す
ることができる。

４ 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、適用しない。
一 行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公

開法 又は情報公開条例の規定により行政機関
の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関
若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供
し、又は提示する場合において、当該実演につ
き既にその実演家が表示しているところに従つ
て実演名家を表示するとき。

二 行政機関情報公開法第六条第二項 の規定、独立
行政法人等情報公開法第六条第二項 の規定又
は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第
六条第二項 の規定に相当するものにより行政
機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の
機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に
提供し、又は提示する場合において、当該実演
の実演名家の表示を省略することとなるとき。

（同一性保持権）
第九十条の三 実演家は、その実演の同一性を保持する

権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演
の変更、切除その他の改変を受けないものとする。

２ 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及
び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又
は公正な慣行に反しないと認められる改変について
は、適用しない。

（録音権及び録画権）
第九十一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画す
る権利を専有する。

２ 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の
許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録
画された実演については、これを録音物（音を専ら
影像とともに再生することを目的とするものを除
く。）に録音する場合を除き、適用しない。

（放送権及び有線放送権）
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放
送する権利を専有する。

２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する

場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の
許諾を得て録音され、又は録画されている
実演

ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物
に録音され、又は録画されているもの

（送信可能化権）
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する
権利を専有する。

２ 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用し
ない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の

許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の

物に録音され、又は録画されているもの
（放送のための固定）
第九十三条 実演の放送について第九十二条第一項に規
定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、
その実演を放送のために録音し、又は録画すること
ができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及
び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番
組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、
この限りでない。

２ 次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録
画を行なつたものとみなす。
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一 前項の規定により作成された録音物又は録画
物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に
規定する目的のために使用し、又は提供した者

二 前項の規定により作成された録音物又は録画
物の提供を受けた放送事業者で、これらをさら
に他の放送事業者の放送のために提供したもの

（放送のための固定物等による放送）
第九十四条 第九十二条第一項に規定する権利を有する

者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段
の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放
送のほか、次に掲げる放送において放送することが
できる。
一 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定
により作成した録音物又は録画物を用いてする
放送

二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第
一項の規定により作成した録音物又は録画物の
提供を受けてする放送

三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る
放送番組の供給を受けてする放送（前号の放送
を除く。）

２ 前項の場合において、同項各号に掲げる放送におい
て実演が放送されたときは、当該各号に規定する放
送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九
十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わな
ければならない。

（放送される実演の有線放送）
第九十四条の二 有線放送事業者は、放送される実演を

有線放送した場合（営利を目的とせず、かつ、聴衆
又は観衆から料金（いずれの名義をもつてするかを
問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条
第一項において同じ。）を受けない場合を除く。）に
は、当該実演（著作隣接権の存続期間内のものに限
り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。）
に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければな
らない。

（商業用レコードの二次使用）
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者（以下この

条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」
という。）は、第九十一条第一項に規定する権利を有
する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レ
コードを用いた放送又は有線放送を行つた場合（営
利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受
けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つ
た場合を除く。）には、当該実演（第七条第一号か

ら第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期
間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同
じ。）に係る実演家に二次使用料を支払わなければ
ならない。

２ 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国について
は、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六
条１（ａ）（ｉ）の規定に基づき実演家等保護条約第
十二条の規定を適用しないこととしている国以外の
国の国民をレコード製作者とするレコードに固定さ
れている実演に係る実演家について適用する。

３ 第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等
保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条
約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定
により実演家が保護を受ける期間より短いときは、
当該締約国の国民をレコード製作者とするレコー
ドに固定されている実演に係る実演家が同項の規定
により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げる
レコードについて当該締約国により与えられる実
演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間に
よる。

４ 第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国（実
演家等保護条約の締約国を除く。）であつて、実演・
レコード条約第十五条（３）の規定により留保を付
している国の国民をレコード製作者とするレコード
に固定されている実演に係る実演家については、当
該留保の範囲に制限して適用する。

５ 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において
実演を業とする者の相当数を構成員とする団体（そ
の連合体を含む。）でその同意を得て文化庁長官が
指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ
行使することができる。

６ 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなけ
れば、前項の指定をしてはならない。
一 営利を目的としないこと。
二 その構成員が任意に加入し、又は脱退すること

ができること。
三 その構成員の議決権及び選挙権が平等である

こと。
四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者
（以下この条において「権利者」という。）のた
めにその権利を行使する業務をみずから的確に
遂行するに足りる能力を有すること。

７ 第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、
その者のためにその権利を行使することを拒んでは
ならない。
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８ 第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権
利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁
判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

９ 文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定める
ところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関
して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料
の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のた
め必要な勧告をすることができる。

１０ 第五項の団体が同項の規定により権利者のために
請求することができる二次使用料の額は、毎年、当
該団体と放送事業者等又はその団体との間において
協議して定めるものとする。

１１ 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、
政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額
について文化庁長官の裁定を求めることができる。

１２ 第七十条第三項、第六項及び第八項並びに第七十
一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び
二次使用料について準用する。この場合において、
第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」
と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」と
あるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、
「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第
七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第
五項の団体」と読み替えるものとする。

１３ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号）の規定は、第十項の
協議による定め及びこれに基づいてする行為につい
ては、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用
いる場合及び関連事業者の利益を不当に害すること
となる場合は、この限りでない。

１４ 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項
の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な
事項は、政令で定める。

（譲渡権）
第九十五条の二 実演家は、その実演をその録音物又
は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有
する。

２ 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用し
ない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の

許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の

物に録音され、又は録画されているもの
３ 第一項の規定は、実演（前項各号に掲げるものを除
く。以下この条において同じ。）の録音物又は録画

物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡によ
る場合には、適用しない。
一 第一項に規定する権利を有する者又はその許

諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音
物又は録画物

二 第百三条において準用する第六十七条第一項の
規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演
の録音物又は録画物

三 第百三条において準用する第六十七条の二第一
項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演
の録音物又は録画物

四 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾
を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された
実演の録音物又は録画物

五 国外において、第一項に規定する権利に相当す
る権利を害することなく、又は同項に規定する
権利に相当する権利を有する者若しくはその承
諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は
録画物

（貸与権等）
第九十五条の三 実演家は、その実演をそれが録音され
ている商業用レコードの貸与により公衆に提供する
権利を専有する。

２ 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一
月以上十二月を超えない範囲内において政令で定め
る期間を経過した商業用レコード（複製されている
レコードのすべてが当該商業用レコードと同一であ
るものを含む。以下「期間経過商業用レコード」と
いう。）の貸与による場合には、適用しない。

３ 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者
（以下「貸レコード業者」という。）は、期間経過商
業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場
合には、当該実演（著作隣接権の存続期間内のもの
に限る。）に係る実演家に相当な額の報酬を支払わ
なければならない。

４ 第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項
の報酬を受ける権利について準用する。この場合に
おいて、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及
び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者
等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコー
ド業者」と読み替えるものとする。

５ 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用
料を受ける権利は、前項において準用する第九十五
条第五項の団体によつて行使することができる。

６ 第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項
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の場合について準用する。この場合においては、第
四項後段の規定を準用する。

第三節　レコード製作者の権利
（複製権）
第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製す

る権利を専有する。
（送信可能化権）
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送

信可能化する権利を専有する。
（商業用レコードの二次使用）
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた

放送又は有線放送を行つた場合（営利を目的とせず、
かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつ
てするかを問わず、レコードに係る音の提示につき
受ける対価をいう。）を受けずに、当該放送を受信
して同時に有線放送を行つた場合を除く。）には、そ
のレコード（第八条第一号から第四号までに掲げる
レコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。）
に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなけれ
ばならない。

２ 第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定
するレコード製作者について準用し、同条第三項の
規定は、前項の規定により保護を受ける期間につい
て準用する。この場合において、同条第二項から第
四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレ
コードに固定されている実演に係る実演家」とある
のは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項
中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコー
ド製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものと
する。

３ 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において
商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成
員とする団体（その連合体を含む。）でその同意を得
て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団
体によつてのみ行使することができる。

４ 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一
項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

（譲渡権）
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをそ

の複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有
する。

２ 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいず
れかに該当するものの譲渡による場合には、適用し
ない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾

を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複
製物

二 第百三条において準用する第六十七条第一項
の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレ
コードの複製物

三 第百三条において準用する第六十七条の二第
一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレ
コードの複製物

四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を
得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレ
コードの複製物

五 国外において、前項に規定する権利に相当する
権利を害することなく、又は同項に規定する権
利に相当する権利を有する者若しくはその承諾
を得た者により譲渡されたレコードの複製物

（貸与権等）
第九十七条の三 レコード製作者は、そのレコードをそ
れが複製されている商業用レコードの貸与により公
衆に提供する権利を専有する。

２ 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与によ
る場合には、適用しない。

３ 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与
によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レ
コード（著作隣接権の存続期間内のものに限る。）に
係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなけ
ればならない。

４ 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権
利の行使について準用する。

５ 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三
項の報酬及び前項において準用する第九十七条第
三項に規定する団体について準用する。この場合に
おいては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用
する。

６ 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用
料を受ける権利は、第四項において準用する第九十
七条第三項の団体によつて行使することができる。

７ 第五項の規定は、前項の場合について準用する。こ
の場合において、第五項中「第九十五条第六項」と
あるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものと
する。

第四節　放送事業者の権利
（複製権）
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信し
て行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又
は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類
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似する方法により複製する権利を専有する。
（再放送権及び有線放送権）
第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを
再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

２ 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者
が法令の規定により行なわなければならない有線放
送については、適用しない。

（送信可能化権）
第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受
信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可
能化する権利を専有する。

（テレビジョン放送の伝達権）
第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれ
を受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大
する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権
利を専有する。

第五節　有線放送事業者の権利
（複製権）
第百条の二 有線放送事業者は、その有線放送を受信し
て、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録
画し、又は写真その他これに類似する方法により複
製する権利を専有する。

（放送権及び再有線放送権）
第百条の三 有線放送事業者は、その有線放送を受信し
てこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有
する。

（送信可能化権）
第百条の四 有線放送事業者は、その有線放送を受信し
てこれを送信可能化する権利を専有する。

（有線テレビジョン放送の伝達権）
第百条の五 有線放送事業者は、その有線テレビジョン
放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用い
てその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

第六節　保護期間
（実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間）
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始
まる。
一 実演に関しては、その実演を行つた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定し

た時
三 放送に関しては、その放送を行つた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

２ 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満
了する。

一 実演に関しては、その実演が行われた日の属す
る年の翌年から起算して五十年を経過した時

二 レコードに関しては、その発行が行われた日の
属する年の翌年から起算して五十年（その音が
最初に固定された日の属する年の翌年から起算
して五十年を経過する時までの間に発行されな
かつたときは、その音が最初に固定された日の
属する年の翌年から起算して五十年）を経過し
た時

三 放送に関しては、その放送が行われた日の属す
る年の翌年から起算して五十年を経過した時

四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた
日の属する年の翌年から起算して五十年を経過
した時

第七節　実演家人格権の一身専属性等
（実演家人格権の一身専属性）
第百一条の二 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、
譲渡することができない。

（実演家の死後における人格的利益の保護）
第百一条の三 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、
その実演の実演家の死後においても、実演家が生存
しているとしたならばその実演家人格権の侵害とな
るべき行為をしてはならない。ただし、その行為の
性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその
行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合
は、この限りでない。

第八節　権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
（著作隣接権の制限）
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、
第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三
十七条の二（第一号を除く。次項において同じ。）、
第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四
十二条の三まで、第四十四条（第二項を除く。）並
びに第四十七条の四から第四十七条の八までの規定
は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、
放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条
第二項及び第四十七条の九の規定は、著作隣接権の
目的となつている実演又はレコードの利用について
準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の
目的となつている実演、レコード又は有線放送の利
用について準用する。この場合において、同条第一
項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条
第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同
条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九
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十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものと
する。

２ 前項において準用する第三十二条、第三十七条第三
項、第三十七条の二若しくは第四十二条の規定又は
次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレ
コード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは
影像（以下「実演等」と総称する。）を複製する場合
において、その出所を明示する慣行があるときは、
これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方
法及び程度により、その出所を明示しなければなら
ない。

３ 第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲
載された著作物を複製することができる場合には、
同項の規定の適用を受けて作成された録音物におい
て録音されている実演又は当該録音物に係るレコー
ドを複製し、又は同項に定める目的のためにその複
製物の譲渡により公衆に提供することができる。

４ 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十
七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定によ
り視覚著作物を複製することができる場合には、同
項の規定の適用を受けて作成された録音物において
録音されている実演又は当該録音物に係るレコード
について、複製し、又は同項に定める目的のために、
送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡によ
り公衆に提供することができる。

５ 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送さ
れるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域にお
いて受信されることを目的として送信可能化（公衆
の用に供されている電気通信回線に接続している自
動公衆送信装置に情報を入力することによるものに
限る。）を行うことができる。ただし、当該放送に係
る第九十九条の二に規定する権利を有する者の権利
を害することとなる場合は、この限りでない。

６ 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第
一項において準用する第三十八条第二項の規定の適
用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の
二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補
償金を支払わなければならない。

７ 前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレ
コードの利用について準用する。この場合におい
て、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、
「第九十六条の二」と読み替えるものとする。

８ 第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二
項の規定により著作物を放送し、又は有線放送する
ことができる場合には、その著作物の放送若しくは

有線放送について、これを受信して有線放送し、若
しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝
達し、又はその著作物の放送について、これを受信
して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域におい
て受信されることを目的として送信可能化（公衆の
用に供されている電気通信回線に接続している自動
公衆送信装置に情報を入力することによるものに限
る。）を行うことができる。

９ 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、
第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を
行つたものとみなす。
一 第一項において準用する第三十条第一項、第三

十一条第一項第一号、第三十五条第一項、第三
十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十
一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三
第二項、第四十四条第一項若しくは第二項又は
第四十七条の六に定める目的以外の目的のため
に、これらの規定の適用を受けて作成された実
演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつ
て当該実演、当該レコードに係る音若しくは当
該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像
を公衆に提示した者

二 第一項において準用する第四十四条第三項の規
定に違反して同項の録音物又は録画物を保存し
た放送事業者又は有線放送事業者

三 第一項において準用する第四十七条の四第一項
若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一
項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外
の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製
物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、
当該レコードに係る音若しくは当該放送若しく
は有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示
した者

四 第一項において準用する第四十七条の四第三項
又は第四十七条の五第三項の規定に違反してこ
れらの規定の複製物を保存した者

五 第一項において準用する第四十七条の五第一項
若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目
的以外の目的のために、これらの規定の適用を
受けて作成された実演等の複製物を用いて当該
実演等を利用した者

六 第一項において準用する第四十七条の六ただし
書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を
受けて作成された実演等の複製物を用いて当該
実演等の送信可能化を行つた者
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七 第一項において準用する第四十七条の八の規定
の適用を受けて作成された実演等の複製物を、
当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代
えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定
する送信の受信（当該送信が受信者からの求め
に応じ自動的に行われるものである場合にあつ
ては、当該送信の受信又はこれに準ずるものと
して政令で定める行為）をしないで使用して、
当該実演等を利用した者

八 第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に
定める目的以外の目的のために、第三項若しく
は第四項の規定の適用を受けて作成された実演
若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該
複製物によつて当該実演若しくは当該レコード
に係る音を公衆に提示した者

（実演家人格権との関係）
第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定
（同条第七項及び第八項の規定を除く。）は、実演家
人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

（著作隣接権の譲渡、行使等）
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡
について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の
消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、
放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五
条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、
第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が
設定されている場合について、第六十七条、第六十
七条の二（第一項ただし書を除く。）、第七十条（第
三項及び第四項を除く。）、第七十一条から第七十三
条まで並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は
著作隣接権者と連絡することができない場合におけ
る実演、レコード、放送又は有線放送の利用につい
て、それぞれ準用する。この場合において、第六十
三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは「第
九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条
の二又は第百条の四」と、第七十条第五項中「前項」
とあるのは「第百三条において準用する第六十七条
第一項」と読み替えるものとする。

（著作隣接権の登録）
第百四条 第七十七条及び第七十八条（第二項を除く。）
の規定は、著作隣接権に関する登録について準用す
る。この場合において、同条第一項、第三項、第七
項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著
作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

第五章　私的録音録画補償金

（私的録音録画補償金を受ける権利の行使）
第百四条の二 第三十条第二項（第百二条第一項におい
て準用する場合を含む。以下この章において同じ。）
の補償金（以下この章において「私的録音録画補
償金」という。）を受ける権利は、私的録音録画補
償金を受ける権利を有する者（以下この章において
「権利者」という。）のためにその権利を行使するこ
とを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音
録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りそ
の同意を得て文化庁長官が指定するもの（以下この
章において「指定管理団体」という。）があるとき
は、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使す
ることができる。
一 私的使用を目的として行われる録音（専ら録

画とともに行われるものを除く。以下この章に
おいて「私的録音」という。）に係る私的録音録
画補償金

二 私的使用を目的として行われる録画（専ら録
音とともに行われるものを含む。以下この章に
おいて「私的録画」という。）に係る私的録音録
画補償金

２ 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理
団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音
録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外
の行為を行う権限を有する。

（指定の基準）
第百四条の三 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える
団体でなければ前条第一項の規定による指定をして
はならない。
一 一般社団法人であること。
二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償

金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる
団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償
金に係る場合についてはロからニまでに掲げる
団体を構成員とすること。
イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に
規定する権利を有する者を構成員とする団
体（その連合体を含む。）であつて、国内に
おいて私的録音に係る著作物に関し同条に
規定する権利を有する者の利益を代表する
と認められるもの

ロ 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に
規定する権利を有する者を構成員とする団
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体（その連合体を含む。）であつて、国内に
おいて私的録画に係る著作物に関し同条に
規定する権利を有する者の利益を代表する
と認められるもの

ハ 国内において実演を業とする者の相当数を
構成員とする団体（その連合体を含む。）

ニ 国内において商業用レコードの製作を業と
する者の相当数を構成員とする団体（その
連合体を含む。）

三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に
掲げる要件を備えるものであること。
イ 営利を目的としないこと。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退する

ことができること。
ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であ

ること。
四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権
利を行使する業務（第百四条の八第一項の事業
に係る業務を含む。以下この章において「補償
金関係業務」という。）を的確に遂行するに足り
る能力を有すること。

（私的録音録画補償金の支払の特例）
第百四条の四 第三十条第二項の政令で定める機器（以

下この章において「特定機器」という。）又は記録媒
体（以下この章において「特定記録媒体」という。）
を購入する者（当該特定機器又は特定記録媒体が小
売に供された後最初に購入するものに限る。）は、そ
の購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器
又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録
画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、
第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は
特定記録媒体について定められた額の私的録音録画
補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録
音録画補償金を支払わなければならない。

２ 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者
は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器
又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外
の用に供することを証明して、当該私的録音録画補
償金の返還を請求することができる。

３ 第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録
画補償金が支払われた特定機器により同項の規定に
よる支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払
われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う
者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私
的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画

補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定
機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音
録画補償金の返還を受けたものであるときは、この
限りでない。

（製造業者等の協力義務）
第百四条の五 前条第一項の規定により指定管理団体が
私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特
定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする
者（次条第三項において「製造業者等」という。）は、
当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領
に関し協力しなければならない。

（私的録音録画補償金の額）
第百四条の六 第百四条の二第一項の規定により指定管
理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使す
る場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の
額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならな
い。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の
額は、第三十条第二項の規定にかかわらず、その認
可を受けた額とする。

３ 指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により
支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項
の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団
体で製造業者等の意見を代表すると認められるもの
の意見を聴かなければならない。

４ 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音
録画補償金の額が、第三十条第一項（第百二条第一
項において準用する場合を含む。）及び第百四条の四
第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使
用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると
認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

５ 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、
文化審議会に諮問しなければならない。

（補償金関係業務の執行に関する規程）
第百四条の七 指定管理団体は、補償金関係業務を開始
しようとするときは、補償金関係業務の執行に関す
る規程を定め、文化庁長官に届け出なければならな
い。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 前項の規程には、私的録音録画補償金（第百四条の
四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。）
の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団
体は、第三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該
分配に関する事項を定めなければならない。

（著作権等の保護に関する事業等のための支出）
第百四条の八 指定管理団体は、私的録音録画補償金（第
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百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるもの
に限る。）の額の二割以内で政令で定める割合に相
当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する
事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事
業のために支出しなければならない。

２ 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案を
しようとするときは、文化審議会に諮問しなければ
ならない。

３ 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運
営を確保するため必要があると認めるときは、指定
管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令
をすることができる。

（報告の徴収等）
第百四条の九 　文化庁長官は、指定管理団体の補償金
関係業務の適正な運営を確保するため必要があると
認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業
務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他
の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方
法の改善のため必要な勧告をすることができる。

（政令への委任）
第百四条の十 この章に規定するもののほか、指定管理
団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令
で定める。

第六章　紛争処理

（著作権紛争解決あつせん委員）
第百五条 この法律に規定する権利に関する紛争につき
あつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作
権紛争解決あつせん委員（以下この章において「委
員」という。）を置く。

２ 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係
る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件
ごとに三人以内を委嘱する。

（あつせんの申請）
第百六条 この法律に規定する権利に関し紛争が生じた
ときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの
申請をすることができる。

（手数料）
第百七条 あつせんの申請をする者は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を納付しなければなら
ない。

２ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべ
き者が国等であるときは、適用しない。

（あつせんへの付託）
第百八条 文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事

者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当
事者の一方からあつせんの申請があつた場合におい
て他の当事者がこれに同意したときは、委員による
あつせんに付するものとする。

２ 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、
事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと
認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあ
つせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付
さないことができる。

（あつせん）
第百九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張
の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるよ
うに努めなければならない。

２ 委員は、事件が解決される見込みがないと認めると
きは、あつせんを打ち切ることができる。

（報告等）
第百十条 委員は、あつせんが終わつたときは、その旨
を文化庁長官に報告しなければならない。

２ 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたと
きは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理
由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告
しなければならない。

（政令への委任）
第百十一条 この章に規定するもののほか、あつせんの
手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第七章　権利侵害

（差止請求権）
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は
著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版
権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は
侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又
は予防を請求することができる。

２ 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接
権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害
の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成され
た物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器
具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置
を請求することができる。

（侵害とみなす行為）
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著
作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害
する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時

において国内で作成したとしたならば著作者人
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格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作
隣接権の侵害となるべき行為によつて作成され
た物を輸入する行為

二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又
は著作隣接権を侵害する行為によつて作成され
た物（前号の輸入に係る物を含む。）を、情を知
つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若
しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸
出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて
所持する行為

２ プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつ
て作成された複製物（当該複製物の所有者によつて
第四十七条の三第一項の規定により作成された複製
物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作
物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第
一項の規定により作成された複製物を含む。）を業務
上電子計算機において使用する行為は、これらの複
製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた
場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

３ 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者
人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵
害する行為とみなす。
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加す
る行為

二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行
為（記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な
制約による場合その他の著作物又は実演等の利
用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認め
られる場合を除く。）

三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等
の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒
布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又
は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆
送信し、若しくは送信可能化する行為

４ 第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第
九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五
条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次
使用料を受ける権利は、前項の規定の適用について
は、著作隣接権とみなす。この場合において、前条
中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者（次
条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利
を有する者を含む。）」と、同条第一項中「著作隣接
権」とあるのは「著作隣接権（同項の規定により著
作隣接権とみなされる権利を含む。）」とする。

５ 国内において頒布することを目的とする商業用レ

コード（以下この項において「国内頒布目的商業用
レコード」という。）を自ら発行し、又は他の者に
発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該
国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコー
ドであつて、専ら国外において頒布することを目的
とするもの（以下この項において「国外頒布目的商
業用レコード」という。）を国外において自ら発行
し、又は他の者に発行させている場合において、情
を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内
において頒布する目的をもつて輸入する行為又は
当該国外頒布目的商業用レコードを国内において
頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつ
て所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコー
ドが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的
商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作
隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害さ
れることとなる場合に限り、それらの著作権又は著
作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内に
おいて最初に発行された日から起算して七年を超え
ない範囲内において政令で定める期間を経過した国
内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商
業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的
商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国
内において頒布する目的をもつて所持する行為につ
いては、この限りでない。

６ 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作
物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する
行為とみなす。

（善意者に係る譲渡権の特例）
第百十三条の二 著作物の原作品若しくは複製物（映画
の著作物の複製物（映画の著作物において複製され
ている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製
物を含む。）を除く。以下この条において同じ。）、
実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物
の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若
しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレ
コードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各
号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二
第二項各号のいずれにも該当しないものであること
を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者
が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音
物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲
渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条
の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権
利を侵害する行為でないものとみなす。
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（損害の額の推定等）
第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者（以
下この項において「著作権者等」という。）が故意
又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接
権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた
損害の賠償を請求する場合において、その者がその
侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はそ
の侵害の行為を組成する公衆送信（自動公衆送信の
場合にあつては、送信可能化を含む。）を行つたと
きは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公
衆によつて受信されることにより作成された著作物
若しくは実演等の複製物（以下この項において「受
信複製物」という。）の数量（以下この項において
「譲渡等数量」という。）に、著作権者等がその侵害
の行為がなければ販売することができた物（受信複
製物を含む。）の単位数量当たりの利益の額を乗じ
て得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他
の行為を行う能力に応じた額を超えない限度におい
て、著作権者等が受けた損害の額とすることができ
る。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する
数量を著作権者等が販売することができないとする
事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じ
た額を控除するものとする。

２ 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過
失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害
した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠
償を請求する場合において、その者がその侵害の行
為により利益を受けているときは、その利益の額は、
当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた
損害の額と推定する。

３ 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失により
その著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、そ
の著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金
銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額とし
て、その賠償を請求することができる。

４ 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害
の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作
権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過
失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を
定めるについて、これを参酌することができる。

（具体的態様の明示義務）
第百十四条の二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家
人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接
権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為に

よつて作成されたものとして主張する物の具体的態
様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体
的態様を明らかにしなければならない。ただし、相
手方において明らかにすることができない相当の理
由があるときは、この限りでない。

（書類の提出等）
第百十四条の三 裁判所は、著作者人格権、著作権、出
版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴
訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対
し、当該侵害の行為について立証するため、又は当
該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書
類の提出を命ずることができる。ただし、その書類
の所持者においてその提出を拒むことについて正当
な理由があるときは、この限りでない。

２ 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があ
るかどうかの判断をするため必要があると認めると
きは、書類の所持者にその提示をさせることができ
る。この場合においては、何人も、その提示された
書類の開示を求めることができない。

３ 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に
規定する正当な理由があるかどうかについて前項
後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要で
あると認めるときは、当事者等（当事者（法人であ
る場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理
人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他
の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同
じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開
示することができる。

４ 前三項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、
実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟にお
ける当該侵害の行為について立証するため必要な検
証の目的の提示について準用する。

（鑑定人に対する当事者の説明義務）
第百十四条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害
に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判
所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必
要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、
鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項につ
いて説明しなければならない。

（相当な損害額の認定）
第百十四条の五 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害
に係る訴訟において、損害が生じたことが認められ
る場合において、損害額を立証するために必要な事
実を立証することが当該事実の性質上極めて困難で
あるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠
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調べの結果に基づき、相当な損害額を認定すること
ができる。

（秘密保持命令）
第百十四条の六 裁判所は、著作者人格権、著作権、出

版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴
訟において、その当事者が保有する営業秘密（不正
競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第六
項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。）につい
て、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつ
き疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、
決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、
当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で
使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定によ
る命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨
を命ずることができる。ただし、その申立ての時ま
でに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規
定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取
調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を
取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面
に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は
既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき
証拠（第百十四条の三第三項の規定により開示
された書類を含む。）の内容に当事者の保有す
る営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の
目的で使用され、又は当該営業秘密が開示され
ることにより、当該営業秘密に基づく当事者の
事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを
防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制
限する必要があること。

２ 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」とい
う。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で
しなければならない。
一 秘密保持命令を受けるべき者
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定
するに足りる事実

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
３ 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書

を秘密保持命令を受けた者に送達しなければなら
ない。

４ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

５ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。

（秘密保持命令の取消し）
第百十四条の七 秘密保持命令の申立てをした者又は秘
密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所
（訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘
密保持命令を発した裁判所）に対し、前条第一項に
規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたこ
とを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てを
することができる。

２ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があ
つた場合には、その決定書をその申立てをした者及
び相手方に送達しなければならない。

３ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対
しては、即時抗告をすることができる。

４ 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければそ
の効力を生じない。

５ 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合
において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者
又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴
訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受け
ている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘
密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなけれ
ばならない。

（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）
第百十四条の八 秘密保持命令が発せられた訴訟（すべ
ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。）に
係る訴訟記録につき、民事訴訟法（平成八年法律第
百九号）第九十二条第一項 の決定があつた場合にお
いて、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲
覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた
者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない
者であるときは、裁判所書記官は、同項 の申立てを
した当事者（その請求をした者を除く。第三項にお
いて同じ。）に対し、その請求後直ちに、その請求が
あつた旨を通知しなければならない。

２ 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求
があつた日から二週間を経過する日までの間（その
請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立
てがその日までにされた場合にあつては、その申立
てについての裁判が確定するまでの間）、その請求
の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等を
させてはならない。

３ 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘
密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟
法第九十二条第一項 の申立てをした当事者のすべ
ての同意があるときは、適用しない。
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（名誉回復等の措置）
第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失により
その著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に
対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償ととも
に、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂
正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望
を回復するために適当な措置を請求することがで
きる。

（著作者又は実演家の死後における人格的利益の
保護のための措置）
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その
遺族（死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父
母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条に
おいて同じ。）は、当該著作者又は実演家について第
六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をす
る者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請
求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家
人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一
条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の
請求をすることができる。

２ 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同
項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演
家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その
順序とする。

３ 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第
一項の請求をすることができる者を指定することが
できる。この場合において、その指定を受けた者は、
当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年
から起算して五十年を経過した後（その経過する時
に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつ
た後）においては、その請求をすることができない。

（共同著作物等の権利侵害）
第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、
他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第
百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に
係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは
自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をするこ
とができる。

２ 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の
侵害について準用する。

（無名又は変名の著作物に係る権利の保全）
第百十八条 無名又は変名の著作物の発行者は、その著
作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をも
つて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条
第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若し

くは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは
不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただ
し、著作者の変名がその者のものとして周知のもの
である場合及び第七十五条第一項の実名の登録があ
つた場合は、この限りでない。

２ 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知
の変名が発行者名として通常の方法により表示され
ている者は、その著作物の発行者と推定する。

第八章　罰則

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した
者（第三十条第一項（第百二条第一項において準用
する場合を含む。）に定める私的使用の目的をもつ
て自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第
百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣
接権（同条第四項の規定により著作隣接権とみなさ
れる権利を含む。第百二十条の二第三号において同
じ。）を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、
第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作
隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。）
は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲
役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者
（第百十三条第三項の規定により著作者人格
権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされ
る行為を行つた者を除く。）

二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規
定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作
隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に
使用させた者

三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版
権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる
行為を行つた者

四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害す
る行為とみなされる行為を行つた者

第百二十条 第六十条又は第百一条の三の規定に違反し
た者は、五百万円以下の罰金に処する。

第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機
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能とする装置（当該装置の部品一式であつて容
易に組み立てることができるものを含む。）若し
くは技術的保護手段の回避を行うことを専らそ
の機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡
し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸
与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所
持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プ
ログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化し
た者

二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手
段の回避を行つた者

三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定に
より著作者人格権、著作権、実演家人格権又は
著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を
行つた者

四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定に
より著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみ
なされる行為を行つた者

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を
著作者名として表示した著作物の複製物（原著作
物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作
物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物
を含む。）を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは
百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード
（当該商業用レコードの複製物（二以上の段階にわ
たる複製に係る複製物を含む。）を含む。）を商業用
レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その
複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製
物を頒布する旨の申出をした者（当該各号の原盤に
音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算し
て五十年を経過した後において当該複製、頒布、所
持又は申出を行つた者を除く。）は、一年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする
者が、レコード製作者からそのレコード（第八
条各号のいずれかに該当するものを除く。）の
原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

二 国外において商業用レコードの製作を業とす
る者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世
界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条
約の締約国の国民（当該締約国の法令に基づい
て設立された法人及び当該締約国に主たる事務
所を有する法人を含む。）であるレコード製作

者からそのレコード（第八条各号のいずれかに
該当するものを除く。）の原盤の提供を受けて
製作した商業用レコード

第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に
違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年
以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する。

２ 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも
適用する。

第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び
第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。

２ 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係
る前項の罪について告訴をすることができる。ただ
し、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び
当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、
この限りでない。

第百二十四条 法人の代表者（法人格を有しない社団又
は財団の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代
理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人に対して
当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条
の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号若しく

は第四号又は第百二十二条の二第一項　三億円
以下の罰金刑

二 第百十九条第二項第一号若しくは第二号又は
第百二十条から第百二十二条まで　各本条の罰
金刑

２ 法人格を有しない社団又は財団について前項の規
定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が
その訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほ
か、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟
に関する法律の規定を準用する。

３ 第一項の場合において、当該行為者に対してした告
訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても
効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は
告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ず
るものとする。

４ 第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二
項又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法
人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間
は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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不正競争防止法

（平成五年五月十九日法律第四十七号）
最終改正：平成二一年四月三〇日法律第三〇号

　不正競争防止法（昭和九年法律第十四号）の全部を
改正する。

（目的）
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに

関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正
競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措
置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与す
ることを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げ

るものをいう。
一 他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、
商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商
品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）
として需要者の間に広く認識されているものと
同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又は
その商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き
渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸
出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて
提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさ
せる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表
示と同一若しくは類似のものを使用し、又はそ
の商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡
し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出
し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提
供する行為

三 他人の商品の形態（当該商品の機能を確保する
ために不可欠な形態を除く。）を模倣した商品
を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのた
めに展示し、輸出し、又は輸入する行為

四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営
業秘密を取得する行為（以下「不正取得行為」
という。）又は不正取得行為により取得した営
業秘密を使用し、若しくは開示する行為（秘密
を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下

同じ。）
五 その営業秘密について不正取得行為が介在した

ことを知って、若しくは重大な過失により知ら
ないで営業秘密を取得し、又はその取得した営
業秘密を使用し、若しくは開示する行為

六 その取得した後にその営業秘密について不正取
得行為が介在したことを知って、又は重大な過
失により知らないでその取得した営業秘密を使
用し、又は開示する行為

七 営業秘密を保有する事業者（以下「保有者」と
いう。）からその営業秘密を示された場合にお
いて、不正の利益を得る目的で、又はその保有
者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用
し、又は開示する行為

八 その営業秘密について不正開示行為（前号に規
定する場合において同号に規定する目的でその
営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上
の義務に違反してその営業秘密を開示する行為
をいう。以下同じ。）であること若しくはその
営業秘密について不正開示行為が介在したこと
を知って、若しくは重大な過失により知らない
で営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘
密を使用し、若しくは開示する行為

九 その取得した後にその営業秘密について不正開
示行為があったこと若しくはその営業秘密につ
いて不正開示行為が介在したことを知って、又
は重大な過失により知らないでその取得した営
業秘密を使用し、又は開示する行為

十 営業上用いられている技術的制限手段（他人が
特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若し
くはプログラムの実行又は影像、音若しくはプ
ログラムの記録をさせないために用いているも
のを除く。）により制限されている影像若しくは
音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、
音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限
手段の効果を妨げることにより可能とする機能
のみを有する装置（当該装置を組み込んだ機器
を含む。）若しくは当該機能のみを有するプロ
グラム（当該プログラムが他のプログラムと組



238 不正競争防止法

み合わされたものを含む。）を記録した記録媒
体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、
譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、
若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプ
ログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の
視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若
しくはプログラムの記録をさせないために営業
上用いている技術的制限手段により制限されて
いる影像若しくは音の視聴若しくはプログラ
ムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記
録を当該技術的制限手段の効果を妨げることに
より可能とする機能のみを有する装置（当該装
置を組み込んだ機器を含む。）若しくは当該機
能のみを有するプログラム（当該プログラムが
他のプログラムと組み合わされたものを含む。）
を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当
該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡
若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若し
くは輸入し、又は当該機能のみを有するプログ
ラムを電気通信回線を通じて提供する行為

十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を
加える目的で、他人の特定商品等表示（人の業
務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品
又は役務を表示するものをいう。）と同一若しく
は類似のドメイン名を使用する権利を取得し、
若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用す
る行為

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは
取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原
産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数
量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは
数量について誤認させるような表示をし、又は
その表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡
若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入
し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若
しくはその表示をして役務を提供する行為

十四 競争関係にある他人の営業上の信用を害する
虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

十五 パリ条約（商標法（昭和三十四年法律第百二
十七号）第四条第一項第二号 に規定するパリ条
約をいう。）の同盟国、世界貿易機関の加盟国又
は商標法 条約の締約国において商標に関する
権利（商標権に相当する権利に限る。以下この
号において単に「権利」という。）を有する者の

代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年
以内に代理人若しくは代表者であった者が、正
当な理由がないのに、その権利を有する者の承
諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しく
は類似の商標をその権利に係る商品若しくは役
務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使
用し、又は当該商標を使用したその権利に係る
商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き
渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸
出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて
提供し、若しくは当該商標を使用してその権利
に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供す
る行為

２ この法律において「商標」とは、商標法第二条第一
項 に規定する商標をいう。

３ この法律において「標章」とは、商標法第二条第一
項 に規定する標章をいう。

４ この法律において「商品の形態」とは、需要者が通
常の用法に従った使用に際して知覚によって認識す
ることができる商品の外部及び内部の形状並びにそ
の形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。

５ この法律において「模倣する」とは、他人の商品の
形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品
を作り出すことをいう。

６ この法律において「営業秘密」とは、秘密として管
理されている生産方法、販売方法その他の事業活動
に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と
知られていないものをいう。

７ この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的
方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚に
よって認識することができない方法をいう。）により
影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又
は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手
段であって、視聴等機器（影像若しくは音の視聴若
しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプロ
グラムの記録のために用いられる機器をいう。以下
同じ。）が特定の反応をする信号を影像、音若しくは
プログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送
信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とす
るよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録
媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものを
いう。

８ この法律において「プログラム」とは、電子計算機
に対する指令であって、一の結果を得ることができ
るように組み合わされたものをいう。
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９ この法律において「ドメイン名」とは、インターネッ
トにおいて、個々の電子計算機を識別するために割
り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応す
る文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合
をいう。

１０ この法律にいう「物」には、プログラムを含むも
のとする。

（差止請求権）
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又

は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益
を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の停止又は予防を請求することができる。

２ 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵
害されるおそれがある者は、前項の規定による請求
をするに際し、侵害の行為を組成した物（侵害の行
為により生じた物を含む。第五条第一項において同
じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他
の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求すること
ができる。

（損害賠償）
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営

業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損
害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規
定により同条に規定する権利が消滅した後にその営
業秘密を使用する行為によって生じた損害について
は、この限りでない。

（損害の額の推定等）
第五条 第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五

号に掲げる不正競争（同項第四号から第九号までに
掲げるものにあっては、技術上の秘密（秘密として
管理されている生産方法その他の事業活動に有用な
技術上の情報であって公然と知られていないものを
いう。）に関するものに限る。）によって営業上の利
益を侵害された者（以下この項において「被侵害者」
という。）が故意又は過失により自己の営業上の利
益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた
損害の賠償を請求する場合において、その者がその
侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲
渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」
という。）に、被侵害者がその侵害の行為がなければ
販売することができた物の単位数量当たりの利益の
額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売
その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度
において、被侵害者が受けた損害の額とすることが
できる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当す

る数量を被侵害者が販売することができないとする
事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じ
た額を控除するものとする。

２ 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故
意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者
に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請
求する場合において、その者がその侵害の行為によ
り利益を受けているときは、その利益の額は、その
営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推
定する。

３ 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は
第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を
侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上
の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正
競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受
けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受
けた損害の額としてその賠償を請求することがで
きる。
一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競

争　当該侵害に係る商品等表示の使用
二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争　当該侵

害に係る商品の形態の使用
三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不

正競争　当該侵害に係る営業秘密の使用
四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争　当該

侵害に係るドメイン名の使用
五 第二条第一項第十五号に掲げる不正競争　当該

侵害に係る商標の使用
４ 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の
賠償の請求を妨げない。この場合において、その営
業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がな
かったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定める
について、これを参酌することができる。

（具体的態様の明示義務）
第六条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟
において、不正競争によって営業上の利益を侵害さ
れ、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵
害の行為を組成したものとして主張する物又は方法
の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の
行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
ただし、相手方において明らかにすることができな
い相当の理由があるときは、この限りでない。

（書類の提出等）
第七条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害
に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当
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事者に対し、当該侵害行為について立証するため、
又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必
要な書類の提出を命ずることができる。ただし、そ
の書類の所持者においてその提出を拒むことについ
て正当な理由があるときは、この限りでない。

２ 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があ
るかどうかの判断をするため必要があると認めると
きは、書類の所持者にその提示をさせることができ
る。この場合においては、何人も、その提示された
書類の開示を求めることができない。

３ 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に
規定する正当な理由があるかどうかについて前項後
段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であ
ると認めるときは、当事者等（当事者（法人である
場合にあっては、その代表者）又は当事者の代理人
（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の
従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人
に対し、当該書類を開示することができる。

４ 前三項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵
害に係る訴訟における当該侵害行為について立証す
るため必要な検証の目的の提示について準用する。

（損害計算のための鑑定）
第八条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟
において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵
害の行為による損害の計算をするため必要な事項に
ついて鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対
し、当該鑑定をするため必要な事項について説明し
なければならない。

（相当な損害額の認定）
第九条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟
において、損害が生じたことが認められる場合にお
いて、損害額を立証するために必要な事実を立証す
ることが当該事実の性質上極めて困難であるとき
は、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結
果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

（秘密保持命令）
第十条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害
に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘
密について、次に掲げる事由のいずれにも該当する
ことにつき疎明があった場合には、当事者の申立て
により、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人
に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外
の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の
規定による命令を受けた者以外の者に開示してはな
らない旨を命ずることができる。ただし、その申立

ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第
一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する
証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営
業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限
りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面

に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は
既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき
証拠（第七条第三項の規定により開示された書
類又は第十三条第四項の規定により開示された
書面を含む。）の内容に当事者の保有する営業
秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の
目的で使用され、又は当該営業秘密が開示され
ることにより、当該営業秘密に基づく当事者の
事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを
防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制
限する必要があること。

２ 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」とい
う。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で
しなければならない。
一 秘密保持命令を受けるべき者
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定

するに足りる事実
三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

３ 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書
を秘密保持命令を受けた者に送達しなければなら
ない。

４ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

５ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。

（秘密保持命令の取消し）
第十一条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持
命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所（訴訟
記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保
持命令を発した裁判所）に対し、前条第一項に規定
する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを
理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをする
ことができる。

２ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判が
あった場合には、その決定書をその申立てをした者
及び相手方に送達しなければならない。

３ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対
しては、即時抗告をすることができる。
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４ 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければそ
の効力を生じない。

５ 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合
において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者
又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴
訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受け
ている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘
密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなけれ
ばならない。

（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）
第十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟（すべての秘

密保持命令が取り消された訴訟を除く。）に係る訴
訟記録につき、民事訴訟法 （平成八年法律第百九
号）第九十二条第一項 の決定があった場合におい
て、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧
等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者
が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者
であるときは、裁判所書記官は、同項 の申立てをし
た当事者（その請求をした者を除く。第三項におい
て同じ。）に対し、その請求後直ちに、その請求が
あった旨を通知しなければならない。

２ 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求
があった日から二週間を経過する日までの間（その
請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立
てがその日までにされた場合にあっては、その申立
てについての裁判が確定するまでの間）、その請求
の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等を
させてはならない。

３ 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘
密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟
法第九十二条第一項 の申立てをした当事者のすべ
ての同意があるときは、適用しない。

（当事者尋問等の公開停止）
第十三条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴

訟における当事者等が、その侵害の有無についての
判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営
業秘密に該当するものについて、当事者本人若しく
は法定代理人又は証人として尋問を受ける場合にお
いては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当
事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をする
ことにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動
に著しい支障を生ずることが明らかであることから
当該事項について十分な陳述をすることができず、
かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみに
よっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争に

よる営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁
判をすることができないと認めるときは、決定で、
当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

２ 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらか
じめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

３ 裁判所は、前項の場合において、必要があると認め
るときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を
記載した書面の提示をさせることができる。この場
合においては、何人も、その提示された書面の開示
を求めることができない。

４ 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴
くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴
訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示するこ
とができる。

５ 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公
開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、そ
の旨を理由とともに言い渡さなければならない。当
該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷さ
せなければならない。

（信用回復の措置）
第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の
営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、そ
の営業上の信用を害された者の請求により、損害の
賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営
業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずること
ができる。

（消滅時効）
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる
不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する
第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請
求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続
する場合において、その行為により営業上の利益を
侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がそ
の事実及びその行為を行う者を知った時から三年間
行わないときは、時効によって消滅する。その行為
の開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

（外国の国旗等の商業上の使用禁止）
第十六条 何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他
の記章であって経済産業省令で定めるもの（以下
「外国国旗等」という。）と同一若しくは類似のもの
（以下「外国国旗等類似記章」という。）を商標とし
て使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使
用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡
しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気
通信回線を通じて提供し、若しくは外国国旗等類似
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記章を商標として使用して役務を提供してはならな
い。ただし、その外国国旗等の使用の許可（許可に
類する行政処分を含む。以下同じ。）を行う権限を
有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限り
でない。

２ 前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地
を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で
定める外国の国の紋章（以下「外国紋章」という。）
を使用し、又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、
引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸
出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供
し、若しくは外国紋章を使用して役務を提供しては
ならない。ただし、その外国紋章の使用の許可を行
う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、
この限りでない。

３ 何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用
若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産
業省令で定めるもの（以下「外国政府等記号」とい
う。）と同一若しくは類似のもの（以下「外国政府等
類似記号」という。）をその外国政府等記号が用い
られている商品若しくは役務と同一若しくは類似の
商品若しくは役務の商標として使用し、又は外国政
府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡
し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提
供し、若しくは外国政府等類似記号を当該商標とし
て使用して役務を提供してはならない。ただし、そ
の外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する
外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

（国際機関の標章の商業上の使用禁止）
第十七条 何人も、その国際機関（政府間の国際機関及
びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国
際機関をいう。以下この条において同じ。）と関係
があると誤認させるような方法で、国際機関を表示
する標章であって経済産業省令で定めるものと同一
若しくは類似のもの（以下「国際機関類似標章」と
いう。）を商標として使用し、又は国際機関類似標章
を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲
渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、
若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国
際機関類似標章を商標として使用して役務を提供し
てはならない。ただし、この国際機関の許可を受け
たときは、この限りでない。

（外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止）
第十八条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取

引に関して営業上の不正の利益を得るために、その
外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若し
くはさせないこと、又はその地位を利用して他の外
国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくは
させないようにあっせんをさせることを目的とし
て、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若
しくは約束をしてはならない。

２ 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者
をいう。
一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事す

る者
二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外

国の特別の法令により設立されたものの事務に
従事する者

三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体に
より、発行済株式のうち議決権のある株式の総
数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超
える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に
所有され、又は役員（取締役、監査役、理事、
監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の
経営に従事しているものをいう。）の過半数を
任命され若しくは指名されている事業者であっ
て、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は
地方公共団体から特に権益を付与されているも
のの事務に従事する者その他これに準ずる者と
して政令で定める者

四 国際機関（政府又は政府間の国際機関によっ
て構成される国際機関をいう。次号において同
じ。）の公務に従事する者

五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関
の権限に属する事務であって、これらの機関か
ら委任されたものに従事する者

（適用除外等）
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条（第二
項第六号に係る部分を除く。）及び第二十二条の規
定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当
該各号に定める行為については、適用しない。
一 第二条第一項第一号、第二号、第十三号及び第

十五号に掲げる不正競争　商品若しくは営業の
普通名称（ぶどうを原料又は材料とする物の原
産地の名称であって、普通名称となったものを
除く。）若しくは同一若しくは類似の商品若しく
は営業について慣用されている商品等表示（以
下「普通名称等」と総称する。）を普通に用いら
れる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普
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通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若
しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲
渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸
入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する
行為（同項第十三号及び第十五号に掲げる不正
競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用
いられる方法で表示をし、又は使用して役務を
提供する行為を含む。）

二 第二条第一項第一号、第二号及び第十五号に掲
げる不正競争　自己の氏名を不正の目的（不正
の利益を得る目的、他人に損害を加える目的そ
の他の不正の目的をいう。以下同じ。）でなく
使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使
用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは
引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若し
くは電気通信回線を通じて提供する行為（同号
に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏
名を不正の目的でなく使用して役務を提供する
行為を含む。）

三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争　他人の
商品等表示が需要者の間に広く認識される前か
らその商品等表示と同一若しくは類似の商品等
表示を使用する者又はその商品等表示に係る業
務を承継した者がその商品等表示を不正の目的
でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目
的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲
渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸
入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する
行為

四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争　他人
の商品等表示が著名になる前からその商品等表
示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する
者又はその商品等表示に係る業務を承継した者
がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、
又はその商品等表示を不正の目的でなく使用し
た商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡
しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは
電気通信回線を通じて提供する行為

五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争　次のい
ずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から

起算して三年を経過した商品について、そ
の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸
し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示
し、輸出し、又は輸入する行為

ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受
けた者（その譲り受けた時にその商品が他
人の商品の形態を模倣した商品であること
を知らず、かつ、知らないことにつき重大
な過失がない者に限る。）がその商品を譲
渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのた
めに展示し、輸出し、又は輸入する行為

六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる
不正競争　取引によって営業秘密を取得した者
（その取得した時にその営業秘密について不正
開示行為であること又はその営業秘密について
不正取得行為若しくは不正開示行為が介在した
ことを知らず、かつ、知らないことにつき重大
な過失がない者に限る。）がその取引によって
取得した権原の範囲内においてその営業秘密を
使用し、又は開示する行為

七 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる不正
競争　技術的制限手段の試験又は研究のために
用いられる第二条第一項第十号及び第十一号に
規定する装置若しくはこれらの号に規定するプ
ログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した
機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡し
のために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又
は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供
する行為

２ 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上
の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者
は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号
に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を
防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求すること
ができる。
一 前項第二号に掲げる行為　自己の氏名を使用す

る者（自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、
引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提
供する者を含む。）

二 前項第三号に掲げる行為　他人の商品等表示と
同一又は類似の商品等表示を使用する者及びそ
の商品等表示に係る業務を承継した者（その商
品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡
し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出
し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供す
る者を含む。）

（経過措置）
第二十条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省
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令を制定し、又は改廃する場合においては、その政
令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合
理的に必要と判断される範囲内において、所要の経
過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めるこ
とができる。

（罰則）
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年
以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。
一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損

害を加える目的で、詐欺等行為（人を欺き、人
に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。
以下この条において同じ。）又は管理侵害行為
（財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為
（不正アクセス行為の禁止等に関する法律 （平
成十一年法律第百二十八号）第三条 に規定する
不正アクセス行為をいう。）その他の保有者の
管理を害する行為をいう。以下この条において
同じ。）により、営業秘密を取得した者

二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営
業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその
保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開
示した者

三 営業秘密を保有者から示された者であって、不
正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害
を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任
務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営
業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等（営業秘密が記載され、
又は記録された文書、図画又は記録媒体を
いう。以下この号において同じ。）又は営
業秘密が化体された物件を横領すること。

ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録に
ついて、又は営業秘密が化体された物件に
ついて、その複製を作成すること。

ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であっ
て、消去すべきものを消去せず、かつ、当
該記載又は記録を消去したように仮装する
こと。

四 営業秘密を保有者から示された者であって、そ
の営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イか
らハまでに掲げる方法により領得した営業秘
密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有
者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理
に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

五 営業秘密を保有者から示されたその役員（理事、
取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若
しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次
号において同じ。）又は従業者であって、不正の
利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加
える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に
背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者
（前号に掲げる者を除く。）

六 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従
業者であった者であって、不正の利益を得る目
的で、又はその保有者に損害を加える目的で、
その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務
に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又
はその営業秘密の使用若しくは開示について請
託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後
に使用し、又は開示した者（第四号に掲げる者
を除く。）

七 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損
害を加える目的で、第二号又は前三号の罪に当
たる開示によって営業秘密を取得して、その営
業秘密を使用し、又は開示した者

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲
役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第

十三号に掲げる不正競争を行った者
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名

声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当
該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一
項第二号に掲げる不正競争を行った者

三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に
掲げる不正競争を行った者

四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取
引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産
地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又
はその役務の質、内容、用途若しくは数量につ
いて誤認させるような虚偽の表示をした者（第
一号に掲げる者を除く。）

五 秘密保持命令に違反した者
六 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定

に違反した者
３ 第一項及び前項第五号の罪は、告訴がなければ公訴
を提起することができない。

４ 第一項第二号又は第四号から第七号までの罪は、詐
欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有
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者から示された時に日本国内において管理されてい
た営業秘密について、日本国外においてこれらの罪
を犯した者にも適用する。

５ 第二項第五号の罪は、日本国外において同号の罪を
犯した者にも適用する。

６ 第二項第六号（第十八条第一項に係る部分に限る。）
の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第三条
の例に従う。

７ 第一項及び第二項の規定は、刑法 その他の罰則の適
用を妨げない。

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、前条第一項第一号、第二号若しくは第七
号又は第二項に掲げる規定の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円
以下の罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科
する。

２ 前項の場合において、当該行為者に対してした前条
第一項第一号、第二号及び第七号並びに第二項第五
号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人
に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してし
た告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるもの
とする。

３ 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若し
くは第七号又は第二項の違反行為につき法人又は人
に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これ
らの規定の罪についての時効の期間による。
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労働基準法 (抜粋)

（昭和二十二年四月七日法律第四十九号）
最終改正：平成二〇年一二月一二日法律第八九号
（最終改正までの未施行法令）
昭和六十年六月一日法律第四十五号（未施行）

第二章　労働契約

（労働条件の明示）
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に

対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しな
ければならない。この場合において、賃金及び労働
時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事
項については、厚生労働省令で定める方法により明
示しなければならない。

○２ 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と
相違する場合においては、労働者は、即時に労働契
約を解除することができる。

○３ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働
者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合
においては、使用者は、必要な旅費を負担しなけれ
ばならない。

第三章　賃金

（賃金の支払）
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を

支払わなければならない。ただし、法令若しくは労
働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で
定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省
令で定めるものによる場合においては、通貨以外の
もので支払い、また、法令に別段の定めがある場合
又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組
合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組
織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表
する者との書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。

○２ 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払
わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃
金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で

定める賃金（第八十九条において「臨時の賃金等」
という。）については、この限りでない。

（休業手当）
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場
合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなけ
ればならない。

第四章　労働時間、休憩、休日及び年次有給
休暇

（労働時間）
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週
間について四十時間を超えて、労働させてはなら
ない。

○２ 使用者は、一週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働
させてはならない。

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過
半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定により、又は就業規則その他これ
に準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平
均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時
間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかか
わらず、その定めにより、特定された週において同
項の労働時間又は特定された日において同条第二項
の労働時間を超えて、労働させることができる。

○２ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、
前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ず
るものにより、その労働者に係る始業及び終業の時
刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働
者については、当該事業場の労働者の過半数で組織
する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その
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協定で第二号の清算期間として定められた期間を平
均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の
労働時間を超えない範囲内において、同条の規定に
かかわらず、一週間において同項の労働時間又は一
日において同条第二項の労働時間を超えて、労働さ
せることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させる

ことができることとされる労働者の範囲
二 清算期間（その期間を平均し一週間当たりの労

働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えな
い範囲内において労働させる期間をいい、一箇
月以内の期間に限るものとする。次号において
同じ。）

三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項

第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過
半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
い場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、次に掲げる事項を定めたと
きは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で
第二号の対象期間として定められた期間を平均し一
週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内
において、当該協定（次項の規定による定めをした
場合においては、その定めを含む。）で定めるとこ
ろにより、特定された週において同条第一項の労働
時間又は特定された日において同条第二項の労働時
間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させる

ことができることとされる労働者の範囲
二 対象期間（その期間を平均し一週間当たりの労

働時間が四十時間を超えない範囲内において労
働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の
期間に限るものとする。以下この条及び次条に
おいて同じ。）

三 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間
をいう。第三項において同じ。）

四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの
労働時間（対象期間を一箇月以上の期間ごとに
区分することとした場合においては、当該区分
による各期間のうち当該対象期間の初日の属す
る期間（以下この条において「最初の期間」と
いう。）における労働日及び当該労働日ごとの
労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間に
おける労働日数及び総労働時間）

五 その他厚生労働省令で定める事項
○２ 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当
該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間
における労働日数及び総労働時間を定めたときは、
当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組
織する労働組合がない場合においては労働者の過半
数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定め
るところにより、当該労働日数を超えない範囲内に
おいて当該各期間における労働日及び当該総労働時
間を超えない範囲内において当該各期間における労
働日ごとの労働時間を定めなければならない。

○３ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、
厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度
並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象
期間（第一項の協定で特定期間として定められた期
間を除く。）及び同項の協定で特定期間として定め
られた期間における連続して労働させる日数の限度
を定めることができる。

○４ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定に
ついて準用する。

第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規
定により労働させた期間が当該対象期間より短い労
働者について、当該労働させた期間を平均し一週間
当たり四十時間を超えて労働させた場合において
は、その超えた時間（第三十三条又は第三十六条第
一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時
間を除く。）の労働については、第三十七条の規定の
例により割増賃金を支払わなければならない。

第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑
の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上
で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労
働時間を特定することが困難であると認められる厚
生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労
働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従
事する労働者については、当該事業場に、労働者の
過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定があるときは、第三十二条第二項
の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働
させることができる。

○２ 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる
場合においては、厚生労働省令で定めるところによ
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り、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あ
らかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

○３ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定に
ついて準用する。

（休憩）
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合

においては少くとも四十五分、八時間を超える場合
においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の
途中に与えなければならない。

○２ 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がない場合において
は労働者の過半数を代表する者との書面による協
定があるときは、この限りでない。

○３ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させな
ければならない。

（休日）
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも

一回の休日を与えなければならない。
○２ 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与

える使用者については適用しない。
（時間外及び休日の労働）
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数

で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場
合においては労働者の過半数を代表する者との書面
による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に
おいては、第三十二条から第三十二条の五まで若し
くは第四十条の労働時間（以下この条において「労
働時間」という。）又は前条の休日（以下この項に
おいて「休日」という。）に関する規定にかかわら
ず、その協定で定めるところによつて労働時間を延
長し、又は休日に労働させることができる。ただし、
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有
害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間
を超えてはならない。

○２ 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものと
するため、前項の協定で定める労働時間の延長の限
度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他
の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働
の動向その他の事情を考慮して基準を定めることが
できる。

○３ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働
者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の

延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の
基準に適合したものとなるようにしなければなら
ない。

○４ 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協
定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を
代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うこと
ができる。

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規
定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた
場合においては、その時間又はその日の労働につい
ては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で
定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ
ればならない。ただし、当該延長して労働させた時
間が一箇月について六十時間を超えた場合において
は、その超えた時間の労働については、通常の労働
時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増
賃金を支払わなければならない。

○２ 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の
労働の動向その他の事情を考慮して定めるものと
する。

○３ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織
する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過
半数を代表する者との書面による協定により、第一
項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働
者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の
労働時間の賃金が支払われる休暇（第三十九条の規
定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定め
るところにより与えることを定めた場合において、
当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働
者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労
働のうち当該取得した休暇に対応するものとして
厚生労働省令で定める時間の労働については、同項
ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要し
ない。

○４ 使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労働
大臣が必要であると認める場合においては、その定
める地域又は期間については午後十一時から午前
六時まで）の間において労働させた場合において
は、その時間の労働については、通常の労働時間の
賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃
金を支払わなければならない。

○５ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金に
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は、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定め
る賃金は算入しない。

（年次有給休暇）
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六
箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働
者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給
休暇を与えなければならない。

○２ 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に
対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超え
て継続勤務する日（以下「六箇月経過日」という。）
から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数
に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算し
た継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労
働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年
ごとに区分した各期間（最後に一年未満の期間を生
じたときは、当該期間）の初日の前日の属する期間
において出勤した日数が全労働日の八割未満である
者に対しては、当該初日以後の一年間においては有
給休暇を与えることを要しない。

六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
一年 一労働日
二年 二労働日
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日

○３ 次に掲げる労働者（一週間の所定労働時間が厚生
労働省令で定める時間以上の者を除く。）の有給休
暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、
これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通
常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働
省令で定める日数（第一号において「通常の労働者
の週所定労働日数」という。）と当該労働者の一週間
の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日
数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数と
する。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定

労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生
労働省令で定める日数以下の労働者

二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められ
ている労働者については、一年間の所定労働日
数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日

を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労
働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考
慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

○４ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織
する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過
半数を代表する者との書面による協定により、次に
掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる
労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単
位として請求したときは、前三項の規定による有給
休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、
これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるとこ
ろにより時間を単位として有給休暇を与えることが
できる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができ

ることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとさ

れる有給休暇の日数（五日以内に限る。）
三 その他厚生労働省令で定める事項

○５ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働
者の請求する時季に与えなければならない。ただ
し、請求された時季に有給休暇を与えることが事業
の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に
これを与えることができる。

○６ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織
する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定により、第一項から第三項までの規定による有
給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、こ
れらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超え
る部分については、前項の規定にかかわらず、その
定めにより有給休暇を与えることができる。

○７ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有
給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時
間については、就業規則その他これに準ずるもので
定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃
金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定め
るところにより算定した額の賃金を支払わなければ
ならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場
合においては労働者の過半数を代表する者との書面
による協定により、その期間又はその時間について、
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それぞれ、健康保険法 （大正十一年法律第七十号）
第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当す
る金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定
めるところにより算定した金額を支払う旨を定めた
ときは、これによらなければならない。

○８ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の
ために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二
条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規
定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が
第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項
及び第二項の規定の適用については、これを出勤し
たものとみなす。
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労働安全衛生法 (抜粋)

（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号

第一章　総則

（事業者等の責務）
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防

止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場
環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における
労働者の安全と健康を確保するようにしなければな
らない。また、事業者は、国が実施する労働災害の
防止に関する施策に協力するようにしなければなら
ない。

２ 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しく
は輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する
者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、こ
れらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、こ
れらの物が使用されることによる労働災害の発生の
防止に資するように努めなければならない。

３ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者
は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作
業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよ
うに配慮しなければならない。

第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項
を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働
災害の防止に関する措置に協力するように努めなけ
ればならない。

第三章　安全衛生管理体制

（総括安全衛生管理者）
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、

厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛
生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理
者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事
項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務
を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措
置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関
すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための
措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関す
ること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止
するため必要な業務で、厚生労働省令で定める
もの

２ 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事
業の実施を統括管理する者をもつて充てなければな
らない。

３ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要
があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務
の執行について事業者に勧告することができる。

（安全管理者）
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者の
うちから、厚生労働省令で定めるところにより、安
全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務
（第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を
管理する者を選任した場合においては、同条第一項
各号の措置に該当するものを除く。）のうち安全に
係る技術的事項を管理させなければならない。

２ 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必
要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理
者の増員又は解任を命ずることができる。

（衛生管理者）
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、
都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働
省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働
省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区
分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条
第一項各号の業務（第二十五条の二第二項の規定に
より技術的事項を管理する者を選任した場合にお
いては、同条第一項各号の措置に該当するものを除
く。）のうち衛生に係る技術的事項を管理させなけ
ればならない。
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２ 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
（産業医等）
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、
厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちか
ら産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その
他の厚生労働省令で定める事項（以下「労働者の健
康管理等」という。）を行わせなければならない。

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医
学に関する知識について厚生労働省令で定める要件
を備えた者でなければならない。

３ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要がある
と認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理
等について必要な勧告をすることができる。

４ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重
しなければならない。

第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事
業場については、労働者の健康管理等を行うのに必
要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働
省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一
部を行わせるように努めなければならない。

（安全委員会）
第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業
場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し
意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければ
ならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき

対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係

るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防

止に関する重要事項
２ 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。た
だし、第一号の者である委員（以下「第一号の委員」
という。）は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以

外の者で当該事業場においてその事業の実施を
統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有す

るもののうちから事業者が指名した者
３ 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものと
する。

４ 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数について
は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組

合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過
半数で組織する労働組合がないときにおいては労働
者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなけ
ればならない。

５ 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組
織する労働組合との間における労働協約に別段の定
めがあるときは、その限度において適用しない。

（衛生委員会）
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、
次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べ
させるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となる

べき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本とな

るべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係

るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障

害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。た
だし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以

外の者で当該事業場においてその事業の実施を
統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有す

るもののうちから事業者が指名した者
３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を
実施している作業環境測定士であるものを衛生委員
会の委員として指名することができる。

４ 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会に
ついて準用する。この場合において、同条第三項及
び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条
第二項第一号の者である委員」と読み替えるものと
する。

（安全衛生委員会）
第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安
全委員会及び衛生委員会を設けなければならないと
きは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生
委員会を設置することができる。

２ 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以
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外の者で当該事業場においてその事業の実施を
統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が
指名した者

三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有す
るもののうちから事業者が指名した者

五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有す
るもののうちから事業者が指名した者

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を
実施している作業環境測定士であるものを安全衛生
委員会の委員として指名することができる。

４ 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生
委員会について準用する。この場合において、同条
第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、
「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替
えるものとする。

（安全管理者等に対する教育等）
第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水

準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安
全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止の
ための業務に従事する者に対し、これらの者が従事
する業務に関する能力の向上を図るための教育、講
習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう
に努めなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有
効な実施を図るため必要な指針を公表するものと
する。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はそ
の団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第四章　労働者の危険又は健康障害を防止す
るための措置

第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その
他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並び
に換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清
潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命
の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労
働災害を防止するため必要な措置を講じなければな
らない。

第七章　健康の保持増進のための措置

（健康診断）
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、医師による健康診断を行なわ
なければならない。

２ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事
する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところに
より、医師による特別の項目についての健康診断を
行なわなければならない。有害な業務で、政令で定
めるものに従事させたことのある労働者で、現に使
用しているものについても、同様とする。

３ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事
する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところに
より、歯科医師による健康診断を行なわなければな
らない。

４ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため
必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見
に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事
業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事
項を指示することができる。

５ 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康
診断を受けなければならない。ただし、事業者の指
定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受ける
ことを希望しない場合において、他の医師又は歯科
医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当す
る健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業
者に提出したときは、この限りでない。

（自発的健康診断の結果の提出）
第六十六条の二 午後十時から午前五時まで（厚生労働
大臣が必要であると認める場合においては、その定
める地域又は期間については午後十一時から午前六
時まで）の間における業務（以下「深夜業」という。）
に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その
他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を
考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの
は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受け
た健康診断（前条第五項ただし書の規定による健康
診断を除く。）の結果を証明する書面を事業者に提
出することができる。

（健康診断実施後の措置）
第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は
歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認める
ときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の
変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数
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の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、
施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医
師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は
労働時間等設定改善委員会（労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法 （平成四年法律第九十号）
第七条第一項 に規定する労働時間等設定改善委員
会をいう。以下同じ。）への報告その他の適切な措
置を講じなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべ
き措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針
を公表するものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合におい
て必要があると認めるときは、事業者又はその団体
に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことが
できる。

（保健指導等）
第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定に
よる健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五
項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の
二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に
努める必要があると認める労働者に対し、医師又は
保健師による保健指導を行うように努めなければな
らない。

２ 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の
結果及び前項の規定による保健指導を利用して、そ
の健康の保持に努めるものとする。

（面接指導等）
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他
の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働
省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、医師による面接指導
（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これ
に応じて面接により必要な指導を行うことをいう。
以下同じ。）を行わなければならない。

２ 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指
導を受けなければならない。ただし、事業者の指定
した医師が行う面接指導を受けることを希望しな
い場合において、他の医師の行う同項の規定による
面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証
明する書面を事業者に提出したときは、この限りで
ない。

３ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第
一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果
を記録しておかなければならない。

４ 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による

面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持
するために必要な措置について、厚生労働省令で定
めるところにより、医師の意見を聴かなければなら
ない。

５ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、
その必要があると認めるときは、当該労働者の実情
を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時
間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほ
か、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生
委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その
他の適切な措置を講じなければならない。

第六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面
接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への
配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定め
るところにより、必要な措置を講ずるように努めな
ければならない。

（病者の就業禁止）
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、
厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者につい
ては、厚生労働省令で定めるところにより、その就
業を禁止しなければならない。

（健康教育等）
第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健
康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必
要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めな
ければならない。

２ 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、
その健康の保持増進に努めるものとする。

（体育活動等についての便宜供与等）
第七十条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、
労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レ
クリエーションその他の活動についての便宜を供与
する等必要な措置を講ずるように努めなければなら
ない。
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民事訴訟法 (抜粋)

（平成八年六月二十六日法律第百九号）
最終改正：平成一九年六月二七日法律第九五号

第一編　総則

第一章　通則
（趣旨）
第一条 民事訴訟に関する手続については、他の法令に

定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
（裁判所及び当事者の責務）
第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われる

ように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟
を追行しなければならない。

（最高裁判所規則）
第三条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関す

る手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定
める。

第二章　裁判所
第一節　管轄
（普通裁判籍による管轄）
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する

裁判所の管轄に属する。
２ 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所が

ないとき又は住所が知れないときは居所により、日
本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは
最後の住所により定まる。

３ 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権から
の免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁
判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最
高裁判所規則で定める地にあるものとする。

４ 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主
たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所が
ないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所
により定まる。

５ 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定に
かかわらず、日本における主たる事務所又は営業所
により、日本国内に事務所又は営業所がないときは
日本における代表者その他の主たる業務担当者の住

所により定まる。
６ 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁
の所在地により定まる。

（財産権上の訴え等についての管轄）
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号
に定める地を管轄する裁判所に提起することがで
きる。
一 財産権上の訴え

義務履行地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的

とする訴え
手形又は小切手の支払地

三 船員に対する財産権上の訴え
船舶の船籍の所在地

四 日本国内に住所（法人にあっては、事務所又は
営業所。以下この号において同じ。）がない者
又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえる
ことができる被告の財産の所在地

五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでそ
の事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地

六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船
舶又は航海に関する訴え
船舶の船籍の所在地

七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく
訴え
船舶の所在地

八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に
掲げるもの
社団又は財団の普通裁判籍の所在地
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社
員であった者に対する訴え、社員からの社
員若しくは社員であった者に対する訴え又
は社員であった者からの社員に対する訴え
で、社員としての資格に基づくもの

ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった
者に対する訴えで役員としての資格に基づ
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くもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった
者又は検査役若しくは検査役であった者に
対する訴えで発起人又は検査役としての資
格に基づくもの

ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は
社員であった者に対する訴えで社員として
の資格に基づくもの

九 不法行為に関する訴え
不法行為があった地

十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償
の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地

十一 海難救助に関する訴え
海難救助があった地又は救助された船舶が最初
に到達した地

十二 不動産に関する訴え
不動産の所在地

十三 登記又は登録に関する訴え
登記又は登録をすべき地

十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈
その他死亡によって効力を生ずべき行為に関す
る訴え
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の
所在地

十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴え
で前号に掲げる訴えに該当しないもの（相続財
産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する
裁判所の管轄区域内にあるときに限る。）
同号に定める地

（特許権等に関する訴え等の管轄）
第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプロ
グラムの著作物についての著作者の権利に関する訴
え（以下「特許権等に関する訴え」という。）につい
て、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所
が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞ
れ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等

裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在
する地方裁判所
東京地方裁判所

二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁
判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在す
る地方裁判所
大阪地方裁判所

２ 特許権等に関する訴えについて、前二条の規定によ
り前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する
簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当
該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起するこ
とができる。

３ 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特
許権等に関する訴えについての終局判決に対する控
訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、
第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に
係る訴えについての終局判決に対する控訴について
は、この限りでない。

（意匠権等に関する訴えの管轄）
第六条の二 意匠権、商標権、著作者の権利（プログラ
ムの著作物についての著作者の権利を除く。）、出版
権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は
不正競争（不正競争防止法（平成五年法律第四十七
号）第二条第一項 に規定する不正競争をいう。）に
よる営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四
条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所
が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定
める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一 前条第一項第一号に掲げる裁判所（東京地方裁

判所を除く。）
東京地方裁判所

二 前条第一項第二号に掲げる裁判所（大阪地方裁
判所を除く。）
大阪地方裁判所

（併合請求における管轄）
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条
から前条まで（第六条第三項を除く。）の規定により
一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴え
を提起することができる。ただし、数人からの又は
数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定
める場合に限る。

（訴訟の目的の価額の算定）
第八条 裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）の規
定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるとき
は、その価額は、訴えで主張する利益によって算定
する。

２ 前項の価額を算定することができないとき、又は極
めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超
えるものとみなす。

（併合請求の場合の価額の算定）
第九条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価
額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただ
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し、その訴えで主張する利益が各請求について共通
である場合におけるその各請求については、この限
りでない。

２ 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附
帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の
価額に算入しない。

（管轄裁判所の指定）
第十条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うこ

とができないときは、その裁判所の直近上級の裁判
所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

２ 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定
まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近
上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判
所を定める。

３ 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることが
できない。

（管轄の合意）
第十一条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁

判所を定めることができる。
２ 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、

かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
３ 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。以下同じ。）によってされたときは、その合
意は、書面によってされたものとみなして、前項の
規定を適用する。

（応訴管轄）
第十二条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗

弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論
準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、
管轄権を有する。

（専属管轄の場合の適用除外等）
第十三条 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六

条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて
法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

２ 特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条
の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が
管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわら
ず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、
管轄権を有する。

（職権証拠調べ）
第十四条 裁判所は、管轄に関する事項について、職権

で証拠調べをすることができる。

（管轄の標準時）
第十五条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準とし
て定める。

（管轄違いの場合の取扱い）
第十六条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に
属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、
これを管轄裁判所に移送する。

２ 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所
の管轄に属する場合においても、相当と認めるとき
は、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職
権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁
判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁
判所の専属管轄（当事者が第十一条の規定により合
意で定めたものを除く。）に属する場合は、この限り
でない。

（遅滞を避ける等のための移送）
第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場
合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の
住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考
慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の
衡平を図るため必要があると認めるときは、申立て
により又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄
裁判所に移送することができる。

（簡易裁判所の裁量移送）
第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合
においても、相当と認めるときは、申立てにより又
は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄
する地方裁判所に移送することができる。

（必要的移送）
第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場
合においても、当事者の申立て及び相手方の同意が
あるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地
方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならな
い。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させ
ることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所
からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申
立て以外のものであって、被告が本案について弁論
をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後
にされたものであるときは、この限りでない。

２ 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴
訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又
は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送し
なければならない。ただし、その申立ての前に被告
が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

（専属管轄の場合の移送の制限）
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第二十条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所
の専属管轄（当事者が第十一条の規定により合意
で定めたものを除く。）に属する場合には、適用し
ない。

２ 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七
条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号
に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定
にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適
用する。

（特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送）
第二十条の二 第六条第一項各号に定める裁判所は、特
許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定により
その管轄に専属する場合においても、当該訴訟にお
いて審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の
事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要が
あると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴
訟の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一
条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は
第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地
方裁判所に移送することができる。

２ 東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起され
た場合において、その控訴審において審理すべき専
門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい
損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるとき
は、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部
を大阪高等裁判所に移送することができる。

（即時抗告）
第二十一条 移送の決定及び移送の申立てを却下した決
定に対しては、即時抗告をすることができる。

（移送の裁判の拘束力等）
第二十二条 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判
所を拘束する。

２ 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移
送することができない。

３ 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移
送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

第五章　訴訟手続
第一節　訴訟の審理等
（秘密保護のための閲覧等の制限）
第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合に
は、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、
当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録され
た部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しく
は抄本の交付又はその複製（以下「秘密記載部分の
閲覧等」という。）の請求をすることができる者を当

事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な

秘密が記載され、又は記録されており、かつ、
第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことによ
り、その当事者が社会生活を営むのに著しい支
障を生ずるおそれがあること。

二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密（不
正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘
密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び
第二項において同じ。）が記載され、又は記録さ
れていること。

２ 前項の申立てがあったときは、その申立てについて
の裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の
閲覧等の請求をすることができない。

３ 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者
は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定
する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを
理由として、同項の決定の取消しの申立てをするこ
とができる。

４ 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てに
ついての裁判に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

５ 第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければそ
の効力を生じない。

第二節　専門委員等
第一款　専門委員

（専門委員の関与）
第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又
は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに
当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑
な進行を図るため必要があると認めるときは、当事
者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく
説明を聴くために専門委員を手続に関与させること
ができる。この場合において、専門委員の説明は、
裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備
手続の期日において口頭でさせなければならない。

２ 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は
証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要がある
と認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、
証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明
を聴くために専門委員を手続に関与させることがで
きる。この場合において、証人若しくは当事者本人
の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説
明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、
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訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするた
めに必要な事項について専門委員が証人、当事者本
人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許す
ことができる。

３ 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認
めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者
双方が立ち会うことができる和解を試みる期日にお
いて専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委
員を手続に関与させることができる。

（音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与）

第九十二条の三 裁判所は、前条各項の規定により専門
委員を手続に関与させる場合において、専門委員が
遠隔の地に居住しているときその他相当と認める
ときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日に
おいて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁
判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受
信により同時に通話をすることができる方法によっ
て、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせるこ
とができる。

（専門委員の関与の決定の取消し）
第九十二条の四 裁判所は、相当と認めるときは、申立

てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる
決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方
の申立てがあるときは、これを取り消さなければな
らない。

（専門委員の指定及び任免等）
第九十二条の五 専門委員の員数は、各事件について一

人以上とする。
２ 第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門

委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件に
ついて指定する。

３ 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事
項は、最高裁判所規則で定める。

４ 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当
を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、
日当及び宿泊料を支給する。

（専門委員の除斥及び忌避）
第九十二条の六 第二十三条から第二十五条まで（同条

第二項を除く。）の規定は、専門委員について準用
する。

２ 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったと
きは、その専門委員は、その申立てについての決定
が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関
与することができない。

（受命裁判官等の権限）
第九十二条の七 受命裁判官又は受託裁判官が第九十二
条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十
二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定によ
る裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合に
は、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の
取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

第二款　知的財産に関する事件における裁判所調査官の
事務等

（知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務）

第九十二条の八 裁判所は、必要があると認めるときは、
高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関す
る事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調
査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせ
ることができる。この場合において、当該裁判所調
査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うもの
とする。
一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を

明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関
し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促
すこと。
イ 口頭弁論又は審尋の期日
ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続
ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務
の有無を判断するための手続

ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟
手続の進行に関し必要な事項についての協
議を行うための手続

二 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又
は鑑定人に対し直接に問いを発すること。

三 和解を試みる期日において、専門的な知見に基
づく説明をすること。

四 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
（知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避）

第九十二条の九 第二十三条から第二十五条までの規定
は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用
する。

２ 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌
避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、
その申立てについての決定が確定するまでその申立
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てがあった事件に関与することができない。

第四節　送達
（職権送達の原則等）
第九十八条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職
権でする。

２ 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
（送達実施機関）
第九十九条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵
便又は執行官によってする。

２ 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する
者を送達をする者とする。

（裁判所書記官による送達）
第百条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件に
ついて出頭した者に対しては、自ら送達をすること
ができる。

（交付送達の原則）
第百一条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達
を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

（訴訟無能力者等に対する送達）
第百二条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理
人にする。

２ 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、
その一人にすれば足りる。

３ 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事
施設の長にする。

（送達場所）
第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、
営業所又は事務所（以下この節において「住所等」
という。）においてする。ただし、法定代理人に対す
る送達は、本人の営業所又は事務所においてもする
ことができる。

２ 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所に
おいて送達をするのに支障があるときは、送達は、
送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の
行為に基づき就業する他人の住所等（以下「就業場
所」という。）においてすることができる。送達を受
けるべき者（次条第一項に規定する者を除く。）が
就業場所において送達を受ける旨の申述をしたとき
も、同様とする。

（送達場所等の届出）
第百四条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達
を受けるべき場所（日本国内に限る。）を受訴裁判所
に届け出なければならない。この場合においては、
送達受取人をも届け出ることができる。

２ 前項前段の規定による届出があった場合には、送達

は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所
においてする。

３ 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各
号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達
は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に
定める場所においてする。
一 前条の規定による送達

その送達をした場所
二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に

従事する者が郵便事業株式会社の営業所（郵便
事業株式会社から当該送達の業務の委託を受け
た者の営業所を含む。第百六条第一項後段にお
いて同じ。）においてするもの及び同項後段の
規定による送達
その送達において送達をすべき場所とされてい
た場所

三 第百七条第一項第一号の規定による送達
その送達においてあて先とした場所

（出会送達）
第百五条 前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべ
き者で日本国内に住所等を有することが明らかでな
いもの（前条第一項前段の規定による届出をした者
を除く。）に対する送達は、その者に出会った場所に
おいてすることができる。日本国内に住所等を有す
ることが明らかな者又は同項前段の規定による届出
をした者が送達を受けることを拒まないときも、同
様とする。

（補充送達及び差置送達）
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送
達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その
他の従業者又は同居者であって、書類の受領につい
て相当のわきまえのあるものに書類を交付すること
ができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式
会社の営業所において書類を交付すべきときも、同
様とする。

２ 就業場所（第百四条第一項前段の規定による届出に
係る場所が就業場所である場合を含む。）において
送達を受けるべき者に出会わない場合において、第
百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使
用人その他の従業者であって、書類の受領について
相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けるこ
とを拒まないときは、これらの者に書類を交付する
ことができる。

３ 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書
類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受
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けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類
を差し置くことができる。

（書留郵便等に付する送達）
第百七条 前条の規定により送達をすることができない

場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分
に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、
書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に
関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第
六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第
九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条
第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に
準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの（次
項及び第三項において「書留郵便等」という。）に付
して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所

二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所

三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所（その場所が就業場所である場合に
あっては、訴訟記録に表れたその者の住所等）

２ 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便
等に付して発送した場合には、その後に送達すべき
書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあて
て、書留郵便等に付して発送することができる。

３ 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったもの
とみなす。

（外国における送達）
第百八条 外国においてすべき送達は、裁判長がその国

の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使
若しくは領事に嘱託してする。

（送達報告書）
第百九条 送達をした者は、書面を作成し、送達に関す

る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければ
ならない。

（公示送達の要件）
第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立

てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が
知れない場合

二 第百七条第一項の規定により送達をすることが
できない場合

三 外国においてすべき送達について、第百八条の
規定によることができず、又はこれによっても

送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を

発した後六月を経過してもその送達を証する書
面の送付がない場合

２ 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避け
るため必要があると認めるときは、申立てがないと
きであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきこ
とを命ずることができる。

３ 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職
権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、
この限りでない。

（公示送達の方法）
第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書
類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す
べき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

（公示送達の効力発生の時期）
第百十二条 公示送達は、前条の規定による掲示を始め
た日から二週間を経過することによって、その効力
を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、
掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。

２ 外国においてすべき送達についてした公示送達に
あっては、前項の期間は、六週間とする。

３ 前二項の期間は、短縮することができない。
（公示送達による意思表示の到達）
第百十三条 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることが
できない場合において、相手方に対する公示送達が
された書類に、その相手方に対しその訴訟の目的で
ある請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨
の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条
の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した
時に、相手方に到達したものとみなす。この場合に
おいては、民法第九十八条第三項 ただし書の規定を
準用する。

第五節　裁判
（既判力の範囲）
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、
既判力を有する。

２ 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判
断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有
する。

（確定判決等の効力が及ぶ者の範囲）
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効
力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場
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合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持

する者
２ 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
（判決の確定時期）
第百十六条 判決は、控訴若しくは上告（第三百二十七
条第一項（第三百八十条第二項において準用する場
合を含む。）の上告を除く。）の提起、第三百十八条
第一項の申立て又は第三百五十七条（第三百六十七
条第二項において準用する場合を含む。）若しくは
第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てに
ついて定めた期間の満了前には、確定しないものと
する。

２ 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同
項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断さ
れる。

（定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え）

第百十七条 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金
による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終
結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額
の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場
合には、その判決の変更を求める訴えを提起するこ
とができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支
払期限が到来する定期金に係る部分に限る。

２ 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
（外国裁判所の確定判決の効力）
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件
のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認め

られること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しく

は命令の送達（公示送達その他これに類する送
達を除く。）を受けたこと又はこれを受けなかっ
たが応訴したこと。

三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩
序又は善良の風俗に反しないこと。

四 相互の保証があること。
（決定及び命令の告知）
第百十九条 決定及び命令は、相当と認める方法で告知
することによって、その効力を生ずる。

（訴訟指揮に関する裁判の取消し）
第百二十条 訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつ
でも取り消すことができる。

（裁判所書記官の処分に対する異議）
第百二十一条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立
てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所
が、決定で、裁判をする。

（判決に関する規定の準用）
第百二十二条 決定及び命令には、その性質に反しない
限り、判決に関する規定を準用する。

（判事補の権限）
第百二十三条 判決以外の裁判は、判事補が単独でする
ことができる。

第六章　訴えの提起前における証拠収集の処分等
（訴えの提起前における照会）
第百三十二条の二 訴えを提起しようとする者が訴えの
被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知
を書面でした場合（以下この章において当該通知を
「予告通知」という。）には、その予告通知をした者
（以下この章において「予告通知者」という。）は、
その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をし
た日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを
提起した場合の主張又は立証を準備するために必要
であることが明らかな事項について、相当の期間を
定めて、書面で回答するよう、書面で照会をするこ
とができる。ただし、その照会が次の各号のいずれ
かに該当するときは、この限りでない。
一 第百六十三条各号のいずれかに該当する照会
二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関

する事項についての照会であって、これに回答
することにより、その相手方又は第三者が社会
生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの

三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項につ
いての照会

２ 前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘
密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関
する事項についての照会については、相手方がこれ
に回答することをその第三者が承諾した場合には、
これらの規定は、適用しない。

３ 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る
請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければなら
ない。

４ 第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告
通知に基づいては、することができない。

第百三十二条の三 予告通知を受けた者（以下この章に
おいて「被予告通知者」という。）は、予告通知者に
対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項
の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を
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記載した書面でその予告通知に対する返答をしたと
きは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日
から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起
された場合の主張又は立証を準備するために必要で
あることが明らかな事項について、相当の期間を定
めて、書面で回答するよう、書面で照会をすること
ができる。この場合においては、同条第一項ただし
書及び同条第二項の規定を準用する。

２ 前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予
告通知に対する返答に基づいては、することができ
ない。

（訴えの提起前における証拠収集の処分）
第百三十二条の四 裁判所は、予告通知者又は前条第一

項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該
予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必
要であることが明らかな証拠となるべきものについ
て、申立人がこれを自ら収集することが困難である
と認められるときは、その予告通知又は返答の相手
方（以下この章において単に「相手方」という。）の
意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次
に掲げる処分をすることができる。ただし、その収
集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が
不相当なものとなることその他の事情により、相当
でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書（第二百三十一条に規定する物件を含む。
以下この章において同じ。）の所持者にその文
書の送付を嘱託すること。

二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若
しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その
他の団体（次条第一項第二号において「官公署
等」という。）に嘱託すること。

三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知
識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。

四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現
況について調査を命ずること。

２ 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四
月の不変期間内にしなければならない。ただし、そ
の期間の経過後にその申立てをすることについて相
手方の同意があるときは、この限りでない。

３ 第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複
する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、
することができない。

４ 裁判所は、第一項の処分をした後において、同項た
だし書に規定する事情により相当でないと認めら
れるに至ったときは、その処分を取り消すことがで

きる。
（証拠収集の処分の管轄裁判所等）
第百三十二条の五 次の各号に掲げる処分の申立ては、
それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所
にしなければならない。
一 前条第一項第一号の処分の申立て　申立人若し

くは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所
持する者の居所

二 前条第一項第二号の処分の申立て　申立人若し
くは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱
託を受けるべき官公署等の所在地

三 前条第一項第三号の処分の申立て　申立人若し
くは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物
につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合にお
ける当該特定の物の所在地

四 前条第一項第四号の処分の申立て　調査に係る
物の所在地

２ 第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定
は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について
準用する。

（証拠収集の処分の手続等）
第百三十二条の六 裁判所は、第百三十二条の四第一項
第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託
を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見
の陳述をすべき期間を定めなければならない。

２ 第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項
第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号
の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければなら
ない。

３ 裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づい
て文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がさ
れたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しな
ければならない。

４ 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手
方の利用に供するため、前項に規定する通知を発し
た日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報
告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければ
ならない。

５ 第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項
の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百
三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分に
ついて、第二百十三条の規定は同号の処分について
準用する。

（事件の記録の閲覧等）
第百三十二条の七 申立人及び相手方は、裁判所書記官
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に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに
係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄
本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の
証明書の交付を請求することができる。

２ 第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録
について準用する。この場合において、同条第四項
中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」
と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とある
のは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

（不服申立ての不許）
第百三十二条の八 第百三十二条の四第一項の処分の申
立てについての裁判に対しては、不服を申し立てる
ことができない。

（証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担）
第百三十二条の九 第百三十二条の四第一項の処分の申
立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担
とする。

第七章　電子情報処理組織による申立て等
第百三十二条の十 民事訴訟に関する手続における申立
てその他の申述（以下「申立て等」という。）のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定
により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正
本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ
て認識することができる情報が記載された紙その他
の有体物をいう。以下同じ。）をもってするものと
されているものであって、最高裁判所の定める裁判
所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁
判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするも
のを含む。）については、当該法令の規定にかかわら
ず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情
報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出
力装置を含む。以下同じ。）と申立て等をする者又
は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を
受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線
で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七
条から第四百一条までにおいて同じ。）を用いてす
ることができる。ただし、督促手続に関する申立て
等であって、支払督促の申立てが書面をもってされ
たものについては、この限りでない。

２ 前項本文の規定によりされた申立て等については、
当該申立て等を書面等をもってするものとして規定
した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等
をもってされたものとみなして、当該申立て等に関
する法令の規定を適用する。

３ 第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の

裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したも
のとみなす。

４ 第一項本文の場合において、当該申立て等に関する
他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印そ
の他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
以下この項において同じ。）をすることとされてい
るものについては、当該申立て等をする者は、当該
法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最
高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称
を明らかにする措置を講じなければならない。

５ 第一項本文の規定によりされた申立て等（督促手続
における申立て等を除く。次項において同じ。）が
第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の
内容を書面に出力しなければならない。

６ 第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九
十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲
覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の
交付（第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」とい
う。）は、前項の書面をもってするものとする。当該
申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

第二編　第一審の訴訟手続

第一章　訴え
（訴え提起の方式）
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して
しなければならない。

２ 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因

（証書真否確認の訴え）
第百三十四条 確認の訴えは、法律関係を証する書面の
成立の真否を確定するためにも提起することがで
きる。

（将来の給付の訴え）
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめ
その請求をする必要がある場合に限り、提起するこ
とができる。

（請求の併合）
第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場
合に限り、一の訴えですることができる。

（裁判長の訴状審査権）
第百三十七条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反
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する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その
期間内に不備を補正すべきことを命じなければなら
ない。民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年
法律第四十号）の規定に従い訴えの提起の手数料を
納付しない場合も、同様とする。

２ 前項の場合において、原告が不備を補正しないとき
は、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければなら
ない。

３ 前項の命令に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

（訴状の送達）
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
２ 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場

合（訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含
む。）について準用する。

（口頭弁論期日の指定）
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、

口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなけれ
ばならない。

（口頭弁論を経ない訴えの却下）
第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することが

できないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、
判決で、訴えを却下することができる。

（呼出費用の予納がない場合の訴えの却下）
第百四十一条 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律

の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要
な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場
合において、その予納がないときは、被告に異議が
ない場合に限り、決定で、訴えを却下することがで
きる。

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

（重複する訴えの提起の禁止）
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事

者は、更に訴えを提起することができない。
（訴えの変更）
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、

口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を
変更することができる。ただし、これにより著しく
訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限り
でない。

２ 請求の変更は、書面でしなければならない。
３ 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
４ 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当である

と認めるときは、申立てにより又は職権で、その変

更を許さない旨の決定をしなければならない。
（選定者に係る請求の追加）
第百四十四条 第三十条第三項の規定による原告となる
べき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁
論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追
加をすることができる。

２ 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選
定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至
るまで、その選定者に係る請求の追加をすることが
できる。

３ 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規
定は、前二項の請求の追加について準用する。

（中間確認の訴え）
第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている
法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、
請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求め
ることができる。ただし、その確認の請求が他の裁
判所の専属管轄（当事者が第十一条の規定により合
意で定めたものを除く。）に属するときは、この限り
でない。

２ 前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号
に定める裁判所である場合において、前項の確認の
請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管
轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用し
ない。

３ 第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の
規定による請求の拡張について準用する。

（反訴）
第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御
の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口
頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に
反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる
場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄
（当事者が第十一条の規定により合意で定めた
ものを除く。）に属するとき。

二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させる
こととなるとき。

２ 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める
裁判所である場合において、反訴の目的である請求
が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属する
ときは、前項第一号の規定は、適用しない。

３ 反訴については、訴えに関する規定による。
（時効中断等の効力発生の時期）
第百四十七条 時効の中断又は法律上の期間の遵守のた
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めに必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は
第百四十三条第二項（第百四十四条第三項及び第百
四十五条第三項において準用する場合を含む。）の
書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

第三章　口頭弁論及びその準備
第一節　口頭弁論
（裁判長の訴訟指揮権）
第百四十八条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
２ 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者
の発言を禁ずることができる。

（釈明権等）
第百四十九条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外に
おいて、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法
律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又
は立証を促すことができる。

２ 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処
置をすることができる。

３ 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁
判長に対して必要な発問を求めることができる。

４ 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外におい
て、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事
項について第一項又は第二項の規定による処置をし
たときは、その内容を相手方に通知しなければなら
ない。

（訴訟指揮等に対する異議）
第百五十条 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長
の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による
裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述
べたときは、裁判所は、決定で、その異議について
裁判をする。

（釈明処分）
第百五十一条 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、
次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁

論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を

処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認め
るものに陳述をさせること。

三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その
他の物件で当事者の所持するものを提出させる
こと。

四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件
を裁判所に留め置くこと。

五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。

２ 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託について
は、証拠調べに関する規定を準用する。

（口頭弁論の併合等）
第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しく
は併合を命じ、又はその命令を取り消すことがで
きる。

２ 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁
論の併合を命じた場合において、その前に尋問をし
た証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋
問の申出をしたときは、その尋問をしなければなら
ない。

（口頭弁論の再開）
第百五十三条 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命
ずることができる。

（通訳人の立会い等）
第百五十四条 口頭弁論に関与する者が日本語に通じな
いとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけな
い者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、
耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で
問い、又は陳述をさせることができる。

２ 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
（弁論能力を欠く者に対する措置）
第百五十五条 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために
必要な陳述をすることができない当事者、代理人又
は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新た
な期日を定めることができる。

２ 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要
があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添い
を命ずることができる。

（攻撃防御方法の提出時期）
第百五十六条 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況
に応じ適切な時期に提出しなければならない。

（審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間）

第百五十六条の二 第百四十七条の三第一項の審理の計
画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めると
きは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事
項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間
を定めることができる。

（時機に後れた攻撃防御方法の却下等） 第百五十七条
　当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて
提出した攻撃又は防御の方法については、これによ
り訴訟の完結を遅延させることとなると認めたとき
は、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決
定をすることができる。
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２ 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものに
ついて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべ
き期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

（審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下）

第百五十七条の二 第百四十七条の三第三項又は第百五
十六条の二（第百七十条第五項において準用する場
合を含む。）の規定により特定の事項についての攻
撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められてい
る場合において、当事者がその期間の経過後に提出
した攻撃又は防御の方法については、これにより審
理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生
ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立
てにより又は職権で、却下の決定をすることができ
る。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又
は防御の方法を提出することができなかったことに
ついて相当の理由があることを疎明したときは、こ
の限りでない。

（訴状等の陳述の擬制）
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の

期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしな
いときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答
弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したも
のとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることが
できる。

（自白の擬制）
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張

した事実を争うことを明らかにしない場合には、そ
の事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全
趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきと
きは、この限りでない。

２ 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者
は、その事実を争ったものと推定する。

３ 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭し
ない場合について準用する。ただし、その当事者が
公示送達による呼出しを受けたものであるときは、
この限りでない。

（口頭弁論調書）
第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日

ごとに調書を作成しなければならない。
２ 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を

述べたときは、調書にその旨を記載しなければなら
ない。

３ 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によっ
てのみ証明することができる。ただし、調書が滅失

したときは、この限りでない。

第二節　準備書面等
（準備書面）
第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければなら
ない。

２ 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する

陳述
３ 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面（相手方に送達されたもの又は相手方からその
準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された
ものに限る。）に記載した事実でなければ、主張する
ことができない。

（準備書面等の提出期間）
第百六十二条 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に
関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事
項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることが
できる。

（当事者照会）
第百六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、
主張又は立証を準備するために必要な事項につい
て、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書
面で照会をすることができる。ただし、その照会が
次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで
ない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間

を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証

言を拒絶することができる事項と同様の事項に
ついての照会

第三節　争点及び証拠の整理手続
第一款　準備的口頭弁論

（準備的口頭弁論の開始）
第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うた
め必要があると認めるときは、この款に定めるとこ
ろにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

（証明すべき事実の確認等）
第百六十五条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに
当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を
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当事者との間で確認するものとする。
２ 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を
終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論におけ
る争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出
させることができる。

（当事者の不出頭等による終了）
第百六十六条 当事者が期日に出頭せず、又は第百六十
二条の規定により定められた期間内に準備書面の提
出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、
準備的口頭弁論を終了することができる。

（準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出） 第百
六十七条 　準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は
防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあ
るときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前
にこれを提出することができなかった理由を説明し
なければならない。

第二款　弁論準備手続

（弁論準備手続の開始）
第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うた
め必要があると認めるときは、当事者の意見を聴い
て、事件を弁論準備手続に付することができる。

（弁論準備手続の期日）
第百六十九条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会う
ことができる期日において行う。

２ 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができ
る。ただし、当事者が申し出た者については、手続
を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合
を除き、その傍聴を許さなければならない。

（弁論準備手続における訴訟行為等）
第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させる
ことができる。

２ 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申
出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外において
することができる裁判及び文書（第二百三十一条に
規定する物件を含む。）の証拠調べをすることがで
きる。

３ 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときそ
の他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、
最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び
当事者双方が音声の送受信により同時に通話をする
ことができる方法によって、弁論準備手続の期日に
おける手続を行うことができる。ただし、当事者の
一方がその期日に出頭した場合に限る。

４ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当
事者は、その期日に出頭したものとみなす。

５ 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条
第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百
六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、
弁論準備手続について準用する。

（受命裁判官による弁論準備手続）
第百七十一条 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を
行わせることができる。

２ 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条
の規定による裁判所及び裁判長の職務（前条第二項
に規定する裁判を除く。）は、その裁判官が行う。た
だし、同条第五項において準用する第百五十条の規
定による異議についての裁判及び同項において準用
する第百五十七条の二の規定による却下についての
裁判は、受訴裁判所がする。

３ 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の
規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書（第二百
三十一条に規定する物件を含む。）を提出してする
書証の申出及び文書（第二百二十九条第二項及び第
二百三十一条に規定する物件を含む。）の送付の嘱
託についての裁判をすることができる。

（弁論準備手続に付する裁判の取消し）
第百七十二条 裁判所は、相当と認めるときは、申立て
により又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取
り消すことができる。ただし、当事者双方の申立て
があるときは、これを取り消さなければならない。

（弁論準備手続の結果の陳述）
第百七十三条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備
手続の結果を陳述しなければならない。

（弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出）
第百七十四条 第百六十七条の規定は、弁論準備手続の
終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者につ
いて準用する。

第三款　書面による準備手続

（書面による準備手続の開始）
第百七十五条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住して
いるときその他相当と認めるときは、当事者の意見
を聴いて、事件を書面による準備手続（当事者の出
頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整
理をする手続をいう。以下同じ。）に付することが
できる。

（書面による準備手続の方法等）
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第百七十六条 書面による準備手続は、裁判長が行う。
ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれ
を行わせることができる。

２ 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官（次項に
おいて「裁判長等」という。）は、第百六十二条に規
定する期間を定めなければならない。

３ 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判
所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双
方が音声の送受信により同時に通話をすることが
できる方法によって、争点及び証拠の整理に関する
事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項につい
て、当事者双方と協議をすることができる。この場
合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録さ
せることができる。

４ 第百四十九条（第二項を除く。）、第百五十条及び第
百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続に
ついて準用する。

（証明すべき事実の確認）
第百七十七条 裁判所は、書面による準備手続の終結後

の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べに
よって証明すべき事実を当事者との間で確認するも
のとする。

（書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出）
第百七十八条 書面による準備手続を終結した事件につ

いて、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四
項において準用する第百六十五条第二項の書面に記
載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確
認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事
者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、
その陳述又は確認前にこれを提出することができな
かった理由を説明しなければならない。

第四章　証拠
第一節　総則
（証明することを要しない事実）
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及

び顕著な事実は、証明することを要しない。
（証拠の申出）
第百八十条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定して

しなければならない。
２ 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
（証拠調べを要しない場合）
第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要

でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
２ 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁

判所は、証拠調べをしないことができる。

（集中証拠調べ）
第百八十二条 証人及び当事者本人の尋問は、できる限
り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行
わなければならない。

（当事者の不出頭の場合の取扱い）
第百八十三条 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない
場合においても、することができる。

（外国における証拠調べ）
第百八十四条 外国においてすべき証拠調べは、その国
の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使
若しくは領事に嘱託してしなければならない。

２ 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反
する場合であっても、この法律に違反しないときは、
その効力を有する。

（裁判所外における証拠調べ）
第百八十五条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所
外において証拠調べをすることができる。この場合
においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判
所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせる
ことができる。

２ 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官
は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠
調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調
べの嘱託をすることができる。

（調査の嘱託）
第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公
署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、
取引所その他の団体に嘱託することができる。

（参考人等の審尋）
第百八十七条 裁判所は、決定で完結すべき事件につい
て、参考人又は当事者本人を審尋することができる。
ただし、参考人については、当事者が申し出た者に
限る。

２ 前項の規定による審尋は、相手方がある事件につい
ては、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期
日においてしなければならない。

（疎明）
第百八十八条 疎明は、即時に取り調べることができる
証拠によってしなければならない。

（過料の裁判の執行）
第百八十九条 この章の規定による過料の裁判は、検察
官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債
務名義と同一の効力を有する。

２ 過料の裁判の執行は、民事執行法（昭和五十四年法
律第四号）その他強制執行の手続に関する法令の規
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定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送
達をすることを要しない。

３ 刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第五
百七条 の規定は、過料の裁判の執行について準用
する。

４ 過料の裁判の執行があった後に当該裁判（以下この
項において「原裁判」という。）に対して即時抗告が
あった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を
理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の
裁判をしたときは、その金額の限度において当該過
料の裁判の執行があったものとみなす。この場合に
おいて、原裁判の執行によって得た金額が当該過料
の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付
しなければならない。

第二節　証人尋問
（証人義務）
第百九十条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、
何人でも証人として尋問することができる。

（公務員の尋問）
第百九十一条 公務員又は公務員であった者を証人とし
て職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所
は、当該監督官庁（衆議院若しくは参議院の議員又
はその職にあった者についてはその院、内閣総理大
臣その他の国務大臣又はその職にあった者について
は内閣）の承認を得なければならない。

２ 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行
に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒
むことができない。

（不出頭に対する過料等）
第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないとき
は、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費
用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

（不出頭に対する罰金等）
第百九十三条 証人が正当な理由なく出頭しないとき
は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

２ 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘
留を併科することができる。

（勾引）
第百九十四条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証
人の勾引を命ずることができる。

２ 刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引につ
いて準用する。

（受命裁判官等による証人尋問）

第百九十五条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命
裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさ
せることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、

又は正当な理由により出頭することができない
とき。

二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な
費用又は時間を要するとき。

三 現場において証人を尋問することが事実を発見
するために必要であるとき。

四 当事者に異議がないとき。
（証言拒絶権）
第百九十六条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を
有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける
おそれがある事項に関するときは、証人は、証言を
拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害す
べき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻

族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。

第百九十七条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒
むことができる。
一 第百九十一条第一項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助

産師、弁護士（外国法事務弁護士を含む。）、弁
理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭
祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職
務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋
問を受ける場合

三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋
問を受ける場合

２ 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合
には、適用しない。

（証言拒絶の理由の疎明）
第百九十八条 証言拒絶の理由は、疎明しなければなら
ない。

（証言拒絶についての裁判）
第百九十九条 第百九十七条第一項第一号の場合を除
き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当
事者を審尋して、決定で、裁判をする。

２ 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗
告をすることができる。

（証言拒絶に対する制裁）
第二百条 第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証
言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証
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人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用
する。

（宣誓）
第二百一条 証人には、特別の定めがある場合を除き、

宣誓をさせなければならない。
２ 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することがで

きない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさ
せることができない。

３ 第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権
利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさ
せないことができる。

４ 証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる
関係を有する者に著しい利害関係のある事項につい
て尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。

５ 第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓
を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三
条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定
した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合につ
いて準用する。

（尋問の順序）
第二百二条 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事

者、他の当事者、裁判長の順序でする。
２ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴

いて、前項の順序を変更することができる。
３ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べ

たときは、裁判所は、決定で、その異議について裁
判をする。

（書類に基づく陳述の禁止）
第二百三条 証人は、書類に基づいて陳述することがで

きない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、こ
の限りでない。

（付添い）
第二百三条の二 裁判長は、証人の年齢又は心身の状態

その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に
著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認める
ときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であ
り、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証
人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響
を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳
述中、証人に付き添わせることができる。

２ 前項の規定により証人に付き添うこととされた者
は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の
尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内
容に不当な影響を与えるような言動をしてはなら
ない。

３ 当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、
異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議
について裁判をする。

（遮へいの措置）
第二百三条の三 裁判長は、事案の性質、証人の年齢又
は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理
人との関係（証人がこれらの者が行った犯罪により
害を被った者であることを含む。次条第二号におい
て同じ。）その他の事情により、証人が当事者本人又
はその法定代理人の面前（同条に規定する方法によ
る場合を含む。）において陳述するときは圧迫を受
け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認め
る場合であって、相当と認めるときは、その当事者
本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から
又は相互に相手の状態を認識することができないよ
うにするための措置をとることができる。

２ 裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被っ
た者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉
に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認める
ときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の
状態を認識することができないようにするための措
置をとることができる。

３ 前条第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の
処置について準用する。

（映像等の送受信による通話の方法による尋問）
第二百四条 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判
所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信
により相手の状態を相互に認識しながら通話をする
ことができる方法によって、証人の尋問をすること
ができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人

と当事者本人又はその法定代理人との関係その
他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証
人を尋問するために在席する場所において陳述
するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害さ
れるおそれがあると認める場合であって、相当
と認めるとき。

（尋問に代わる書面の提出）
第二百五条 裁判所は、相当と認める場合において、当
事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面
の提出をさせることができる。

（受命裁判官等の権限）
第二百六条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をす
る場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判
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官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による
異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

第三節　当事者尋問
（当事者本人の尋問）
第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事
者本人を尋問することができる。この場合において
は、その当事者に宣誓をさせることができる。

２ 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人
の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事
者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をするこ
とができる。

（不出頭等の効果）
第二百八条 当事者本人を尋問する場合において、その
当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若
しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に
関する相手方の主張を真実と認めることができる。

（虚偽の陳述に対する過料）
第二百九条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたとき
は、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

３ 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が
訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたと
きは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消
すことができる。

（証人尋問の規定の準用）
第二百十条 第百九十五条、第二百一条第二項、第二百
二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、
当事者本人の尋問について準用する。

（法定代理人の尋問）
第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規
定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人に
ついて準用する。ただし、当事者本人を尋問するこ
とを妨げない。

第四節　鑑定
（鑑定義務）
第二百十二条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑
定をする義務を負う。

２ 第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証
言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にあ
る者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となる
ことができない。

（鑑定人の指定）
第二百十三条 鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は

受託裁判官が指定する。
（忌避）
第二百十四条 鑑定人について誠実に鑑定をすることを
妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑
定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを
忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合で
あっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者
がその原因があることを知ったときは、同様とする。

２ 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託
裁判官にしなければならない。

３ 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申
し立てることができない。

４ 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗
告をすることができる。

（鑑定人の陳述の方式等）
第二百十五条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、
意見を述べさせることができる。

２ 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、
当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認す
るため必要があると認めるときは、申立てにより又
は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることがで
きる。

（鑑定人質問）
第二百十五条の二 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述
べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、
鑑定人に対し質問をすることができる。

２ 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事
者、他の当事者の順序でする。

３ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴
いて、前項の順序を変更することができる。

４ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べ
たときは、裁判所は、決定で、その異議について裁
判をする。

（映像等の送受信による通話の方法による陳述）
第二百十五条の三 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述
べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住し
ているときその他相当と認めるときは、最高裁判所
規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の
送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話
をすることができる方法によって、意見を述べさせ
ることができる。

（受命裁判官等の権限）
第二百十五条の四 受命裁判官又は受託裁判官が鑑定
人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長
の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五
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条の二第四項の規定による異議についての裁判は、
受訴裁判所がする。

（証人尋問の規定の準用）
第二百十六条 第百九十一条の規定は公務員又は公務員

であった者に鑑定人として職務上の秘密について意
見を述べさせる場合について、第百九十七条から
第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合
について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓
をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十
三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場
合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由が
ないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由
なく鑑定を拒む場合について準用する。

（鑑定証人）
第二百十七条 特別の学識経験により知り得た事実に関

する尋問については、証人尋問に関する規定による。
（鑑定の嘱託）
第二百十八条 裁判所は、必要があると認めるときは、

官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相
当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができ
る。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、
この節の規定を準用する。

２ 前項の場合において、裁判所は、必要があると認め
るときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定
書の説明をさせることができる。

第五節　書証
（書証の申出）
第二百十九条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書

の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしな
ければならない。

（文書提出義務）
第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、

その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持
するとき。

二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲
覧を求めることができるとき。

三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙
証者と文書の所持者との間の法律関係について
作成されたとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げる
もののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九

十六条各号に掲げる関係を有する者につい
ての同条に規定する事項が記載されている

文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその
提出により公共の利益を害し、又は公務の
遂行に著しい支障を生ずるおそれがある
もの

ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実
又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の
義務が免除されていないものが記載されて
いる文書

ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文
書（国又は地方公共団体が所持する文書に
あっては、公務員が組織的に用いるものを
除く。）

ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは
少年の保護事件の記録又はこれらの事件に
おいて押収されている文書

（文書提出命令の申立て）
第二百二十一条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる
事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因

２ 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義
務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申
出を文書提出命令の申立てによってする必要がある
場合でなければ、することができない。

（文書の特定のための手続）
第二百二十二条 文書提出命令の申立てをする場合にお
いて、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を
明らかにすることが著しく困難であるときは、その
申立ての時においては、これらの事項に代えて、文
書の所持者がその申立てに係る文書を識別するこ
とができる事項を明らかにすれば足りる。この場合
においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文
書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を
明らかにすることを求めるよう申し出なければなら
ない。

２ 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、
文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな
場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項
を明らかにすることを求めることができる。

（文書提出命令等）
第二百二十三条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理
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由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に
対し、その提出を命ずる。この場合において、文書
に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の
義務があると認めることができない部分があるとき
は、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

２ 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じよう
とする場合には、その第三者を審尋しなければなら
ない。

３ 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書につ
いて第二百二十条第四号に掲げる場合であることを
文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立て
があった場合には、その申立てに理由がないことが
明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文
書に該当するかどうかについて、当該監督官庁（衆
議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書
についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣
の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下
この条において同じ。）の意見を聴かなければなら
ない。この場合において、当該監督官庁は、当該文
書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べ
るときは、その理由を示さなければならない。

４ 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提
出により次に掲げるおそれがあることを理由として
当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該
当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意
見について相当の理由があると認めるに足りない場
合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずる
ことができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際

機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他
国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るお
それ

二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の
執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を
及ぼすおそれ

５ 第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該
文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に
関する事項に係る記載がされている文書について意
見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロ
に掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとする
ときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴く
ものとする。

６ 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二
百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれ
かに該当するかどうかの判断をするため必要がある

と認めるときは、文書の所持者にその提示をさせる
ことができる。この場合においては、何人も、その
提示された文書の開示を求めることができない。

７ 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、
即時抗告をすることができる。

（当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果）
第二百二十四条 当事者が文書提出命令に従わないとき
は、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主
張を真実と認めることができる。

２ 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務が
ある文書を滅失させ、その他これを使用することが
できないようにしたときも、前項と同様とする。

３ 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文
書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該
文書により証明すべき事実を他の証拠により証明す
ることが著しく困難であるときは、裁判所は、その
事実に関する相手方の主張を真実と認めることがで
きる。

（第三者が文書提出命令に従わない場合の過料）
第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないとき
は、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処
する。

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

（文書送付の嘱託）
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定に
かかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託
することを申し立ててすることができる。ただし、
当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求
めることができる場合は、この限りでない。

（文書の留置）
第二百二十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、
提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

（文書の成立）
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを
証明しなければならない。

２ 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作
成したものと認めるべきときは、真正に成立した公
文書と推定する。

３ 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁
判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をするこ
とができる。

４ 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があ
るときは、真正に成立したものと推定する。

５ 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署
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の作成に係るものと認めるべき文書について準用
する。

（筆跡等の対照による証明）
第二百二十九条 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の

対照によっても、証明することができる。
２ 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第

一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十
七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を
備える文書その他の物件の提出又は送付について準
用する。

３ 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、
裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方
に命ずることができる。

４ 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従
わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関す
る挙証者の主張を真実と認めることができる。書体
を変えて筆記したときも、同様とする。

５ 第三者が正当な理由なく第二項において準用する第
二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わ
ないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料
に処する。

６ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

（文書の成立の真正を争った者に対する過料）
第二百三十条 当事者又はその代理人が故意又は重大な

過失により真実に反して文書の成立の真正を争った
ときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処
する。

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

３ 第一項の場合において、文書の成立の真正を争った
当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が
真正であることを認めたときは、裁判所は、事情に
より、同項の決定を取り消すことができる。

（文書に準ずる物件への準用）
第二百三十一条 この節の規定は、図面、写真、録音テー

プ、ビデオテープその他の情報を表すために作成さ
れた物件で文書でないものについて準用する。

第六節　検証
（検証の目的の提示等）
第二百三十二条 第二百十九条、第二百二十三条、第二

百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条
の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用
する。

２ 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二

百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わな
いときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料
に処する。

３ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。

（検証の際の鑑定）
第二百三十三条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁
判官は、検証をするに当たり、必要があると認める
ときは、鑑定を命ずることができる。

第七節　証拠保全
（証拠保全）
第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをして
おかなければその証拠を使用することが困難となる
事情があると認めるときは、申立てにより、この章
の規定に従い、証拠調べをすることができる。

（管轄裁判所等）
第二百三十五条 訴えの提起後における証拠保全の申立
ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなけ
ればならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指
定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面によ
る準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまで
の間は、受訴裁判所にしなければならない。

２ 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を
受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は
検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判
所にしなければならない。

３ 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であって
も、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の
申立てをすることができる。

（相手方の指定ができない場合の取扱い）
第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定す
ることができない場合においても、することがで
きる。この場合においては、裁判所は、相手方とな
るべき者のために特別代理人を選任することがで
きる。

（職権による証拠保全）
第二百三十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、
訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすること
ができる。

（不服申立ての不許）
第二百三十八条 証拠保全の決定に対しては、不服を申
し立てることができない。

（受命裁判官による証拠調べ）
第二百三十九条 第二百三十五条第一項ただし書の場合
には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせるこ
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とができる。
（期日の呼出し）
第二百四十条 証拠調べの期日には、申立人及び相手方
を呼び出さなければならない。ただし、急速を要す
る場合は、この限りでない。

（証拠保全の費用）
第二百四十一条 証拠保全に関する費用は、訴訟費用の
一部とする。

（口頭弁論における再尋問）
第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証
人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出
をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければな
らない。

第五章　判決
（終局判決）
第二百四十三条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟し
たときは、終局判決をする。

２ 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したとき
は、その一部について終局判決をすることができる。

３ 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟
中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又
は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用
する。

第二百四十四条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口
頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷
をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟
追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判
決をすることができる。ただし、当事者の一方が口
頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷
をした場合には、出頭した相手方の申出があるとき
に限る。

（中間判決）
第二百四十五条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方
法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟し
たときは、中間判決をすることができる。請求の原
因及び数額について争いがある場合におけるその原
因についても、同様とする。

（判決事項）
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない
事項について、判決をすることができない。

（自由心証主義）
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭
弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自
由な心証により、事実についての主張を真実と認め
るべきか否かを判断する。

（損害額の認定）
第二百四十八条 損害が生じたことが認められる場合に
おいて、損害の性質上その額を立証することが極め
て困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨
及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定
することができる。

（直接主義）
第二百四十九条 判決は、その基本となる口頭弁論に関
与した裁判官がする。

２ 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭
弁論の結果を陳述しなければならない。

３ 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の
過半数が代わった場合において、その前に尋問をし
た証人について、当事者が更に尋問の申出をしたと
きは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

（判決の発効）
第二百五十条 判決は、言渡しによってその効力を生
ずる。

（言渡期日）
第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日
から二月以内にしなければならない。ただし、事件
が複雑であるときその他特別の事情があるときは、
この限りでない。

２ 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合において
も、することができる。

（言渡しの方式）
第二百五十二条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づ
いてする。

（判決書）
第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所

２ 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、
主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示
しなければならない。

（言渡しの方式の特則）
第二百五十四条 次に掲げる場合において、原告の請求
を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二
条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかない
ですることができる。
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一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を
争わず、その他何らの防御の方法をも提出しな
い場合

二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかか
わらず口頭弁論の期日に出頭しない場合（被告
の提出した準備書面が口頭弁論において陳述さ
れたものとみなされた場合を除く。）

２ 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判
所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当
事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨
を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載
させなければならない。

（判決書等の送達）
第二百五十五条 判決書又は前条第二項の調書は、当事

者に送達しなければならない。
２ 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二

項の調書の謄本によってする。
（変更の判決）
第二百五十六条 裁判所は、判決に法令の違反があるこ

とを発見したときは、その言渡し後一週間以内に
限り、変更の判決をすることができる。ただし、判
決が確定したとき、又は判決を変更するため事件に
つき更に弁論をする必要があるときは、この限りで
ない。

２ 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
３ 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送

達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼
出状を発した時に、送達があったものとみなす。

（更正決定）
第二百五十七条 判決に計算違い、誤記その他これらに

類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立て
により又は職権で、いつでも更正決定をすることが
できる。

２ 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、こ
の限りでない。

（裁判の脱漏）
第二百五十八条 裁判所が請求の一部について裁判を脱

漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、
なおその裁判所に係属する。

２ 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、
申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担につ
いて、決定で、裁判をする。この場合においては、
第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。

３ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで

きる。
４ 第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案
判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を
失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の
総費用について、その負担の裁判をする。

（仮執行の宣言）
第二百五十九条 財産権上の請求に関する判決について
は、裁判所は、必要があると認めるときは、申立て
により又は職権で、担保を立てて、又は立てないで
仮執行をすることができることを宣言することがで
きる。

２ 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに
附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判
決については、裁判所は、職権で、担保を立てない
で仮執行をすることができることを宣言しなければ
ならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、
仮執行を担保を立てることに係らしめることがで
きる。

３ 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて
仮執行を免れることができることを宣言することが
できる。

４ 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならな
い。前項の規定による宣言についても、同様とする。

５ 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったと
き、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合において
これをしなかったときは、裁判所は、申立てにより
又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てに
ついて裁判をしなかったときも、同様とする。

６ 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条
の規定は、第一項から第三項までの担保について準
用する。

（仮執行の宣言の失効及び原状回復等）
第二百六十条 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決
を変更する判決の言渡しにより、変更の限度におい
てその効力を失う。

２ 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申
立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基
づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又
はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原
告に命じなければならない。

３ 仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決
を変更する判決について、前項の規定を適用する。

第六章　裁判によらない訴訟の完結
（訴えの取下げ）
第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全
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部又は一部を取り下げることができる。
２ 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を
提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭
弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なけれ
ば、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げが
あった場合における反訴の取下げについては、この
限りでない。

３ 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただ
し、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日（以下
この章において「口頭弁論等の期日」という。）にお
いては、口頭ですることを妨げない。

４ 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面で
されたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論
等の期日において口頭でされたとき（相手方がその
期日に出頭したときを除く。）はその期日の調書の
謄本を相手方に送達しなければならない。

５ 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以
内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げ
に同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論
等の期日において口頭でされた場合において、相手
方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあっ
た日から、相手方がその期日に出頭しなかったとき
は前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相
手方が異議を述べないときも、同様とする。

（訴えの取下げの効果）
第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分に
ついては、初めから係属していなかったものとみ
なす。

２ 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げ
た者は、同一の訴えを提起することができない。

（訴えの取下げの擬制）
第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論
準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論
準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席
をした場合において、一月以内に期日指定の申立て
をしないときは、訴えの取下げがあったものとみな
す。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しく
は弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しく
は弁論準備手続における申述をしないで退廷若しく
は退席をしたときも、同様とする。

（和解条項案の書面による受諾）
第二百六十四条 当事者が遠隔の地に居住していること
その他の事由により出頭することが困難であると認
められる場合において、その当事者があらかじめ裁
判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示さ

れた和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の
当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項
案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったもの
とみなす。

（裁判所等が定める和解条項）
第二百六十五条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁
判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件
の解決のために適当な和解条項を定めることがで
きる。

２ 前項の申立ては、書面でしなければならない。この
場合においては、その書面に同項の和解条項に服す
る旨を記載しなければならない。

３ 第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等
の期日における告知その他相当と認める方法による
告知によってする。

４ 当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを
取り下げることができる。この場合においては、相
手方の同意を得ることを要しない。

５ 第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者
間に和解が調ったものとみなす。

（請求の放棄又は認諾）
第二百六十六条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の
期日においてする。

２ 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事
者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所
又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳
述をしたものとみなすことができる。

（和解調書等の効力）
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調
書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一
の効力を有する。
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（平成十七年七月二十六日法律第八十六号）
最終改正：平成二一年七月一〇日法律第七四号

第二編　株式会社

第四章　機関
第五節　取締役会
第一款　権限等

（取締役会の権限等）
第三百六十二条 (略)

２ (略)

３ (略)

４ 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執
行の決定を取締役に委任することができない。
一 (略)

二 (略)

三 (略)

四 (略)

五 (略)

六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社の業
務の適正を確保するために必要なものとして法
務省令で定める体制の整備

七 (略)

５ 大会社である取締役会設置会社においては、取締役
会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければな
らない。

■取締役会を設置する会社の場合 (会社法施行規
則より)

（業務の適正を確保するための体制）
第百条 法第三百六十二条第四項第六号 に規定する法務

省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理

に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から

成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

２ 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前
項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき
事項の報告をするための体制を含むものとする。

３ 監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を
含む。）である場合には、第一項に規定する体制には、
次に掲げる体制を含むものとする。
一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く

ことを求めた場合における当該使用人に関する
事項

二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する
事項

三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための
体制その他の監査役への報告に関する体制

四 その他監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

■取締役会を設置しない会社の場合 (会社法より)

（業務の執行）
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合

を除き、株式会社（取締役会設置会社を除く。以下
この条において同じ。）の業務を執行する。

２ 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半
数をもって決定する。

３ 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項につい
ての決定を各取締役に委任することができない。
一 （略）
二 （略）
三 （略）
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業
務の適正を確保するために必要なものとして法
務省令で定める体制の整備

五 （略）
４ 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる

事項を決定しなければならない。
■取締役会を設置しない会社の場合 (会社法施行規
則より)

第九十八条 法第三百四十八条第三項第四号 に規定する
法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理

に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制
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四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から
成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

２ 取締役が二人以上ある株式会社である場合には、前
項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われ
ることを確保するための体制を含むものとする。

３ 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、第
一項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべ
き事項の報告をするための体制を含むものとする。

４ 監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を
含む。）である場合には、第一項に規定する体制には、
次に掲げる体制を含むものとする。
一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く

ことを求めた場合における当該使用人に関する
事項

二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する
事項

三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための
体制その他の監査役への報告に関する体制

四 その他監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

■委員会設置会社の場合 (会社法より)

（委員会設置会社の取締役会の権限）
第四百十六条 委員会設置会社の取締役会は、第三百六十

二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執

行の決定
イ～二 (略)

ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式
会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして法務省令で定める体制の整備

二 （略）
２ 委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからホ

までに掲げる事項を決定しなければならない。
３ 委員会設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる

職務の執行を取締役に委任することができない。
４ （略）
■委員会設置会社の場合 (会社法施行規則より)

（業務の適正を確保するための体制）
第百十二条 (略)

２ 法第四百十六条第一項第一号 ホに規定する法務省令
で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理

に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 執行役の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から

成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

第十一節　役員等の損害賠償責任
（役員等の株式会社に対する損害賠償責任）
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又
は会計監査人（以下この節において「役員等」とい
う。）は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

２ (略)

３ (略)

第五章　公告
第一節　総則
（会社の公告方法）
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる
方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載

する方法
三 電子公告

２ 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方
法のいずれかを定めることができる。

３ 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を
公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公
告方法とする旨を定めれば足りる。この場合におい
ては、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合の公告方
法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のい
ずれかを定めることができる。

４ 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は
外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。

（電子公告の公告期間等）
第九百四十条 株式会社又は持分会社が電子公告により
この法律の規定による公告をする場合には、次の各
号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日
までの間、継続して電子公告による公告をしなけれ
ばならない。
一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前

に公告しなければならない場合における当該公
告　当該特定の日

二 第四百四十条第一項の規定による公告　同項の
定時株主総会の終結の日後五年を経過する日

三 公告に定める期間内に異議を述べることができ
る旨の公告　当該期間を経過する日

四 前三号に掲げる公告以外の公告　当該公告の開
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始後一箇月を経過する日
２ 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の

規定による公告をする場合には、同項の手続の終結
の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公
告による公告をしなければならない。

３ 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電
子公告による公告をしなければならない期間（以下
この章において「公告期間」という。）中公告の中断
（不特定多数の者が提供を受けることができる状態
に置かれた情報がその状態に置かれないこととなっ
たこと又はその情報がその状態に置かれた後改変さ
れたことをいう。以下この項において同じ。）が生じ
た場合において、次のいずれにも該当するときは、
その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさ
ない。
一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でか
つ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由
があること。

二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十
分の一を超えないこと。

三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速
やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び
公告の中断の内容を当該公告に付して公告した
こと。

（計算書類の公告）
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところによ

り、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表（大
会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書）を公
告しなければならない。

２ (略)

３ (略)

４ (略)

（貸借対照表に相当するものの公告）
第八百十九条 外国会社の登記をした外国会社（日本に

おける同種の会社又は最も類似する会社が株式会社
であるものに限る。）は、法務省令で定めるところに
より、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又
はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照
表に相当するものを日本において公告しなければな
らない。

２ (略)

３ (略)

４ (略)

（計算書類等の定時株主総会への提出等）
第四百三十八条 (略)

２ 前項の規定により提出され、又は提供された計算書
類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。

３ (略)

第二節　電子公告調査機関
（電子公告調査）
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公
告（第四百四十条第一項の規定による公告を除く。
以下この節において同じ。）を電子公告によりしよ
うとする会社は、公告期間中、当該公告の内容であ
る情報が不特定多数の者が提供を受けることができ
る状態に置かれているかどうかについて、法務省令
で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者
（以下この節において「調査機関」という。）に対し、
調査を行うことを求めなければならない。

（調査の義務等）
第九百四十六条 調査機関は、電子公告調査を行うこと
を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、
電子公告調査を行わなければならない。

２ 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法
により電子公告調査を行わなければならない。

３ 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省
令で定めるところにより、電子公告調査を行うこと
を求めた者（以下この節において「調査委託者」と
いう。）の商号その他の法務省令で定める事項を法
務大臣に報告しなければならない。

４ 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託
者に対して、法務省令で定めるところにより、当該
電子公告調査の結果を通知しなければならない。

■電子公告規則（平成十八年二月七日法務省令
第十四号）
（電子公告調査を行う方法）
第五条 法第九百四十六条第二項 （電子公告関係規

定において準用する場合を含む。）に規定する法
務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行

わせること。
イ 電子公告調査の求めに係る電子公告に
よる公告の公告期間中、六時間に一回以
上の頻度で、次項に定めるところにより
情報入手作業をした上、次に掲げる作業
を行うこと。
（１） 公告サーバから情報を受信する
ことができた場合には、その日時、受
信情報及び情報入手作業の際に電子
計算機に入力した公告アドレスを電
磁的記録として記録すること。

（２） 公告サーバから情報を受信する
ことができなかった場合には、その
旨、その日時及び情報入手作業の際
に電子計算機に入力した公告アドレ
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スを電磁的記録として記録すること。
ロ イ（１）に規定する場合には、受信情
報と公告情報とを比較して、両者が同一
であるかどうかを判定した上、その判定
の結果及び日時を電磁的記録として記録
すること。

二 前号ロの規定による判定の結果が、受信情
報が公告情報と相違する旨の結果であった
場合又は当該判定をすることができなかっ
た場合には、調査機関の職員が、受信情報
内容と公告情報内容とが同一であるかどう
かを判定した上、その判定の結果及び日時
を電磁的記録として記録すること。

三 第一号イ（２）に規定する場合又は電子計
算機が次項に定めるところによる情報入手
作業を自動的に行うことができなかった場
合には、調査機関の職員が、電子計算機を
手動により操作して、同号イ及び前号に掲
げる作業を行うこと。

四 登記アドレスと公告アドレスとが異なる場
合には、公告ページが、登記アドレスを電
子計算機に入力することにより当該電子計
算機の映像面に表示される指示（料金の徴
収又は識別符号の入力に係る指示を除く。）
に従った操作を行うことによって当該映像
面に表示されるかどうかを、公告期間中任
意の時期に、同一の公告アドレスについて
一回以上調査した上、その調査の結果及び
日時を電磁的記録として記録すること。

五 第二号若しくは第三号に掲げる作業を行っ
た場合又は前号に規定する作業を調査機関
の職員が電子計算機を手動により操作して
行った場合には、当該作業を行った調査機
関の職員の氏名を電磁的記録として記録す
ること。

２ 情報入手作業は、電子計算機に第三条第一項第
三号イの規定により調査委託者から示された公
告アドレスを入力することにより、三回（一回
又は二回で情報を受信することができた場合に
あっては、その回数）にわたってプロバイダ（二
回以上にわたる場合にあっては、それぞれ異な
るプロバイダ）を経由して公告サーバに対し情
報を送信するように求めることによって行わな
ければならない。この場合において、調査委託
者から、調査機関が業務規程で定めるところに
より、当該公告アドレスを変更する旨の通知が
され、かつ、当該変更後の公告アドレスが示さ
れたときは、その時（当該調査委託者が、当該
変更の予定日時をも示したときは、当該予定日
時）以後の電子公告調査については、当該変更
後の公告アドレスを電子計算機に入力しなけれ
ばならない。

３ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公
告の公告期間中、公告の中断が生じた場合で
あって、調査委託者が調査機関に対し、当該調

査機関が業務規程で定めるところにより、追加
公告において公告し、又は公告しようとする内
容である情報を示したときは、その時（当該調
査委託者が、追加公告の開始の予定日時をも示
したときは、当該予定日時）以後の電子公告調
査に関する第一項第一号ロ及び第二号の規定の
適用については、同項第一号ロ及び第二号中「公
告情報と」とあるのは「公告情報及び追加公告情
報と」と、同号中「公告情報内容」とあるのは
「公告情報内容及び追加公告情報内容」とする。

４ 調査機関は、電子計算機の故障その他の事由に
より、第一項（第四号を除く。）に掲げる作業
のいずれかをすることができなかった場合に
は、その旨及びその日時を電磁的記録として記
録（当該記録をすることができないときは、書
面に記載）しなければならない。

マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法
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（明治四十年四月二十四日法律第四十五号）
最終改正：平成二二年四月二七日法律第二六号

刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ

之ヲ廃止ス

（別冊）

第一編　総則

第一章　通則
（定義）
第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方

公共団体の職員その他法令により公務に従事する議
員、委員その他の職員をいう。

２ この法律において「公務所」とは、官公庁その他公
務員が職務を行う所をいう。

第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。

第二編　罪

第七章　犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
（証拠隠滅等）
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽

造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証
拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以
下の罰金に処する。

第十七章　文書偽造の罪
（偽造私文書等行使）
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、

その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、
又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

２ 前項の罪の未遂は、罰する。
（電磁的記録不正作出及び供用）
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、そ
の事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に
関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の
懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

２ 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電
磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円
以下の罰金に処する。

３ 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電
磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に
供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同
一の刑に処する。

４ 前項の罪の未遂は、罰する。

第十八章の二　支払用カード電磁的記録に関する罪
（支払用カード電磁的記録不正作出等）
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目
的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であっ
て、クレジットカードその他の代金又は料金の支払
用のカードを構成するものを不正に作った者は、十
年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯
金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に
作った者も、同様とする。

２ 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、
人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同
様とする。

３ 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分
とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡
し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

（不正電磁的記録カード所持）
第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項の
カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。

（支払用カード電磁的記録不正作出準備）
第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為
の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取
得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰
金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、
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同様とする。
２ 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的
記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と
同様とする。

３ 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同
項と同様とする。

（未遂罪）
第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の
罪の未遂は、罰する。

第十九章の二　不正指令電磁的記録に関する罪
*20

（不正指令電磁的記録作成等） *21

第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計
算機における実行の用に供する目的で、次に掲げ
る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した
者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図

に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反す
る動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的
記録

二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を
記述した電磁的記録その他の記録

２ 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的
記録を人の電子計算機における実行の用に供した者
も、同項と同様とする。

３ 前項の罪の未遂は、罰する。
（不正指令電磁的記録取得等） *22

第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項
の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記
録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又
は三十万円以下の罰金に処する。

第二十章　偽証の罪
（偽証）
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述を
したときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

（虚偽鑑定等）
第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は
翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、

*20 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する
法律 (平成 23年法律第 74号)により新設

*21 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する
法律 (平成 23年法律第 74号)により新設

*22 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する
法律 (平成 23年法律第 74号)により新設

前二条の例による。

第三十五章　信用及び業務に対する罪
（威力業務妨害）
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者
も、前条の例による。

（電子計算機損壊等業務妨害）
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若
しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しく
は人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若し
くは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又
は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害
した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。

２ 前項の罪の未遂は、罰する。*23

第三十六章　窃盗及び強盗の罪
（窃盗）
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪
とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。

（未遂罪）
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条ま
で及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪
の未遂は、罰する。

（電気）
第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物と
みなす。

第三十七章　詐欺及び恐喝の罪
（詐欺）
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十
年以下の懲役に処する。

２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他
人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

（電子計算機使用詐欺）
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の
事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しく
は不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更
に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪
若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処
理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人
にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

*23 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する
法律 (平成 23年法律第 74号)により新設
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（昭和二十三年七月十日法律第百三十一号）
最終改正：平成二三年六月二四日法律第七四号

第一編　総則

第一章　裁判所の管轄
第二条 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、

居所若しくは現在地による。
○２ 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前

項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は
犯罪後その船舶の寄泊した地による。

○３ 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、
第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸
（着水を含む。）した地による。

第三章　訴訟能力
第二十七条 被告人又は被疑者が法人であるときは、そ

の代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
○２ 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行

為については、各自が、これを代表する。

第六章　書類及び送達
第四十七条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、

これを公にしてはならない。但し、公益上の必要そ
の他の事由があつて、相当と認められる場合は、こ
の限りでない。

第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲
覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁
判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、こ
の限りでない。

○２ 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の
閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴
訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又
は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保
管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧する
ことができない。

○３ 日本国憲法第八十二条第二項 但書に掲げる事件
については、閲覧を禁止することはできない。

○４ 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料について
は、別に法律でこれを定める。

第五十三条の二 訴訟に関する書類及び押収物について
は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（平成十一年法律第四十二号）及び独立行政法人等
の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法
律第百四十号）の規定は、適用しない。

○２ 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個
人情報については、行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）第
四章 及び独立行政法人等の保有する個人情報の保
護に関する法律（平成十五年法律第五十九号）第四
章 の規定は、適用しない。

○３ 訴訟に関する書類については、公文書等の管理に
関する法律（平成二十一年法律第六十六号）第二章
の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に
関する書類についての同法第四章 の規定の適用に
ついては、同法第十四条第一項 中「国の機関（行政
機関を除く。以下この条において同じ。）」とあり、
及び同法第十六条第一項第三号 中「国の機関（行政
機関を除く。）」とあるのは、「国の機関」とする。

○４ 押収物については、公文書等の管理に関する法律
の規定は、適用しない。

第九章　押収及び捜索
第九十九条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は
没収すべき物と思料するものを差し押えることが
できる。但し、特別の定のある場合は、この限りで
ない。

○２ 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、
当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録
媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更
をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しく
は消去をすることができることとされている電磁的
記録を保管するために使用されていると認めるに足
りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電
子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子
計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることが
できる。

○３ 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、
所持者又は保管者にその物の提出を命ずることがで
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きる。
第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命
令付差押え（電磁的記録を保管する者その他電磁的
記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁
的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、
当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同
じ。）をすることができる。

第百条 裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対し
て発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管
し、又は所持するものを差し押え、又は提出させる
ことができる。

○２ 前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電
信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取
り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件
に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限
り、これを差し押え、又は提出させることができる。

○３ 前二項の規定による処分をしたときは、その旨を
発信人又は受信人に通知しなければならない。但
し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、
この限りでない。

第百一条 被告人その他の者が遺留した物又は所有者、
所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これ
を領置することができる。

第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、
物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることが
できる。

○２ 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所
については、押収すべき物の存在を認めるに足りる
状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

第百三条 公務員又は公務員であつた者が保管し、又は
所持する物について、本人又は当該公務所から職務
上の秘密に関するものであることを申し立てたとき
は、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をするこ
とはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な
利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことがで
きない。

第百四条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第
一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる
者については内閣の承諾がなければ、押収をするこ
とはできない。
一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つ

た者
二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在

つた者

○２ 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒
むことができない。

第百五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士（外
国法事務弁護士を含む。）、弁理士、公証人、宗教の
職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委
託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の
秘密に関するものについては、押収を拒むことがで
きる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被
告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合
（被告人が本人である場合を除く。）その他裁判所の
規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

第百六条 公判廷外における差押え、記録命令付差押え
又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状
を発してこれをしなければならない。

第百七条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、
被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録さ
せ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記
録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場
所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後
は執行に着手することができず令状はこれを返還し
なければならない旨並びに発付の年月日その他裁判
所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに
記名押印しなければならない。

○２ 第九十九条第二項の規定による処分をするとき
は、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続
している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写
すべきものの範囲を記載しなければならない。

○３ 第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録
命令付差押状又は捜索状についてこれを準用する。

第百八条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検
察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員
がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護
のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判
所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずること
ができる。

○２ 裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状
の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当
と認める指示をすることができる。

○３ 前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせるこ
とができる。

○４ 第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状
又は捜索状の執行についてこれを準用する。

第百九条 検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記
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録命令付差押状又は捜索状の執行について必要が
あるときは、司法警察職員に補助を求めることがで
きる。

第百十条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処
分を受ける者にこれを示さなければならない。

第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る
記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、
その差押えに代えて次に掲げる処分をすることがで
きる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁
的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は
移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえる
こと。

二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体
に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写
させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の
記録媒体を差し押さえること。

第百十一条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執
行については、錠をはずし、封を開き、その他必要
な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録
命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。

○２ 前項の処分は、押収物についても、これをするこ
とができる。

第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係
る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行
をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の
操作その他の必要な協力を求めることができる。公
判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。

第百十二条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執
行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所
に出入りすることを禁止することができる。

○２ 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又
は執行が終わるまでこれに看守者を付することがで
きる。

第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記
録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことが
できる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、
この限りでない。

○２ 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をす
る者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の
規定により立ち会うことができる者に通知しなけれ
ばならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判
所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要
する場合は、この限りでない。

○３ 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要

があるときは、被告人をこれに立ち会わせることが
できる。

第百十四条 公務所内で差押状、記録命令付差押状又は
捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わ
るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければ
ならない。

○２ 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人
の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、
記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、
住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべ
き者をこれに立ち会わせなければならない。これら
の者を立ち会わせることができないときは、隣人又
は地方公共団体の職員を立ち会わせなければなら
ない。

第百十五条 女子の身体について捜索状の執行をする場
合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければ
ならない。但し、急速を要する場合は、この限りで
ない。

第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行
することができる旨の記載がなければ、差押状、記
録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居
又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入
ることはできない。

○２ 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の
執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継
続することができる。

第百十七条 次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押
状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項
に規定する制限によることを要しない。
一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用され

るものと認められる場所
二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りする

ことができる場所。ただし、公開した時間内に
限る。

第百十八条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執
行を中止する場合において必要があるときは、執行
が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置く
ことができる。

第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収す
べきものがないときは、捜索を受けた者の請求によ
り、その旨の証明書を交付しなければならない。

第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所
有者、所持者若しくは保管者（第百十条の二の規定
による処分を受けた者を含む。）又はこれらの者に
代わるべき者に、これを交付しなければならない。
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第百二十一条 運搬又は保管に不便な押収物について
は、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その
承諾を得て、これを保管させることができる。

○２ 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄する
ことができる。

○３ 前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合
を除いては、差押状の執行をした者も、これをする
ことができる。

第百二十二条 没収することができる押収物で滅失若し
くは破損の虞があるもの又は保管に不便なものにつ
いては、これを売却してその代価を保管することが
できる。

第百二十三条 押収物で留置の必要がないものは、被告
事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなけ
ればならない。

○２ 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請
求により、決定で仮にこれを還付することができる。

○３ 押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を
移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で
留置の必要がないものである場合において、差押え
を受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保
管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たない
で、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記
録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さ
なければならない。

○４ 前三項の決定をするについては、検察官及び被告
人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第百二十四条 押収した贓物で留置の必要がないもの
は、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、
被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又
は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付
しなければならない。

○２ 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係
人がその権利を主張することを妨げない。

第百二十五条 押収又は捜索は、合議体の構成員にこれ
をさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁
判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託する
ことができる。

○２ 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判
所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱する
ことができる。

○３ 受託裁判官は、受託事項について権限を有しない
ときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭
裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送するこ
とができる。

○４ 受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索に
ついては、裁判所がする押収又は捜索に関する規定
を準用する。但し、第百条第三項の通知は、裁判所
がこれをしなければならない。

第百二十六条 検察事務官又は司法警察職員は、勾引状
又は勾留状を執行する場合において必要があるとき
は、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しく
は船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。
この場合には、捜索状は、これを必要としない。

第百二十七条 第百十一条、第百十二条、第百十四条及
び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務
官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用
する。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二
項の規定によることを要しない。

第十二章　鑑定
第百六十五条 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命
ずることができる。

第百六十六条 鑑定人には、宣誓をさせなければなら
ない。

第百六十八条 鑑定人は、鑑定について必要がある場合
には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人
の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身
体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物
を破壊することができる。

○２ 裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、
罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖
すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並び
に鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項
を記載した許可状を発して、これをしなければなら
ない。

○３ 裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件
を附することができる。

○４ 鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示
さなければならない。

○５ 前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の
処分については、これを適用しない。

○６ 第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び
第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつ
てする身体の検査についてこれを準用する。

第十四章　証拠保全
第百七十九条 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじ
め証拠を保全しておかなければその証拠を使用する
ことが困難な事情があるときは、第一回の公判期日
前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問
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又は鑑定の処分を請求することができる。
○２ 前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、

裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第百八十条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前

条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、
且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物
の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなけ
ればならない。

○２ 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三
項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

○３ 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判
所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧するこ
とができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人が
あるときは、この限りでない。

第二編　第一審

第一章　捜査
第百九十七条 捜査については、その目的を達するため

必要な取調をすることができる。但し、強制の処分
は、この法律に特別の定のある場合でなければ、こ
れをすることができない。

○２ 捜査については、公務所又は公私の団体に照会し
て必要な事項の報告を求めることができる。

○３ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又
は記録命令付差押えをするため必要があるときは、
電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供す
る事業を営む者又は自己の業務のために不特定若し
くは多数の者の通信を媒介することのできる電気通
信を行うための設備を設置している者に対し、その
業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通
信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要な
ものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、こ
れを消去しないよう、書面で求めることができる。
この場合において、当該電磁的記録について差押え
又は記録命令付差押えをする必要がないと認める
に至つたときは、当該求めを取り消さなければなら
ない。

○４ 前項の規定により消去しないよう求める期間につ
いては、特に必要があるときは、三十日を超えない
範囲内で延長することができる。ただし、消去しな
いよう求める期間は、通じて六十日を超えることが
できない。

○５ 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合に
おいて、必要があるときは、みだりにこれらに関す
る事項を漏らさないよう求めることができる。

第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判
官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、
捜索又は検証をすることができる。この場合におい
て、身体の検査は、身体検査令状によらなければな
らない。

○２ 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、
当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録
媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更
をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しく
は消去をすることができることとされている電磁的
記録を保管するために使用されていると認めるに足
りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電
子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子
計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることが
できる。

○３ 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足
型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真
を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項
の令状によることを要しない。

○４ 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警
察員の請求により、これを発する。

○５ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査
令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理
由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その
他裁判所の規則で定める事項を示さなければなら
ない。

○６ 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件
を附することができる。

第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人
の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若し
くは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ
若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体
若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査す
べき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及
びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜
索又は検証に着手することができず令状はこれを返
還しなければならない旨並びに発付の年月日その他
裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、こ
れに記名押印しなければならない。

○２ 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規
定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に
電気通信回線で接続している記録媒体であつて、そ
の電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなけ
ればならない。
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○３ 第六十四条第二項の規定は、前条の令状について
これを準用する。

第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又
は現行犯人を逮捕する場合において必要があるとき
は、左の処分をすることができる。第二百十条の規
定により被疑者を逮捕する場合において必要がある
ときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しく

は船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

○２ 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつた
ときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければな
らない。第百二十三条第三項の規定は、この場合に
ついてこれを準用する。

○３ 第一項の処分をするには、令状は、これを必要と
しない。

○４ 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は
司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合に
これを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状
又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規
定をも準用する。

第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員
は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所
持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを
領置することができる。

第二百二十二条 第九十九条第一項、第百条、第百二条
から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、
第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二
十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法
警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の
規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、
第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八
条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条
から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官
又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条
の規定によつてする検証についてこれを準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四
条までに規定する処分をすることができない。

○２ 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合
において急速を要するときは、第百十四条第二項の
規定によることを要しない。

○３ 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検
察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定に
よつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索につ

いて、これを準用する。
○４ 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をする
ことができる旨の記載がなければ、検察官、検察事
務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によ
つてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸
宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。
但し、第百十七条に規定する場所については、この
限りでない。

○５ 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処
分を継続することができる。

○６ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百
十八条の規定により差押、捜索又は検証をするにつ
いて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせ
ることができる。

○７ 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過
料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判
所にその処分を請求しなければならない。

第二百二十二条の二 通信の当事者のいずれの同意も得
ないで電気通信の傍受を行う強制の処分について
は、別に法律で定めるところによる。

第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員
は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又
はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することが
できる。

○２ 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の
規定は、前項の場合にこれを準用する。

第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識
を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三
条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述
を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検
察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求すること
ができる。

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をする
ことができる。

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するとき
は、告発をすることができる。

○２ 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪
があると思料するときは、告発をしなければなら
ない。

第三章　公判
第四節　証拠

第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又は
その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しく
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は押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これ
を証拠とすることができる。
一 裁判官の面前（第百五十七条の四第一項に規定
する方法による場合を含む。）における供述を
録取した書面については、その供述者が死亡、
精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国
外にいるため公判準備若しくは公判期日におい
て供述することができないとき、又は供述者が
公判準備若しくは公判期日において前の供述と
異つた供述をしたとき。

二 検察官の面前における供述を録取した書面につ
いては、その供述者が死亡、精神若しくは身体
の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判
準備若しくは公判期日において供述することが
できないとき、又は公判準備若しくは公判期日
において前の供述と相反するか若しくは実質的
に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は
公判期日における供述よりも前の供述を信用す
べき特別の情況の存するときに限る。

三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供
述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不
明又は国外にいるため公判準備又は公判期日に
おいて供述することができず、且つ、その供述
が犯罪事実の存否の証明に欠くことができない
ものであるとき。但し、その供述が特に信用す
べき情況の下にされたものであるときに限る。

第七編　裁判の執行

第四百九十八条の二 不正に作られた電磁的記録又は没
収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は
交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は
当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処
分をしなければならない。

○２ 不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務
所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記
録媒体が押収されていないときは、不正に作られた
部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければ
ならない。

第四百九十九条の二 前条第一項の規定は第百二十三条
第三項の規定による交付又は複写について、前条第
二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二
条第一項において準用する第百二十三条第三項の規
定による交付又は複写について、それぞれ準用する。

○２ 前項において準用する前条第一項又は第二項の規
定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付

又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は
複写をさせることを要しない。
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法の適用に関する通則法 (抜粋)

（平成十八年六月二十一日法律第七十八号）

法例（明治三十一年法律第十号）の全部を改正する。

第一章　総則

（趣旨）
第一条 この法律は、法の適用に関する通則について定

めるものとする。

第二章　法律に関する通則

（法律の施行期日）
第二条 法律は、公布の日から起算して二十日を経過し

た日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施
行期日を定めたときは、その定めによる。

（法律と同一の効力を有する慣習）
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法

令の規定により認められたもの又は法令に規定され
ていない事項に関するものに限り、法律と同一の効
力を有する。

第三章　準拠法に関する通則

第二節　法律行為
（当事者による準拠法の選択）
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律

行為の当時に選択した地の法による。
（当事者による準拠法の選択がない場合）
第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為

の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当
該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

２ 前項の場合において、法律行為において特徴的な給
付を当事者の一方のみが行うものであるときは、そ
の給付を行う当事者の常居所地法（その当事者が当
該法律行為に関係する事業所を有する場合にあって
は当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律
行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に
所在するものを有する場合にあってはその主たる事
業所の所在地の法）を当該法律行為に最も密接な関

係がある地の法と推定する。
３ 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律
行為については、前項の規定にかかわらず、その不
動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係が
ある地の法と推定する。

（当事者による準拠法の変更）
第九条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適
用すべき法を変更することができる。ただし、第三
者の権利を害することとなるときは、その変更をそ
の第三者に対抗することができない。

（法律行為の方式）
第十条 法律行為の方式は、当該法律行為の成立につい
て適用すべき法（当該法律行為の後に前条の規定に
よる変更がされた場合にあっては、その変更前の法）
による。

２ 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式
は、有効とする。

３ 法を異にする地に在る者に対してされた意思表示に
ついては、前項の規定の適用に当たっては、その通
知を発した地を行為地とみなす。

４ 法を異にする地に在る者の間で締結された契約の
方式については、前二項の規定は、適用しない。こ
の場合においては、第一項の規定にかかわらず、申
込みの通知を発した地の法又は承諾の通知を発した
地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効と
する。

５ 前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及び
その他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法
律行為の方式については、適用しない。

（消費者契約の特例）
第十一条 消費者（個人（事業として又は事業のために
契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を
いう。以下この条において同じ。）と事業者（法人そ
の他の社団又は財団及び事業として又は事業のため
に契約の当事者となる場合における個人をいう。以
下この条において同じ。）との間で締結される契約
（労働契約を除く。以下この条において「消費者契
約」という。）の成立及び効力について第七条又は第
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九条の規定による選択又は変更により適用すべき法
が消費者の常居所地法以外の法である場合であって
も、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を
適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したとき
は、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行
規定の定める事項については、その強行規定をも適
用する。

２ 消費者契約の成立及び効力について第七条の規定に
よる選択がないときは、第八条の規定にかかわらず、
当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所
地法による。

３ 消費者契約の成立について第七条の規定により消
費者の常居所地法以外の法が選択された場合であっ
ても、当該消費者契約の方式について消費者がその
常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意
思を事業者に対し表示したときは、前条第一項、第
二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契
約の方式に関しその強行規定の定める事項について
は、専らその強行規定を適用する。

４ 消費者契約の成立について第七条の規定により消費
者の常居所地法が選択された場合において、当該消
費者契約の方式について消費者が専らその常居所地
法によるべき旨の意思を事業者に対し表示したとき
は、前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当
該消費者契約の方式は、専ら消費者の常居所地法に
よる。

５ 消費者契約の成立について第七条の規定による選択
がないときは、前条第一項、第二項及び第四項の規
定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、消費者
の常居所地法による。

６ 前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、
適用しない。
一 事業者の事業所で消費者契約に関係するもの

が消費者の常居所地と法を異にする地に所在し
た場合であって、消費者が当該事業所の所在地
と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を
締結したとき。ただし、消費者が、当該事業者
から、当該事業所の所在地と法を同じくする地
において消費者契約を締結することについての
勧誘をその常居所地において受けていたときを
除く。

二 事業者の事業所で消費者契約に関係するものが
消費者の常居所地と法を異にする地に所在した
場合であって、消費者が当該事業所の所在地と
法を同じくする地において当該消費者契約に基

づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受け
ることとされていたとき。ただし、消費者が、
当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同
じくする地において債務の全部の履行を受ける
ことについての勧誘をその常居所地において受
けていたときを除く。

三 消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の
常居所を知らず、かつ、知らなかったことにつ
いて相当の理由があるとき。

四 消費者契約の締結の当時、事業者が、その相手
方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したこ
とについて相当の理由があるとき。

（労働契約の特例）
第十二条 労働契約の成立及び効力について第七条又は
第九条の規定による選択又は変更により適用すべき
法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以
外の法である場合であっても、労働者が当該労働契
約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規
定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したと
きは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行
規定の定める事項については、その強行規定をも適
用する。

２ 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約にお
いて労務を提供すべき地の法（その労務を提供すべ
き地を特定することができない場合にあっては、当
該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項に
おいて同じ。）を当該労働契約に最も密接な関係が
ある地の法と推定する。

３ 労働契約の成立及び効力について第七条の規定に
よる選択がないときは、当該労働契約の成立及び効
力については、第八条第二項の規定にかかわらず、
当該労働契約において労務を提供すべき地の法を
当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定
する。

第四節　債権
（事務管理及び不当利得）
第十四条 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地
の法による。

（明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外）

第十五条 前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当
利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原
因となる事実が発生した当時において当事者が法を
同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間
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の契約に関連して事務管理が行われ又は不当利得が
生じたことその他の事情に照らして、明らかに同条
の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な
関係がある他の地があるときは、当該他の地の法に
よる。

（当事者による準拠法の変更）
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因

となる事実が発生した後において、事務管理又は不
当利得によって生ずる債権の成立及び効力について
適用すべき法を変更することができる。ただし、第
三者の権利を害することとなるときは、その変更を
その第三者に対抗することができない。

（不法行為）
第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力

は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただ
し、その地における結果の発生が通常予見すること
のできないものであったときは、加害行為が行われ
た地の法による。

（生産物責任の特例）
第十八条 前条の規定にかかわらず、生産物（生産され

又は加工された物をいう。以下この条において同
じ。）で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生
命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ず
る生産業者（生産物を業として生産し、加工し、輸
入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。
以下この条において同じ。）又は生産物にその生産
業者と認めることができる表示をした者（以下この
条において「生産業者等」と総称する。）に対する債
権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受
けた地の法による。ただし、その地における生産物
の引渡しが通常予見することのできないものであっ
たときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法
（生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、そ
の常居所地法）による。

（名誉又は信用の毀損の特例）
第十九条 第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又

は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成
立及び効力は、被害者の常居所地法（被害者が法人
その他の社団又は財団である場合にあっては、その
主たる事業所の所在地の法）による。

（明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外）

第二十条 前三条の規定にかかわらず、不法行為によっ
て生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時に
おいて当事者が法を同じくする地に常居所を有して

いたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して
不法行為が行われたことその他の事情に照らして、
明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する
地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当
該他の地の法による。

（当事者による準拠法の変更）
第二十一条 不法行為の当事者は、不法行為の後におい
て、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力に
ついて適用すべき法を変更することができる。ただ
し、第三者の権利を害することとなるときは、その
変更をその第三者に対抗することができない。

（不法行為についての公序による制限）
第二十二条 不法行為について外国法によるべき場合に
おいて、当該外国法を適用すべき事実が日本法によ
れば不法とならないときは、当該外国法に基づく損
害賠償その他の処分の請求は、することができない。

２ 不法行為について外国法によるべき場合において、
当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本
法により不法となるときであっても、被害者は、日
本法により認められる損害賠償その他の処分でなけ
れば請求することができない。

（債権の譲渡）
第二十三条 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対す
る効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法に
よる。

第七節　補則
（公序）
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定
の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、
これを適用しない。
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公益通報者保護法

（平成十六年六月十八日法律第百二十二号）
最終改正：平成一九年一二月五日法律第一二八号

（目的）
第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする

公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事
業者及び行政機関がとるべき措置を定めることによ
り、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、
身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規
定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経
済の健全な発展に資することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者（労

働基準法 （昭和二十二年法律第四十九号）第九条
に規定する労働者をいう。以下同じ。）が、不正の利
益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不
正の目的でなく、その労務提供先（次のいずれかに
掲げる事業者（法人その他の団体及び事業を行う個
人をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）又は当
該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役
員、従業員、代理人その他の者について通報対象事
実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当
該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ
定めた者（以下「労務提供先等」という。）、当該通報
対象事実について処分（命令、取消しその他公権力
の行使に当たる行為をいう。以下同じ。）若しくは
勧告等（勧告その他処分に当たらない行為をいう。
以下同じ。）をする権限を有する行政機関又はその
者に対し当該通報対象事実を通報することがその発
生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために
必要であると認められる者（当該通報対象事実によ
り被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当
該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害
するおそれがある者を除く。次条第三号において同
じ。）に通報することをいう。
一 当該労働者を自ら使用する事業者（次号に掲げ
る事業者を除く。）

二 当該労働者が派遣労働者（労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律 （昭和六十年法律第八十八
号。第四条において「労働者派遣法」という。）
第二条第二号 に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。）である場合において、当該派遣労働
者に係る労働者派遣（同条第一号 に規定する労
働者派遣をいう。第五条第二項において同じ。）
の役務の提供を受ける事業者

三 前二号に掲げる事業者が他の事業者との請負契
約その他の契約に基づいて事業を行う場合にお
いて、当該労働者が当該事業に従事するときに
おける当該他の事業者

２ この法律において「公益通報者」とは、公益通報を
した労働者をいう。

３ この法律において「通報対象事実」とは、次のいず
れかの事実をいう。
一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁

護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国
民の生命、身体、財産その他の利益の保護にか
かわる法律として別表に掲げるもの（これらの
法律に基づく命令を含む。次号において同じ。）
に規定する罪の犯罪行為の事実

二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反す
ることが前号に掲げる事実となる場合における
当該処分の理由とされている事実（当該処分の
理由とされている事実が同表に掲げる法律の規
定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従
わない事実である場合における当該他の処分又
は勧告等の理由とされている事実を含む。）

４ この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機
関をいう。
一 内閣府、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法

律第八十九号）第四十九条第一項 若しくは第二
項 に規定する機関、国家行政組織法 （昭和二
十三年法律第百二十号）第三条第二項 に規定す
る機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に
置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又
はこれらの機関の職員であって法律上独立に権
限を行使することを認められた職員

二 地方公共団体の機関（議会を除く。）
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（解雇の無効）
第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそ
れぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由
として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解
雇は、無効とする。
一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとし

ていると思料する場合　当該労務提供先等に対
する公益通報

二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとし
ていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
　当該通報対象事実について処分又は勧告等を
する権限を有する行政機関に対する公益通報

三 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとし
ていると信ずるに足りる相当の理由があり、か
つ、次のいずれかに該当する場合　その者に対
し当該通報対象事実を通報することがその発生
又はこれによる被害の拡大を防止するために必
要であると認められる者に対する公益通報
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その
他不利益な取扱いを受けると信ずるに足り
る相当の理由がある場合

ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報
対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、
又は変造されるおそれがあると信ずるに足
りる相当の理由がある場合

ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報を
しないことを正当な理由がなくて要求され
た場合

ニ 書面（電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録を含む。第九条において
同じ。）により第一号に定める公益通報を
した日から二十日を経過しても、当該通報
対象事実について、当該労務提供先等から
調査を行う旨の通知がない場合又は当該労
務提供先等が正当な理由がなくて調査を行
わない場合

ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は
発生する急迫した危険があると信ずるに足
りる相当の理由がある場合

（労働者派遣契約の解除の無効）
第四条 第二条第一項第二号に掲げる事業者の指揮命令
の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条
各号に定める公益通報をしたことを理由として同項
第二号に掲げる事業者が行った労働者派遣契約（労

働者派遣法第二十六条第一項 に規定する労働者派
遣契約をいう。）の解除は、無効とする。

（不利益取扱いの禁止）
第五条 第三条に規定するもののほか、第二条第一項第
一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用して
いた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をし
たことを理由として、当該公益通報者に対して、降
格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

２ 前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に
掲げる事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣
労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益
通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対
して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業
者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な
取扱いをしてはならない。

（解釈規定）
第六条 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をし
たことを理由として労働者又は派遣労働者に対して
解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他
の法令（法律及び法律に基づく命令をいう。第十条
第一項において同じ。）の規定の適用を妨げるもの
ではない。

２ 第三条の規定は、労働契約法（平成十九年法律第百
二十八号）第十六条 の規定の適用を妨げるものでは
ない。

３ 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条 及び第十
五条 の規定の適用を妨げるものではない。

（一般職の国家公務員等に対する取扱い）
第七条 第三条各号に定める公益通報をしたことを理由
とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法
（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受け
る裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八
十五号）の適用を受ける国会職員、自衛隊法（昭和
二十九年法律第百六十五号）第二条第五項 に規定す
る隊員及び一般職の地方公務員（以下この条におい
て「一般職の国家公務員等」という。）に対する免
職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条
から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措
置法 において準用する場合を含む。）、国会職員法 、
自衛隊法 及び地方公務員法 （昭和二十五年法律第
二百六十一号）の定めるところによる。この場合に
おいて、一般職の国家公務員等の任命権者その他の
第二条第一項第一号に掲げる事業者は、第三条各号
に定める公益通報をしたことを理由として一般職の
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国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いが
されることのないよう、これらの法律の規定を適用
しなければならない。

（他人の正当な利益等の尊重）
第八条 第三条各号に定める公益通報をする労働者は、

他人の正当な利益又は公共の利益を害することのな
いよう努めなければならない。

（是正措置等の通知）
第九条 書面により公益通報者から第三条第一号に定め

る公益通報をされた事業者は、当該公益通報に係る
通報対象事実の中止その他是正のために必要と認め
る措置をとったときはその旨を、当該公益通報に係
る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通
報者に対し、遅滞なく、通知するよう努めなければ
ならない。

（行政機関がとるべき措置）
第十条 公益通報者から第三条第二号に定める公益通

報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該公
益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、
法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければ
ならない。

２ 前項の公益通報が第二条第三項第一号に掲げる犯罪
行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜
査及び公訴については、前項の規定にかかわらず、
刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の定
めるところによる。

（教示）
第十一条 前条第一項の公益通報が誤って当該公益通

報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をす
る権限を有しない行政機関に対してされたときは、
当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益
通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等を
する権限を有する行政機関を教示しなければなら
ない。

別表

別表（第二条関係）
一 刑法（明治四十年法律第四十五号）
二 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）
三 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）
四 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律（昭和二十五年法律第百七十五号）
五 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年

法律第百三十七号）

七 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五
十七号）

八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の
保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競
争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の
利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの
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民法 (抜粋)

（明治二十九年四月二十七日法律第八十九号）
最終改正：平成一八年六月二一日法律第七八号

民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債

権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス

（別冊）

第三編　債権

第一章　総則
第二節　債権の効力
第一款　債務不履行の責任等

（債務不履行による損害賠償）
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行を

しないときは、債権者は、これによって生じた損害
の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰
すべき事由によって履行をすることができなくなっ
たときも、同様とする。

（損害賠償の範囲）
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求

は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせる
ことをその目的とする。

２ 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者
がその事情を予見し、又は予見することができたと
きは、債権者は、その賠償を請求することができる。

（損害賠償の方法）
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないとき

は、金銭をもってその額を定める。
（過失相殺）
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失が

あったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠
償の責任及びその額を定める。

第五章　不法行為
（不法行為による損害賠償）

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律
上保護される利益を侵害した者は、これによって生
じた損害を賠償する責任を負う。

（財産以外の損害の賠償）
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した
場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであ
るかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を
負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償を
しなければならない。
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関係役務提供者, 151
勧告, 255, 256
監査委員会, 62, 65, 67, 68, 70, 71
監査役設置会社, 283, 284
鑑定, 270, 272, 276, 277, 279, 288
鑑定書, 277
鑑定人, 240, 263, 270, 276, 277, 288
鑑定人質問, 262, 276
管理侵害行為, 244

期間経過商業用レコード, 224, 225
技術基準, 143, 144
技術基準適合自己確認, 20, 21
技術基準適合認定, 18–21, 24–28, 32, 40–43, 45
技術基準適合命令, 17
技術的制限手段, 237, 238, 243
技術的保護手段, 200, 207, 234, 235
技術又は職業の秘密, 274, 278
基準料金指数, 9, 42
偽造, 287
基礎的電気通信役務, 5, 7–10, 16, 17, 29, 30
基礎的電気通信役務支援機関, 29
忌避, 263, 276
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既放送番組等, 63
義務履行地, 259
休業手当, 249
休憩, 249, 251
休憩時間, 249, 251
休日, 249–251
休日の労働, 251
教育課程, 208
教育機関, 209
教育番組, 60, 61, 74
教科用拡大図書, 208
教科用特定図書, 208
教科用図書, 208, 227
強行規定, 298
教師用指導書, 208
行政官庁, 249, 251
行政機関, 144, 148, 196, 197, 301–303
行政機関個人情報保護法, 189
行政機関情報公開法, 204, 205, 211, 220, 222
行政機関の保有する情報の公開に関する法律, 204
行政処分, 242
行政手続オンライン化法, 101
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律, 99, 101,

118, 120
行政手続法, 40, 42, 220
行政不服審査法, 43, 115, 128, 144, 219
協定, 249–252
共同著作物, 200, 215, 217, 234
業務, 288
業務区域, 95, 96
業務の適正, 283, 284
業務の適正を確保するための体制, 283, 284
共有者, 217
共有著作権, 217
教養番組, 60, 61
虚偽, 288
漁業法, 37, 38
居所, 259, 264, 265, 267, 279
挙証者, 277, 279
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条

約, 203
記録媒体, 117, 151, 238, 243, 244
記録媒体作成調書, 141
金融商品取引所, 75, 81
金融商品取引法, 75

空中線電力, 47, 50–53, 77
宮内庁, 197, 301

経営委員会, 62, 65–68, 71, 72
経過措置, 100, 115, 243, 244
経済産業省, 176, 177
経済産業省令, 241, 242, 244
経済産業大臣, 115, 163
警察官, 137, 138, 141
警察法施行令, 137
警察本部長, 138, 139, 141
計算書類, 285
警視以上の警察官, 132, 138
警視総監, 138
刑事訴訟, 197
刑事訴訟法, 131, 135–137, 303
継続勤務年数, 252
携帯電話インターネット接続役務, 173, 175
携帯電話インターネット接続役務提供事業者, 173, 175
携帯電話端末, 173–175
警部以上の警察官, 138
警部補以上の警察官, 138
刑法, 23, 126, 287
契約の成立, 298
契約の成立及び効力, 298
契約の方式, 297, 298
ケーブルテレビ法, 93
原記録聴取等請求書, 141
原記録保管裁判官, 135, 136
健康管理, 256

健康教育, 258
健康障害, 255–257
健康診断, 255, 257, 258
健康相談, 258
健康の保持増進, 255–258
言語の著作物, 203, 206
検索結果提供用記録, 213
検察官, 131–137
検察事務官, 132, 136
検察庁, 136
検事総長, 132
検証, 263, 270, 279
検証物, 261, 279
建築の著作物, 200, 201, 203, 212
原著作者, 207
原著作物, 201, 203–205, 207, 215, 216, 235
権利管理情報, 231
権利利益, 189–191, 193, 194

故意, 305
公安審査委員会, 100, 103
公安審査委員会規則, 100, 103
行為者, 235
行為地法, 297
公益通報, 301–303
公益通報者, 301–303
公益通報者保護法, 301
公害等調整委員会, 100
公害等調整委員会規則, 100
交換設備, 131
公告, 284–286
公告アドレス, 285, 286
公告期間, 284–286
公告サーバ, 285, 286
公告の中断, 285, 286
公告ページ, 286
広告放送, 72–74
公告方法, 284
工事担任者, 22, 23
工事担任者資格者証, 22, 43, 45
工事担任者試験, 22, 43
公衆, 147
公衆送信, 199–201, 206, 209, 212, 231, 232, 235
公衆送信権, 206
公衆送信用記録媒体, 199, 200, 213
公衆送信用記録媒体等, 213
高周波電流, 47
口述権, 206
較正, 24
公正取引委員会, 100, 103
公正取引委員会規則, 100, 103
較正等, 24
更生保護法, 106, 108
厚生労働省令, 249–253, 255–258
厚生労働大臣, 132, 194, 250, 251, 257, 258
公的個人認証法, 117
高度情報通信社会, 161, 165
高度情報通信ネットワーク, 185–188
高度情報通信ネットワーク社会, 185–188
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法, 185
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長, 187
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部, 185, 187
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員, 187
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長, 187
坑内労働, 251
公認会計士, 71
公認会計士法, 71
公表権, 204
公表後五十年, 215, 216
公表後七十年, 216
公文書の成立の真否, 278
抗弁, 261
候補者放送, 147
公務員, 287
公務所, 287
国外頒布目的商業用レコード, 231
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国際出願, 211
国際審議会, 72
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止

を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法
律, 137

国際電気通信事業, 10
国際放送, 59, 60, 62, 63, 69, 70, 72
国際放送等, 70, 72, 84
国際放送番組審議会, 65, 72
国際予備審査, 211
国税徴収法, 106
国税通則法, 106, 107
国土交通大臣, 97, 144, 148, 194
国内受信者, 74, 75, 89
国内頒布目的商業用レコード, 231
国内放送, 59–62, 65, 71–73 , 79, 80, 82
国内放送等, 72
国有財産法, 34
国立国会図書館, 207, 208, 211
国立国会図書館法, 211
個人情報, 189–191, 194–196
個人情報データベース, 189
個人情報取扱事業者, 189–196
個人情報の保護, 189, 190, 194
個人情報の保護に関する法律, 189
個人情報保護法, 189
個人データ, 189, 191, 192, 196
国会, 66, 70, 136
国会職員法, 302
国家行政組織法, 42, 97, 101, 197, 301
国家公安委員会, 100, 103, 115, 132, 138, 163
国家公安委員会規則, 100, 103, 163
国家公安委員会規則第十三号, 137
国家公務員法, 302

債権, 305
債権者, 305
最高裁判所規則, 132, 134, 137, 140, 141, 259, 263, 265, 268, 272,

273, 275, 276
財産, 288
財産以外の損害, 305
財産権, 288
最小化, 138
最初の期間, 250
再尋問, 280
再送信, 89, 93, 95–98, 147
再送信業務, 95
再送信の同意, 147
サイバーセキュリティ基本法, 155
再発防止対策, 255, 256
裁判官, 131, 132, 134–136, 138, 140, 141
裁判所, 134–137
裁判所職員臨時措置法, 302
財物, 288
再放送, 62, 226
再放送権, 226
債務, 305
債務者, 305
債務の不履行, 305
債務不履行, 305
再有線放送, 226
作業環境測定, 256–258
作業環境測定士, 256, 257
差止請求権, 230
産業医, 256, 257
産業国際競争力, 185
参考人供述調書, 138

自衛隊法, 302
自営電気通信設備, 22
支援機関, 29–32, 41, 43, 44
支援業務, 29–32, 42, 44
支援業務諮問委員会, 31
歯科医師, 257, 258
視覚著作物, 209, 227
時間外, 251

磁気的方式, 25, 99, 101, 117, 191, 208
識別符号, 161, 162
識別符号の入力, 286
始業及び終業の時刻, 249
事業者, 255–258
事業用電気通信設備, 17, 18, 43, 143
試験事務規程, 23, 24, 31
施行, 297
施行期日, 297
実演, 199, 200, 202
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約, 202
実演家, 199, 200, 202, 210, 221–226, 230, 232, 234
実演家人格権, 200, 221, 222, 226, 228, 230–235
実演家等保護条約, 202, 203, 223, 235
実演名家, 222
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約, 202
実演・レコード条約, 202, 223
失効情報, 119–125, 128
失効情報ファイル, 119–125, 128
失効申請等情報, 119, 120
指定管理団体, 228–230
指定警察官, 138, 141
指定試験機関, 22–24, 41, 43, 44
指定調査機関, 111–115
指定電気通信役務, 8–10
指定認証機関, 124–129
私的使用, 207, 228, 234
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 224
私的録音, 228, 229
私的録音録画補償金, 228, 229
私的録画, 228, 229
児童, 179
児童買春, 179–181
自動公衆送信, 199, 206–210, 212, 213, 215, 218, 232
自動公衆送信装置, 199, 200, 207, 208, 210, 212, 217, 218, 227
自動公衆送信装置等, 212, 213
自動公衆送信等, 213
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する

法律, 179
児童買春禁止法, 179
児童ポルノ, 179–181
自発的健康診断, 257
司法警察員, 131–136
司法警察職員, 132, 136
事務処理, 288
氏名表示権, 205, 222
社債等振替法, 71, 76, 80
写真の著作物, 201, 203, 204, 206, 212
衆議院, 38, 66
宗教活動, 196
就業規則その他これに準ずるもの, 249, 250, 252
宗教団体, 196
住所地市町村長, 117–119
自由心証主義, 280
重大犯罪, 131
周波数, 47, 50–55, 57
銃砲刀剣類所持等取締法, 137
住民基本台帳, 117
住民基本台帳カード, 117
住民基本台帳法, 107, 117–119, 125
住民票, 117–119
重要通信, 5, 6, 8, 10
受信機, 66
受信契約, 65, 69
受信契約条項, 84
受信者, 93, 96, 97
受信障害対策中継放送, 60, 84, 89, 95
受信設備, 47, 48, 50, 59, 69, 74, 75, 89
受信複製物, 232
受信料, 65, 69, 70
受信料免除, 84
受託協会国際放送, 59, 60, 64, 72
受託国内放送, 59, 60, 63–65 , 71–73, 78–80
受託内外放送, 59, 60, 64, 73, 74, 78–80, 89
受託放送, 60
受託放送役務, 5, 76, 77, 84, 85
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受託放送事業, 69
受託放送事業者, 60–62, 65, 66, 68, 72, 76, 77, 79, 83, 89, 95, 147
出入国管理及び難民認定法, 105, 137
出版権, 201, 209, 217, 220, 221, 230–234
出版権者, 220, 221, 230, 232
出版権登録原簿, 221
主務省令, 99, 100, 102, 103, 109–113, 115
主務大臣, 109–115, 194–196
準拠法, 297, 299
上映権, 206
上演, 200, 201, 206, 209, 210
消去, 140, 141
商業用レコード, 199, 218, 223–225, 229, 231, 235
常居所地法, 297–299
証拠, 262, 263, 267, 271–273, 278, 279
証拠収集, 266–268
証拠調べ, 261–263, 270–273, 279, 280
証拠保全, 279, 280
証拠保全の申立て, 279
使用者, 249–252
証人尋問, 274–277
承認調査機関, 113, 114
承認認定機関, 27–29, 41, 42
消費者委員会, 190
商標, 237–239, 241, 242
商標法, 238
商品等表示, 237–239, 242–244
情報通信技術, 185–188
情報の保存及び管理に関する体制, 283, 284
情報を表すために作成された物件, 279
職務上作成する著作物, 204
職務上の秘密, 274, 277, 278
書証, 272, 277, 278
除斥, 263
所定労働時間, 252
所定労働日数, 252
署名押印, 140
署名確認者, 121–124
署名検証者, 117, 120–124, 128, 129
署名又は押印, 278
侵害情報, 151, 152
侵害情報等, 151, 152
人格的利益, 216, 226, 234
審議会等, 97
審議機関, 96
人事院, 100, 103
人事院規則, 100, 103
審尋, 263, 273, 274, 278
真正に成立, 278
新聞社, 66, 68, 196
尋問, 261, 262, 270, 273–277, 279, 280
深夜, 251
深夜業, 257, 258

水底線路, 37, 38
図形の著作物, 203
スポット傍受, 138–140

清算期間, 250
政治活動, 194, 196
政治団体, 196
青少年, 173–177
青少年インターネット環境整備法, 173
青少年閲覧防止措置, 176, 177
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に

関する法律, 173
青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため

の施策に関する基本的な計画, 174
青少年有害情報, 173–177
青少年有害情報フィルタリングサービス, 173, 175–177
青少年有害情報フィルタリングソフトウェア, 173–177
製造事業者, 175
成立が真正であること, 278, 279
政令, 99–101, 105, 110, 112, 114, 115, 117–122, 124, 128, 143,

144, 189, 192–197, 242–244
世界貿易機関, 202, 203, 216, 235

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定, 216
設計合致義務, 19, 21
設計認証, 19–21, 27, 28, 41–43, 45
接続電気通信事業者等, 30, 31
接続約款, 12–15, 29, 40, 42, 44
窃盗, 288
線条, 143, 144
専門委員, 262, 263
線路技術, 17

総括安全衛生管理者, 255, 256
創作後五十年, 216
創作後七十年, 216
創作後六月, 220
創作年月日, 220
捜査主任官, 138, 140, 141
捜査報告書, 138, 141
送受信用プログラム, 200
送信可能化, 199, 201, 206–210, 212, 213, 215, 217, 218, 222,

225–227, 231, 232, 235
送信可能化権, 222, 225, 226
送信可能化等, 213
送信機, 66
送信装置, 151
送信防止措置, 151, 152
送信元識別符号, 213
総務省, 38
総務省令, 5–27, 29, 30, 32–34, 36–38, 40–42, 47, 48, 56,

117–121, 125, 126, 128, 143, 144, 147, 148
総務大臣, 6–43, 47, 48, 60–66, 69–85, 87–90, 93–98, 103, 115,

120, 124–128, 143, 144, 147, 148, 163
総労働時間, 250
即時抗告, 262, 269, 274, 276, 278, 279, 281
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律, 137
訴訟記録, 262, 265, 268
訴訟記録の閲覧等, 268
疎明, 262, 268, 271, 273, 274
損益計算書, 285
損壊, 288
損害賠償, 299, 305
損害賠償請求権, 152
損害賠償責任, 151
損失の危険の管理に関する規程その他の体制, 283, 284

体育活動, 258
第一号の委員, 256, 257
第一種指定電気通信設備, 8, 9, 11–16, 29, 42
題号, 206
貸借対照表, 285
対象期間, 250
第二種指定電気通信設備, 11, 14, 15, 29, 42
大麻取締法, 137
貸与権, 206
貸与権等, 224, 225
多重放送, 59, 63, 69, 73, 74, 79, 89, 96
立会人, 133, 134, 139, 140
他犯罪通信, 138–140
他犯罪傍受, 138, 139
団体署名検証者, 121–123, 128, 129
端末機器, 18–21, 24–28, 41, 42, 45
端末設備, 18, 21, 22

蓄音機用音盤, 199
地上系一般放送事業者, 74, 80, 82, 89
地方教育行政の組織及び運営に関する法律, 106
地方公共団体, 41, 98, 101, 103, 117, 128, 185–187, 189–192, 196,

204, 205, 208, 210, 211, 222, 242
地方裁判所, 69, 132, 135, 136
地方自治法, 34, 35, 43, 104, 106, 108, 128
地方審議会, 72
地方税法, 105
地方独立行政法人, 101, 204, 205, 208, 210, 211, 222
地方独立行政法人法, 101, 189, 204
地方放送番組審議会, 72
中央審議会, 72
中央放送番組審議会, 72

マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法



313

中央労働委員会, 100, 103
中央労働委員会規則, 100, 103
中継国際放送, 59, 60, 63, 69, 84
中波放送, 59, 60, 63, 72
聴覚障害者, 209
聴覚障害者等, 209, 210
聴覚著作物, 209, 210
調査業務規程, 112–114
調査審議, 256
聴取, 135, 137, 140, 141
超短波放送, 59, 60, 63, 72, 83, 84
直接受信, 59, 63, 147, 151
著作権, 200, 204, 206, 207, 213–217, 219, 220, 229–235
著作権者, 207–209, 211, 212, 216–221, 224, 230–232, 234
著作権者等, 232
著作権登録原簿, 220, 221, 228
著作権等, 200
著作権に関する世界知的所有権機関条約, 216
著作権法, 199, 206
著作者, 199, 200, 202–210, 214–222, 230–232, 234, 235
著作者人格権, 200, 204, 215–217, 230–235
著作物, 199–203, 206
著作物等, 200, 201
著作隣接権, 200, 221–228, 230–235
著作隣接権者, 228, 230–232
著作隣接権登録原簿, 228
賃金, 249, 251, 252
賃金の支払, 249
陳述, 288

通勤手当, 252
通常の労働者の週所定労働日数, 252
通信, 131–141
通信教育用学習図書, 208
通信記録消去通知書, 141
通信記録物等管理者, 138, 140, 141
通信記録物等, 138, 140, 141
通信事業者等, 131–133, 139
通信事業者等に対する配慮, 139
通信社, 196
通信手段, 131–134, 136, 138, 139
通信設備, 47
通信の当事者, 131, 134–137, 141
の, 144
通信の秘密, 131, 136, 140
通信の傍受の禁止, 133
通信傍受, 131, 133, 138, 140
通信傍受規則, 137
通信傍受手続簿, 141
通信傍受法, 131
通信量, 9, 13
通信量等, 9, 13
通知, 132, 134, 135, 137, 141
通知期間延長請求書, 141
通報対象事実, 301–303
通話, 133–136, 139

訂正放送, 147
データベース, 200, 203
データベースの著作物, 203, 214
適格電気通信事業者, 29, 30, 42
適合表示無線設備, 47
適合命令, 18
デジタル方式, 207
テレビジョン多重放送, 95–98
テレビジョン放送, 59–61, 63–65, 69, 83, 84, 95–98, 226
電気, 288
電気通信, 5, 6, 11, 12, 87, 131, 151, 161
電気通信役務, 5, 7–14, 16–18, 22, 30, 32, 33, 39–44, 87, 90, 173
電気通信役務利用放送, 62, 84, 87–91, 93, 95, 98
電気通信役務利用放送事業, 69
電気通信役務利用放送事業者, 62, 66, 68, 87–90, 95, 147
電気通信役務利用放送事業者登録簿, 87
電気通信役務利用放送設備, 87–90
電気通信役務利用放送法, 62, 66, 68, 69, 77, 80, 87, 93, 95, 98,

147

電気通信回線, 12, 63, 102, 118, 125, 161, 162, 180, 199, 200,
207, 208, 210, 212, 218, 227, 237, 238, 241–243

電気通信回線設備, 6, 8, 10–12, 15–22, 32, 41, 42
電気通信技術, 13
電気通信業務, 5, 6, 10, 11, 16
電気通信事業, 5–7, 11, 16, 17, 30, 32, 38, 40–43, 87, 90
電気通信事業者, 5–18, 22, 29–32, 38–43, 143, 173
電気通信事業者登録簿, 6
電気通信事業者等, 10, 11, 41, 43
電気通信事業紛争処理委員会, 38
電気通信事業法, 5, 37, 48, 87, 90, 136, 143, 144, 151, 173
電気通信主任技術者, 17, 18, 23, 44
電気通信主任技術者資格者証, 17, 18, 22, 43, 45
電気通信主任技術者試験, 17, 18, 22, 43
電気通信設備, 5–18, 22, 29, 30, 32, 35, 38–41, 87, 131, 132, 139,

151, 199, 201
電気通信番号, 18
電気的設備, 5, 47, 143
電子計算機, 25, 99, 101, 102, 109, 117, 118, 120–126, 161, 173,

189, 200, 203, 206, 208, 209, 212–214, 231, 287, 288
電子計算機の映像面, 286
展示権, 206
電子公告, 284–286
電子公告規則, 285
電子公告調査, 285, 286
電子公告調査機関, 285
電子商取引, 185, 186, 188
電子情報処理組織, 99, 101–103
電子証明書, 110, 117–119, 122–126, 128
電子署名, 109, 110, 114, 117–120, 122
電子署名及び認証業務に関する法律, 109, 117, 120
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律, 108
電子署名に係わる地方公共団体の認証業務に関する法律, 117
電子署名法, 109
電磁的記録, 25, 26, 99–102 , 109, 110, 117, 118, 120–122, 179,

180, 208, 261, 285–288
電磁的記録媒体, 117–120
電子的方式, 25, 99, 101, 117, 191, 208
電磁的方式, 5, 109, 117, 120, 143, 144
電子的方法, 200, 238
電磁的方法, 99, 100, 200, 238
電磁波, 47
電子文書法, 99
電子メール, 165
電子メールアドレス, 165
電子メール通信役務, 165
伝染性の疾病, 258
伝送交換技術, 17
伝送路設備, 6, 12, 14
伝達権, 226
電波, 47, 48
電波監理審議会, 84, 85, 90
電波天文業務, 48
電波の質, 47
電波法, 6, 23–25, 32, 38, 47, 60, 64, 74–79, 87, 89, 90, 95–97,

104, 148, 208
電話機, 207
電話番号等, 131, 133, 140

同一性, 206, 222
同一性保持権, 206, 222
登記アドレス, 286
導体, 143, 144
道府県警察本部長, 138
道路管理者, 148
登録, 176
登録局, 47
登録認定機関, 18–21, 24–28, 41
登録認定機関登録簿, 25
道路法, 95, 97, 98, 147, 148
特殊法人, 187
特徴的な給付, 297
特定移動端末設備, 14
特定関係事業者, 11, 12, 42
特定期間, 250
特定サーバー, 174, 176
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特定サーバー管理者, 174, 176, 177
特定製造業者等, 24, 25
特定端末機器, 20, 21
特定地上系一般放送事業者, 82
特定電気通信, 151, 152
特定電気通信役務, 9, 40, 42
特定電気通信役務提供者, 151, 152
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律, 151
特定電気通信設備, 151, 152
特定電子計算機, 161–163
特定電子メール, 165–167, 169
特定電子メール等, 167, 169, 170
特定電子メール等送信適正化業務, 167–169
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律, 165
特定認証業務, 109, 111, 114, 120
特定利用, 161, 162
独立行政法人, 101, 187, 189, 190, 204, 208, 210, 211, 218
独立行政法人宇宙航空研究開発機構, 64
独立行政法人宇宙航空研究開発機構等, 64, 84
独立行政法人個人情報保護法, 189
独立行政法人情報通信研究機構, 24, 64
独立行政法人通則法, 187, 204
独立行政法人等, 204, 205, 211, 222
独立行政法人等情報公開法, 205, 211, 222
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律, 204
図書館, 207
図書館資料, 207, 208
図書館等, 207
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律, 211
都道府県, 12, 35, 38
都道府県公安委員会, 132, 138, 161–163
都道府県知事, 36, 37, 117–125, 128
都道府県労働局長, 255, 257
届出書, 147, 148
ドメイン名, 238, 239
取締役会, 283, 284
取締役会設置会社, 283

内閣, 187, 197
内閣官房, 187
内閣官房副長官補, 187
内閣総理大臣, 66, 67, 187, 190, 194, 196, 197
内閣府, 100, 103, 196, 197, 301
内閣府設置法, 101, 197, 301
内閣府令, 100
内閣法, 187
内蔵記録媒体, 212, 215, 227

二次使用, 223, 225
二次使用料, 221–225, 231
二次的著作物, 200, 201, 203–205, 207, 212–215, 235
日本放送協会, 59, 62
認可接続約款等, 13
認証業務, 109–111, 114, 115, 117, 124, 128
認証業務情報, 122–126, 128
認証業務情報保護委員会, 126
認証事務, 124–129
認証事務管理規程, 126, 127
認証設計, 19, 20
認証取扱業者, 19, 20, 41, 42
認定外国認証事業者, 111, 114, 115
認定業務, 195, 196
認定個人情報保護団体, 190, 195, 196
認定電気通信事業, 32–35, 37
認定電気通信事業者, 32–38
認定認証事業者, 110, 114, 115
認定放送持株会社, 66, 68, 69, 80–84, 89

年次有給休暇, 249, 252

農林水産大臣, 37

派遣労働者, 301, 302
発行者署名符号, 119, 120
発信, 174, 176

発信者, 151, 152
発信者情報, 151, 152
万国著作権条約, 206
犯罪関連通信, 131
犯罪捜査, 41, 144, 147
犯罪捜査のための通信傍受に関する規則, 140
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律, 131, 137
犯人間の相互連絡等, 131
頒布, 200–202, 206–208, 210, 214, 215, 220, 221, 227, 228, 230,

231, 235
頒布権, 206

ＰＨＳ端末, 173–175
被告人, 135
美術の著作物, 201, 203, 204, 206, 212
非常事態, 144
秘密, 262, 266
秘密記載部分の閲覧等, 262
秘密の保護, 48, 144
秘密保持義務, 122, 123, 126
秘密保持命令, 233, 235, 240, 241, 244
病者の就業禁止, 258
標準契約約款, 74, 84

フィルタリング推進機関, 176, 177
フィルタリング推進機関登録簿, 177
フィルタリング推進業務, 176, 177
封印, 133, 134, 137, 139, 140
武器等製造法, 137
複製, 133–138, 140, 141
複製権, 206, 214, 220, 221, 225, 226
複製権者, 220, 221
複製等作成調書, 141
複製等, 134–136
符号, 47
不正アクセス禁止法, 161
不正アクセス行為, 161–163, 244
不正アクセス行為の禁止等に関する法律, 161
不正開示行為, 237, 243
不正競争, 237, 239–244
不正競争防止法, 233, 237, 260, 262
不正取得行為, 237, 243
負担金, 30, 31, 42
普通裁判籍, 259, 260, 267
舞踊又は無言劇の著作物, 203
不服申立て, 136, 137
不法行為, 260, 299, 305
プログラム, 200, 203, 235, 237–239, 243
プログラム言語, 203
プログラムの記録, 237, 238
プログラムの実行, 237, 238
プログラムの著作物, 199, 203, 204, 206, 212, 220, 231
プロバイダ責任制限法, 151
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約, 216
文化審議会, 219, 229, 230
文化庁長官, 208, 217–220, 223–225, 228–230
文書提出義務, 277
文書提出命令, 277, 278
文書の成立, 278, 279
文書の成立の真正, 279
文書を識別することができる事項, 277
紛争処理, 230

平均所定労働日数, 252
平均賃金, 249, 252
弁護人, 135, 136
編集著作物, 203
変造, 287

妨害, 288
防御措置, 162
傍受, 48, 131–141
傍受記録, 134–137, 140, 141
傍受記録作成調書, 141
傍受記録作成用媒体, 138, 140
傍受実施主任官, 138
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傍受すべき通信, 132–135, 138–140
傍受日誌, 139
傍受の原記録, 134–138, 140, 141
傍受の実施, 132–140
傍受令状, 131–134, 136–139, 141
傍受令状請求書, 138
邦人向け委託協会国際放送業務, 60, 63
邦人向け国際放送, 59, 63, 72
邦人向け受託協会国際放送, 72
放送, 59–65, 69, 71–74, 76–82, 84, 85
放送機関, 196
放送局, 60, 65, 73, 74, 77, 79, 84, 89, 95, 96
放送区域, 63, 69, 74, 78, 84, 89, 96, 208
放送区域等, 74, 89, 96
放送系, 60
放送権, 222, 226
放送債券, 62, 65, 71
放送事業, 59, 69, 70
放送事業者, 60–62, 66, 68, 74, 79, 83, 84, 89, 95, 96, 147, 199,

203, 207, 211, 215, 218, 221–223, 225–227
放送事業者等, 223–225
放送事項, 62, 64, 69, 79, 84, 96
放送設備, 62, 63, 66, 71, 72, 84, 89
放送大学学園, 60, 73
放送大学学園法, 60
放送対象地域, 60, 61, 77–79 , 82, 89, 208, 210, 218, 227
放送等, 73, 84
放送番組, 59–63, 65–67, 69, 71–74, 76, 77, 79, 82, 83, 85, 95,

96, 208, 222, 223
放送番組収集諮問委員会, 83
放送番組審議機関, 61, 73
放送番組センター, 82
放送番組の編集, 147
放送普及基本計画, 60, 61, 78, 84
放送法, 5, 59, 87, 89–91, 95–98, 147, 148, 208
放送用割当可能周波数, 60
報道機関, 196
法の適用に関する通則, 297
法の適用に関する通則法, 297
法務大臣, 115
法律行為, 297
法律行為の成立, 297
法律行為の成立及び効力, 297
法律行為の方式, 297
保管期間, 136
保健師, 258
保健指導, 258
保護期間, 215, 216, 226
保護者, 173–175
補償金, 207–210, 217–219, 227, 228
補償金関係業務, 229, 230
補償金等, 219
保有個人データ, 189, 192, 193
翻案権, 206
本邦, 143
翻訳権, 206

麻薬及び向精神薬取締法, 137

民間事業者, 99, 100
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関

する法律, 99
民事訴訟法, 233, 241
民事訴訟法 (抜粋), 259
民法, 216, 305

無線局, 47, 48, 50–57, 89, 95
無線従事者, 47
無線設備, 47–49
無線通信, 143
無線電信, 47
無線電話, 47

名誉又は信用, 299
迷惑メール対策法, 165
面接指導, 258

黙秘の義務, 274, 277
最も密接な関係がある地, 297, 298
文部科学省, 208
文部科学大臣, 208

薬事法, 211
麻薬取締官, 132

有給休暇, 251, 252
有線, 131
有線テレビジョン放送, 5, 90, 93, 95–98, 226
有線テレビジョン放送事業者, 93, 95–97
有線テレビジョン放送施設, 93–98
有線テレビジョン放送施設者, 64, 93–97
有線テレビジョン放送法, 5, 63, 64, 87, 90, 93
有線電気通信, 63, 93, 143–145, 199, 212, 214
有線電気通信設備, 93, 143–145, 147, 148
有線電気通信法, 6, 23, 25, 32, 87, 93, 136, 143
有線放送, 63, 93, 94, 96, 199, 200, 202, 203, 207–212, 217, 218,

222, 223, 225–228
有線放送権, 222, 226
有線放送事業者, 199, 203, 207, 211, 215, 222, 223, 226, 227
有線放送設備, 203
有線放送電話役務, 5
有線放送電話に関する法律, 5
有線放送番組, 208
有線ラジオ放送, 5, 90, 93, 147, 148
有線ラジオ放送業務, 87, 90, 93
有線ラジオ放送業務運用規正法, 147
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律, 5, 147
有線ラジオ放送番組, 147
有線連絡線, 143
有料放送, 74, 75, 79, 84, 85, 89
有料放送管理業務, 69, 75, 85, 91
有料放送管理事業者, 66, 68, 75, 83, 84, 89
有料放送事業者, 74, 75, 89

呼出符号, 47
呼出名称, 47

ラジオ放送, 69, 147
ラジオ放送事業者, 147

理事会, 62, 68
利用権者, 161, 162
利用権者等, 161
利用者署名検証符号, 117–119, 122, 124
利用者署名符号, 117, 118, 122, 124
臨時の賃金等, 249

令状記載傍受, 138, 139
令状請求, 132, 138
レクリエーション, 258
レコード製作者, 199, 202, 203, 221, 223, 225, 235
レコード保護条約, 203, 235
連携協力体制, 174

労働安全衛生法, 255
労働衛生指導医, 257
労働基準監督署長, 255
労働基準法, 249, 301
労働協約, 249, 256
労働組合, 249–252, 256
労働契約, 249
労働契約法, 302
労働災害, 255–257
労働時間, 249–251, 257, 258
労働時間等設定改善委員会, 258
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法, 258
労働者, 249–253, 255–258, 301–303
労働者の健康管理等, 256
労働者派遣, 301, 302
労働者派遣契約, 302
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備

等に関する法律, 301
労働者派遣法, 301, 302
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労働条件, 249, 255
労働政策審議会, 250
労働日数, 250
労働日, 250–252
労務提供先, 301, 302
労務提供先等, 301, 302
録音, 200–202, 207, 211, 212, 217, 218, 222–229
録音権, 222
録音テープ, 199
録音物, 211, 212, 215, 222–224, 227, 231
録画, 200–202, 207, 211, 212, 217, 222, 224–229
録画権, 222
録画物, 212, 215, 223, 224, 227, 231
六箇月経過日, 252

若者育成支援推進法, 174
若者育成支援推進本部, 174
割増賃金, 250, 251
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編集後記

このたび「マネージドセキュリティサービス事業者のための情報セキュリティ小六法」をお届けする運びとなりま
した。この小冊子が読者を得るならば、これに勝る喜びはありません。

この小冊子を作成するに当たっては、多くの皆様に直接間接にお世話になりました。すべてを挙げることはできま
せんが、ここに記して感謝いたします。
とりわけ、電子政府の総合窓口イーガブの法令データ提供システムでは、収録した法律等の原文を得る為に大いに

お世話になりました。このようなデータベースがなければ、法令をタイプするだけでも手に余る膨大な作業となった
であろうことは明らかです。
また、本小冊子は LATEXを用いて整形しておりますが、そのほとんどを奥村先生の「LATEX2ε美文書作成入門 改

訂第 5版」 [1] や TEXWiki をはじめとする諸先輩の指南に負っています。LATEXというツールがなければ、編集子
はこの小冊子を作るとは言い出せなかったでしょう。また、諸先輩の知見と指導を得られなかったとすれば、曲がり
なりにも編集作業を終えることは出来なかったでしょう。
さらに、NPO 日本ネットワークセキュリティ協会 (JNSA)ならびに 日本セキュリティオペレーション事業者協議

会 (ISOG-J)および WG3 には、法律にも疎く編集作業にも不慣れな編集子にこのような機会を与えていただきまし
た。よくぞ決断していただいたと思っております。
この小冊子の編集作業は、ISOG-JのWG3を母体に編集チームを編成して行いました。編集チームのメンバーに

は、多忙な本業の合間を縫うようにして、それぞれの専門的見地から多大な貢献をしていただきました。時に意見が
対立することも無いわけではありませんでしたが、それも良い議論の種になったものと信じております。

とはいえ、もしこの小冊子に過不足や過誤があるならば、それは一に編集子の不手際によるものであります。今後
の作業の励みともなりますので、お気づきの点をお知らせいただければ幸いです。(連絡先は奥付をご覧下さい。)

日本セキュリティオペレーション事業者協議会 (ISOG-J)

Working Group 3

川崎 基夫

http://www.e-gov.go.jp/
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texwiki/
http://www.jnsa.org/
http://www.jnsa.org/isog-j/
http://www.jnsa.org/isog-j/
http://www.jnsa.org/isog-j/
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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